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令和７年会津美里町議会定例会９月会議

議事日程 第１号

令和７年９月１日（月）午前１０時００分開議

諸般の報告

①議長の報告（出席した会議等別紙のとおり）

②議長の提出物の報告（別紙のとおり）

③説明員の報告（別紙のとおり）

④一部事務組合議会結果報告

・会津若松地方広域市町村圏整備組合議会議員の報告

⑤町長の行政報告

第１ 会議録署名議員の指名

第２ 議案の上程及び提案理由の説明

第３ 決算審査概要報告

第４ 陳情の常任委員会付託について

第５ 決算特別委員会の設置について

第６ 議案の決算特別委員会付託について

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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〇出席議員（１５名）

１番 櫻 井 幹 夫 君 ９番 渋 井 清 隆 君

２番 小 柴 葉 月 君 １０番 堤 信 也 君

３番 荒 川 佳 一 君 １１番 鈴 木 繁 明 君

４番 山 内 豪 君 １２番 横 山 知 世 志 君

５番 長 嶺 一 也 君 １３番 横 山 義 博 君

６番 村 松 尚 君 １５番 根 本 謙 一 君

７番 小 島 裕 子 君 １６番 大 竹 惣 君

８番 星 次 君

〇欠席議員（なし）

〇説明のため出席した者

町 長 杉 山 純 一 君

副 町 長 鈴 木 國 人 君

総 務 課 長 平 山 正 孝 君

政策財政課長 渡 部 雄 二 君

政策財政課参事 金 子 吉 弘 君

会 計 管 理 者 児 島 隆 昌 君兼 出 納 室 長

町民税務課長 大 竹 淳 志 君

健康ふくし課長 渡 部 朋 宏 君

健康ふくし課 福 田 富 美 代 君主 幹

産業振興課長 鵜 川 晃 君

建設水道課長 加 藤 定 行 君

教 育 長 歌 川 哲 由 君

こども教育課長 猪 俣 利 幸 君

生涯学習課長 小 林 隆 浩 君

選挙管理委員会 平 山 正 孝 君書記長（兼）

農 業 委 員 会 鵜 川 晃 君事務局長（兼）

代表監査委員 薄 久 男 君
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〇事務局職員出席者

事 務 局 長 川 田 佑 子 君

事 務 局 次 長 小 林 一 成 君兼 総 務 係 長
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開 議 （午前１０時００分）

〇開議の宣告

〇議長（大竹 惣君） ただいまから令和７年会津美里町議会定例会９月会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。

〇諸般の報告

〇議長（大竹 惣君） 日程に入ります前に、諸般の報告を行います。

議長の報告、議長の提出物の報告、説明員の報告は別紙のとおりであります。

次に、一部事務組合議会結果報告を行います。

会津若松地方広域市町村圏整備組合議会に関する報告を５番、長嶺一也君、報告願います。

〔５番（長嶺一也君）登壇〕

〇５番（長嶺一也君） 会津若松地方広域市町村圏整備組合議会の結果報告を申し上げます。

本町議会からは７番、小島裕子議員、９番、渋井清隆議員及び私の３名が派遣されておりますが、

私のほうから本町議会６月会議以降の会津若松地方広域市町村圏整備組合議会定例会の報告をさせて

いただきます。

なお、これより会津若松地方広域市町村圏整備組合を整備組合と名称を省略して報告させていただ

きます。

令和７年８月整備組合議会定例会は、去る８月８日金曜日午前10時より、会津若松市役所北会津支

所ピカリンホールにて開催されました。会期は８月21日までとされ、休会は８月９日から同月11日及

び同月13日から同月20日と決定されました。

提出された案件は、議会提出の選任２件及び報告１件、管理者提出の報告５件、条例３件、予算２

件、契約１件、単行案件１件及び承認２件でありました。

まず、議会提出案件の選任第４号、整備組合議会常任委員会委員の選任についてでありますが、整

備組合議会の申合せにより、２年交代で各常任委員会委員は改選されました。本町議会議員につきま

しては、総務消防委員会に小島裕子議員及び渋井清隆議員が、環境衛生委員会には私が選任されまし

た。また、水道供給委員会委員につきましては継続とされ、本町議会議員では副委員長に小島裕子議

員、委員に渋井清隆議員が選任されました。

次に、選任第５号、整備組合議会議会運営委員会委員の選任についてでありますが、副委員長が会

津若松市議会の譲矢隆議員から柳津町議会の田﨑信二議員に替わり、そのほかは継続しての選任であ

りました。

次に、報告第４号 監査の結果報告についてでありますが、例月現金出納検査結果の報告でありま

した。

次に、管理者提出案件の報告第５号、令和６年度整備組合一般会計継続費精算報告書についてであ
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りますが、旧会津美里消防署解体事業について、継続費精算報告書調製に係る報告でありました。

次に、報告第６号、令和６年度整備組合水道用水供給事業会計継続費精算報告書についてでありま

すが、送水ポンプ電気設備その他更新事業に係る報告でありました。

次に、報告第７号、令和６年度整備組合一般会計継続費繰越計算書についてでありますが、会津若

松消防署城南分署大規模改修工事に係る報告でありました。

次に、報告第８号、令和６年度整備組合水道用水供給事業会計継続費繰越計算書についてでありま

すが、取水ポンプ場耐震補強事業に係る報告でありました。

次に、報告第９号、令和６年度整備組合水道用水供給事業会計決算に基づく資金不足比率について

でありますが、資金不足はないとの報告でありました。

議案第20号から第26号までの７議案については、満場異議がなく、原案のとおり決せられました。

議案内容をご説明いたします。まず、議案第20号、整備組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部を改正する条例についてですが、これは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律の一部改正等に伴い、職員の仕事と育児との両立の支援に必要な措置を講じるた

め、所要の改正措置を講じようとするものであります。

次に、議案第21号、整備組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてであり

ますが、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正措置を講じようとする

ものであります。

次に、議案第22号、整備組合環境センター条例の一部を改正する条例についてでありますが、新ご

み焼却施設の整備に伴い、施設の位置を変更するため、所要の改正措置を講じようとするものであり

ます。

次に、議案第23号、令和７年度整備組合一般会計補正予算（第２号）についてでありますが、歳入

歳出予算額について、それぞれ9,777万3,000円増額し、補正後の予算額を180億8,994万5,000円とす

るものであります。主な補正に係る内容ですが、職員の人事異動等に伴う調整と公用車カーナビゲー

ションシステムのＮＨＫ放送受信料等に係る経費であります。

次に、議案第24号、令和７年度整備組合水道用水供給事業会計補正予算（第３号）についてであり

ますが、職員の人事異動に伴う調整に要する経費を減額補正するものであります。

次に、議案第25号、会津若松消防署城南分署大規模改修工事（建築工事）請負契約の一部変更につ

いてであります。庁舎屋上防水工事において、当初の想定以上に劣化が進んでおり、防水工法の一部

変更が必要となったことから所要の追加工事を行うもので、445万5,000円を増額し、２億8,312万

6,000円の変更契約するものであります。

次に、議案第26号、令和６年度整備組合水道用水供給事業剰余金の処分についてでありますが、令

和６年度本事業会計決算に伴う剰余金を処分するものであります。

次に、承認第１号、令和６年度整備組合一般会計歳入歳出決算の認定についてでありますが、令和
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６年度整備組合歳入歳出決算について、地方自治法第233条第３項の規定に基づき認定を求めるもの

であります。

、 、 、最後に 承認第２号 令和６年度整備組合水道用水供給事業会計決算の認定についてでありますが

令和６年度整備組合水道用水供給事業会計決算について、地方公営企業法第30条第４項の規定に基づ

き認定を求めるものであります。

以上の各提出案件につきましては、各委員会所管別審査付託書のとおりに付託され、最終日の８月

。 、21日に各委員会委員長より審査結果が報告されました 各委員会において若干の質疑はありましたが

特に異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられたとの報告でありました。

委員長報告後、若干の質疑はありましたが、特に異論はなく、満場一致で提出案件全てを可決また

は承認されました。

以上で私からの整備組合の議会報告とさせていただきます。

なお、会議資料につきましては、議会事務局に提出しておりますので、御覧いただきたいと思いま

す。

以上です。

〇議長（大竹 惣君） 次に、町長の行政報告ですが、お手元に配付いたしました報告書のとおりで

あります。

以上をもって諸般の報告を終わります。

〇会議録署名議員の指名

〇議長（大竹 惣君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、本町議会会議規則第127条の規定により、

１０番 堤 信 也 君

１１番 鈴 木 繁 明 君

の両名を指名いたします。

〇議案の上程及び提案理由の説明

〇議長（大竹 惣君） 日程第２、議案の上程及び提案理由の説明を行います。

本会議に送達されました事件は、会津美里町長より、報告第17号から報告第20号まで、認定第１号

から認定第８号まで、議案第48号から議案第56号まで、同意第３号から同意第９号まで、諮問第２号

及び諮問第３号の計30議案であります。

お諮りいたします。本日は議案を別紙付議事件一覧表のとおり上程し、提案者からの説明を求めた

いと思いますが、これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「



- 7 -

〇議長（大竹 惣君） 異議なしと認めます。

よって、ただいま宣告のとおり議事を進行いたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

町長、杉山純一君。

〔町長（杉山純一君）登壇〕

〇町長（杉山純一君） 本日、令和７年会津美里町議会定例会９月会議の再開に当たり、議員各位に

おかれましてはご参集を賜り、ありがとうございます。

本定例会にご提案申し上げます報告４件、認定８件、議案９件、同意７件、諮問２件の提案理由を

ご説明申し上げます。

初めに、報告第17号は、株式会社会津美里振興公社経営状況報告についてであります。本件は、株

式会社会津美里振興公社代表取締役より、令和６年度事業報告及び決算、令和７年度事業計画及び予

算について報告がありましたので、地方自治法第243条の３第２項の規定により報告するものであり

ます。

次の報告第18号は、会津美里町一般会計継続費の精算報告についてであります。本件は、令和６年

度に終了した防災情報システム事業及び社会体育施設改修事業に係る継続費の精算について、地方自

治法施行令第145条第２項の規定により報告するものであります。

、 。 、次の報告第19号は 地方公共団体の財政の健全性に関する比率の報告についてであります 本件は

令和６年度の決算に基づき、算定した実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負

担比率並びに資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第

22条第１項の規定により報告するものであります。

次の報告第20号は、会津美里町教育委員会事務管理及び執行状況の点検及び評価報告についてであ

ります。本件は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第１項の規定により、令和６年度

の会津美里町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について行った点検及び評価の結

果について報告するものであります。

次の認定第１号から認定第８号までは、令和６年度一般会計、各特別会計及び水道事業会計並びに

下水道事業会計の決算認定についてであります 地方自治法第233条第３項及び地方公営企業法第30条。

第４項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定をお願いするものであります。なお、それ

ぞれの会計の詳細につきましては、主要施策の成果に関する説明書のとおりであります。

まず、認定第１号は、令和６年度会津美里町一般会計歳入歳出決算認定についてであります。歳入

歳出予算現額137億9,521万2,145円に対し 収入済額は137億6,403万3,299円 支出済額は128億1,940万、 、

7,306円であり、歳入歳出差引残額は９億4,462万5,993円であります。

次の認定第２号は、令和６年度会津美里町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてであり

ます 歳入歳出予算現額22億7,027万8,000円に対し 収入済額は22億3,384万3,716円 支出済額は21億。 、 、
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７万6,700円であり、歳入歳出差引残額は１億3,376万7,016円であります。

、 。次の認定第３号は 令和６年度会津美里町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてであります

歳入歳出予算現額33億4,704万3,000円に対し、収入済額は33億5,163万6,505円、支出済額は29億

3,045万692円であり、歳入歳出差引残額は４億2,118万5,813円であります。

次の認定第４号は、令和６年度会津美里町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてであ

ります。歳入歳出予算現額２億9,599万9,000円に対し、収入済額は２億9,574万65円、支出済額は２

億9,516万7,442円であり、歳入歳出差引残額は57万2,623円であります。

次の認定第５号は、令和６年度会津美里町住宅用地造成事業特別会計歳入歳出決算認定についてで

あります 歳入歳出予算現額794万1,000円に対し 収入済額は783万7,634円 支出済額は783万6,800円。 、 、

であり、歳入歳出差引残額は834円であります。

次の認定第６号は、令和６年度会津美里町水道事業会計決算認定についてであります。収益的収入

及び支出は、収入予算額が４億8,446万2,000円に対し、決算額は４億6,383万5,549円、支出予算額は

４億8,075万1,000円に対し、決算額は４億3,388万8,085円であります。

、 、 、 、次に 資本的収入及び支出は 収入予算額が１億1,746万1,000円に対し 決算額は7,508万6,723円

支出予算額は２億4,757万1,000円に対し、決算額は１億8,104万2,692円で、資本的収入額が資本的支

出額に不足する額１億595万5,969円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額と過年度分

損益勘定留保資金で補填いたしました。

次の認定第７号は、令和６年度会津美里町下水道事業会計決算認定についてであります。収益的収

入及び支出は、収入予算額が５億7,055万2,000円に対し、決算額は５億4,159万2,231円、支出予算額

は５億7,847万1,000円に対し、決算額は５億3,672万1,516円であります。

、 、 、 、次に 資本的収入及び支出は 収入予算額が２億754万9,000円に対し 決算額は２億278万6,643円

支出予算額は３億2,703万6,000円に対し、決算額は３億2,198万6,751円で、資本的収入額が資本的支

出額に不足する額１億1,920万108円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額と過年度分

損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金で補填いたしました。

次の認定第８号は、令和６年度永井野財産区特別会計歳入歳出決算認定についてであります。歳入

歳出予算現額22万1,000円に対し、収入済額は17万6,291円、支出済額は15万1,400円であり、歳入歳

出差引残額は２万4,891円であります。

次の議案第48号は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関す

る条例であります。本案は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、部分休業の取

得パターンの多様化、仕事と育児の両立支援制度の利用に関する職員の意向確認等を行うことについ

て、所要の改正をするものであります。

次の議案第49号は、会津美里町議会議員及び会津美里町長の選挙における選挙運動の公営に関する

条例の一部を改正する条例であります。本案は、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙運動用ビ



- 9 -

ラ及びポスターの作成に係る公費負担の単価が改正されたことから、所要の改正をするものでありま

す。

次の議案第50号は、令和７年度会津美里町一般会計補正予算（第６号）であります。既定の歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ７億59万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を126億6,530万

5,000円とするものであります。

次の議案第51号は、令和７年度会津美里町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）であります。

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,820万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を23億

7,919万4,000円とするものであります。

次の議案第52号は、令和７年度会津美里町介護保険特別会計補正予算（第１号）であります。既定

の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億3,051万円を追加し、歳入歳出予算の総額を34億

2,563万7,000円とするものであります。

、 （ ） 。次の議案第53号は 令和７年度会津美里町後期高齢者医療特別会計補正予算 第１号 であります

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ75万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を３億

375万1,000円とするものであります。

次の議案第54号は、令和７年度会津美里町水道事業会計補正予算（第１号）であります。今回の補

正予算の内容は 収益的収入の予定額を2,021万8,000円増額し 収益的収入合計で４億8,350万5,000円、 、

とし、収益的支出の予定額を88万9,000円減額し、収益的支出合計で４億8,784万2,000円とするもの

であります また 資本的支出の予定額を８万5,000円減額し 資本的支出合計で３億7,909万7,000円。 、 、

とするものであります。

次の議案第55号は、令和７年度会津美里町下水道事業会計補正予算（第１号）であります。今回の

補正予算の内容は、収益的収入の予定額を1,591万1,000円増額し、収益的収入合計で５億4,939万

7,000円とし、収益的支出の予定額を324万9,000円減額し、収益的支出合計で５億5,607万6,000円と

するものであります。また、資本的収入の予定額を2,170万円減額し、資本的収入合計で２億6,072万

8,000円と、資本的支出の予定額を110万5,000円増額し、資本的支出合計で４億109万7,000円とする

ものであります。

次の議案第56号は、町道路線の認定についてであります。町道13311号線は、一般県道会津若松会

津高田線から町道12017号線への接続道路として道路改良することに伴い、町道として管理するもの

であり、道路法第８条第２項の規定により議会の議決を求めるものであります。

次の同意第３号から同意第９号までは、永井野財産区管理会委員の選任につき同意を求めることに

ついてであります。本案は、委員の任期満了に伴い次期委員を選任したいので、永井野財産区管理会

条例第３条の規定に基づき、議会の同意をお願いするものであります。

まず、同意第３号は、委員の任期満了に伴い、新たに龍川悦雄氏を委員に選任したいので、同意を

求めるものであります。
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次の同意第４号、根本哲氏、同意第５号、蓮沼聡氏、同意第６号、齋藤仁氏、同意第７号、福田正

伸氏、同意第８号、陽田和弘氏、同意第９号、星房吉氏におかれましては、引き続き委員に選任した

いことから同意を求めるものであります。

なお、任期につきましては令和７年10月１日から令和11年９月30日までであります。

次の諮問第２号は、人権擁護委員候補者の推薦についてであります。本諮問は、人権擁護委員の星

貴代子氏が令和７年12月31日をもって任期満了となるため、引き続き星貴代子氏を候補者として推薦

したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるものであります。

次の諮問第３号は、人権擁護委員候補者の推薦についてであります。本諮問は、人権擁護委員の兼

子美千子氏が令和７年12月31日をもって任期満了となるため、引き続き兼子美千子氏を候補者として

推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるものであります。

私からは以上であります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。

〇議長（大竹 惣君） これをもって提案理由の説明を終わります。

〇決算審査概要報告

〇議長（大竹 惣君） 日程第３、決算審査概要報告を議題といたします。

代表監査委員、薄久男君、報告願います。

代表監査委員。

〔代表監査委員（薄 久男君）登壇〕

〇代表監査委員（薄 久男君） 改めまして、おはようございます。令和６年度の決算審査の内容に

つきまして、その概要を報告させていただきます。

それでは、歳入歳出決算及び基金の運用状況審査意見書の１ページをお開きいただきたいと思いま

す。審査の対象は、一般会計歳入歳出決算から始まり、国民健康保険特別会計から永井野財産区特別

会計歳入歳出決算までの会計決算でございます。

さらに、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書につきまして、７

月28日から８月８日までの期間にわたり、私と堤委員の２名によりまして審査を実施いたしました。

審査の手続につきましては、各会計の歳入歳出決算書をはじめとした関係書類について、決算書並

びに、その他関係書類が法令に適合し、その計数は正確であるか、また関係法令等に従って執行され

ているかどうかについて、次ページに記載されておりますような内容に着目しながら審査を実施した

ものであります。

審査の結果につきましては、各会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書は、

それぞれ関係法令に準拠して作成されており、その計数は関係帳簿、その他証書等と照合精査した結

果、誤りがないものと認められたところであります。

それでは、２ページから順次説明させていただきます。まず、審査意見の総括であります。
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初めに 一般会計及び特別会計の総決算額及び前年度との比較であります 一般会計は 予算額137億、 。 、

9,521万2,145円に対し、歳入額137億6,403万3,299円、歳出額128億1,940万7,306円であり、前年度比

較では、歳入で８億3,483万6,742円の増、また歳出で７億7,341万3,209円の増となっております。次

に、特別会計でございますが、予算額59億2,448万2,000円に対し、歳入額58億8,905万7,932円、歳出

額53億3,368万3,034円であり、前年度比較では、歳入で２億7,990万7,305円の減、歳出で４億106万

6,633円の減となっております 合計では 差引き15億891円でございまして 対前年度比１億8,258万。 、 、

2,861円の増となっております。

次に、３ページの会計別事項でありますが、まず一般会計の概要の決算状況であります。歳入歳出

差引額、Ｃの欄でありますが、前年度比6,142万4,000円増の９億4,462万6,000円、実質収支は７億

4,106万6,000円となり、前年度実質収支を差し引いた単年度収支は1,672万円の黒字となっておりま

す。実質単年度収支は１億208億5,000万円で、前年度比１億6,782万9,000円の減となっております。

財政構造の弾力性を表します経常収支比率につきましては、前年度より1.7ポイント改善し、87.8％

となりました。

次に、４ページの歳入と歳出の決算状況でありますが、歳入では、不納欠損額が前年度比62.5％の

減、収入未済額も前年度比6.5％減となっておりまして、収入率は99.7％でありました。歳出につき

ましては、予算の執行率が92.9％と、前年度92.3％を0.6ポイント上回っております。

次に、５ページの一般会計のまとめでありますが、経常収支比率は1.7ポイント改善しているもの

の、今後の大型事業等に伴う財政負担も増加することが見込まれるため、引き続き適正な財政運営に

努めていただきたいと思います。

続きまして、地方公共団体の財政の健全化に関する規定に基づく財政健全化審査結果につきまして

は、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類はいずれも適正であることを確認

いたしました。なお、実質公債費比率は、単年度は2.8％となり、前年度を0.2ポイント改善し、３か

年平均では3.4％と、ここ数年で大きく好転しております。引き続き長期財政計画に基づいた健全な

財政運営に努めていただきたいと思います。

また、将来負担比率は、前年度に引き続き、将来負担額が充当可能額を下回ったため、算定されま

せんでした。町税、負担金、使用料、諸収入の収入未済額、不納欠損額、ともに前年度より減少して

おりまして、収入未済額、不納欠損額の縮減は、納税者であります町民の負担の公平性や歳入確保の

観点から厳正に対処すべき課題でありますので、さらなる収入確保に向けた取組の推進に努めていた

だきたいと思います。

続きまして、各特別会計と企業会計の決算状況でありますが、主な会計につきましてご説明をさせ

ていただきます。まず、国民健康保険特別会計でありますが、調定額に対する保険税の収入率は、前

年度比3.4％増の94.5％となっており、収納率の大幅な向上が見られます。これとともに、収入未済

額も年々減少してきております。さらなる徴収率向上に向けた取組の強化、推進を図っていただきた
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いと思います。

、 、 、 、次に ６ページ 介護保険特別会計でありますが 調定額に対する保険料の収入率は99.9％と高く

収入未済額についても減少しております。引き続き不納欠損額及び収入未済額の解消に努めるととも

に、介護保険事業の安定的運営に努めていただきたいと思います。

次に ７ページ 水道事業会計でありますが 収益的収支の純利益は 前年度比で 2,759万2,259円、 、 、 、 、

、 。 、減の2,137万2,565円となり 前年度に引き続き減少しております 給水戸数は前年度より７戸減少し

給水人口も280人減少しております。工事費や動力費等の物価高騰等、営業費用は年々増加傾向にあ

りますが、施設の維持管理と併せ、老朽管更新事業は継続して取り組むべき重点課題であります。引

き続き経営の効率化と給水サービスの向上に努めていただきたいと思います。

次に、下水道事業会計でありますが、収益的収支の純利益は、前年度大規模修繕により計上はされ

ませんでしたが、375万2,155円の純利益となっております。本町の公共下水道事業は、全体計画面積

406.5ヘクタールのうち 90.0％まで整備が進んだところでありますが 施設利用率は前年度比2.81ポ、 、

イント減の32.29％にとどまっております。今後経営環境はますます厳しくなると予想されますが、

接続率の向上に引き続き取り組み、経営の効率化と安定経営に努めていただきたいと思います。

次に ８ページ 財産に関する調書でありますが 貸付基金を除いた基金は 総額で2,783万8,000円、 、 、 、

取崩しされまして、年度末残高は83億5,583万4,000円となっております。今後とも設置目的に沿って

適切な積立てを行うとともに、効率的な管理、運用を行っていただきたいと思います。

続きまして、職員の労務管理及び研修についてであります。まず、時間外勤務につきましては、依

然として特定の職員に偏っている職場が見受けられますとともに、労働基準法で定める限度基準を上

回っている職員が数名おりますので、引き続き業務配分など適正な労務管理に努めていただきたいと

思います。

次に、有給休暇等の取得状況でありますが、特別休暇であります夏期休暇は全職員が取得している

ものの、年次有給休暇は同じ課内でも取得できている職員とほぼ取得できていない職員がおります。

国による働き方改革の方針や町特定事業主行動計画に掲げている年次有給休暇取得率50％を目指し

て、管理監督者は取得しやすい職場環境づくりに努めていただきたいと思います。

最後に、職員研修についてでありますが、職員研修計画に基づき、職場外研修等、合計60件、延べ

966名が受講しております。人材育成と職員の事務能力の向上は、今後ますます多様化する行政課題

の解決に向け、常に繰り返し取り組んでいくべきものであり、さらなる充実を図っていただきたいと

思います。

以上、簡潔ではございますが、令和６年度の決算審査の概要報告とさせていただきます。

〇議長（大竹 惣君） 以上で決算審査概要報告を終わります。

〇陳情の常任委員会付託について
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〇議長（大竹 惣君） 日程第４、陳情の常任委員会付託についてを議題といたします。

お諮りいたします。本件は、別紙陳情文書表のとおり常任委員会に付託したいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 異議なしと認めます。

よって、本件は別紙陳情文書表のとおり常任委員会に付託することに決しました。

〇決算特別委員会の設置について

〇議長（大竹 惣君） 日程第５、決算特別委員会の設置についてを議題といたします。

令和６年度会津美里町一般会計歳入歳出決算認定については、議長と議会選出監査委員を除く議員

全員で構成する決算特別委員会を設置し審議することにしたいと思いますが、これにご異議ございま

せんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 異議なしと認めます。

よって、令和６年度会津美里町一般会計歳入歳出決算認定については、決算特別委員会を設置して

審議することに決しました。

。 、 、お諮りいたします 決算特別委員会の正副委員長につきましては 委員会条例第９条の規定により

委員会の互選によると規定されておりますが、議会運営委員会で協議済みの正副委員長のとおりにし

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 異議がないようでございますので、決算特別委員会委員長は１番、櫻井幹夫

君、副委員長は２番、小柴葉月君にお願いいたします。

〇議案の決算特別委員会付託について

〇議長（大竹 惣君） 日程第６、議案の決算特別委員会付託についてを議題といたします。

お諮りいたします。本件は、別紙審査付託表のとおり決算特別委員会に付託したいと思いますが、

これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 異議なしと認めます。

よって、本件は別紙審査付託表のとおり決算特別委員会に付託することに決しました。

〇散会の宣告

〇議長（大竹 惣君） 以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。
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本日はこれで散会いたします。

散 会 （午前１０時４５分）



決 算 特 別 委 員 会

（第 １ 日）
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開 会 （午前１１時００分）

〇副委員長（小柴葉月君） ただいまから令和７年会津美里町議会定例会９月会議決算特別委員会を

開会します。

〇委員長（櫻井幹夫君） 皆様、定例会９月会議、ご苦労さまです。３月の予算特別委員長に引き続

き、決算特別委員長も務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。

長期計画に沿った行政運営がなされる現状にあり、毎年代わり映えのない決算報告がなされる中に

あっては、見た目には毎年同じような質疑の繰り返しに映りますが、その繰り返しの中にこそ新たな

気づきや発見が生まれ、それによって政策の見直しや、さらなる取組の強化へつながるものと私は考

。 、 、えています 決算特別委員会は 委員各位から提出のあった事前の通告に従い進めてはまいりますが

活発で相互理解が進む質疑となるよう、進行に努めてまいります。委員皆様には慎重審議いただくこ

とをお願いして、委員長の挨拶といたします。よろしくお願いいたします。

これから本日の会議を開きます。

本委員会に付託されました案件は、認定第１号 令和６年度会津美里町一般会計歳入歳出決算認定

についての１議案であります。

お諮りいたします。説明の方法については、説明員は着席のまま、歳入については政策財政課長よ

り事項別明細書にて要点のみ説明を受け、歳出についてはあらかじめお手元に配付した資料をもって

説明に代えたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇委員長（櫻井幹夫君） 異議なしと認めます。

よって、ただいま宣告のとおり議事を進めてまいります。

認定第１号 令和６年度会津美里町一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。

ここで、当局より内容の説明を求めます。

歳入について、政策財政課長、説明願います。

政策財政課長、渡部雄二君。

〇政策財政課長（渡部雄二君） 認定第１号 令和６年度会津美里町一般会計歳入歳出決算認定につ

いてご説明いたします。

（ ）認定第１号 令和６年度会津美里町一般会計歳入歳出決算書 歳入 数字説明

〇委員長（櫻井幹夫君） 説明が終わりました。

以上で本日の日程は全部終了いたしました。

よって、本日はこれで散会いたします。

散 会 （午前１１時１９分）



定 例 会 ９ 月 会 議

（第 ２ 号）
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令和７年会津美里町議会定例会９月会議

議事日程 第２号

令和７年９月２日（火）午前１０時００分開議

第１ 一般質問

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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開 議 （午前１０時００分）

〇開議の宣告

〇議長（大竹 惣君） これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。

〇一般質問

〇議長（大竹 惣君） 日程第１、一般質問を行います。

通告順に発言を許します。

通告第１号、８番、星次君。

〔８番（星 次君）登壇〕

〇８番（星 次君） それでは、一般質問、通告に従い質問いたしますが、その前に議長の許可を

得まして、文字の訂正をお願いしたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（大竹 惣君） 許可いたします。

〇８番（星 次君） それでは、質問事項の２番目に当たります女性消防団員の確保についての質

問事項の中の（１ 「現在、女性消防団員数と活動状況について身分の保証 、この「保証」は別に）、 」

補うという、補正予算なんていう補正と償うというふうに 「保証」を訂正をお願いしたいと思いま、

す。よろしくお願いします。よろしいですか。

〇議長（大竹 惣君） はい。

〇８番（星 次君） それでは、質問事項の１番目、米不足における稲作振興と農家の支援につい

てであります。米不足の原因は、異常気象による不作、備蓄米の放出遅れ、海外観光客の増加による

飲食需要の高まり、災害への備えから米の価格高騰など、複数の要因があると考えられます。国では

備蓄米の放出により、国民の食糧確保のために2027年度から改正を行い、米の増産計画をするとの報

道がされております。

そこで、次の点について伺います （１ 、天候不順への対応として、品種改良や栽培技術の向上、。 ）

栽培方法の多様化などの対応であります。

（２ 、米の増産計画に伴う生産調整の在り方を見直し、安定的な供給体制の構築が必要であると）

考えます。また、町農業振興地域計画の米作付には影響はないのか伺います。

（３ 、令和７年度産の備蓄米出荷状況と直接支払い交付金制度を利用している農家数と対象面積）

の状況と今後の見通しについてお伺いいたします。

（４ 、米生産農家の高齢化による作付減少面積の推移と今後の見通しについて、令和３年度から）

７年度までであります。

次に、２番目の質問事項、女性消防団員の確保について。町消防団員の充足率は、達成することが

できていない。入団者の確保は容易でないことは認識しているところだが、災害発生時や未然防止対
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応として女性消防団員の勧誘と確保が今後必須であると考える。

そこで、次の点について伺います （１ 、現在女性消防団員数と活動状況について、身分と補償の。 ）

確保は消防団員と同じなのか。

（２ 、県外では多くの市町村で女性消防団員が活発に活動している事例があります。本町でも本）

腰を入れて組織の見直しと、女性消防団員の確保をする考えはあるのか伺います。

大きい３点目であります。二本柳運動場内弓道場の改修についてであります。この弓道場は、昭和

40年代に熱心な弓道愛好家により造られたと聞いておりますが、年数がたって老朽化が激しく、練習

に支障を来している状態であります。町の所有物ではないが、我が町の伝統ある弓道の歴史を引き継

ぐためにも早急に全面的な改修工事を実施する必要があると考えることから、所見を伺います。

４点目、町道の管理、補修と除雪オペレーターの確保についてであります。令和７年２月には大雪

で、除雪、排雪には大変苦慮したところであり、降雪前にこの経験を生かして万全な対策を講じる必

要があると考えるが、伺います。また、事故が発生しないように町道の事前確認、点検、補修の実施

と全除雪車への補助員乗車を実施するべきと考えるが、所見を伺います。

以上、４点よろしくお願いいたします。

〇議長（大竹 惣君） 答弁、町長、杉山純一君。

〔町長（杉山純一君）登壇〕

〇町長（杉山純一君） ８番、星議員の一般質問にお答えいたします。

なお、二本柳運動場内弓道場の改修につきましては教育長より答弁しますので、よろしくお願いい

たします。

初めに、米不足における稲作振興と農家の支援についてでありますが、１点目の品種改良や栽培技

術の向上、栽培方法の多様化につきましては、近年の異常気象への対応としてにじのきらめきなどの

高温耐性品種の導入が有効と考えております。福島県においても、品種改良に取り組んでいるところ

、 、 。 、でありますが まだ実証段階であることから 普及までは時間を要するものと考えております また

栽培技術の向上や栽培方法の多様化については、乾田直播など節水型の栽培を関係機関と連携し、導

入に向け検討してまいります。

２点目の米の生産調整の在り方と町農業振興計画への影響につきましては、米の増産について国か

ら具体的な内容は示されておりませんが、米の需給調整は大きな転換期にあると考えております。今

後国や県の動向を注視しながら、農業者へ速やかに情報提供できるよう対応してまいります。また、

町農業振興計画は、農地保全の計画でありますので、直接的な影響はありませんが、今後も農業者の

高齢化などにより離農が進み、作付面積の減少が危惧されることから、農業振興区域内の農用地につ

いて荒廃しないよう、地域の農業者のご協力を得ながら農地の保全に取り組んでまいります。

３点目の備蓄米出荷状況と直接支払い交付金の対象農家数と対象面積及び今後の見通しにつきまし

ては、備蓄米出荷状況については国の備蓄米入札が当面の間見送られていることから、出荷数量はな
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いものと見込んでおります。また、水田活用の直接支払い交付金の交付対象農家数については201経

営体で、交付対象面積については247ヘクタールとなっております。今後の見通しについては、国の

米政策は令和９年度から抜本的に改正されるため、今後の国の動向を注視し、情報収集に努めてまい

ります。

４点目の米生産農家の作付面積の推移と今後の見通しにつきましては、令和３年度から令和７年度

までの作付面積は 令和３年度 2,807ヘクタール 令和４年度 2,800ヘクタール 令和５年度 2,795ヘ、 、 、 、 、 、

クタール、令和６年度、2,784ヘクタール、令和７年度、2,796ヘクタールとなっております。今後の

見通しについては、農林業センサスの農業者の平均年齢や後継者の有無などから推定すると、長期的

には水稲作付面積は減少していくものと想定されますが、近年の米価の状況を考慮すると一定期間は

作付面積は横ばい傾向で推移するものと考えております。

次の女性消防団員の確保についてでありますが、１点目の女性消防団員数や活動状況等につきまし

、 、 。ては 現在５名の女性消防団員が在籍しており 主に検閲や出初め式等の式典時に活動しております

身分や補償につきましては、団本部に所属し、男性消防団員と同様に位置づけられており、公務災害

補償や補償についても同等であります。

２点目の女性消防団員に係る組織の見直しと女性消防団員の確保につきましては、全国的に女性消

防団員が防災啓発や現場活動など幅広く活躍されている状況を踏まえ、本町においても式典以外の活

動や一般団員と同様の活動が可能となるような体制整備について検討してまいります。

次の町道の管理と補修と除雪オペレーターの確保についてでありますが、１点目の大雪の経験を生

かした降雪前の万全な対策につきましては、今年２月の大雪では除雪、排雪作業が大変困難を極め、

対応体制のさらなる充実が望まれると受け止めております。特に除雪オペレーターの確保は近年の課

題でもあり、今後の安定的な除排雪体制を維持するためには人員の確保が重要であると考えておりま

す。現在は令和４年度より除雪オペレーターの資格取得支援を行い、必要な人材の確保を図るととも

に、委託業者とも連携を図り、効率的かつ安全な作業の実施に努めております。また、新たな対応策

といたしまして、除雪管理システムで得られたデータを有効に活用し、効率的な除雪区間の割り振り

等行いながら、迅速で安全な除雪に努めてまいります。

２点目の町道の事前確認、点検、補修の実施につきましては、これまでも降雪前に計画的に実施し

ており、今後も引き続き実施してまいります。また、道路パトロールと併せ、町民の道路破損の情報

提供をお願いするなど、危険箇所の早期発見に努めてまいります。

、 、３点目の全除雪車への補助員乗車につきましては 安全確保の面から必要性は認識しておりますが

補助員を配置するだけの人員確保は現時点では非常に難しい状況です。そのため、バックモニター等

の安全装置により人員不足を補いながら、現在の体制の中で可能な範囲で対応しているのが実情であ

り、今後の人材確保の状況を見ながら体制について検討してまいります。今後も住民の皆様の安全、

安心を守るため、実情に即した除雪体制の充実に努めてまいります。
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私からは以上であります。

〇議長（大竹 惣君） 答弁、教育長、歌川哲由君。

〔教育長（歌川哲由君）登壇〕

〇教育長（歌川哲由君） ８番、星議員の一般質問にお答えいたします。

二本柳運動場内弓道場の改修についてでありますが、この施設は会津美里町弓道会が管理を行って

おり、会津西陵高等学校が部活動で使用しております。また、施設の修繕につきましては、これまで

会津美里町弓道会と会津西陵高等学校が協力しながら実施しております。教育委員会としましては、

施設の老朽化が進んでいることは認識しておりますが、町として改修工事を行うことはできません。

私からは以上であります。

〇議長（大竹 惣君） 星議員。

〇８番（星 次君） それでは、一定程度答弁いただいたので、再質問を順序に従いまして質問さ

せていただきます。

品種改良や栽培技術の向上、それから栽培方法の多様化についてですが、このにじのきらめきとい

うふうなことでありますが、これは福島県のどこの地域というか、これはまだ試験段階なのか、その

辺が、まだこれ実証段階であるということでありますので、一般には栽培されていないのかなという

、 。ように考えますが その辺の現状について知っている限りでちょっと説明をお願いしたいと思います

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長、鵜川晃君。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ただいまのにじのきらめきの栽培の範囲ということでございます。

こちらにつきましては、既に汎用品種ということで、全国に出回っている品種でございます。当町、

会津美里町におきましては、約50ヘクタール今現在作付をしておりまして、主に新鶴地域、本郷地域

で栽培をされているというふうに認識しております。先ほどの品種改良の部分については、福島県独

自に品種を改良しているという情報がございましたので、そういった答弁になっているという認識で

ございます。

〇議長（大竹 惣君） 星議員。

〇８番（星 次君） ただいま美里町内では50ヘクタールということで、主に新鶴と本郷について

作付がされておるということでありますが、これ実際に認定農家さんがとか担い手さんがやっている

と思うのですが、一般的にそれ以外の農家ではなかなか取り入れることが難しいのではないかという

ふうな考えですが、どうですか、町の考え方としては。もっと普及するものと、推進するというふう

な考えでいるのか、その辺お願いします。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ただいまのにじのきらめき、50ヘクタール作付ということでお話し

させていただきましたが、正確には40ヘクタールでございます。失礼しました。40ヘクタールの作付

について、ほとんどの作付につきましては認定農業者等の担い手が作付を今行っております。将来的
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には耐候性がございますので、一般的な農家の方にも普及が進むものというふうに認識しております

が、現段階では認定農業者がメインとして今現在作付を行っております。当然種もみの確保につきま

しては、農協さんとの絡みもございますので、そういった関係機関と連携をしながら、耐候性がある

ような部分について推奨はしていきたいというふうには考えてございます。

〇議長（大竹 惣君） 星議員。

〇８番（星 次君） この品種はウルチ米だと思うのですが、それで今認定と、あと担い手さんが

ということで、なかなかまだ一般の農家には出回っていないということでありますが、これを栽培す

るに制約等あるのですか。例えばこういう肥料を使うとか、そういういろんな栽培の制限というか、

その辺分かっていればですが、分からなかったら分からないでも構わないのですが、その辺別な品種

だとそういう契約栽培みたいなのがあって、なかなか一般農家で取り組めないような状態の品種もあ

るわけなのですが、その辺はどうなのでしょう。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 栽培の履歴、肥料の散布制限とか、そういったものは今現在書いて

ある資料は持ってきておりませんが、栽培につきましては適した肥料という部分があるというふうに

認識しておりますので、先行して栽培をしている認定農業者さんや種もみを確保している農協さんと

共同でそういった勉強を含めまして、情報収集に努めてまいりたいというふうに思っております。

〇議長（大竹 惣君） 星議員。

〇８番（星 次君） それでは、第１点目、ありがとうございました。一般的にもできるように、

年々、今年と同じぐらいな高温で続くということで発表されておりますので、ぜひともこの品種につ

いて普及するように町のほうでも対応をお願いしたいと思います。

また、栽培技術や栽培方法、乾田直播ということで考えておるようでありますが、実際美里町でも

乾田栽培している方がいるようなことを聞いております。また、これを導入することによって、二酸

化炭素の排出も少なくなるということで報道されておりますので、その辺について町として今後どの

ような対応をしていくのか、再度もう少し詳しくちょっとお願いできればと。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ただいまの乾田直播の栽培状況でございます。乾田直播の栽培につ

きましては、新鶴地域、本郷地域において50ヘクタール、こちらのほうが50ヘクタールでございます

が、作付をしております。そのうち節水型ということで、水を使わない節水型でございますが、こち

らのほうの作付面積は５ヘクタールということで、10分の１の今取組になっているというふうに認識

しております。さらに、この乾田直播につきましては、やはり課題がございます。乾田の中で、乾い

た状況で種もみをまくということなので、やはり雑草対策、こちらのほうが非常に困難。当然対応し

た農薬等はあるわけでございますが、節水するがために、やはり雑草対策が非常に難しい、困難な状

態になっている水田も見受けられるということで考えております。こういった部分につきましては、
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やはり技術の習得、こういったものが必要であり、農業普及所関係、農協さんも含めて関係機関と連

携をしながら、技術の向上に努める必要があるというふうな認識でございます。

〇議長（大竹 惣君） 星議員。

〇８番（星 次君） 美里町で５ヘクタールということで、実際にやっておりますので、やっぱり

先駆的な農家さんがいるわけですから、これがやっぱり農家の労働力というか、労力の省力化という

か、それにもつながるわけですので、ただ今課長がおっしゃったようになかなか管理が大変だという

ことで、草対策とか。ただ、途中で水を入れるというふうなことを聞いておりますので、その辺の加

減というか、それがなかなか難しいのかなというふうに思っておりますので、ぜひこの普及について

も先ほどの品種改良と併せてひとつお願いしたいなというふうに思っております。

次に、農業振興計画には影響は及ぼさないというふうなことでありますので、ちょっと安心しまし

たが、ただ私は思うのはこの農業振興区域内の農用地について、農用地でありながら、また耕作放棄

もその中にはあると思うので、耕作放棄地を今後国の推移を見ながら進めてまいりたいということで

ございますが、一度米作りをやめれば復田するにもなかなか大変だというふうに私も思っております

が、この影響がないといっても、その辺の見直しというか、農用地の見直しというのはこのまま進ん

でいくのか。今後振興計画の見直しの時期というのは何年先でありますか。その辺お願いします。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） まず、１点目の農用地の見直しの方法でございます。こちらにつき

ましては、昨年度ぐらいに各地域において地区計画を町が中心となって策定をしております。こうい

った中で、策定に当たりまして、残す農用地、遊休農地化していて農地として復元できない部分につ

いては、地域計画から外すといった手続も可能になっております。そういった部分を農業委員会の機

能を使いながら、農用地から外すというような考え方はございます。

もう一点の10年に１度ということで農業計画については見直しをされまして、直近であれば12年度

に改正の見直しを予定しております。

〇議長（大竹 惣君） 星議員。

〇８番（星 次君） ただいまそういうふうに困難な農地については、除外するというふうな考え

であるということでございます。特に平場の耕作放棄地は、すぐに復田なるような考えができると思

うのですが、中山間地域がやっぱり耕作放棄地になるというのは、そういうふうに条件が不利な田ん

ぼなので、なかなか、だから復田するには難しいのかなというふうに考えるので、その辺除外するに

当たっても、よく地域計画を参考にしながら、やっぱり地域全体としてあまり耕作放棄地がならない

ような形で、今それに伴っていろんな鳥獣被害というか、それにもつながるので、やはり慎重にその

辺は検討してもらいたいなというふうに思うので、その辺の考え方をちょっと。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ただいまの遊休農地の解消の部分でございます。中山間地域におき
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ましては、やはり議員おっしゃるように耕作が不利な地域、特に水路が老朽化等により破損している

とか、そういった水利が十分に確保できないところが優先的に遊休農地化していくという考え方であ

ると考えております。そういったものにつきましては、遊休農地の解消事業ということで、新たな担

い手が預かることによって、そこを耕作するという約束事で遊休農地を解消する補助事業もございま

。 、 。 、す こういったものを活用して 昨年度につきましては３ヘクタールほど解消しております さらに

地域のほうに集落ごとで、有害鳥獣の観点から、緩衝地帯を増築するといった県の補助金もございま

す。そういった補助金を活用して、昨年は１地区でしたと記憶しておりますが、緩衝地帯をつくりま

して、有害鳥獣の被害を軽減したという実績もございます。こういった多様な補助金を活用していた

だきながら、遊休農地、さらには鳥獣の被害軽減といったものについて対応してまいりたいというふ

うには考えております。

以上です。

〇議長（大竹 惣君） 星議員。

〇８番（星 次君） ３ヘクタールが解消になったということでありますが、これには、この３ヘ

クタールには畑地を含んでいるのではないかと私は認識しているのですが、これ全て田んぼでありま

すか。再確認のために。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ただいまのご質問でございますが、遊休農地解消した部分につきま

しては主に畑でございます。

〇議長（大竹 惣君） 星議員。

〇８番（星 次君） 私もそうだと思ったものですから。やはり今国で示している復田したいとい

うような、作付面積を多くしたいという部分で関連で聞いたわけでありますので、田んぼが３ヘクタ

ール解消になったというのだったらちょっと見通しも明るいのかなって思ったのですが、この３ヘク

タールは畑になったということなので、これについてはやはり現地、農業委員の方々とパトロールも

兼ねて、そういう本当に復田できる、可能な田んぼなのか、その辺も長期的な視野に立って、やっぱ

り取り組んでいかなくてはならないのだなというふうに思っているのですが、その辺の、2027年とい

ってもすぐなのです。だから、来年からやっぱりそういうふうに町のビジョンというか、国の動向も

見据えながら、やっぱり先を見越してそういうふうに取り組んでいくということが農家に対しても安

心して作付できるというふうになるので、その辺町としてはさらにもう一歩前進して情報収集と、そ

れから例えばＪＡ、関係機関、県の関係機関もありますが、そういうところとの連絡調整会議とか、

そういういろんなことをやって、情報収集必要だと思うのですが、その辺の考えをちょっと。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ただいま議員のおっしゃるとおり、福島県の情報提供を待っている

ばかりではなくて、関係機関並びに県の協議会、さらには町の農業再生協議会といった組織もござい
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ます。これについてはいろんな関係機関も加入していただいて、協議会ということで立ち上げており

ますので、そういった場を活用しましていろんな情報収集に努めてまいりたい、さらには農家のほう

に普及を図っていきたいというふうな考えであります。

〇議長（大竹 惣君） 星議員。

〇８番（星 次君） よろしくお願いしたいと思います。

それでは、４点目、高齢化によって、私は作付面積が減るのではないかというふうに考えておりま

すが、これについては各集落ごとに皆さんと共につくった地域計画があって、高齢者の方が離農する

、 、にはそういう担い手とか新規就農者等 それにやっていただくというふうな地域計画でありますので

その辺について、やっぱり我々の近所でも離農する方もいるのですが、なかなか引き受けしていただ

けないということで、草刈り等はやっている状態なのですが、その辺の農地中間機構とうまく地区計

画に沿ったことが可能になるような形でやっぱり行政としてやっていかなくてはならないのではない

かというふうな考えなのですが、その辺町はどのように農家も抱き込んで、そういう展開をしていく

のか、考えがあれば示していただきたい。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ただいまの担い手の確保は、高齢化によりまして、離農する方の農

地の維持管理、作付ということでございますが、こちらの部分につきましては先ほど議員おっしゃっ

たような地域計画に基づいて実施していくものというふうに認識しております。それのほかに先ほど

申していただきました中間管理機構の機能、さらには町の農業委員会の機能ということで、担い手さ

んと離農された方と、土地所有者をつなぐ、そういった機能もございます。そういった機能を十分に

発揮をしながら、最終的には中間管理機構におつなぎをして、そういった耕作ができない農地がない

ように、離農した方が安心して離農できるような体制づくりに努めてまいりたいというふうには考え

ております。

〇議長（大竹 惣君） 星議員。

〇８番（星 次君） それで、備蓄米は、私も聞いてはおるのですが、出荷申込みはないというこ

とで、主食用米が高価なため、高くなっているので、なかなかそちらのほうの希望はないということ

であります。飼料から見ると、当然なのかなというふうには思っております。今大きい農家ほどＪＡ

で販売でなくて、もう６月頃関東圏の業者が来て、実際青田のところを現地でもう契約しているとい

うような状態でありますので、なかなか主食用米も政府が考えているようなことで集まらないのでは

ないかなというふうに私は危惧しているところですが、その辺町はどのような関わりを持ってくるの

かなというふうな、ＪＡ任せなのか、その辺やっぱり集荷業者というか、ＪＡばかりでなくて、うち

のほう何件もあるので、集荷業者。その辺のところの話合いというか、その辺をどのように町は関係

していくのか、その辺よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（大竹 惣君） 星議員、今質問の内容が米生産農家の作付面積の推移と今後の見通しという
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、 、ことなので 備蓄米のことに対する見通しの話になりますとちょっと通告外に当たると思いますので

少し質問を変えていただきたいと思います。

星議員。

〇８番（星 次君） それでは、本当は３点目にやればよかったのですが、ちょっとずれましたの

で、今の部分については削除ということで進めていきたいというふうに思っておりますので。

それでは、１点目の米不足における稲作振興と農家の支援については以上で終了いたします。町と

しても積極的に、先ほども言いましたが、農家の方が安心して作付できるように取り組んでいただき

たいというふうに思っております。

それでは、２点目の女性消防団員の確保についてでありますが、現在美里町は５名の消防団員とい

うことで、少ないなというふうに私は感じたところであります。主に検閲や出初めの式典に活動して

いるということで、５名で女性消防団。やっぱりもっと魅力のある、女性も参加、団員となれるよう

なことを取り組まなくてはならないのではないかというふうに私は考えるのですが、この５名で、こ

れを増やすという考えはお持ちなのか、その辺お願いします。

〇議長（大竹 惣君） 総務課長、平山正孝君。

〇総務課長（平山正孝君） 女性消防団員を今後増やす考えはないかというご質問でよろしかったで

しょうか。まず、町といたしまして、女性消防団に関して、条例上男性、女性という制限は設けてい

。 、 。ないところでございます 町長答弁にもありましたが 本部づけという形で条例上設置しております

本部づけの１つの班という形で行っておりますので、条例上は10名という定数の扱いにはなっており

ます。班長１名、第２班長１名、団員８名と。一時期最大で９名ほどおった時期もありますが、現在

５名という活動でなっております。議員が言われますように他自治体において、議会の総務厚生常任

委員会ですか、そちらのほうで視察に行ったところも活発に活動していると。うちのほうの職員も一

緒に視察に行って、確認はしているところでございます。まず、どういった形での活動ができるかと

いうことは、まず考えていかなければいけないのかなというふうに思います。男性と女性が一緒に活

動するという部分が簡単にできるかどうかと。ほかの自治体であれば、女性だけの班という形で取り

扱っているところが多うございます。あと、ポンプについても、女性が一般の男性団員と同じポンプ

が操作できるか、筒先とか、そういったものもやはり考慮していかなければいけないというふうに考

えております。設備、そういった部分も考慮しながら、今後できれば増やしていければというふうに

は考えているところでございます。

以上です。

〇議長（大竹 惣君） 星議員。

（ ） 、 。 、〇８番 星 次君 条例では10名ということでありますが 現在は半分です ５名ということで

やはり検閲や式典で女性が活動しているとか活躍しているというのが一般の町民には見えてこないの

で、やはり職務というか、これを、防火対策として広報活動や、そういう普及、啓蒙に積極的に出向
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いてＰＲして、女性消防団はこういう役割をしているのだというようなことが必要でないかと思うの

です。そうすれば、やっぱり目に見えて女性でもできるのだということで、団員数が増えるのではな

いかというふうに思っておりますが、そのところの考え方。

〇議長（大竹 惣君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） その点については議員おただしのとおり、やはりまずどういった点から

取り組めるかということを検討する必要があると考えております。他自治体においても広報活動、予

防消防の戸別訪問とか、そういったことにやはり積極的に取り組んでいるという事例もございますの

で、町といたしましてもそういった点はやはり取り入れていく価値はあるかなというふうに考えてお

ります。

〇議長（大竹 惣君） 星議員。

〇８番（星 次君） 課長がそういう考えなので、ぜひとも団とお話しして、やっぱりやっていく

というような、そういう心構えでいてほしいなというふうに思っておりますが、答弁は要らないです

ので、よろしくひとつお願いしたいなと。期待しておりますので、よろしくお願いします。

それから、２点目ですが、式典以外の活動や一般団員と同様の活動が可能となるように検討すると

いうことでありますが、その検討の時期がいつまでなのか。それを、やっぱり結果を早急に出して、

その辺が次の令和８年度の部分で反映できるような形で検討を、検討結果、すぐ報告できるような考

えはないのか、その辺。

〇議長（大竹 惣君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 検討、見直しの部分にどうかと、いつ頃かということでございますが、

その点につきましては消防団とのやはり協議というものが十分必要だと考えております。団との協議

をした中で、あと今現在組織の見直しも併せて行っている部分がございますので、そういった部分を

踏まえながら、早めに団との交渉をして、協議をして、方向性は見出していきたいというふうに考え

ております。いつまでと言われますと、なかなかちょっとその点については明言するのは難しいとい

うところでございます。

〇議長（大竹 惣君） 星議員。

〇８番（星 次君） 団と、団本部というか、あと分団長会議とあると思うのですが、その中でや

はり消防団に頼る部分ではなくて、町はこういうふうにするのだというようなやっぱり町の考えを団

に示して、それでいいところを取りながらやっぱり進めていかないと、なかなか女性消防団員増加に

はつながっていかないのかなって思うので、やはり町が示す必要があるのではないかと私は考えるの

ですが、その辺の調整の仕方というか、課長はどのように、これから検討して結果を出すのだという

、 、 、ふうに思っておりますが その辺のやっぱり団任せでなくて 町はこうあるべきだという姿というか

それはやっぱりやっていく必要があると思うのですが、その辺の考え方、ちょっとどんなふうにこれ

から進めていくのか。まだ分からない点があれば。
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〇議長（大竹 惣君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 町の考え方を示してと。やはりその部分については、町としての考えと

いうものをやっぱりある程度出さなければいけないかなというふうに考えております。ただ、女性消

防団員ということですので、先進的にやっているところというのはやはり１つの地区に女性消防団員

が入ってというのはちょっとまだ少ないかなというふうに捉えております。女性だけの班という形の

進め方というのが多いのが実際ですので、そういった部分も踏まえながら、消防団のほうとどういっ

た形で女性消防団員に対応できるかという部分はやはり協議していかなければいけないものと考えて

おります。１つの地区のところに一緒になって活動するということが適切なのか、女性だけで班をつ

くっていくことが適切なのか。その際に、では班というのはどこに所属させるかといった部分、今の

現状ですと本部づけという形になっておりますけれども、女性消防団員を増やしていく中で、やはり

地区での活動という部分も視野に入れなければいけないので、どういった形でやっていけばいいのか

というのはやはり消防団のほうとも十分協議をして、実際にちゃんと活動ができる体制を整えていく

ということが必要だと思いますので、その部分をやはり協議していかなければいけないというふうに

考えております。

〇議長（大竹 惣君） 星議員。

〇８番（星 次君） 我々議会の総務厚生常任委員会で、さいたま市研修してきました。それで、

女性消防団が平成28年度65名だったのが、誰一人退団することなく現在107名に増えて、活動を活発

にやっているということであります。

それで、そういうふうに、さいたま市は団本部づけで広報指導分団というふうなことで位置づけて

いるのと、あとは各分団に入って、実際に消火活動やっている女性消防団というふうに２つで区分し

てやっている状態なので、なお一緒に総務課の課長補佐も同行したので、その実態は分かっていると

思うので、こういう先進地の事例がございますので、美里町は災害、水害少ないから、その辺の危機

感がないのだというふうな考えもあると思うのですが、災害はいつ発生するか分からないので、そう

いうふうにやっぱり女性団員を増やして、やっぱりそれで充足、達成できるような形を取っていくべ

きだというふうに思うのですが、その辺の考え再度。

〇議長（大竹 惣君） 総務課長。

（ ） 、 。 、〇総務課長 平山正孝君 さいたま市 確かに団員数多いというふうに聞き及んでおります 人口

あと就業形態等も美里町とは大きく違いがございます。なかなか同じような形というのは難しいとは

思いますが、地域を守る、住民の力で守るということ、自分たちのところは自分たちで守るというの

が消防の基本的な考え方というふうに考えております。より多くの方が入っていただけるような体制

づくりに向けて、協議して対応できればというふうに考えております。

〇議長（大竹 惣君） 星議員。

〇８番（星 次君） それでは、よろしく女性消防団員が増えるように頑張っていただきたいとい
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うふうにお願いいたします。

それでは、質問事項の３点目でありますが、二本柳運動場内の弓道場の改修についてであります。

私も建物は弓道会というか、クラブで所有して造ったというような記憶は私も持っておりますが、た

だし底地は、土地は町の土地なので、やっぱりそこに建物が建っているということは、この際やっぱ

り町と建物所有者と、あと利用している西陵高校等も３者でもって話合いの場を持って、やはりより

よい方向で進んでいくというふうなことで、建物も私実際見てきました。そしたら、やっぱり床が、

木造建てなので、床ももうふかふかなのです。ふかふかで、やっぱり的をやるには力も入るし、足腰

に力も入るし、やっぱり安定した、そういう造りにしていただきたいというような学校の考えもあり

。 、 、 、ました それで やっぱり昭和40年代に造ったものですから 側も波トタン張りで赤茶けているので

、 、 、そういうやっぱり魅力のあるような建物というか それではないので やっぱりその辺も話し合って

早急に高校生が伸び伸びと練習に励んでもらうような形をやっぱり話合いを持ってやっていかなけれ

ばならないのだなというふうに思った。

それで、私も実際西陵高校の校長先生ともお話ししてきたのですが、３年前にはインターハイまで

出ているということであります。そういうすばらしいことでありますので、やっぱり町は建物改修工

事は行うことできませんというふうなことでありますが、やっぱりさっきも言ったとおり３者で話し

合って、よりよい方向で高校生が練習に励んで、そういう大会に出て、やっぱり感動したり、これか

らでは美里町に残っていこうというふうな、そういう醸成もあるのではないかというような考えも持

っておりますので、その辺今後話合いをやっていくつもりなのか、その辺のところをお聞きしたいな

と。

〇議長（大竹 惣君） 生涯学習課長、小林隆浩君。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） ただいまの質問にお答えいたします。

当然３者による協議というのですか、相談とかそういったものは、相談等があれば応じていきたい

と思っています。ただ、現在弓道会の方の会員さんともいろいろお話ししたのですが、まずちょっと

弓道会のほうとしてもかなり会員が減少しているですとか、高齢化が進んでいるという課題もありま

して、まず弓道会のほうの内部で今後弓道会の活動の方針ですとかあそこの弓道場の維持管理の方法

などについても、やはりまずちょっと会員の中でいろいろ話していきたいということもお話しされて

いましたので、そういうのも含めて、教育委員会のほうとしても相談などがあれば対応していきたい

というふうには思っております。

以上でございます。

〇議長（大竹 惣君） 星議員。

〇８番（星 次君） ぜひ実現するように会議をセッティングやっていただいて、よりよい方向で

お願いしたいと思います。

最後に、町長にお聞きしたいのですが、町長は武道ということで、空手も弓道も武道であるのでは
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ないかと思っております。それで、町長は就任以来、教育予算は絶対要望どおりで、全部確保してや

っていくのだというふうな姿勢を貫いておりますが、今後この弓道、武道というか、それの町長の考

え方、これも今教育委員会が言ったとおり、やっぱりそういうふうにして前向きに考えていくという

ふうな答えでありますので、町長としてもそういうふうに、今のこういう状態を、建物の状態をどう

いうふうにしたら改善できるかというような助言とか、見てきてもらって、そういうふうなことを私

としては実現できるようにやっていただきたいのですが、教育委員会としてはできませんということ

なので、その辺の町長の考え方はちょっと、若干同じ古武道をやっている……

〇議長（大竹 惣君） 町長。

〇町長（杉山純一君） お答えをさせていただきたいと思います。

基本的には今教育委員会のほうで答弁したとおりだというふうに思いますけれども、現時点では町

として個人というか、団体の所有物に手を貸すということはできませんけれども、先ほど申し上げま

したようにしっかり協議をして、町としてどんなことができるのか、３者間でいろいろ教育委員会と

協議をして、方向性を示していくというのが大事だというふうに思いますので、よろしくお願いした

いと思います。

〇発言の訂正

〇議長（大竹 惣君） 少々お待ちください。ただいま産業振興課長より答弁の申出がありましたの

で、許可したいと思います。

産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 先ほど鳥獣被害の軽減対策として、緩衝帯を設けた地区が１地区と

いうふうに申し上げましたが、正確には２地区でありましたので、修正をお願いします。

〇議長（大竹 惣君） よろしいですか。

〔 はい、了解しました」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） これで星次君の質問は終わりました。

ここで、次の一般質問の準備のため、11時５分まで休憩いたします。

休 憩 （午前１０時５６分）

再 開 （午前１１時０５分）

〇議長（大竹 惣君） 再開します。

次に、通告第２号、15番、根本謙一君。

〔15番（根本謙一君）登壇〕

〇15番（根本謙一君） それでは、私の通告してある一般質問について始めさせていただきます。

質問事項１、本郷地域まちなか賑わい創出基本計画策定についてです。本年６月19日に第１回協議
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会が開催され、本郷地域まちなか賑わい創出基本計画づくりが始動しました。本郷地域のにぎわいづ

くりを目的として、行政と住民の連携による地域活性化につなげていく官民連携町なか再生推進事業

であるとしております。国土交通省の補助対象事業としてエリアプラットフォーム設立を目指し、社

会実験を繰り返しながら、計画ビジョンの実現に向けて取り組むとしております。

そこで、次の５点について町長の所見を伺います。１点目、第１回協議会での各委員からどのよう

な意見が出され、どのように整理されたのか。

２点目、全体スケジュールの中のワークショップ、社会実験とは、どのようなことを考えているの

か。

３点目、人口減少著しく、商店も激減している中において、町なかにぎわいづくりとしてのイベン

ト開催時はともかく、日常的な来街者、観光客などの交流、関係人口の増を図る必要があります。発

展的には協働、活動人口の増を探っていく必要があると考えます。そのためにも本郷地域の特徴、特

性を生かした取組としては不十分と言える町なかでの向羽黒山城跡及び会津本郷焼の歴史、資料展示

は必須、不可欠な整備事業であるべきと考えますが、どのように考えているのか。

４点目、文化観光施設の方向性について、観光協会等との協議、連携はどのように取り組んできた

のか。

５点目、常任委員会行政視察で訪れた益子焼窯元共販センターのシンボルである大きなタヌキの像

は、実に圧巻でした。我が町は、炎の里、焼き物の町として、シンボリックな焼き物である、例えば

大きな鬼瓦を製作し、町なかの適地に設置して来訪時の撮影スポット化を図ってはどうか。

次に、質問事項２に参ります。地域学校協働本部事業についてです。１点目、第３期会津美里町教

育基本計画は、令和７年度が最終年度であります。第４期基本計画５年間が策定されるに当たり、今

期の地域学校協働本部事業はどのように取組を検証し、課題整理されたのか。また、第４期の取組内

容についてはどのように考えているのか所見を伺います。

２点目、いまだ取り組まれていない家庭教育支援事業について、過去に何度か質疑を通して、教育

、 。 、長の胸のうちに その思いはあることを確認してきたところです 今までの地域学校協働本部事業は

主に学校支援事業に注力してきた印象があり、第４期基本計画策定に向けてどのように考えているの

か所見を伺います。

次、質問事項３に参ります。財務書類から見る財政状況についてです。財務書類４表の中の貸借対

照表は、バランスシートとも言って、年度末時点における財政状況、つまり資産、負債、純資産の残

高及び内訳を表示したものです。区分としては一般会計等、それに特別会計等を含む全体、さらに一

部組合や広域連合等をも含んでの連結があります。

ここで、千葉商科大学大学院教授、吉田寛氏のご教示を紹介します。子どもにツケを回すな、子ど

もに子どものために何を残すかだの視点で取り組んでおられる方です。自治体の財政状況をチェック

する際に気をつけなければならないのは、一般会計だけにとらわれてはいけない。首長が責任を負う
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全ての会計である連結を見なければならない。そこから１人当たりにして分かりやすくする重要性を

。 。 、 、知ります 会計の力がそこにあると言われています 子どもにツケを回したか この首長でいいのか

さらに読み解くために総額表示を町民１人当たりに示すこと。次に、公共財を首長のバランスシート

から納税者、町民のバランスシートへ移すことで首長のバランスシートをつくることができます。バ

ランスシートを町民のものと首長のものとに分けて計上するのです。首長のバランスシートの資産と

するのは、首長がコントロールできる資産に限られ、負債の部は前職から継承した支払いの約束であ

る負債が資産よりも多いのが現在の行政の財政状態です。この差額を将来の税金と呼び、子どもにツ

。 、ケを回したということになります この数字を大きくするのは財政能力のない首長ということになり

反対に小さくした首長には能力があるということになります。公会計の役割は、私たちが区長を選任

するときにこの人でいいのかを判断することであるが、今の公会計ルールではこの首長でいいのかと

いうことを表すことができない。子どもにツケを回した金額が分かるようにすることで、首長も改善

のために創意工夫をするようになる。会計というのは、そういう機能を持っていないといけない。議

員、議会としては、子どもにツケを回さない視点で予算をチェック、検討する。公共財が住民に役立

っているかという点を見ることと説いております。

そこで、私は具体的に令和３年度、令和４年度、令和５年度のバランスシートからチェックしてみ

ました。いわゆる子どもへのツケは、年々減少しているものの、類団比から見ても高めで推移してお

ります。今後の大規模事業等を踏まえると、増大傾向のおそれもあります。次年度からの長期財政計

画を策定準備中の折、持続可能性ある健全性に留意しつつ、慎重かつ計画的な財政運営を強く求めた

いと思います。町長の所見を伺います。

以上、よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（大竹 惣君） 答弁、町長、杉山純一君。

〔町長（杉山純一君）登壇〕

〇町長（杉山純一君） 15番、根本議員の一般質問にお答えいたします。

なお、地域学校協働本部事業については教育長より答弁しますので、よろしくお願いいたします。

初めに、本郷まちなか賑わい創出基本計画についてでありますが、１点目の第１回協議会での委員

からの意見と整理につきましては、委員から、本郷地域の魅力、資源、課題として東北最古の焼き物

の町であり、風情がある。路地や水路、小公園が整備され、町歩きしやすい。地元の米や野菜がおい

しい。また、飲食店が少ないなどの意見が出されたところであります。それらの意見から、アピール

ポイントは徹底した周知とともに、さらに進化させ、にぎわい創出につなげていくこと、ウイークポ

イントについてはカバーしていくための対策を講じながら進めていくことなどを整理し、共有したと

ころであります。

２点目のワークショップ、社会実験の考え方につきましては、焼き物の町を感じさせる町並みとす

るため、景観及び活動のハード面、ソフト面から見たまちづくりの手法を考えるとともに、住民の集
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まる場所づくりなどをどのように行っていくのか現地で実践したいと考えております。そのため、ワ

ークショップや社会実験のテーマを次回の協議会において、委員の意見も含め、実践内容を検討する

予定であります。

３点目の歴史、資料展示につきましては、町の魅力を発信していくためにも歴史や資料の展示は必

要と考えております。その整備に関しましては、生涯学習課において令和７年度中に策定される向羽

黒山城跡保存活用計画の中で、新たな展示場所や規模、容量について検討してまいります。

４点目の文化観光施設の方向性につきましては、昨年度一般社団法人会津美里町観光協会、生涯学

習課及び産業振興課とで協議を行い、本郷インフォメーションセンターを中心に、観光拠点施設とし

て一体的な整備を行うことで合意形成が図られております。

５点目の来訪時の撮影スポット化につきましては、第１回協議会において、陶器製のあんどんを瀬

戸町通りへ配置する案を受けており、次回の協議会において大きな鬼瓦を提案し、検討してまいりま

す。

次の財務書類から見る財政状況についてでありますが、自治体の財政は長期的な視点で捉えるべき

であり、現在の財政状態だけでなく、将来世代にどの程度の負担が残るのかを含めて評価することが

重要であります。特に将来負担比率や実質公債費比率、実質赤字比率、連結実質赤字比率といった財

政指標は、健全化判断比率として全体の財政運営の方向性を示す上で欠かせません。これらの指標を

通じて長期的な財政の持続性を見極めることが住民サービスの安定確保につながると認識しておりま

す。また、ご指摘の子どもにツケを回すなという視点は、自治体財政を住民目線で捉え直す上で、非

常に示唆に富む考えであると理解しております。財政を単体の一般会計だけで判断するのではなく、

連結全体の財政状態を見なければ真の財政運営の姿は見えてこないという視点は、自治体の財政説明

責任を高める上で、有意義であると認識しております。

次に、持続可能性と健全性に留意した慎重かつ計画的な財政運営につきましては、持続可能性と財

政の健全化を両立させることは、行政運営における最重要課題の一つであると認識しております。今

後さらに人口減少や少子高齢化の進行に伴い、地方税や地方交付税などの一般財源の確保が困難にな

ることが予想される中、歳出においては老朽化した施設の解体をはじめとして維持改修経費の増大、

人口減少対策、脱炭素化やＤＸの推進などの経費増加に加え、原材料価格の高騰と物価上昇が町財政

を長期的に圧迫しております。そのため負債の累積を避け、世代間公平性のバランスを図りつつも将

来世代に過度な負担を残さない、子どもにツケを回さない財政運営を推進してまいります。

私からは以上であります。

〇議長（大竹 惣君） 答弁、教育長、歌川哲由君。

〔教育長（歌川哲由君）登壇〕

〇教育長（歌川哲由君） 15番、根本議員の一般質問にお答えいたします。

地域学校協働本部事業についてでありますが、１点目の今期の地域学校協働本部事業の取組の検証
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と課題整理につきましては、町立学校からの学習支援や部活動支援などの依頼に応じることができる

よう、学校の応援団の拡充により、学校のニーズに即した支援を行うための体制の整備と積極的な運

用に取り組んできたところであります。また、放課後子ども教室や部活動への支援など、地域の人的

資源を活用して地域学校協働本部事業の充実に努めてまいりました。課題整理につきましては、学校

や児童生徒、保護者から好評を博しているものの、対応スタッフ確保や実施場所の制約の理由から、

さらなる開催回数の要望に対応できていないところが課題として挙げられます。次の第４期の取組内

容でありますが、第３期で取り組んできたことを継続、発展させ、対応スタッフの増強や開催環境の

改善に努め、充実した事業にしたいと考えております。

２点目の第４期基本計画策定に向けての考えにつきましては、第４期教育振興基本計画策定委員会

へ第３期の事業計画と同様に、学習支援、部活動支援、放課後子ども教室事業を重点的に行うことを

。 、 、提案する考えであります 家庭教育支援事業は 地域学校協働活動のメニューの一つではありますが

軌道に乗り出した本町の地域学校協働本部事業を充実させながら、しっかりと定着させていくことが

急務であります。家庭教育支援は、町としても様々に取り組んでいることから、国や県の動向を注視

しながら、その充実を図っていく考えであります。

私からは以上であります。

〇議長（大竹 惣君） 根本議員。

〇15番（根本謙一君） 一定程度の答弁をいただきました。それでは、まず質問事項１の再質問をさ

せていただきます。

第１回協議会の意見を整理して共有したというのは、どういうことをもって共有をしたということ

の答弁なのでしょうか。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長、鵜川晃君。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 情報の共有でございますが、委員からいただいたご意見複数、多数

ございます。こちらのほうを委員の間で情報共有を図りながら、今後第２回の協議会、こちらのほう

を予定しておりますので、そちらに新たな、それをかみ砕いて、どのような形で実現可能か検討をい

ただくということでの共有を図ったという内容でございます。

〇議長（大竹 惣君） 根本議員。

（ ） 。 、 、〇15番 根本謙一君 それ共有を図ったということになります ただ 意見を皆さんが言い合って

最終的にこの会議録を見ますと総括という形で５点にまとめられています。それをこういうことです

よねという意味合いで皆さんに確認した部分があれば共有したと、そうですね、皆さんがそうですよ

というふうになれば。ただ、意見を受けて、最後にある役目の方が総括、こういうことでしたと、す

。 、 、 。ばらしかったですと それで共有したという表現は 私はちょっと違うと思いますけれども 改めて

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 共有したという部分につきましては、町のほうの協議会の中で意見
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を共有したということで私のほうでは認識しておるところであります。

〇議長（大竹 惣君） 根本議員。

〇15番（根本謙一君） 私どうしてくどく言うかと。こういう協議会って、皆さんが意見出し合った

ら違う意見あったり、表現したり、共感したり、気づきがあったり、そういう中で議論の積み重ね、

重ねるということが大事だと思うのです。それが会議録ではそんなに見えない。時間的な制約もあり

ますから、それはある意味仕方ないかもしれませんけれども、結果、最終的なまとめとしてこういう

ことでしたねと、皆さんよろしいですねと。この次はもっと具体的に計画づくりに入りますので、こ

れを基にしてやっていきたいと思いますが、それでよろしいですねという確認をしたかしないかを聞

いているのです。私は、ここが大事なことだと思うのです。コンサルの立派な資料あるではないです

か。これネットから引き出しましたけれども、これすばらしいこと書いてあるのです。この中身だけ

すばらしいこと書いてあるのです。これ１回説明されるだけで頭になんか入るわけないです。何回も

読んで確認して、それから折に触れてこの文言を読み合って、自分の中に落とし込んで共有を図ると

いう、それがプロセスの大事なところだというふうに私は思うから聞いたのです。ただ言ってもらっ

たのですというだけで、整理したから、共有だというのは私はちょっと違います。くどいようですけ

れども、最後にもう一度。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 根本議員おっしゃる部分、理解できました。その部分につきまして

は、書類なんかも事前に作成しまして、第２回の会議に向けて情報共有を図るように努めてまいりた

いというふうに考えております。

〇議長（大竹 惣君） 根本議員。

〇15番（根本謙一君） そうしてください。

２点目に参ります。ワークショップと社会実験の中身がもう少し具体的に何か考えているのかなと

思って伺った次第です。いずれにしても、この半年の間でもうまとめてしまうというのです。私は、

時間は足りないと思っていますけれども、そうすると十分に情報提供しながら、具体的なことも出し

ながら、しっかりお家に持ち帰っていただいて考えていただいて第２回に臨んでもらうと、そういう

段取り取り、それが、私は前の段取り取りが大事だと思うのです。それがここに見えない。いかがで

しょうか。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ただいまのワークショップ、実証実験の内容でございます。こちら

につきましては、事務局内では考えておりますが、まだ協議会のほうにはお話をさせていただいてい

ない状況にあります。実際現場においてどのようなものができるか、にぎわいづくりにどのような形

で、委員も参加できるような形で実践が可能なのか、そういったものを含めて次回の協議会のほうに

出していきたいというふうに考えてございます。
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〇議長（大竹 惣君） 根本議員。

〇15番（根本謙一君） それを第１回で言っていますか、委員の皆さんに。それ言わなかったら何も

考えないで来るではないですか。言っておかなければならないと思います。そこが大事だと今私言っ

たつもりです。そうすると、家で考えて来ていただけるのです。こんなことを考えた、あんなことを

考えたと。よそのほかの委員の方の話を聞いて気づきがあったり、ああ、それいいと、私が考えてい

るよりもっといいというふうになったら会議盛り上がるではないですか。そしたら、わくわくしてく

るではないですか。それが私は大事だと思っているのですけれども、それではちょっとまずいのでは

ないですか。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ただいま根本議員のおっしゃるように、第１回目の協議会において

は、実証実験の中身についてはご説明はしておりません。先ほど議員からありましたように、情報共

有の部分で、協議会の期間、作成する期間が当然短いということも町のほうでは認識しております。

こういった部分を補うためにも事前に委員さんに対して情報を提示しながら、第２回のほうの会議に

進んでいきたいというふうに考えております。

〇議長（大竹 惣君） 根本議員。

〇15番（根本謙一君） では、確認しますけれども、今のような部分を前もって文書配付しておかれ

。 。 、 。 、 、 。たらどうですか これ大事だと思います そこら辺 今答弁もらう部分１点 では それだけ まず

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ただいまのおただしにお答えしたいと思います。

前もって書類並びに提案事項については、事前に委員さんにお配りをして、当日ご意見をいただく

ような形で進めてまいりたいというふうに考えております。

〇議長（大竹 惣君） 根本議員。

〇15番（根本謙一君） ３点目に参ります。ここで、向羽黒城跡の保存活用計画の中で、新たな展示

場所や規模、容量について検討してまいります。当然場所は限られます、ここにインフォメーション

センターを中心にということも言っていますから。ですから、こういう先送り的な答弁ではなくて、

まさにこれはもう10年来の、ずっと継続案件です。過去何度もやっているではないですか。それ財政

問題も絡む場合は、多少先々も考えながらやらなければならないので、軽々なこと言えないことがあ

るかもしれませんけれども、ここに至って課長、計画の中で検討してまいりますと言ったら、またこ

れ５年、10年先になってしまうではないですか。今にぎわいづくりの基本計画つくろうとしているの

です。基本的なこれだよねというものを町所管としては私は持つべきだと思います。町長は、そこを

しっかり指導すべきだと思いますけれども、お尋ねします。

〇議長（大竹 惣君） 町長。

〇町長（杉山純一君） お答えをさせていただきたいと思います。
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この資料館の取壊しから始め、その場所をどこにするのだという議論がこの本会議の中でもいろい

ろされてきました。その中で観光協会ともいろいろ打合せをさせていただきました。当時は町の中の

空き家を利用するというような計画でしたが、それでは分からないので、はっきり示せという話をさ

せていただきました。ただ、その中で出てきたのはインフォメーションセンターでありまして、その

中でも今いろいろ使用している部分もありますから、その辺のものをクリアをした上でないと観光協

会とも話もできませんでしたので、それが確定した上をもって観光協会にインフォメーションセンタ

ーというのを示し、場所も位置も示しながら今協議をして、観光協会の了解をいただいたところであ

りますので、そういった経緯で今進んでいるところでありますので、ご理解をいただきたいというふ

うに思います。

〇議長（大竹 惣君） 根本議員。

〇15番（根本謙一君） ４点目とダブってしまうのです、これ。観光協会の了承を得たと言いますけ

れども、それならばそういうことでいくにしても、インフォメーションセンターのあのエリアで、あ

の建物の中で、ここに出ているいわたてさんのあそこを利活用するにしても、スペース的にはそんな

広くないわけです、山城跡の資料を展示するにしても。一頃は近くの空き店舗、空き家を活用してと

いうことも一つのアイデアとしてあったではないですか。だから、それも含めて町なか回遊性を仕掛

けるにはいろんなやり方あるのです。お金かけようと思えば幾らでもかけられますけれども、かけな

いでやるにはどうしたらいいかと考えればいいし、インフォメーションのあの施設といわたてさんの

あの施設を使うだけでは私はもう足りないと思っています。エリア的には厳しいと思っています。た

だそこにあればいいという話ではないから。そこに人を入ってもらうわけでしょう。入りやすくしな

ければなりません。いわたてさんは、２階に上がらなければなりません。インフォメーションセンタ

ーの上の資料室は、靴脱いでスリッパ履いて、上に上がっていかなければなりません。それも10畳も

ないです、あの部屋、エリア。そういうことも全部踏まえた上で、今のあるところを活用する意味合

いでは観光協会さんとしてはもう一応了承ということがありますけれども、その拡充の部分で私は今

後しっかり考えていく必要があるのではないかなと思いますけれども、この部分については所管の課

長からもらえますか。町長、答えますか。結局町長の……

〇議長（大竹 惣君） 暫時休憩します。

休 憩 （午前１１時３３分）

再 開 （午前１１時３３分）

〇議長（大竹 惣君） 再開します。

町長。

〇町長（杉山純一君） お答えをさせていただきたいと思います。

まず、インフォメーションセンターに決めたのは、今の資料館がある場所、あそこに新しいものを



- 42 -

造るというのはなかなか難しいだろうという話が出てきまして、やっぱり一番近いところでいいのは

インフォーメーションが一番上がり口なので、いいだろうという判断をさせていただきました。その

中で、先ほど名前が出ましたいわたてさんだったり、組合さんも入っています。その３者の中で町も

、 、入っていろいろ協議をして 今おっしゃった２階ではなかなか難しいだろうという話ありましたから

そういった面も含めて観光協会とも話をして、焼き物組合さんと話をして今進めているところであり

ますので、ご理解をいただければなというふうに思います。その辺は観光協会さんもよくご存じのは

ずです。

〇議長（大竹 惣君） 根本議員。

〇15番（根本謙一君） インフォメーションセンターですけれども、先ほど言いましたように靴脱い

で上に上がらなければならないという大変不具合の可能性が当初からあります。それから、インフォ

メーションセンターにしては玄関が入りにくい。思いませんか、町長は。私は思っています。ほかの

町民の方も言っています。議員の中でもそういう声が以前はありました。職員とやっぱり親しく触れ

合う意味合いからすれば、あそこも何とかならないかというところあります。上の資料室にも靴のま

まで、下足のままで上がって、もう自由に楽に見ていただける、そういうところにするという大きな

ビジョンがあるならば分かります。ただ、今ある、入っているところを使ってという話は、私はちょ

っとどうかなということなので、何か今町長のほう首振るので、再度答弁いただければ。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ただいまのあそこのいわたて並びに焼き物事業組合、さらにはイン

フォメーションセンターを一体的に活用する部分につきましては、改修も視野に入れた検討を本郷ま

、 、 、 、ちなか賑わい創出協議会 こちらには観光協会並びに焼き物事業組合 さらには振興公社 関係機関

全ての委員が入っております。その中でどういった活用ができるか、そういった改修の部分も今話に

、 。 、は上がっておりますが どういったものができるか検討を今進めておる 第２回の先ほど申し上げた

９月の下旬を予定しておりますけれども、その協議会の中で再度協議をしていきたいというふうに考

えております。

〇議長（大竹 惣君） 根本議員。

〇15番（根本謙一君） その協議会の中に委員、確かに業界の関係者が入られているようですけれど

も、私は代表とはどうしても思えない。では、その団体の声を代弁する立場で入っているのだという

ふうに理解していいのですか。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 協議会の委員として団体から選出をされて、委員として参加してお

りますので、代表として意見を申し上げる立場にあるというふうに思っております。

〇議長（大竹 惣君） 根本議員。

〇15番（根本謙一君） それは、ちゃんと確認しましたからね。
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第１回目の協議会で、観光協会さんはどのような意見を出されましたか。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 観光協会としましては、他地区や周辺地域と連携したにぎわいづく

りが必要ではないかというようなご意見をいただきまして、周辺観光、只見線なんかも含めた広域的

な連携も必要であろうというようなご意見はいただいております。

〇議長（大竹 惣君） 根本議員。

〇15番（根本謙一君） 第１回目ですから、突っ込んだ話はできないので、そうですかというふうに

して受け止めておきますけれども、第２回目ではもうちょっと具体的な、あの地域で何をやればいい

のか、やったほうがいいのか、やりたいのか、そこをどんどん詰めていってください。これ進め方の

テクニックにも関わるのですけれども、そこは所管としても十分にサポートしながら情報提供して、

議論の助けにしていただければなというふうに思います。

では、５点目に参ります。撮影のスポット化ですけれども、これ本当に私もいろいろ考えてきまし

たけれども、別な関連で。今回益子町に行って、なるほどなと思ったのです。見て笑ってしまいます

けれども、でもこういうのって必要だよねってつくづく思いました。ただ、本郷焼の場合はあるよう

でなかったということもありました。すばらしい先達が作られた鬼瓦が今本郷庁舎のロビーに展示さ

れています。ああいうのを昔の家は作ってられたのだということからすれば、あれはやっぱり生かし

てほしいなというのも私も思います。ここは町なかに、今ここの中に出ていますけれども、陶器製の

あんどんを瀬戸町通りに配置すると。ただ、瀬戸町通りがもう商店がなくなって、もう普通の一般町

民の住居にずっとしてしまってきているという現実があります。ですから、あの通りにそれ本当にや

っていいのかなということも考えました、この答弁いただいて。ですから、まずはインフォメーショ

。 、 。ンの前でもいいです ふさわしいところにこういうシンボリックな焼き物 陶器でも何でもいいです

鬼瓦に限ってなんて言うつもりありませんから、やっぱり考えて、そこは本郷焼に行ったらこの前で

まずは写真だねというというところをつくる必要があるのではないかなということで提案しました。

再度の答弁お願いします。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ただいまのおただしでございます。先ほどサイン整備の部分で議員

がおっしゃっていた意見のほかに、町なかに本郷焼いっぱいプロジェクトということで、そういった

プロジェクトもできるのではないかといったご意見もいただいております。そういった部分にモニュ

メント的なものが焼き物として掲示できないかという貴重なご意見ですので、今回それを持ち帰りま

して、協議会において協議をしていきたいというふうに考えております。

〇議長（大竹 惣君） 根本議員。

〇15番（根本謙一君） この質問事項１に関連で、町長にちょっと伺いたい。

これ18年前に第２回会津美里祭りというものを商工会と観光協会主催で実行委員会つくってやっ
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た、その成果品です。私は、このアート部門の実施委員長になって、３地域の商工会共同で、しっか

りスクラムを組んで成功させたのですけれども、この取組にすばらしいエッセンスが組み込まれてい

ます。ただ、県のサポート事業でやったので、そのサポートが３年間が終わったら、この美里祭りが

終わってしまったし、こういう芸術祭もうやむやに、静かになくなってしまったということが現実あ

ります。こういう芸術祭は、新潟の越後妻有アートトリエンナーレというのがあります。これは、ト

、 、 、リエンナーレで３年に１度 ２年に１度ではビエンナーレというのですけれども それでもいいから

このエッセンスをぜひ生かしていくことはいかがでしょうかということで、答弁はいいです。町長も

これ多分町長室とか何かありますから、これぜひ見ていただきたい。

では次、質問事項２の再質問に参ります。結局教育長は、第４期の基本計画に家庭教育支援事業は

取り組まないということの判断をしたということでいいですか。説得してやってもらおうというつも

りはありません。教育長が過去に言っている、胸の中にあるあなたらしいビジョン、理念を私はいた

だいているので、ぜひ実現していただきたい。私は、背中を全力で押してあげたいと、そういうつも

りで提案しました。答弁お願いします。

〇議長（大竹 惣君） 教育長。

〇教育長（歌川哲由君） 応援をいただきまして、ありがとうございます。以前の会議の中で、議員

からも家庭教育支援に取り組む考えはないかというおただしをいただきまして、私当時、将来的にマ

マカフェのような、地域に開かれた学校の一部を有効活用しながら家庭教育支援に取り組むことも私

の考えの一つにはあるというふうには申し上げたところであります。ただ、答弁させていただいたよ

うに、家庭教育支援は大事なメニューの一つではありますけれども、やはり地域学校協働活動という

、 、のは学校と地域が協働して 地域の子どもたちをどのように成長させていくために支援していくのか

そのために一体どういうふうなアクションをしていったらいいのかというのはやはり地域の自発性が

一番大事なのかなというふうに思っているところであります。官製で強制するやり方もありますけれ

ども、それよりは地域学校協働活動と両輪となる学校運営協議会、コミュニティ・スクールの基本に

なる組織がお互いに話し合いながら、子どもたちの成長に必要な活動を自発的に取り入れていくとい

うのが理想だなというふうに思っています。その中で議員がご指摘のような、やはり困っている母親

がいたり、家庭があるので、みんなでそれは相談に乗ったり支援していきましょうという動きがあれ

ば、今やっている町の官製の、あるいはＮＰＯ等がやっている様々な家庭教育支援とコラボしながら

進めていくことは可能かなというふうに思っています。ということでありますから、現在進めている

地域学校協働本部事業をリフレッシュして、リニューアルして、家庭教育を全面的に押し出していく

という考えは今のところございません。ただ、自発的に育った中でそういう活動が生まれてくること

も支援していきたいし、期待していきたいというふうに考えておるところであります。

〇議長（大竹 惣君） 根本議員。

〇15番（根本謙一君） ちょっと違うと思います。そもそも地域学校協働本部事業は、それだけでは
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ないです。そこから皆さん入っています。ほかの自治体もほとんどがそうです。私より知識がある教

育長がその答弁で終えているというのが私は残念です。地域から盛り上がってくる。とんでもないで

す。これは、行政として、教育委員会として大いに率先して、まずその仕組みづくりをする必要があ

るのではないでしょうか。

そのいい例が西会津町です、ご存じのように。私はお邪魔してきました。昨日は課長とも意見交換

しました。すばらしいです。あそこは家庭支援事業の場所を心のオアシスと称して、小学校のある空

き教室を使って整備して、玄関からではなくて、本当に戸を開けてどこからでも入ってこれる、気楽

に入れる場所をつくっているのです。どこでも日本全国の町が抱える問題、過疎化、少子高齢化、そ

れから核家族の増加、地域社会の関係性が希薄、家庭の孤立化、ひとり親世帯の増加、困窮家庭の増

加、もうこうやって家庭の問題までも相談に乗る場所をつくったのだ、あそこは。不思議なことに県

のモデル事業として７か所この協働本部事業取り組んだようですけれども、その中で西会津町だけが

家庭教育支援事業を初めから取り組んだのです。どういうひらめきというか、気づきで教育長がその

当時これチョイスしたのか、そこまでは伺えませんでしたけれども、全国的に見てもこのような西会

津町みたいな取組やっているところって意外と少ないのです。私はびっくりしました。ただ、この会

津美里町でやる場合に難しいのは、３地域にそれぞれ学校が６か所あるということで、西会津町みた

いに隣合わせて小中学校、それからこども園、子育て支援センターと、一定エリアにまとまっている

ところではないから、なかなかやりづらいところあるかもしれませんけれども、仕組みとしては、こ

れはやっぱり取り組むべきではないか。だから、第４期の計画の中で、その中でそこに向かっていく

ぐらいの、あなたの理想を、ビジョンをここに落とし込むのはいかがですかということを言っていま

す。来年度何とかならないかという話ではないのですので、そこは柔軟に受け止めていただければと

思いますが、いかがでしょう。

〇議長（大竹 惣君） 教育長。

〇教育長（歌川哲由君） お話ありがとうございました。この西会津町の取組のすばらしさは十分存

じ上げているつもりであります。

家庭教育支援につきましては、実は国の教育再生実行会議の中で、平成28年でしたか、第10次提言

がなされたときに、家庭教育支援を積極的に国も進めていきたいというふうなことで、家庭教育支援

員の配置充実とか、あるいは訪問型家庭教育支援とか、そういう言葉が羅列されて、私もようやく国

が本腰上げるかというふうに期待したところでありますが、その後のフォローアップでは何も行われ

ていないのです。これは、非常に私も残念な思いで眺めております。こども家庭庁ができたりして、

今後国の動きも変わっていくことを期待したいとは思っていますが、西会津町さんは議員おっしゃっ

たとおり国県の支援を得て、２人の支援員配置してすることできましたが、今すぐにそういうことは

まず難しいというふうに思っているところではあります。ただ、官製の、今我々が学校の応援団ボラ

ンティアとしてやっている地域学校協働活動の主な部分がそうなわけですけれども、ご存じのとおり
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宮川小学校のチームズみたいに地域の方々が自発的にボランティアとして集まって、子どもたちの給

食の支援以外にも私たちにできることは一体何だろうとか、こんなこともできないかというふうな風

が起こって、そこに全然今まで入ってこなかった若い農業者の方が入ったりなんだりして、子どもた

ちのために手伝えることはないかということが実際に起こってきております。そういう動きを利用し

ていくことが私は一番大事だというふうに思っていて、いわゆる地域の力がそれそのものだというふ

うに思っています。新鶴小学校でも校長がちょこボラ、ちょこっとボランティア協力いただけません

かと流しました。保護者以外にもいろんな方が集まってきて、今子どもたちの教育を支えようとして

いる。そういう動きをつくった中に議員おっしゃったような家庭教育支援を乗っけていくというのが

私は大事かなというふうに思っているところであります。議員の思いも私は胸に秘めながら、同時に

思いは同じということで進んでまいりたいというふうに考えているところであります。

〇議長（大竹 惣君） 根本議員。

〇15番（根本謙一君） 私とちょっと捉え方、考え方が違います。そこに乗っけて家庭教育支援。違

うでしょう。これは、大事な柱だと思います、私は１つの。だって、協働本部事業というのは５つの

柱つくられているではないですか、これ。今の教育長の話聞いても分かりますように、もう一方向で

はないですか、学校応援団で。家庭教育支援は双方向です。そこを起点として町のいろんな関係機関

が連携して、しっかり地域で子育て、家庭の中も可能な限り寄り添ってサポートしながら、結果的に

健やかな子どもたちを地域で育てると。これも大事な柱ではないですか。その上に乗っかるものでは

ないと私は思います。もうこれ以上やめます。時間ないですから。でも、その方向性を４期に載せる

か載せないかだけ伺います。

〇議長（大竹 惣君） 教育長。

〇教育長（歌川哲由君） 先ほども答弁させていただきましたとおり４期の中に目玉として載せてい

く考えは現在ございません。実際の活動の中でそういうものが位置づけられるようにしていきたいと

いうふうに考えているところであります。

〇議長（大竹 惣君） 根本議員。

〇15番（根本謙一君） くどいようですけれども、私目玉にして載せろと言った覚えは一度もありま

せん。方向性は載せられませんかということを言ったのです。答弁はいいです。

では、質問事項３点目に参ります。いきなりこういうことを大学教授のご教示としてご披露しまし

た。一定程度は資料も所管にお渡ししてあるので、理解は一定程度してあるなということで、よく答

弁していただけたというふうに受け止めたいと思います。だからどうなのだではなくて、やっぱりこ

の財務諸表４表もこういう使い方で見ると物すごく有効ですよということを訴えたかった。健全性の

財政指標、あれは必ずまた出ます。あるいは国でもしっかり、ちゃんと法律で出すように決めていま

すから、出しますけれども、でも努力して美里町はここまで改善してきたことは、全くすばらしいこ

とだというふうに私は評価しております。ただ、今後です、今後。監査の報告書にもありましたよう
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に、広域の負担額が出てくると。それから、町のある意味大規模な事業も当然計画に入ってくる。新

、 、 、 、鶴地域 高田地域 本郷地域 今後どれぐらいお金をかけるかというのはまた後の議論に託すとして

そういうことを考えれば長期財政計画も一定程度の具体性がなければつくれないわけですので、財務

諸表のほうもしっかり活用していただいて、子どもたちに何を残すかです。世代間の負担割合も今ち

ょうどいい。私は、いいところだと思っています。よくここまで来たなと思っていますから。そうい

うことも知っているのと知っていないのでは議論の深まりが全く変わってくると私は思っています。

ですから、町長がそこまで詳しく理解できなかったら、所管のほうでしっかりレクチャーして理解し

てもらって、だからこうしませんか、ああしませんか、選択肢は３つ出しますとか、そうやってある

べき姿を町長のビジョンを踏まえて出していくようにしていったらどうですかということでこれを例

示しました。再度町長の考え伺います。

〇議長（大竹 惣君） 町長。

〇町長（杉山純一君） お答えさせていただきたいと思います。

次の世代、子どもたちに負の遺産を残してはいけないと、これ当然の話であります。私も町長に就

任させていただいてこの町を改めて見たときに、それぞれの地域、３地域がありますから、公平にと

いいますか、それぞれがいい地域であるためのやりたいこと、やったほうがいいと思うこと、いろい

ろ出てまいりました。そんな中で、やっぱり一番、何をやるにもお金がかかってきますから、そうい

った意味では財政のほうとしっかり協議をして、今後10年先だったり、今後のことについて話をしな

がら、何ができるのかというものをしっかり検証といいますか、やるべきこと、やりたいこと、どこ

、 、 、までだったらできるのか 当局といろいろ話をしながら 負の遺産を残さないようにこれから努めて

町政運営に当たってまいりたいという思いです。

〇議長（大竹 惣君） 根本議員。

〇15番（根本謙一君） 終わろうかと思ったけれども、結局町長のビジョンが必要なのです、ビジョ

ン。これが町民に伝わっていない、残念ながら。当然やりたいこと、やれないことはあるかもしれな

いけれども、町長が財政問題がある、財政問題があるって言ってしまったら、ほかみんなもう物は言

えなくなります。財政的にはしっかり余裕あるとは言いません。やり方で生かせるということ。だか

ら、この捉え方も十分に利用していただきたいなというふうに思います。まず、町長のビジョンが大

事だと、ビジョンがなかなか見えないということは改めて今回も言わせていただきます。そこの最後

の感想お願いします。

〇議長（大竹 惣君） 町長。

〇町長（杉山純一君） お答えをさせていただきたいと思います。

ビジョン、これ非常に大事、私の思い、これからまちづくりというものは非常に大事だというふう

に思っています。そんな中で、財政の話は当然内部、それは触れませんから、そういうことでやって

いきますけれども、こういうことをやりたいということはしっかり知恵を出しながら、だったら何が



- 48 -

できるのかということを示しながら町政運営に当たってまいりたいというふうに考えてございます。

〇議長（大竹 惣君） これで根本謙一君の質問は終わりました。

ここで、午後１時まで休憩いたします。

休 憩 （午前１１時５９分）

再 開 （午後 １時００分）

〇議長（大竹 惣君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

次に、通告第３号、３番、荒川佳一君。

〔３番（荒川佳一君）登壇〕

〇３番（荒川佳一君） それでは、通告に従い順次質問をしてまいります。

初めに、質問事項１の町の農業政策についてを伺います。近年電気やガソリンなどのエネルギーの

価格の高騰が止まらない状況となっている。食料品をはじめ多くの製品も値上がりとなっており、今

も物価高騰が続き、家計の負担が増加している。さらに、米価については昨年より米不足が言われて

、 、 。 、 、おり 需要と供給がつり合わず 米の小売価格の高騰が収まっていない 農家においても 農業機械

肥料、農薬などの資材の価格高騰により経営が大変になっている。

そこで、次の３点について伺います。１点目、現在米不足となっている現状を打破するため、食用

米の耕作面積の拡大の方策についてどのように考えているのか。

２点目、本年度のがんばる農業応援事業の予算執行状況はどのようになっているのか。また、次年

度転作作物の作付面積が減少した場合、この補助金の方向性を伺います。

３点目、米の小売価格は高値で取引されているが、資材の価格高騰のため、農家の暮らしが楽にな

らないのが現状である。農業生産力強化支援事業の補助はあるが、認定農業者や認定新規就農者以外

は該当しない。町の農地を守っているのは地域の農業者であり、兼業農業者にも支援が必要であると

考えるが、見解を伺います。

次に、質問２の職員研修の実施について伺います。社会情勢の変化に柔軟かつ弾力的に対応できる

よう、体制を強化することが重要であります。そのためには職員の資質のより一層の向上を図り、有

する可能性、能力を最大限に引き出していくことが必要と考える。

そこで、次の２点について伺います。１点目、令和６年度の各種職員研修の実施状況はどうか。

２点目、町人材育成基本方針に基づき、町職員は町民があってこその職員であることを一人一人が

再認識する必要があると考える。そのためにはどのような研修を行えばよいのか見解を伺います。

よろしくお願いします。

〇議長（大竹 惣君） 答弁、町長、杉山純一君。

〔町長（杉山純一君）登壇〕

〇町長（杉山純一君） ３番、荒川議員の一般質問にお答えいたします。
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初めに、町の農業政策についてでありますが、１点目の主食用米の耕作面積拡大の方策につきまし

ては、主食用米の耕作面積の推移を見ると水稲全体の面積は減少傾向にあるものの、昨年からの米価

高騰の影響もあり、主食用米の面積は増加しております。耕作面積拡大の方策については、現在の耕

作面積の増加状況を踏まえ、国の動向を注視しながら検討してまいります。

２点目のがんばる農業応援事業の予算執行状況につきましては 現時点において補助申請額が297万、

9,000円となっており、執行率は18％で1,309万円が不用残となる見込みです。また、次年度の方向性

につきましては、国の米施策の動向を注視しながら、令和９年度からの制度改正を見据え、支援策と

してまいります。

３点目の兼業農家への支援につきましては、経営所得安定対策制度などにより支援しているところ

であります。また、農村環境の保全のために多面的機能支払い制度などを活用していただいており、

引き続き地域一体となった農地保全の取組に対し支援してまいります。

次の職員研修の実施についてでありますが、１点目の令和６年度の各種職員研修の実施状況につき

ましては、接遇を含む公務員倫理や法制執務、職階別基礎研修など、全体で77回、延べ966人が受講

しております。その主な内訳は、職場内において行う職場研修が13回で延べ858名、福島自治研修セ

ンター等の外部機関が実施する職場外研修が61回で延べ107名、福島県への職員派遣による派遣研修

が１件で１名となっております。

２点目の町民があってこその職員であることを一人一人が再認識するための必要な研修につきまし

ては、研修を実施する以前に、まず職員が自らの資質を最大限に発揮し、組織全体の力を高めること

が重要であると考えております。その上で職員一人一人が町民が主役であるとの認識を公務員として

、 。の基礎的姿勢の一つとして捉え 質の高い接遇を実践することが求められていると認識しております

そのためには町民と接する窓口や電話応対などの場面において、町民に寄り添い、丁寧な対応力を涵

養するための手段として職員研修は重要な手段であると考えております。今後におきましても新規採

用職員研修や職階別基礎研修等を通じて接遇力を高める研修を継続的に実施し、職員一人一人が日々

の業務において、質の高い接遇を体現してまいります。

私からは以上であります。

〇議長（大竹 惣君） 荒川議員。

〇３番（荒川佳一君） 一定の回答いただきましたので、それでは再質問をさせていただきます。

先ほど町長の答弁にもありましたように、水稲の全体の面積は減少の傾向にあるということについ

てですが、その原因となるものについては何か町のほうでは分かっているでしょうか。その辺確認し

ます。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長、鵜川晃君。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ただいまの全水稲作付面積の減少傾向でございますが、やはり農業

者の高齢化による離農並びに遊休農地の一部も含まれているものと認識しております。
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〇議長（大竹 惣君） 荒川議員。

〇３番（荒川佳一君） そうしますと、一応水稲の面積は減っているというのは、今の高齢者でなか

なか耕作ができないということなのでしょうけれども、実際今米のほうが先ほどもお話ししましたよ

うに高騰しております。そうすると、どういう現象が起きるかといいますと、今野菜を作っている畑

作ですか、やっている畑作が、やっている農家が米のほうに転換するのではないかなという、私はち

、 、 。ょっと心配はしているのですけれども その点は言っていないのですが 把握していますでしょうか

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 主食用米の拡大によります園芸作物等の減少という部分でございま

す。今回全水稲作付面積を確認したところ、主食用米につきましては６年度と比較しまして300町以

上の面積増加があります。一方、減少したものが備蓄用米、こちらのほうが今回政府米の契約が、入

札が滞っているということから、こちらのほうの300町が減少したということから、備蓄用米から主

食用米に切り替わったものというふうに分析しております。

一方、園芸作物につきましては、今現在作付がされているという認識でございますので、その点に

ついては変更は軽微であるというふうに考えております。

〇議長（大竹 惣君） 荒川議員。

〇３番（荒川佳一君） 今ほどの回答も分かります。ただ、今の備蓄米から主食用米ということで、

それについては水田でできるということです。それはできるのですが、ただ私ちょっと心配、先ほど

から言っているのが麦とか、今大豆作っている方、畑作の場合。これ一旦今年は畑をつくって、それ

収穫するということなのでしょうけれども、実質のところこれ来年というか、今後の話になってくる

と実際分からないとは思うのですが、麦とか大豆の畑作を田んぼに戻すのはなかなか大変だと。今言

ったように畦畔の関係もあるし、その状況によって違うのでしょうけれども、なかなかちょっと大変

だということもありますので、その点今の段階だと分からないとは思うのですけれども、そうなった

場合町のほうとしてはどのように対応するのかという、その辺分かればですが、考えていればなので

すが、その点ちょっとどうでしょうか。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 今の現在の米価高騰を受けて、麦、大豆等の作付の減少につながる

のではとのご質問だと思います。食用米につきましては、当然この高騰を受けて来年産、令和８年産

についても増加傾向は続くものと認識しております。

一方、麦、大豆につきましては、議員おただしのとおりやはり水田の状態、減反の作付の状態で水

路が使えるような場合、畦畔も当然復元できるような場合については一定程度水稲のほうに流れるの

かなというふうな認識はしております。議員おただしのように来年産の作付なので、今現段階では詳

細については把握してはおりませんが、そういった部分については適時対応していきたいというふう

に思っております。
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〇議長（大竹 惣君） 荒川議員。

〇３番（荒川佳一君） そうだとすると、最後の私の質問をちょっと理解できなかったかなと思うの

ですが、それに対する支援とか何か、今現在やはり田んぼに切り替えようとする農家がかなり増えて

。 、 、いるのです 私の周りの人かもしれませんけれども これこんなに高くなるのであれば水田というか

稲を作ろうかなということで、切り替えようかなという人が、そういう方からのちょっと意見があり

まして、その点について何か町のほうで今まで麦とか大豆作れ作れと言っておいて、それが今度米を

作ってもいいですよという形になったとき、何か町として支援する考えはあるのかどうか。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ただいまの復田する場合の補助事業の在り方ということだと思いま

すが、今段階で県から、国からですけれども、米の生産数量の目標数量の通知があるかどうかも今現

在分かっておりません。そういった情報がない中で、復田が、生産調整面積が提示されるかどうかと

いう部分も不明ではありますけれども、そういった国のほうの今回の米価高騰を含めて増産体制に移

行するというようなお話がございます。そういった国のほうの補助事業とか県の事業があれば、そう

、 、いったものも取り組みながら 町のほうの裁量でそういったものが検討できる余地があるのであれば

、 、 、 、水田農業の協議会ございますので 農業再生協議会 こちらのほうでの協議を経て 可能なものから

対応ができるものがあれば検討してまいりたいというふうに思っております。

〇議長（大竹 惣君） 荒川議員。

〇３番（荒川佳一君） 分かりました。

それでは、２番のがんばる農業応援事業ということなのですけれども、先ほど説明にもありました

ように備蓄米の入札はしないということは、もちろん今年備蓄米に対する奨励助成金はないというこ

となのですが、ただそうした場合消費者からすれば物価高を抑えて、米の価格はできれば上げたくな

いということなのでしょうけれども、事業の中でも助成分の額ありますね、今備蓄米の。例えば一例

を挙げれば備蓄米の助成、今回の助成ありますね。予算で持っていますよね。その持っている助成、

それをほかのがんばるの中で、分配すると言うとちょっと言葉悪いのですけれども、補助率を変えて

皆さんに還元するというか、支援するという考えはあるのかどうか、その辺ちょっと確認します。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ただいまのがんばるのメニューの中での補助金の再分配というよう

なお話だと思います。こちらにつきましては、先ほどの農業再生協議会の中で、年度当初、来年作付

について情報を出す際に、補助メニューも提示してございます。その中で再配分については、減額の

部分は要綱上ありますけれども、増額の部分についてはうたってございませんので、今回提示させて

いただいた地域振興作物であったり、飼料用米ということで、幾らか減少傾向ではあったのですが、

対応していただいた方については当初の金額を提示してございますので、そちらのほうの交付をして

いきたいというふうに考えております。
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〇議長（大竹 惣君） 荒川議員。

〇３番（荒川佳一君） 春先の当初の再生協で、ある程度補助率とか額がもう決まっているというこ

とであれば、町としてはそれを重視して変えるつもりはないということですね。そうですか。そうす

ると、例えば備蓄米今回入札やらなくて、残った今実際ある予算については不用残で落とすというこ

とでしょうか。それとも、ほかに何か利用する考えはありますか。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 現段階では補助金の部分につきましては、作付の面積が確定次第精

査をして、補正で減額をしたいというふうに考えております。

〇議長（大竹 惣君） 荒川議員。

（ ） 。 。〇３番 荒川佳一君 補正で落とすということでよろしいですか 補正で落としてしまうのですね

不用残で残すのではなくて、補正で落とすのですね。分かりました。

そうすると、補正で減額するということで、ほかの事業には使わないのですか。使えませんか。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

（ ） 。〇産業振興課長 鵜川 晃君 ほかの事業には使えない予算であるというふうに認識しております

〇議長（大竹 惣君） 荒川議員。

〇３番（荒川佳一君） 分かりました。

それでは、今のがんばるの農業応援事業の中で、今の予算のままで通すということで、あとはそこ

で増えるものということもないということでよろしいですか。今減額することだけしかちょっと聞い

ていなかったのですが、増えるというのはないのですね。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ただいまの前提的に減額の想定でお話しさせていただきました。説

、 、明が不十分で申し訳ございませんが 今回の備蓄米の数量がゼロになったということが一番大きくて

先ほども申し上げたとおり300ヘクタールも減ってしまっているということから、園芸作物は多少微

増したとしても追いつかないということで、基本的には減額の補正になるかと思います。

〇議長（大竹 惣君） 荒川議員。

〇３番（荒川佳一君） それでは、次の３番目の再質問に移ります。

これ認定農業者、もちろん新規就農者も含まれるのですけれども、その中で今それにならないとい

、 、 、 、うか 該当しない農家の人がいた場合 この事業ですか 農業生産力強化支援事業なのですけれども

それについては該当しない人にはもちろん申請できないということになるかと思うのですけれども、

それは間違いないですか。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ただいまの農業生産力強化支援事業でございますが、こちらにつき

ましては認定農業者と担い手が対象となってございます。
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〇議長（大竹 惣君） 荒川議員。

〇３番（荒川佳一君） そうすると、この助成金の該当になるには認定農業者か新規就農者になれば

よいのかということなのですけれども、その中で一応条件があるのです。収入と、あとは労働時間と

いうことなのですけれども、それの見直しとか何かということは考えていないのかどうか。柔軟に考

えてもいいのかなと。あと、ここに一番問題なのが収入なのです。収入の面で、やはりなかなかそれ

はハードルが高いというような声がかなり私聞いております。それを、これも県のほうからの話だと

、 、 。は思うのですけれども 町のほうでその点何か救済策的なものはないのかどうか その辺確認します

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ただいまの認定農業者の認定並びに新規就農者の認定の要件という

ことでありますが、見直しにつきましてはちょうど今年度県からの話がございまして、見直しをして

おります。年間の総労働時間につきましては、改正前、今後改正する予定ではございますが、今現段

階で1,900時間程度、これが100時間ほど圧縮をしまして1,800時間程度ということで、修正をしたい

というふうに考えております。年間所得につきましては、県の方針でも現行どおりということでうた

われておりますので、町としましても、町の今までの指針どおりということで変更せずに、年間所得

として320万円を想定してございます。あわせまして、先ほどの新規就農の基準でございますが、こ

ちらにつきましての年間労働時間につきましては同じように1,800時間へ圧縮、年間の農業所得につ

きましては現行どおり全体で60％ということの見込みで、金額で申し上げますと192万円を考えてご

ざいます。

〇議長（大竹 惣君） 荒川議員。

〇３番（荒川佳一君） 先ほどの労働時間の短縮ということで、それについてはすごく評価したいと

思います。なかなかこれも、今働き方改革ではないのですけれども、農業者もなかなか厳しいという

、 、 、か 朝から晩までという労働時間もされている方もいらっしゃるので できればその辺少し短くして

それも認定農業者に該当できるということであればいいのかなと思います。収入についても、320万

はなかなかこれ出しにくいのかなと。今ほら大きい農家さんだとそのぐらいの収入あるかと思うので

、 、 。すけれども なかなか厳しい数字なのですけれども それをクリアして申請して認定農業者になると

地域の担い手になって、活躍していただければいいのかなと思っております。では、なおその辺は、

あと変更はないですね。最後の確認だけ。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 今年度見直しを図りまして、来年度から適用できるように今変更手

続を取っておりますので、今申し上げたのは来年度からの変更予定ということでご理解をいただけれ

ばと思っております。

〇議長（大竹 惣君） 荒川議員。

〇３番（荒川佳一君） それでは、次の２点目の職員研修の実施についての再質問をしたいと思いま
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す。

これ実施する人数が、77回、延べ人数が966人が受講しているということなのですけれども、これ

オンライン研修も一緒にやっているということでよろしいですか。現地、直接現場のほうで、現場と

いうか、ここから出ていって研修するとかというのと、あとオンラインでやるというのがあるかと思

うのですけれども、オンラインも含まれるということでよろしいですか。

〇議長（大竹 惣君） 総務課長、平山正孝君。

〇総務課長（平山正孝君） オンライン研修も含まれるのかというご質問ですが、研修においては出

張研修、現地に行って研修をする、内部での研修、あと主催者によるオンライン研修と３種類ござい

ます。

〇議長（大竹 惣君） 荒川議員。

〇３番（荒川佳一君） 分かればなのですが、オンライン研修の……分からない。オンライン研修、

実際大事だとは思うのですけれども、ただ実際研修に行って、場の体験するというのもすごく大事な

ことだと思うのです。オンラインでは伝わらない部分があると思います。現地研修を進めるのが私は

いいのではないかなと思うのですが、オンラインを悪いと言っているわけではないです。物によって

はオンラインもすごく効率的なのですけれども、実際やっぱり行って、その担当の方とか町の町並み

と言うとあれでしょうけれども、そこに住んでいる方と話し合ったり、情報交換したりするというの

も大変大事なことだと思うのですが、その点は今後ずっとオンラインの割合を増やしてやっていくの

か、どういう割合でやっていくのか、その辺だけ確認させてください。

〇議長（大竹 惣君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） オンライン研修ではなくて現地研修、要は人と接する研修をというお話

だと思いますが、主催者側がどのような開催をするかということによって変わってくるものと考えて

おります。基本総務課で行う研修というのは、庁舎内職場内研修ということで、講師を派遣してもら

って内部で行う。あと、自治研修センターに行って、あとは千葉のほうに行って、２週間泊まり込み

で研修を受けるといったものがございます。基本的にオンライン研修という部分になってくると、各

課の職員が専門的に受ける研修がオンライン研修になっているようでございます。

〇議長（大竹 惣君） 荒川議員。

〇３番（荒川佳一君） すると、今の一番最後の各課でやるのが実際は例えば現場に行って、現場の

状況を見るということよりも、やはりオンラインで数字でというか、図面で判断したり、そこで説明

を受けるというほうが効率がいいというか、そのほうが分かりやすいということなのですか。私は、

どちらかというと現地に行って、できたものを見るとか確認したりするというのが私は大事かなと思

っているのですけれども、その辺はどうですか。

〇議長（大竹 惣君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 技術的な部分、要は現地でこういう施設を見てというものではなくて、
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要は書面上、講師が説明をするといった部分が多いものがやはりオンライン研修という形になってい

るというふうに理解しております。

〇議長（大竹 惣君） 荒川議員。

〇３番（荒川佳一君） 私最後にちょっと聞いたやつなのですけれども、その割合的なものというの

はケース・バイ・ケースで、これは何対何なんていうわけにはいかないですよね。これは、予算取り

の関係もあるのですけれども、その点は比重をどういうふうに今後持っていくのかというのは、何か

総務課のほうでは分かっていますか。

〇議長（大竹 惣君） 総務課長。

（ ） 、〇総務課長 平山正孝君 多分オンライン研修と対面研修の割合というふうなことだと思いますが

。 、それは開催する側の考え方だとこちらのほうでは思っております 例えばオンライン研修ではなくて

集合研修でやりますよと。その研修がやはり有意義であれば、やはりそういった場面でも参加させる

という考えだと思いますので、比重というものは特段考えてはおりません。その研修に出ることによ

って職員に対して有意義であるというものであれば、やはり積極的に参加してもらうという考えでご

ざいます。

〇議長（大竹 惣君） 荒川議員。

〇３番（荒川佳一君） よく分かりました。

それでは、次の質問に移りたいと思います。次の質問というか、今の町長答弁にもありましたよう

に質の高い接遇を実施することが求められているということで、公務員の基本的な姿勢なのですけれ

ども、その中で接遇という話がありまして、これ職員研修の中で接遇研修がどのような方が研修して

いるかということでお聞きしたかったのですけれども、実際は新規採用者で、これベテランの人は接

遇のほうは受けるということはないのですか。

〇議長（大竹 惣君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 接遇研修についてでございますが、基本的には新規採用職員は必ず接遇

研修を受けていただいております。あと、専門的な接遇研修というものではありませんが、各職階ご

と、経験年数ごと、自治研修センターで研修が行われております。その中にもやはり接遇という部分

は含まれてございます。そういった研修、例えば４年、８年、12年とか、あと係長に上がるとき、課

長補佐に上がるとき、そういった部分の中で、接遇の部分的なものは行われているものと認識してお

ります。

〇議長（大竹 惣君） 荒川議員。

〇３番（荒川佳一君） そうすると、今接遇は何で大事かといいますと、やはり相手に敬意を表しま

して、高い満足を提供するよう、十分な心遣いをしている対応なのです。それを、職員の接遇マニュ

アルというのはあるかと思うのですけれども、それを活用して、これは、今課長言われたのは職階の

関係で、係長が補佐になるとか、課長になるとかということのときに研修するということでしょうけ
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れども、それ以外に通常何かそういった接遇に対する研修というのではないのですが、何か皆さんに

対して例えば町長からの言葉とか、何かそういうことの中で例えば挨拶をしなさいとか、そういうの

が実際町の中であるのかどうか、その辺確認します。

〇議長（大竹 惣君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） １つ研修についてなのですけれども、先ほども申し上げましたが、４年

目、８年目、12年目、そのタイミングの部分でも行っているのが１つあります。あと、町長からの一

言という形で、庁議等で来庁者に対するやはり挨拶は重要だということで、挨拶をきちんとすること

ということは、やはり幹部職員の前でちゃんと各課職員に伝達することということで申し伝えはあり

ます。それを実際に各課のほうで持ち帰って、職員のほうに伝達をしています。あと、接遇マニュア

ルという冊子があります。そういったものは全職員に対して配付し、いつでも見れるように手元のほ

うに持っているという形を整えているところでございます。

〇議長（大竹 惣君） 荒川議員。

〇３番（荒川佳一君） 分かりました。まずはやはり先ほど言ったように挨拶を徹底しまして、すば

らしい会津美里町になるのではないかなと思っております。町長もその辺皆さんの前ではっきりそう

いうような形で進めているということでよろしいですね。分かりました。

これで質問終わります。

〇議長（大竹 惣君） これで荒川佳一君の質問は終わりました。

ここで、次の一般質問準備のため、１時50分まで休憩いたします。

休 憩 （午後 １時４０分）

再 開 （午後 １時５０分）

〇議長（大竹 惣君） 再開します。

次に、通告第４号、５番、長嶺一也君。

〔５番（長嶺一也君）登壇〕

〇５番（長嶺一也君） ５番、長嶺一也でございます。通告に従い質問させていただきますが、質問

に入る前に一般質問通告書の質問の要旨欄の訂正をお願いします。２か所ございます。まず、通告書

の１ページ目、１、災害への対応強化等についての下から６行目 「会津盆地西縁南部断層」とある、

ところの「南部」を削除していただき 「会津盆地西縁断層」としてください。、

次に、ただいまの訂正行の次の行 「マグニチュード7.4」とありますところに「程度」を加筆して、

いただき 「マグニチュード7.4程度」とされますようお願いします。、

訂正は以上でございます。

それでは、質問を始めます。まず、質問事項１の災害への対応強化等についてでございます。本年

７月30日にロシア、カムチャツカ半島付近を震源とする地震があり、太平洋側を中心に津波警報や津
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波注意報が出され、県内の沿岸市町に避難指示が発出されたことは記憶に新しいと存じます。この津

波避難に当たり、人的被害は特になかったものの、酷暑における避難は熱中症のリスクや車両での高

台避難による一部の道路での渋滞発生など、課題が浮き彫りになりました。

一方、2024年１月１日の厳寒期に能登半島地震が発生し、避難所での寒さ対策が指摘されたところ

、 、 。であり 本年２月の大雪では除排雪が追いつかず 交通機関は麻痺した状況が１週間近く続きました

ここ会津は幸いにも津波被害はない地域ではありますが、本町には会津盆地西縁断層があり、将来的

にマグニチュード7.4程度の地震発生が予想されていることから、災害が少ない会津、対岸の火事と

いう考えを改め、防災意識を常に心がけておかなければならないと考えます。そこで、町民の安心、

安全を確保する上で、以下お尋ねします。

１、酷暑期や厳寒期の避難と指定避難所運営や自主防災組織との連携などについて、課題や教訓を

どう捉え、今後の災害対応にどのように取り組んでいくのかお尋ねします。

２、今回の津波災害に当たり、避難所である学校の体育館は冷房設備がなかったことから、避難者

は学校側の計らいで冷房設備のある教室に移動されたとのことでありました。夏休み中であり、柔軟

に対応できたと考えます。そこで、避難所の冷暖房の環境整備についてどのように考え、どう対応し

ていく考えかお尋ねします。

３、厳寒期で大雪であったときに災害が発生した場合、避難所までの道路や避難所駐車場の除雪を

どのように対応するのかお尋ねします。

４、避難所の避難者のうち福祉避難所対応の方がおられた場合、どのように対処するのかお尋ねし

ます。

５、本町のハザードマップについては現在見直しが進められ、来年度には更新版が全戸配布される

と思いますが、避難所のうち用途廃止や耐用年数が経過した施設もあることから、避難所をどのよう

に見直すのかお尋ねします。

次に、質問事項２の全国学力・学習状況調査結果等についてでございます。県教育委員会は、先般

。 、小学６年生と中学３年生を対象とした全国学力・学習状況調査結果を発表しました 本県は前年同様

全科目において平均を下回ったものの、算数と数学は全国との差が縮小したとのことでありました。

私は、次代を担う子どもたちの人材育成は重要であると考えており、令和６年定例会12月会議におい

ても学力向上に係る一般質問を行ったところであります。そのときの答弁において、３つの課題を述

べられました。それは、１つ、読解力を高める工夫、１つ、教師主導の授業から子ども主体の授業へ

の転換及び非認知能力の向上と親和的な学級集団づくりとのことでありました。そこで、以下お尋ね

します。

１、本町の平均正答率は、どのような結果だったのかお尋ねします。

２、今回の全国学力テストの結果について、町教育委員会はどのように分析、評価したのかお尋ね

します。
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３、昨年度の結果の分析、評価を踏まえ、どのように児童生徒を指導してきたのか、そしてそれら

指導結果が今回の全国学力テスト結果にどのように反映されたのかお尋ねします。

４、分析、評価結果を踏まえ、今後子どもの学力向上のため、どのように指導していくのかお尋ね

します。

以上、簡潔な答弁を求めます。

〇議長（大竹 惣君） 答弁、町長、杉山純一君。

〔町長（杉山純一君）登壇〕

〇町長（杉山純一君） ５番、長嶺議員の一般質問にお答えいたします。

なお、全国学力・学習状況調査結果等については教育長から答弁しますので、よろしくお願いいた

します。

災害への対応強化についてでありますが、１点目の酷暑期や厳寒期の避難と自主防災組織との連携

や課題につきましては、近年の気候変動により、苛酷な環境での避難生活が大きな課題となっていま

す。また、災害時の避難や避難所運営では、自治行政区や自主防災組織等との連携が不可欠でありま

す。今後は町の防災訓練等を通じて、酷暑期や厳寒期を想定した避難所運営の在り方を参加された住

民の方々と共に確認し、実効性のある体制づくりに取り組んでまいります。

２点目の避難所の冷暖房環境整備につきましては、避難者の安心、安全の観点から、冷暖房環境の

充実は重要な課題であると認識しております。補助事業等を活用した冷暖房設備の整備や可動式冷暖

房機器の導入など、状況に応じて対応できるよう、関係機関と協議を進めてまいります。

３点目の災害時の除雪の対応につきましては、町内の道路における被害状況の把握に努め、土砂崩

れや陥没等の被害がなく、除雪車の通行の安全が確保された場合避難所までの道路や避難所の除雪を

行い、町民の安全確保に努めてまいります。

４点目の福祉避難所への対応につきましては、指定避難所へ避難された方の中には高齢者や障がい

者、妊産婦など、福祉避難所での特別な支援が必要な方がおられます。そのような方々の円滑な避難

生活確保のために専門職や関係団体と連携を図り、速やかに福祉避難所での受入れができるよう体制

を整えてまいります。

、 、５点目のハザードマップの更新と避難所の見直しにつきましては ハザードマップの見直しに併せ

指定避難所についても必要に応じて再編や追加指定を行い、より実効性のある避難体制を確保してま

。 、 、いります 今後も住民の皆様が安心して避難できる環境の整備に向け 関係機関と連携を図りながら

防災力の一層の向上に努めてまいります。

私からは以上であります。

〇議長（大竹 惣君） 答弁、教育長、歌川哲由君。

〔教育長（歌川哲由君）登壇〕

〇教育長（歌川哲由君） ５番、長嶺議員の一般質問にお答えいたします。
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、 、全国学力・学習状況調査結果等についてでありますが １点目の本町の平均正答率につきましては

小中学校ともに国語、算数、数学、理科のいずれの教科においても全国及び福島県の平均を下回りま

した。しかし、学校によっては全国と同等、あるいは上回った教科もあります。

２点目の今回の分析、評価につきましては、今後各学校において詳細な分析をし、対策を講じると

ころではありますが、町として現時点で分析した特徴的なことを挙げれば、教科別では理科がやや得

意で、算数、数学が苦手であるという結果となっています。児童生徒のアンケートでは、理科への興

、 、 、 、味 関心が高く 探究的に学びやすい教科の特質も相まって 理科においては授業改善が進んでおり

資質、能力が身についてきているものと考えております。算数、数学においても、小学校における教

科担任制や習熟度別指導など指導方法の工夫、改善が進み、成果を上げている学校もあることから、

徐々に授業改善が進みつつあると認識しております。

３点目の指導の経緯及びそれらの結果等の反映状況につきましては、各学校に対して読解力、授業

改善、非認知能力の向上と親和的な学級集団づくりを推進するよう指導してまいりました。読解力向

上のためには町学習状況向上委員会を中心として、リーディングスキルテストの結果を活用し、その

視点に基づく授業改善を推進してまいりました。子ども主体の授業への転換を図るため、指導主事に

よる学校訪問を行い、授業の最初の問いを工夫し、学びたいという意欲を喚起しながら、主体的に学

ぶ探究的な授業ができるよう支援してまいりました。非認知能力の向上と親和的な学級集団づくりの

、 、 、ためにはＷＥＢＱＵの結果等を踏まえて 互いのよさを認め合い 高め合う学級集団づくりについて

特別支援教育アドバイザーが各校を訪問するなどして具体的に指導してまいりました。これらの指導

が今年度の全国学力テストの結果に反映されたのか、因果関係を明確にすることは難しいですが、理

科においては学習への意欲の高まりと学力の相関関係が見えることから、授業改善を進めていること

が一定程度結果に反映されているものと考えております。また、非認知能力の向上と親和的な学級集

団づくりという点では、分からないことや詳しく知りたいことがあったときに自分で学び方を考え、

工夫することができますかという質問に対して、小中学校ともに全国平均を上回る肯定的な回答をし

ております。また、授業や学校生活で友達や周りの人の考えを大切にして、お互いに協力しながら課

題の解決に取り組んでいますかという質問に対して、小中学校ともに全国平均を上回る肯定的な回答

をしていることから、ある程度結果に反映されているものと推測されます。

４点目の評価結果を踏まえた指導につきましては、各学校の分析結果を踏まえた取組を支援してい

くことが重要だと考えております。学校が把握した課題に対して、解決に向けた対策を講じるよう校

長会等で確認するとともに、指導主事が学校訪問で教員への指導支援を行うなどして児童生徒が必要

な資質、能力を身につけられるよう、引き続き授業改善を目指してまいります。また、算数、数学に

ついては、教科担任制や習熟度別指導などによって学力を伸ばした学校の取組を横展開させることが

重要だと考えております。これまでの取組を継続するとともに、各学校の好事例を町内で共有しなが

ら、さらなる学力の向上に努めてまいる考えであります。
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私からは以上であります。

〇議長（大竹 惣君） 長嶺議員。

〇５番（長嶺一也君） 答弁ありがとうございました。再質問させていただきます。

まず、１の（１）の件なのですが、昨日の９月１日は防災の日であって、夕方のテレビのニュース

でもいろいろと防災に対する報道がなされておりました。基本的に自分の命は自分で守ることを念頭

に、災害時の心構えなどの注意喚起をしていたように記憶しております。あとは避難所での女性の視

点、多様性の視点に係る留意点やプライバシー保護の観点に係ることなども報道されておりました。

一方、８月26日開催の自治体ＤＸ推進トップマネジメントセミナーの講師である元金沢市長は、昨

年の能登半島地震における避難所運営において、厳寒期であっても、シャワー施設の要望が多かった

というようなことを話されておりました。

それで、大きな災害が発生したときに、自宅待機の避難方法もある。また、各自治区から最寄りの

、 。避難所へ行くよりも 各自治区の集会所のほうが近くで安心するという方もおられるかもしれません

このような避難の場合では、自主防災組織の役割が発揮できるのかなというふうに考えております。

指定避難所運営と自主防災組織がそれぞれ自治区の集会所を避難所として運営する方法も想定されま

すが、後者の場合、つまり自主防災組織がそれぞれの自治区の集会所を避難所として運営するような

方法なのですけれども、そういった場合、町防災担当はそのような自治区との連絡調整とか避難所の

支援につきましてどのように考えているのかお伺いします。

〇議長（大竹 惣君） 総務課長、平山正孝君。

〇総務課長（平山正孝君） 各地区の集会所が避難所になった場合の連絡体制、あと状況確認という

ご指摘だと思いますが、まず確かに指定避難所、町が指定する避難所の運営というものは町及び施設

管理者とでまず最初行うということになります。地区において自主的に避難所を設けた場合というの

は、やはり各地区の自治区長さんをまず中心に、こちらのほうから状況確認をさせていただくという

流れになってくるものと考えております。自治防災組織があるものに、場所については、連絡が取れ

るようであれば連絡を取るという形で、どういう状況にあるか、そういうものを確認した上で、必要

な物資等があればこちらのほうから必要物資、避難物資、備蓄品等の配付を行うという形の体制にな

ってくるものと考えております。

〇議長（大竹 惣君） 長嶺議員。

〇５番（長嶺一也君） 連絡体制のやり方につきましては分かりました。ただ、大きい災害のときに

大規模停電が発生する場合も想定されますけれども、そういった場合はどのように対応するのかお聞

かせください。

〇議長（大竹 惣君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 大規模停電等があった場合の確認ということになりますと、足で動くと

いう形がやはり一番の手段というふうになってくるものと考えます。町の公用車を使って、やはり職
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員のほうで、どれだけ職員が集まれるかということも一つの大きな問題ではあると思いますが、集ま

った職員の中で調整をして、各地区に割り振りをして状況確認を行うということがやはり一番の確認

方法だと考えております。

〇議長（大竹 惣君） 長嶺議員。

〇５番（長嶺一也君） まず、災害対策につきまして、町の役割については、災害対策本部を立ち上

げて、そこに職員が集まって、職員の中にも管理職もいるかと思うのですが、今年の大雪みたいなと

きになかなか集まれない。そういった場合、そうすると管理職もなかなかいないという場合の指揮命

令権というのはどういった形でされるのか、それをまた町民のほうにどう伝えていくのか、その辺を

お聞きしたいのですが。

〇議長（大竹 惣君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） まず、対策本部、例えば対策本部のメンバーといいますと、町長をはじ

めとした課長職が集合するという形になっております。その課長が集合できない場合、やはり役場の

中にも役職がございます。課長、課長補佐、係長というものがございます。その中で代理で出れるも

のがやはりそこに集まって検討して、次の行動を起こすという形になってまいります。その内容を住

民のほうに、今日課長来れないから、課長補佐が出ましたよなんていうことは特段周知する必要性は

ないので、あくまで対策本部の運営に支障がないように、それは人員の確保はきちっとやっていくと

いう形になります。

〇議長（大竹 惣君） 長嶺議員。

〇５番（長嶺一也君） 町のほうの防災訓練のときに、去年あたり夜間の防災訓練なんかもやったか

と思うのですが、昨日のニュースでも夜間や冬場の避難の防災訓練の報道もなされておりました。我

々の地域は、先ほど言いましたとおり津波被害は特に考えられませんけれども、雪の被害というのは

もう十分考えられますので、そういった厳寒期の防災訓練の実施ということにつきましてはどのよう

にお考えでしょうか。

〇議長（大竹 惣君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 厳寒期の避難訓練はということですが、今回８月に夜間の防災訓練とい

うことで、今年は本郷地域で行いました。６年度は高田地域ということで、各地区自治区のほうも参

加していただいて、実際に避難していただいてという形で行いました。やはりなかなか厳寒期、冬場

の避難訓練というのは、例えば夜間、日中帯だったらそんなではないと思いますけれども、夜間とな

れば危険性が伴ってくるということもあるので、なかなかちょっと実施するにはちゅうちょする部分

はございます。ただ、実際に必要性があれば検討していくということも必要なのかなというふうに考

えております。

〇議長（大竹 惣君） 長嶺議員。

〇５番（長嶺一也君） 厳寒期の防災訓練ですけれども、なかなか難しいというような答弁でござい
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ましたが、想定の上での訓練は可能かと思うのですけれども、その辺はどうお考えでしょうか。

〇議長（大竹 惣君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 想定の上での訓練は可能だと思いますが、実際に降雪期の移動と想定の

中での移動というのは全く違ってくるものと考えます。状況によって、やはりこの２月のときのよう

に、まず家から一歩も出れないような状況の中もあろうかと思います。ある程度やはりそんなに豪雪

の中でなくても、もしできれば一番そういった状況の中でできれば、実際にどれぐらい避難にかかる

時間が必要なのかとかというのも体験できると思うので、やはり想定とはまた別な形で行うのが、夏

場と冬場の違いはそこの部分だと思っております。

〇議長（大竹 惣君） 長嶺議員。

〇５番（長嶺一也君） まずは町民の安心、安全ですので、町民を保護することを優先に対応いただ

ければというふうに思います。

次に、１の（２）なのですけれども、可動式冷暖房機の導入というような答弁がございました。移

動式の、可動式のエアコンも販売されておりまして、通常は体育館で稼働させて、有事があった場合

はそれを使って避難者用に使用するというようなことについても今年の８月号の雑誌「ジチタイワー

クス」のほうにも記載されてありました。そういった活用もできるわけなのですが、そういった移動

式エアコンの導入につきましては、町としては必要に、状況に応じて対応できるよう協議を進めると

いうふうな答弁でありましたけれども、エアコンを導入するに当たってかなりの金額もかかります。

費用に対する効果についてもちょっとなかなか難しいのかなというふうに考えますが、町としての考

え方について改めてお聞きします。

〇議長（大竹 惣君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 避難所の環境整備という部分でございますが、まず避難所運営のための

クーラー設置というのはやはりなかなか難しいと考えております。国のほうでも体育館、この酷暑の

中、やはり児童生徒さんの体育しやすい環境ということでうたわれておりますが、教育委員会のほう

でも相当の費用がかかるということで、なかなか難しい状況にあります。町としてそういう設置が進

むよということであれば、財源の確保、例えば補助金がつくよということであれば緊急防災とかの、

過疎というか、起債とかというのも視野の中にあるとは思いますが、一朝一夕にできるものではない

というふうに考えております。今現在学校のほう、学校施設としてスポットクーラーとかも備えてい

るところでございます。あれだけの体育館をスポットクーラー１つで冷やせるかというのは難しいと

ころでございますが、ちょっと確認をさせていただいたところでは小中学校合わせて14台ほどのスポ

ットクーラーがあると。暖房設備につきましては小中学校合わせて41台。いろいろあります。ジェッ

ト式のヒーターとか、ブルーヒーターとかというのも合わせて41台。あと、消防の備蓄品として、や

はり暖房施設８台、あと大型のファン、扇風機的なもの、そういったものも９台。一応そういうもの

を取りそろえておりますので、できる限り避難所運営が酷暑とかを緩和できるような体制を取ってい
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きたいというふうに考えております。

〇議長（大竹 惣君） 長嶺議員。

〇５番（長嶺一也君） 私の住んでいるところの避難所を例にしますと、高田体育館、あとは西陵高

校というふうなところが指定避難所に指定されております。そうしますと、厳寒期ですともう暖房機

がない、今の酷暑期だとクーラーがないという場所なのです。そうした場合本部会議の中で、もう指

定避難所はここだけれども、じげんホールとか、あやめ荘とか、冷暖房施設のある施設のほうに避難

所設定しましょうということも想定はされると思うのですが、その辺はどうなのでしょうか。

〇議長（大竹 惣君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 災害の度合いにもよるとは思いますが、本部会議の中で避難所の開設と

いう部分で、ではまず優先的にここを開いていきましょうという形で避難所を開いてまいります。大

雨の場合ですと、やはり河川のそばというのは避難所の開設としてはそぐわないので、より安全なと

ころと、避難するに近いところといった形で本部会議の中で選定して、避難所を開いていくという形

になります。

〇議長（大竹 惣君） 長嶺議員。

〇５番（長嶺一也君） 避難所における備蓄品の整備なのですけれども、今年度予算あたりから広域

の関係町村で備蓄品を備えるというような方向になっておりまして、その備蓄品を備えるに当たって

は各町村の負担金で整備するかと思うのですが、そういうことで大きい備蓄品なんかも整備も可能に

なってくると思うのですが、備蓄品を整備するに当たって町村間でどのような協議をしているのか、

話せる範囲でお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（大竹 惣君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 現在その点については詰めをしているところでございまして、基本的に

は食料とかオムツ、そういったもの、大型の長嶺議員が言われるような、多分暖房設備とかという部

分だと思いますけれども、今のところそういった部分についてはまだ触れてはおりません。あくまで

食料品、水、簡易ベッドとかもそうなのかな。そういったものについて集中して管理して、それを共

有し合っていくという形になります。

〇議長（大竹 惣君） 長嶺議員。

〇５番（長嶺一也君） 先ほどの質問で、女性のプライバシー保護の観点ということも私申し上げま

したけれども、プライバシーを保護するに当たっての避難所での簡易テントとか、ワイヤー２本ぐら

いで簡単にセッティングできるテントもあるかと思うのですけれども、そういった備蓄品みたいなも

のは整備する考えはないのですか。

〇議長（大竹 惣君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 簡易テントの部分ですが、既にもうそれは備蓄してございます。避難所

用の簡易テントということで、ちょっと数量、今手元のほうにちょっと細かい数字がないので、あれ
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ですけれども、実際に避難訓練の中でも設営して対応しているところです。

〇議長（大竹 惣君） 長嶺議員。

〇５番（長嶺一也君） 分かりました。

、 。 、次に ハザードマップのことにつきまして再質問させていただきます 今現在のハザードマップは

Ｂ４判程度の大きさで、文字情報がいっぱいなのですけれども、細かい文字情報については削除とい

うか、あまり載せないで、必要最小限の情報を載せて、細かい部分につきましては、今現在はもうＱ

Ｒコードが普及しておりますので、ＱＲコードで呼び出すというような方法も考えられると思うので

すが、その辺はどのように今現在お考えでしょうか。

〇議長（大竹 惣君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） ハザードマップについてですが、ハザードマップ、やはり確かに大きい

部分はございます。多分先進地視察をして、Ａ４サイズのものとかがやはり持ち運びしやすいという

ご意見だとは思いますが、確かに携帯電話、スマートフォンですか、持っている年代の方がほとんど

でございます。ただ、高齢者にとってはスマートフォンを持っていても、ＱＲコードの読み方が分か

らないとかという部分もあります。そのために２種類それでは作るかといった部分も経費的な部分も

ありますので、どこまで見やすく、分かりやすくできるかというのは作る段階で検討させていただき

たいと考えております。文字情報を全てなくして、より簡単に見れるものというのもやはりなかなか

難しいとは思います。このマークが避難所ですよとかって書いても、やはり分かりにくい部分があっ

たりすると思いますので、どういった形がいいかという部分については十分検討させていただいて作

成したいと考えております。

〇議長（大竹 惣君） 長嶺議員。

〇５番（長嶺一也君） 個人的な意見なのですけれども、先ほど言いましたとおり自分の命は自分で

守るということで、ページの最初のほうには本当に避難で必要な非常時携行品とか非常時用の備蓄品

なんかを前に載せて、災害の程度の解説とかそういうのは一番最後に載せるとか、そういったほうが

分かりやすいのかななんて個人的には思うのですが、その辺課長はどのようにお考えでしょうか。

〇議長（大竹 惣君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 災害時の携行備蓄品、１つそれを見ればどんなものを持っていけばいい

というのが分かればやはりいいと思います。議員のご意見等を参考に、よりよい形のハザードマップ

を作っていきたいと思います。

〇議長（大竹 惣君） 長嶺議員。

〇５番（長嶺一也君） せっかく町の予算を使ってハザードマップを作成するので、より町民に分か

りやすい、あとは高齢の方が見やすいように文字も大きくして作成するとか、その辺も検討していた

だければというふうに思います。

次に、教育のほうの質問に移ります。先ほどの答弁では、結果について具体的な答弁がなかったと
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いうことは、具体的な公表ができないということだと思うのですが、県内、全国よりも平均が本町は

低いというようなことでしたけれども、どのような位置にあるのか、答えられる範囲で教えていただ

けないでしょうか。

〇議長（大竹 惣君） 教育長。

〇教育長（歌川哲由君） 議員ご質問のどのような位置というのは非常に難しい捉え方で、どうお答

えしていいかちょっと悩むところではあるわけでありますが、町全体の受考者、小学校６年生の子ど

もたちの集団、中学校３年生の子どもたちの集団の全部の平均正答率が全国、県よりも下回っており

ます。ならすとです。県平均よりは僅かに下回っているという教科が多いわけでありますけれども、

算数、数学はちょっと大きく下回るところがあります。それを先ほど答弁申し上げたとおり学校別、

教科別に見ますと、全体的には算数、数学低いのですけれども、同じ数学なんかでも全国平均を上回

ったり、平均レベルの学校の集団もありますし、理科はどちらかというと全国平均に近い、あるいは

上回っている学校が多いというふうな状況でございます。毎年違う学年集団が受考するわけでありま

すけれども、学年学年によってそれぞれの実態は違いますので、一概には申し上げられませんけれど

も、今年の受考対象者の子どもたちにとっては残念ながら全国平均、県平均を僅かずつ下回っている

という状況でございます。

公表できないのかというふうな最初にご発言ちょっとありましたけれども、公表できないというよ

りは、公表していないということでございます。

〇議長（大竹 惣君） 長嶺議員。

〇５番（長嶺一也君） 全国学力テストにつきましては、子どもの学習の習熟度を推しはかる内容な

のかなというふうにも思っているのですけれども、併せて問題の正答率、あと誤答率に応じてその問

、 、 、題の傾向が 指導する上でこういう部分が足りないとか こういう部分はもっと伸ばしていけるとか

そういうのもあると思うのですけれども、その中で県でつくりました授業改善グランドデザインを見

ますと教員の指導のことについてのチェックする欄もあるわけなのですが、それで自己評価しまして

指導の改善につなげたり、あと先ほど答弁にありましたとおり特別支援教育アドバイザーが各学校に

訪問して、指導するというようなことで教育の改善につなげていくのかと思うのですけれども、自己

評価した教員の評価だけでは推しはかれないというか、偏った評価になってしまうと思うのですけれ

ども、それについて特別支援教育アドバイザーが何か指導して、偏った自己評価を防ぐというか、そ

ういったことの理解でよろしいのでしょうか。

〇議長（大竹 惣君） 教育長。

〇教育長（歌川哲由君） 授業対応について整理させていただきますと、教員の指導力という部分で

は、指導方法を子ども主体の授業に変革していくために指導主事が各学校訪問しまして、こういうふ

うな授業をしていきましょうというような指導を具体的にしてきたり、あるいは学校で提供される授

業を見て、このように改善したほうがいいのではないでしょうかというふうな指導、助言しているわ
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けであります。特別支援教育アドバイザーは、どちらかというと親和的な学級集団、学びの集団をつ

くるために、ここはやっぱり何か学級に不満を持っている子ども多いですよとか、この子はもっとも

っと学級こんなふうによくしてほしいと願っていますよとか、そういう子どもたちの集団に関する認

識を分析して、それをこのように改善していったほうがいいですよというふうにアドバイスをしてき

ております。実際やっぱり私学力というのは、教員の指導力に依存することが非常にやっぱり多いな

というふうに思うのです。やっぱりすばらしい授業をやっている先生は、確かに学力上げますし、そ

れからもう一方で授業というよりは、やっぱりすばらしい学級経営、子どもたちの学びの集団を上手

につくる先生は、指導力がそんなに高くないとは言えませんけれども、やっぱりきちんとした学びの

集団をつくって学力上げるのです。本県の小学校の昨年度の結果で、県にも褒められて、県の事例集

に載っているある学校の先生の事例もあるのですが、それは誰も、子どもたち自身がみんなでよくな

る。誰も置いてきぼりにしないということで、みんなで学び合う集団をつくって、それが非常にどの

教科の学力も上げているという事例もあります。ですから、それぞれ役割を分担しながら、学力向上

のいわゆるノウハウ、テクニックに係る部分と、それから学ぶ子どもたちの集団づくりとか、子ども

の意識づくりとか、そういうところに分けて今巡回指導しているところであります。

〇議長（大竹 惣君） 長嶺議員。

〇５番（長嶺一也君） 先ほどの質問で、去年の12月の教育長答弁の中で、３つの課題の一つに、教

師主導の授業から子ども主体の授業への転換というふうにおっしゃいました。つまり勉強するのを楽

しんで、子ども自身が。その後分かると必然的に学力も向上していくのかなというふうに考えており

ます。なので、実は私ごとで恐縮なのですけれども、小学校低学年のときに成績があまり芳しくなく

て、でもあるきっかけで勉強が楽しくなって、それに伴って成績も上がっていったという経験をちょ

っと思い出したところなのですけれども、そういった学びの楽しさを子どもに分かってもらうという

のが大変重要かと思うのですけれども、その辺教育長はどのようにお考えでしょうか。

〇議長（大竹 惣君） 教育長。

〇教育長（歌川哲由君） 学力向上のためにはやっぱり学びの楽しさって非常に大事だと思います。

ただ、その学びの楽しさをどう定義して、どんなふうにそれを培っていったらいいかということにな

りますと、私はやっぱり学ぶための動機づけ、これはちょっと勉強してみたいとか、これはちょっと

謎を解いてみたいとか、調べてみたいとか、やっぱりそれが一番大事だというふうに思います。それ

は、今探究的な学習とよく言われますけれども、自分でそういうふうに課題を発見して、そしてその

課題解決のためにどんなふうな手だてで調べていったらいいかというところも自分たちで考えて、そ

してその結果についてもどういうふうに分析したらば自分の課題解決に向かえるのかというのを議論

し合う。いわゆる協働的な学びなんて言われていますけれども、やっぱりそういうふうなところで、

自分が課題解決できたということで学ぶ楽しさを感じる、そういう成就感が一番大事だというふうに

。 、 、 、思います ですから それをやっぱり毎時間の授業の中で スモールステップで子どもに預けながら
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子どもに課題解決の楽しさを分からせる授業をやっぱり展開していくのが大事だというふうに思って

いますが、町内含めて授業を見せてもらうと、いまだに教科書と黒板で勝負する先生も結構いらっし

ゃいますので、そこを変えていく必要がもっとあるというふうに感じているところであります。

〇議長（大竹 惣君） 長嶺議員。

〇５番（長嶺一也君） 今ほど答弁で黒板の話が出ましたけれども、かつて教育長がＩＣＴ活用の教

育事業において、タブレット端末活用につきましては繰り返し勉強できるというのがメリットなのだ

よというような答弁がございました。今回の全国学力テストの結果、新聞報道にあったのですけれど

も、授業でのＩＣＴ機器の使用頻度はということの項目で、本県のＩＣＴ活用が全国よりも平均劣っ

ていたのです。繰り返し活用できるというようなタブレット端末の活用が本県では、教育長がおっし

ゃったとおり、繰り返し活用できるとおっしゃっていましたけれども、なかなかここ、まだ子どもた

ちに浸透されていないのでないのかななんて思うのですが、その辺はどのようにお考えですか。

〇議長（大竹 惣君） 教育長。

〇教育長（歌川哲由君） 学力向上のためにＩＣＴ機器を十分に活用する視点は大事であるというふ

うに思っております。やはり議員今おっしゃったように、福島県全体としては全国平均を下回るよう

な活用頻度であるわけであります。本町でもやはり学校や学年によって活用の度合いが違います。ど

うしてもやっぱり小学校低学年は活用頻度が低い。だんだん学年が上がるにつれて活用の頻度が上が

っているというふうな全体的な傾向はあると思います。一番やっぱり大事なのは、私も常々言ってお

りますけれども、とにかく使い倒してくださいと、下手な制限かけないで、どんどん使ってください

ということで、多くの学校ではご存じのとおり子どもデータ連携のまなびのあしあとの入力もありま

すので、学校に朝行くともう開いて使い出すというパターンが多いわけでありますけれども、今年特

にお願いしているのは授業中でのＡＩドリルの活用であります。大きなお金入れていただいて、ＡＩ

ドリル１人１台端末に入っているわけですけれども、これはいわゆるアダプティブラーニングといい

まして、例えばある子どもがドリルをやったときに、答えを間違えるとより易しい問題を出してくれ

。 、 。 、 、ます 正答すると より難しい問題を出してくれます ですから 教科書の練習問題等だけでなくて

ＡＩドリルを活用して自分の能力、それから今の学力に合ったトレーニングをどんどんするようにお

願いをしているところであります。これも教育統計学の研究からアダプティブラーニングが非常に有

効だというふうな結果も出ておりますので、本町でも強力に進めてまいりたいというふうに考えてい

るところであります。

〇議長（大竹 惣君） 長嶺議員。

〇５番（長嶺一也君） 学力向上につきましては、私も前に言ったとおりこういうふうにしたから、

１年後にはすぐに学力が向上するというものではございません。なので、教育長が今おっしゃったと

おり学力向上のためのツールをいっぱい活用していただいて、少しでも子どもの学ぶ楽しみを育てて

いっていただければというふうに思っているのですが、何か学ぶ楽しみを増やすというか、そういっ
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た工夫について教育現場ではどのようにやっているのかはご存じでしょうか。

〇議長（大竹 惣君） 長嶺議員、ちょっと通告外になりますので、質問変えてください。

長嶺議員。

〇５番（長嶺一也君） 私は、全国学力テストの結果につきまして、福島大の教授が子どもの力がつ

くような工夫が必要となるというようなことも記事が書いてあったものですから、その辺教育長がど

のようにお考えになっているのかをお聞きしたくて質問したのですけれども、そもそも全国学力テス

トの結果に基づく質問というふうに私は理解していたのですが、よろしくお願いします。

〇議長（大竹 惣君） 教育長。

（ ） 、〇教育長 歌川哲由君 子どもの学ぶ楽しさをつくりながら学力向上に結びつけていくというのは

やっぱり大きな私どもの課題であるというふうに思っていますし、そのための取組というところでは

これからということが大きいわけでありますけれども、私はやっぱり先ほど申しましたように子ども

自身が課題解決に向けて探究的に学ぶという、そういうやっぱり学習スタイルを定着させていくこと

が大事かなというふうに思います。これは、各教科の学習でも当然できることでありますが、私一番

改善していきたいのは、いわゆる総合的な学習の時間というのは小学校３年生から中学３年の段階ま

であります。小学校１、２年生がいわゆる生活科ということで、理科、社会が一緒になったような教

科になりますけれども、これが身近における様々な現象から課題を見つけて、自分で調べて課題を解

決していくという学びが基本になります。これを充実させていくことによって、子どもたちが自分で

学ぶ楽しさをやっぱり体感しながら力をつけていく大事なやり方なのかなというふうに思っていま

す。昨年度末にこれを結構取り組んでいる東京渋谷区でしたか、に私どもの指導主事と、それから町

学力向上委員の先生とで視察に行ってもらったのですけれども、ある曜日の午後は全部探究学習にし

て、子どもたちが主体的に課題解決に向けて学ぶような授業をしております。私どもも今小中一貫教

育進めておりますけれども、この中でもやはり学力向上のために独自教科を設定して、その独自教科

の中で探究的な学びを豊かにしていくように今構想を進めています。本郷学園が来年度から新たな教

科、本郷学という、今仮称ですけれども、教科をつくって、探究的な学びをより強力に推進する予定

ですが、新鶴の小中一貫校でも高田の小中一貫校でも同様に、ちょっと遅れるかもしれませんが、探

究的な学びを中心にした総合的な学習の時間の改善に努めて、学力向上に結びつけていければという

ふうに思っているところであります。

〇議長（大竹 惣君） 長嶺議員。

〇５番（長嶺一也君） 学力向上につきましては、引き続き課題を見ながら質問してまいりたいと思

います。

あと、義務教育学校につきましては、県内でも各市町村いろいろと出ておりますが、本町の指導方

針が先駆的な教育というようなことで注目が集まるような形で指導していただければというふうに思

いまして、これを最後に申し上げまして質問を終わりたいと思います。
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〇議長（大竹 惣君） これで長嶺一也君の質問は終わりました。

〇延会の宣告

〇議長（大竹 惣君） お諮りいたします。

本日の会議はこれで延会したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 異議なしと認めます。

よって、本日はこれで延会いたします。

延 会 （午後 ２時４５分）



定 例 会 ９ 月 会 議

（第 ３ 号）
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開 議 （午前１０時００分）

〇開議の宣告

〇議長（大竹 惣君） これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。

〇一般質問

〇議長（大竹 惣君） 日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。

通告第５号、９番、渋井清隆君。

〔９番（渋井清隆君）登壇〕

〇９番（渋井清隆君） それでは、通告に従い質問させていただきます。

まず初めに、１問目、入札参加資格要件について。制限付一般競争入札に係る入札参加資格要件に

ついて、建設業法第27条の23の規定により直前の決算に基づく経営事項審査を受け、本町における当

該経営事項審査結果指定工種等により入札参加者を定めている。

そこで、お尋ねします （１ 、指定工種区分による入札参加資格要件をお示しください （工種、。 ） 。

設計価格、地域条件、総合評点、業者工事実績など）

（２ 、総合評点数の基準日。）

（３ 、上記の告知日。）

２問目、本郷地域公共施設解体工事について。本郷地域公共施設解体工事（旧本郷体育館、旧本郷

（ ）、 ） 、 、生涯学習センター 旧本郷公民館 旧本郷老人福祉センターなど について 令和７年４月22日付

制限付一般競争入札の公告（第24号）がなされました。その後２度にわたり入札が中止され、現在に

至っています。また、定例会７月会議において繰越明許費が一般会計補正予算（第４号）に定められ

ました。

そこで、次の事項についてお伺いします （１ 、繰越明許費を定めた正当な理由。。 ）

（２ 、今後における入札の公告はいつ行うのか。）

（３ 、総合評点数の基準日はいつの時点で判断し、決定するのか。）

（４ 、工期の予定期間は。）

（５ 、当該土地は賃貸借契約を締結するものと認識している。そうすると、入札の中止に伴い、）

土地の賃借料は新たに発生しないのか。

（６ 、施設等の解体に伴い、現在設置されている「非核平和宣言の町 会津美里町」のメッセー）

ジ看板を再設置する考えは。

３問目、入札中止の理由について。ふれあいの森公園陸上競技場全天候型舗装改造工事について、

会津美里町公告第55号に「令和７年７月８日に会津美里町公告第50号で公告した下記の制限付一般競

争入札について、令和７年７月30日に予定していた入札を中止することから公告する。令和７年７月
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16日 会津美里町長 杉山純一」とある。その入札の中止理由は、機械損料の補正に誤りがあったた

めと述べられている。しかし、令和７年８月13日（水曜日）定例会８月会議の中で述べられた中止の

、「 、 」理由は 業者の質問により 本来積算されるべき豪雪補正がされていなかったことが判明したため

と説明された。

そこで、お尋ねします （１ 、豪雪補正の金額。。 ）

（２ 、中止に伴う費用対効果。）

（３ 、上記に係る正当な理由。）

４問目、行政報告について。行政報告の工事、委託に係る契約の報告について、定例会９月会議か

ら300万円以上から400万円以上に変更になることが示されました。その合理的な理由についてお伺い

します。

簡潔明瞭に答弁お願いします。

〇議長（大竹 惣君） 答弁、町長、杉山純一君。

〔町長（杉山純一君）登壇〕

〇町長（杉山純一君） ９番、渋井議員の一般質問にお答えいたします。

なお、本郷地域公共施設解体工事についての１点目、繰越明許費を定めた正当な理由、４点目、工

期の予定期間及び５点目、入札の中止に伴う土地の賃借料並びに入札中止の理由については教育長か

ら答弁しますので、よろしくお願いいたします。

初めに、入札参加資格要件についてでありますが、１点目の入札参加資格要件につきましては、町

事後審査型制限付一般競争入札取扱要領に定めておりますが、工種については土木一式工事、建築一

式工事、電気工事、管工事、舗装工事、水道施設工事、解体工事などを対象として、設計価格に応じ

1,000万円未満、1,000万円以上5,000万円未満、5,000万円未満、5,000万円以上１億円未満、１億円

以上に区分しております。

地域条件については、町内に本店がある業者、または町内に支店もしくは営業所があり、地域貢献

、 。が認められる業者 または発注の都度工事等指名選考委員会において決定のいずれかとしております

また、総合評点は設定なし、700点以上、または発注の都度工事等指名選考委員会において決定の

いずれかとしております。

、 、 。業者工事実績については 設定なし または同種工事の実績があることのいずれかとしております

２点目の総合評点の基準日につきましては、開札後に入札参加資格の確認をしているため、開札日

を基準日としております。

３点目の上記の告知日につきましては、制限付一般競争入札を公告した日と認識しております。

次の本郷地域公共施設解体工事についてでありますが、現在公告中の案件であります。入札に支障

のない範囲での答弁になりますので、ご了承願います。

２点目の入札の公告はいつ行うかにつきましては、令和７年８月19日に行っており、同年９月９日
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に開札を予定しております。

３点目の基準日はいつの時点で判断、決定するのかにつきましては、先ほど答弁したとおり開札日

を基準日としておりますので、公告予定日が決まった段階で判断し、工事等指名選考委員会での審議

を経て決定しております。

６点目のメッセージ看板の再設置につきましては、本町としましては引き続き非核平和への理念を

堅持してまいります。現時点におきましては、再設置の考えは持ち合わせておりませんが、看板に代

わる代替措置について検討をしております。

次の行政報告についてでありますが、変更した理由といたしましては、公共工事の入札及び契約の

適正化の促進に関する法律施行令が令和７年７月１日に改正され、発注の見通しや入札及び契約に関

する事項の公表を不要とする工事について、予定価格が250万円を超えないものから400万円を超えな

いものに見直しが行われたためであります。町も今後、同様の見直しを予定しており、関連するもの

として行政報告についても400万円以上の変更の検討を踏まえ、町議会運営委員会に提案し、特にご

意見もなかったことから了承を得られたものと判断をし、変更したものであります。

私からは以上であります。

〇議長（大竹 惣君） 答弁、教育長、歌川哲由君。

〔教育長（歌川哲由君）登壇〕

〇教育長（歌川哲由君） ９番、渋井議員の一般質問にお答えいたします。

初めに、本郷地域公共施設解体工事についてでありますが、現在公告中の案件であります。入札に

支障のない範囲での答弁になりますので、ご了承願います。

１点目の繰越明許費を定めた正当な理由につきましては、設計書の精査が必要となり、入札を中止

したため、必要な工期を年度内で確保できないことから、繰越明許費を設定したものです。

４点目の工期の予定期間につきましては、議会の議決のあった日の翌日から令和８年５月19日まで

の約８か月を予定しております。

５点目の入札中止に伴う土地賃借料の新たな発生につきましては、令和６年度に地権者と協議し、

その中で令和６年度に解体設計、令和７年度に解体除去、令和８年度に復田、令和９年度に水稲試験

作付とするスケジュールを確認しております。また、土地の返還は令和10年３月31日とする覚書を締

結しております。土地返還までのスケジュールに大幅な変更はないため、入札中止による新たな土地

賃借料の発生は想定しておりません。

次の入札中止の理由についてでありますが、１点目の豪雪補正の金額につきましては、モーターグ

レーダの１日当たりの機械損料は豪雪補正なしの単価１万5,500円が豪雪補正後は１万6,700円、同じ

くロードローラの１日当たりの機械損料は１万2,400円が１万3,300円、タイヤローラの１日当たりの

機械損料は１万3,100円が１万4,100円、アスファルトフィニッシャの１日当たりの機械損料は３万

9,300円が４万1,900円、ブルドーザの１時間当たりの機械損料は3,030円が3,280円、搭乗コンバイン
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ド式振動ローラの１時間当たりの機械損料は2,100円が2,230円、ハンドガイド式振動ローラの１時間

当たりの機械損料は419円が450円となります。

２点目の中止に伴う費用対効果につきましては、機械損料の豪雪補正による増額がありましたが、

設計者である一般財団法人ふくしま市町村支援機構による再精査や基準単価の更新による燃料価格の

減額により、最終的な設計額は下がりました。

３点目の中止となった理由につきましては、入札公告後、閲覧業者からの質問により設計の違算が

。 、 、判明しました 機械損料を積み上げる際に 本来は豪雪補正後の単価を計上する必要があったところ

補正前の単価を計上したことにより設計の再精査が必要と判断したため、入札を中止したものです。

私からは以上であります。

〇議長（大竹 惣君） 渋井議員。

〇９番（渋井清隆君） それでは、順序に従って再質問させていただきます。

１問目の（１）番なのですが、内容は大体分かりました。それで、経営事項審査、これ県のほうで

やるわけなのですよね。いかがでしょうか。

〇議長（大竹 惣君） 総務課長、平山正孝君。

〇総務課長（平山正孝君） 審査先ということでよろしかったでしょうか。

〔 はい」と言う人あり〕「

〇総務課長（平山正孝君） 県もしくは国のほうに申請して、審査をしてもらうということでござい

ます。

〇議長（大竹 惣君） 渋井議員。

〇９番（渋井清隆君） そうですよね。それで、今までは650点かな、それが700点に上がったという

ことなのです。その700点に上げるには、あの点数をもらって決めるのはこっちなのですが、問題は

経営事項審査というのは、企業は決算時が違うと思うのです。決算時が。必ずしも４月１日になって

いるところではないと思う、10月に会社設立したから。そうすると、申請時というのはずれるわけで

すよ、経営審査を受けてやるというと何か月間。そうすると、ばらばらな基準になってしまう。そう

でしょう。前年度になっている人もいれば今年度に入ってなっている、その入札のときはいつだとい

うとずれ込むのです。だから、私は基準日というのを聞いているのです。それは、どういうふうにお

考えでしょうか。

〇議長（大竹 惣君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 今のおただしでございますが、質問の中身から言えば、こちらが制限付

一般競争入札ということでのご質問でありましたので、町長答弁のとおり、資格点数については基準

としては通常の一般競争入札であれば、公告の段階で業者のほうが参加資格の意思表明をして、事前

に審査をする形。事後審査型であれば、最終的に入札をして、一番高かったものが落札候補者という

ことで、書類を提出していただいて審査をしてという形になりますので、先ほど町長が述べた事後審
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査型であれば、開札日を基準とするものでございます。

〇議長（大竹 惣君） 渋井議員。

〇９番（渋井清隆君） それでいいのですか。そうなっていくと、１回目入札やったときにはこの点

数、２回目のときは700点、そのときになったらずれ込むのですから、評点数が下がる人もいれば上

がる人もいます。そうでしょう。それではちょっとおかしいのではないの。やっぱり何月何日をもっ

て基準日とするというのであれば分かりますが、中止してまだ入札する。基準日と今度は点数が上が

。 、 、ったり下がったりする人もいるのです そうだからといって事後審査になって そのときに外れると

そういうことになってしまいますよ。いかがですか。

〇議長（大竹 惣君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） まず、入札公告の段階で直前の決算に基づく経営事項審査の評点数、そ

ちらを出すような形に公告上もしてありますので、その点には問題はないと。必要な事項については

公告してありますので、問題はないと考えております。

〇議長（大竹 惣君） 渋井議員。

〇９番（渋井清隆君） ですから、変更になったときには、今度はそのときには700点を超えていた

と。次の今度は会社というのは、要するに設立が違うから、決算日が違うでしょうというの、みんな

ばらばら ４月になる人もいれば 10月になる人もいるでしょうと ここの年でやったときには700点。 、 。

でしたと、またずれたと、やったときには今度は700点のが750点になる人もいれば、逆に下がる人も

いるわけです。そうすると、下がったときには今まで入った人が外れるということになる可能性だっ

てあるでしょうというの。そこをどう考えるのですか。取得権の権益がなくなってしまうのではない

のという、毎回が。だから、４月１日なら１日の、要は初めに基準日を設ける。何でというのは、今

言っているのはずれ込んでいるから、その基準日というのは必要ではないのですかということを聞い

ているのです。不利益を被る人が出てきますよ、そうなると。

〇議長（大竹 惣君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） その基準日を設けて、例えば４月１日で、その４月１日以前の評点数Ｐ

点でやるべきだというご指摘だと思いますが、例えば今の話であれば、その後評点が700点以上にな

った方については、４月１日時点で700点を超えていないから参加できないという形の部分もござい

ます。そういった部分も考えますと、直近の状況で提出してもらうという形が適正なものだというふ

うに考えております。

〇議長（大竹 惣君） 渋井議員。

〇９番（渋井清隆君） だから、それは毎回言っているように、そのときに上がったのなら入られる

人が出たり、入られなくなったりする人が出てくるのでしょうというの。そうでなく、基準日を別に

設けたらいかがでしょうかということを私は尋ねているのです、きちんと４月１日付。そうすると、

前のやつは今決算日がばらばらだから基準日を設けたほうがいいのではないですかと私は言っている
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の。そこを合わせていないと、ずれ込む人もあるのです。県のほうでもそういうことをしているのか

な。基準日というのは恐らく設けていると思うのだけれども、どうだか私は分かりませんが、そうい

うのは検討したらいかがですかということを聞いているのです。告知日については、それで分かりま

した。

だから、一般的にはやっぱり不公平なことをやること自体がちょっと異常なあれかなということを

私は思ったものですから、そこをお聞きしたかったのです。検討の余地はあると思うのですが、そこ

ら辺いかがでしょうか。

〇議長（大竹 惣君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 今ほどのおただしですが、町として間違ってはいないという判断を持っ

ております。

ただ、今ほどの議員のご指摘等も考慮し、周辺自治体、あと県等の状況を確認させていただいて、

直すべきところは直していくという形で考えております。

〇議長（大竹 惣君） 渋井議員。

〇９番（渋井清隆君） １問目については、それはそれとして受け止めておきます。

２問目ですが （１）番の繰越明許費、これ確かにこういうことはできることはできるのですけれ、

ども、まずこれ入札もしていないうちから繰越明許費なのですよね。事務的な云々でもってこういう

ふうになったと思うのですが、通常であれば、やはり入札をしてから結果が出た後で繰越しするとい

うのが普通だと思うのですけれども、いや、できないわけではないのです。通常だと、そういうふう

な形になるのでしょうと私は思っているのです。いかがですか。

〇議長（大竹 惣君） 生涯学習課長、小林隆浩君。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） お答えいたします。

今ほどの質問につきましては、今回の工事は標準工期が８か月ということで、実際、今頃から契約

を結んでということになりますと、６か月程度ぐらいしか工期が取れないものですから、やはりしっ

かり工期は定めた中で入札をすべきだというふうに考えて、繰越明許を設定したものでございます。

〇議長（大竹 惣君） 渋井議員。

〇９番（渋井清隆君） そういうことであれば、賃貸契約も10年まであるわけですから、これを見る

と。１年ずらしたらよかったのではないか。新たに賃借料が発生するわけではないでしょう。これ３

年とか５年で借りているのだから、契約行為だから。ずらせば、もっと早くできるわけですよ、４月

あたりに。そうしますと、費用対効果でもあると思うのだよね。要は、これは豪雪区域だから、豪雪

というと別なほうでもあるのですが、豪雪がそもそもここは該当になっているのです。あくまでも積

寒なのです。積寒の場合は工期が11月前、要するに12月から３月までの間が積寒補正なの。そうする

と、工期がずれると、ここをやっていたが、中止、中止といってずれたりすると、いわゆる１か月、

２か月が積寒補正でプラスになるのです。だから、そういうふうにならないようなあれをするには、
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１年くらい待ってやったほうが、工事をやるにもいい仕事ができると思う、雪の中でやるよりも。そ

ういうのもやはり考慮しながら、これからの入札というのは考えていかなくてはならないのではない

でしょうかということを聞きたかった。それどうですか。

〇議長（大竹 惣君） 生涯学習課長。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） お答えいたします。

確かに今ほど議員さんがお話しするような方法もあると思いますが、今回の場合につきましては、

先ほど教育長の答弁でもお答えしましたが、そこを借りている借地の返還の期限が令和10年３月31日

までというふうに決まっていますので、スケジュールですと、今年度に建物の除却等を行いまして、

来年度復田を行いまして、最後令和９年度に試験作付ということで本当に水田がきちっと稲作ができ

ているようになっているかと確認をしてから返還するという覚書等も結んでいたものですから、やは

りちょっと来年度までは待てなくて、今回繰り越ししてまでも工事をしたいということで実施するも

のでございます。

以上でございます。

〇議長（大竹 惣君） 渋井議員。

〇９番（渋井清隆君） だから、10年までできるわけですから、当然冬なんかはできるわけがないで

しょうと。ですから、繰り越して、ここの明許費つくるよりも１回取り消して、新たに４月から、も

う設計とか何かもすぐに１年も前に、これぐらいなら２年も前にできることになっているわけです。

そうすると、中身ももう少し精査もできたわけです。だから、中止だのなんだのって、変更をやらな

くてもできるような状態にはあるのです。だから、そういうところをやはり役場は考えなくてはなら

ないのではないですかと。

まず、確かに一番大きいのは費用対効果なのです。こういう土地が、いっぱい建物があるところは

早く壊して返すというのが費用対効果に返ってくるわけです。地方自治法にもあります。第２条の第

十何項、あとは地財法の第４条第１項、最少の経費で最大の効果、それがあれなのです、監査委員が

、 。 、 。 、いられるから分かると思いますが そこは この前も昨日ですか あれも書いてありますね だから

そういうのを総合的に見ながら、やはり連携してやれば、この３年間の中ではできると思うのです。

どっちみち雪が降ったらば中止ですから、復田だのなんだのっていっても。そういうことで、もう少

し役場のほうもやっていただきたいなと思うのです。

それで、あとは（６）番なのですが、今、非核平和宣言の町ということで本郷町にあります。これ

解体とともに、これも解体するわけですよね。どちらか分かりませんが、これ。解体するわけですよ

ね。そうした場合、私の父親もそうですが、戦争に行って帰ってきていますよ、生還はしています。

こういう悲惨なあれを今年戦後80年ということで、皆国で、全国ばかりではないです。ここの県ばか

りでなく、いろんなところでこれはもうなっているわけです。そういうのがやはりあるわけなのです

から、町長は検討をするということでこれ言っていますが、代替措置といって。この代替措置という
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のは、看板に代わる代替措置といいますのは、場所がどうのこうのは別にして、リボン的なものでぶ

ら下げるとか、そういう代替措置というのは看板に代わる代替措置、それを言っているのですか、こ

れ。

〇議長（大竹 惣君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 平和宣言の看板の撤去に伴い、新たなものということでございますが、

現在立てるという形ではなく、議員お話しのとおり横断幕、もしくは懸垂幕という形で庁舎のほうに

垂れ下げることができる場所もございます。そういったもので周知をしていくということを現在検討

しているところでございます。

〇議長（大竹 惣君） 渋井議員。

〇９番（渋井清隆君） 私は、私から言えばどっちでもいいというわけではないですけれども、あっ

たほうが見えやすいのは見えやすいのです。今までのやつは高さもあるから、建築基準法でいくと４

メーター以上は工作物かな、構築物になって確認申請する必要があるのです。このあれを見ると、我

々議員の方々にそういう説明がいろいろあって、地権者から。だから、それにならないような安いも

のでもいいのだと。場所は、こっちがあるから、これは立てる場所がいろいろあると思いますが、な

るたけならば、やはり目につく、ここまで入ってこないと見えないでなく、どこかにこれだけの広い

土地があるわけです。町民の方々もこれは平和宣言をしている町がやっているわけですから、なるた

けならば、やはりそこら辺は考えた上でやっていただきたいなと私は思います。相当ありますよ、こ

れ土地。出入り口は、車の出入りはちょっとあれだというのは４メーターとなれば、いざとなれば雪

国だって見えます。街なかでみんなこういうことをやっているわけですから、承継して、なくさない

ようにお願いしたいと。よろしく検討してください。場所について、設置についても横断幕でなく。

よろしくお願いします。

〇議長（大竹 惣君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 現在のところ立てるという考えはございませんが、場所について横断幕

であれば、現在検討しているのが二本柳、高田小学校の交差点、丁字路、あそこは消防であったり、

いろいろ町のほうで横断幕を掲げさせていただいております。７号線、広い道に面して非常に見やす

い場所でもありますので、そういったところも設置場所の１つかなというふうに検討しているところ

でございます。内部でよく検討した上で設置場所を決めさせていただきたいと思います。

〇議長（大竹 惣君） 渋井議員。

〇９番（渋井清隆君） では、それはよろしくお願いしたいと思います。

３問目の入札中止の理由についての（１）番ですが、これ豪雪補正ですね。これ見ますと、そもそ

も豪雪補正はなかったような感じはしていたのですが、この答弁を見ると、豪雪補正はあったという

ことになっているのですよね、これ。だから、誤りがあったので直したと。でも、豪雪補正というの

、 、 。はこれ我々設計やっている頃は手書きでやっていたわけですが 今はソフトがあるわけです ソフト
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それで、それを先にやらないと、いろんなところの工事金額が直接ここに反映するのです。なのに、

そういうところが、それで、これやっているところが県の支援センターなのです。ここなんか特に、

ここは豪雪地域だから一等先に反映するのです。先ほども言ったように積寒地域というのは工事が

12月から３月にある。それとは違うのだよ。そもそもは入ってなくてはならない。ここが抜けたとい

うのは、ちょっと異常だったのだろうかなと私は思うのですが、いかがでしょう、その点。

〇議長（大竹 惣君） 生涯学習課長。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） お答えいたします。

今ほどの質問なのですが、積雪地寒冷補正等は、そこにつきましてはシステムの中で当初から入っ

、 、 、ていたわけですが 積算システムに登録されている単価というのは そもそも登録されている単価は

地区は会津美里町と設定することによって自動的に豪雪補正後の単価に置き換わるようなシステムで

はあるのですが、しかしシステムに登録されていない単価を新たに設定する場合は、自動的に豪雪後

の単価には置き換わらないというシステム、そういうシステムになっているため、手入力を必要とす

るものでありました。特に機械損料の豪雪補正については、自動的に置き換わらない仕様と、システ

ムがそういう仕様になっていたため、手入力する必要があったところをそこをしなかったために、こ

、 。ういった豪雪補正というのができなかったと ならなかったといったようなことが原因でございます

〇議長（大竹 惣君） 渋井議員。

〇９番（渋井清隆君） ちょっと言っているのがおかしいと思う。さっきも言ったように、豪雪補正

は、会津地域はみんなそもそもあるのですよ、該当になっているの。会津若松市は１地区なのです。

だから、豪雪補正をやらないと、設計、直接工事費に全部反映するのです。だから、豪雪補正は課長

が言ったように機械損料なのです。それで、積寒というのは現場管理費なのです。全部意味が違うの

です。分かる、どうですか、そこは。

〇議長（大竹 惣君） 生涯学習課長。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） 今ほどおっしゃるとおり、積寒の補正については、もちろんうちの

町ですと、４級地ということでそういう補正になってくるのですが、今回の自動的に単価に置き換わ

ると、通常では置き換わるわけなのですが、今回システムに登録されていない単価ということで置き

換わらなかったというのは、これはタータン舗装ということで特殊な工事であったために、そこまで

システムのほうでは置き換わるものではなかったです。そういう機能がなかったというところで、こ

ういったことになったものでございます。

〇議長（大竹 惣君） 渋井議員。

〇９番（渋井清隆君） ですから、豪雪補正は全部一等最初から反映するようなシステムになってい

。 。るのです そもそもそこに入れなかったからこういうふうになったのでしょうって聞いているのです

そもそもここは豪雪地域だから、それでないと駄目なのです。だから、今さっきも言ったように積寒

地域と豪雪補正は違うわけです。12月から３月までは積寒なのです。豪雪は、全体に最初から組み込
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。 。まなくてはならないのです そこが答弁がちょっとずれているのではないですかと聞いているのです

いかがですか。

〇議長（大竹 惣君） 生涯学習課長。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） おっしゃるとおり積寒のほうは、本当に確かに先ほどおっしゃった

、 、 、とおり現場管理費ですか そういったところの補正になるということで それはそうでございまして

豪雪補正、機械損料のほうについては、ちょっと何度も同じことになるのですけれども、システムに

登録されている単価とシステムに登録されていない、もともとの単価とがありまして、今回はこの豪

雪補正につきましてはやはり見積りなどを取って、いろいろ手入力で入れるところになっていたもの

ですから、自動的に切り替わるところではなくて、手入力するところがあったために、こういった誤

りが起きたというところでございます。

〇議長（大竹 惣君） 渋井議員。

〇９番（渋井清隆君） 手入力だったら、なおやらなければならなかったのではないのですか。そう

。 、 。 、ではないのですか だから そもそも間違っていたということでしょう それも支援センターですよ

県の。

〇議長（大竹 惣君） 生涯学習課長。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） ふくしま市町村支援機構につきましては、以前の福島県の建設技術

センターですので、当然福島県と市町村によって出捐して設立した組織ということですので、ただ誤

った原因につきましては、ふくしま支援機構でも本当に急な、急ぎの業務だったために、チェックが

行き届かずにこのような結果になってしまったと、そこについては申し訳ありませんでしたというこ

とをいただいています。なお、今後は設計書の不備、違算等のチェックは徹底させていただきますと

いうことで回答はいただいているということで、今おっしゃったとおり、本当に単に間違ったという

ことでございます。

以上でございます。

〇議長（大竹 惣君） 渋井議員。

〇９番（渋井清隆君） 今そういうところが一番大事なのです。そういうところを先に言わなくては

ならないでしょう、間違った理由は。そこを隠そうとするから、何ぼでも、それこそ田久保市長みた

いなことが出てくるのです。きちんとやっぱり情報というのは皆さんに共有してもらって、これは一

円たりとも町民のお金ですから、監査委員もそこは聞いていると思いますので、だからやっぱりきち

んとそういうところをやるべきなところが、我々はそれでもってチェックとバランスなのです。議会

はチェックする立場です。言われたから何でものみ込んでいるということではないです。皆さん、み

んなそれは見ているのですよ。やっぱり緊張感を持ってやっていただきたいなと。ましてや、こうい

う県の支援センターがこういうことではちょっと。

これ分かったからこそ中止してやったけれども、この業者さんは大したものだなと思う。豪雪のこ
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と、当然豪雪というのはみんな入っていると思っているということになる。そうでしょう。立ち上げ

ても積寒とは違うのだから、そこは不思議ではないのか気づいたというのは大した業者ですね。私す

ごいなと思っている。我々もそういうのを言われてから初めてやっていたから、豪雪のあれは分かっ

ていたから今言えましたが、そういうことでやっぱりこれからいろいろ大きな工事が出てくると思う

。 、 、 。のです だから 気をつけてやっていただきたいなと一言申し上げて この点については終わります

では、４問目です。行政報告、これですが、以前これを見ると、４月１日から小規模の関係でもっ

て随意契約ができる範囲というのが定まったわけです。それで、前は300万って言っていたのです。

それが400万になったと、300万から400万、報告で。本来は250万なのですよ。この50万ずれていたと

いう理由は何だったのかな。

〇議長（大竹 惣君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 行政報告、今まで300万でありました。その理由はという部分ですが、

こちらのほうでも今までの経過をちょっと調べさせていただきましたが、300万になった経過という

のはちょっと見つかりませんでした。合併して一、二年後ぐらいから300万という形に行政報告はな

っているようで、町単独で300万という形ではないものと考えております。今回も同じように議員の

ほうに町のほうの考えをお示しして、了解を得てという形は取っているものと考えております。

〇議長（大竹 惣君） 渋井議員。

〇９番（渋井清隆君） それで、この250万から400万という、これはあくまでも少額の随意契約が可

能な金額が設定されたために、公告も合わせたということなのです。それは250万から400万というの

は、あくまでもこれを見ると都道府県、要するに地方自治法施行令の第167条の第２項だかのちょっ

と忘れましたが それでもってなっているわけなのです それが都道府県と指定都市は250万から400万、 。

になったと。競争がしからば、何ぼだと、これはあくまでも上限のことを言っているのです。町村で

いっているのは同じ第167条の中でいっているのは、130万から200万に今度はなったわけです。この

上限を使っていいという根拠はあったのですか。各自治体の小規模の随意契約ができる範囲というの

が今言った130万から200万になったわけです。例規集も直したわけです、200万に４月１日施行のと

き。見てみると、そうなっていました。だから、これはいいのです。だから、一番上の都道府県政令

指定都市を基準にして公告を定めたわけだ、町は。だけれども、市町村によっては市も町村も130万

から200万に変わったわけだ。ここのあれがあるわけですよ、空白が。だから、そういうのはどう考

えているのかなと。どうでしょうか、そこは。

〇議長（大竹 惣君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） まず、250万から400万に変わって、公告、公表ですか、公表の分、町が

200万だから200万ではないかというご指摘だと思いますが、法令上からいえば、今回250万から400万

に改正した理由というのは都道府県及び政令指定都市が250万から400万に変わったということで変え

ますよということですが、それに伴って市町村の公表については200万ですよという規定はどこにも
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ございません。あくまで400万を超えるものという形に制度上、法律の施行令の中ではなってござい

ます。町はそれを、今までも250万の公表という形でやっておりました。公表の部分については。今

回合わせて400万に改正したということでございます。

あと行政報告については300万というのは先ほど述べさせていただきましたが、根拠というものは

ちょっと見当たらなかったと。ただ、議会のほうと相談した上で解体が要るものと認識していますと

いうことをお答えさせていただきました。町のほうとして今回400万に引き上げられているので、根

拠づけとしてこちらに合わせるという考えでご提案させていただいたということでございます。

〇議長（大竹 惣君） 渋井議員。

〇９番（渋井清隆君） いつもそうだけれども、書いていないからそれに合わせたのでしょう。そう

ではなく、私が言っているのは地方自治法でもって第167条、これが少額のやつで随意契約ができる

範囲です、町だということ。だから、政令指定都市や都道府県は400万ですよと。それで、ここで言

っているのは工事と委託と言っているわけなのです。そうすると、委託だとすれば、400万に上がっ

たものだと、予定工事料、工事設計の入札するときの価格、相当な価格になるのですよ、分かります

か。恐らく地方自治法の第96条の議決要件超えますよ、これ。5,000万でしょう、町の場合は。契約

はそうですよね。5,000万以上超えますよ、これ。委託料400万だといったらば、予定工事価格は。分

かりますか。委託料の金額が400万は報告はしないというわけですよ、以上でないと。だから、委託

料というのは設計委託料だったらば地方自治法でいう工事の入札される予定価格、相当な価格になり

ます。現に新鶴のあれは２億7,000万かな、あれちょっと私も。あれだって四、五百万ですから、億

ですよ。そうすると、これ誰も分からないのですよ。それ分からないということは、役場に来て、情

報公開条例に基づく公開条例でもってやるしかなくなってしまう。我々も全然分からない、報告。そ

ういうことでいいのかなという。今透明性がなっているわけですから、相当な価格の委託料が全然知

らされていない。それでもいいのだという考えでいるようでは、これは毎回、毎回我々でもそうだと

思いますが、調べようとすれば、議長に基づいて調査のあれを出すとか、そうでないと、個人的にや

るのであれば、公のあれでもって情報公開で開示請求を出すしかないのですよ、これ。こういう不便

なことでは困るのではないのと思う、私。工事については分かります。委託料のほう。委託料は相当

な金額になるのです。400万、500万というのは億の金ですよ、工事にすれば。これが全然町民にも誰

にも分からない。それでやっぱり行政はいいのかなと。どうでしょうか、それ。

〇議長（大竹 惣君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） あくまで行政報告の部分の点で申し上げさせていただきますと、町とし

ては400万を理由として挙げさせていただきましたが、議会と町側のルール的なものというふうに思

っておりますので、もし今後ご協議をさせていただいて、どの部分で金額の協議をさせていただけれ

ばというふうに思います。

ただ、委託について、今回法令で施行令は400万に変わりました。国及び都道府県、政令指定都市
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の委託に関しては200万が随契の上限となっております。その差200万は確実にあるわけです。それが

全てどこの自治体においても同じような形、公表の基準からいえば差額は出てくるものなので、各自

治体のほうでどういうふうに判断するのかという部分だとは思いますので、そういった周辺町村、自

治体の状況を確認して、より合った形で対応できればというふうに今現在考えています。

〇議長（大竹 惣君） 渋井議員。

〇９番（渋井清隆君） 工事とか云々はあったよ、それはその他の分で200万なのですね、今言った

ように。だから、そういうふうになってくると、結局今言ったように設計屋、先ほどの、どこの設計

、 。 。屋が 支援センターだけれども 間違ったとかそういうふうなところができなくなってしまうのです

そういうのはやっぱり公開して、よその町村がやっていないからいいのだとかそうでなく、私のほう

はここでまだやるの。上を超えるのは駄目ですよ、それは法令とか何かはね。それは、あとは町長の

裁量権の部分でできるわけですからね、町長。そういうことも踏まえた上で、事務局、副町長がやっ

たら、指名選考委員会を筆頭にして、やっぱりそこら辺も決めて、これはどこの課でも工事はあるわ

けですから、ないところはないわけですから、委託とか。だから、そういうのをやっぱり協議しなが

らやっていくべきではないかなと私はそう思いますが、町長から最後にその答えというか、今後の方

針というか、先ほど課長も言いましたが、検討の余地とか、そこら辺ちょっと教えていただきたい。

〇議長（大竹 惣君） 町長。

〇町長（杉山純一君） 今の総務課長から答弁したとおりでありますので、よろしくお願いしたいと

思います。

〇議長（大竹 惣君） 渋井議員。

〇９番（渋井清隆君） では、それをお願いした上で、私の質問を終わりにします。ありがとうござ

いました。

〇議長（大竹 惣君） これで渋井清隆君の質問は終わりました。

ここで次の一般質問準備のため、11時５分まで休憩いたします。

休 憩 （午前１０時５２分）

再 開 （午前１１時０５分）

〇議長（大竹 惣君） 再開します。

次に、通告第６号、６番、村松尚君。

〔６番（村松 尚君）登壇〕

〇６番（村松 尚君） それでは、通告に従いまして一般質問させていただきます。

質問事項１、小中学校のエアコンの使用状況と体育館の冷房の必要性についてであります。現在町

内の小中学校では、ほとんどの教室においてエアコンを設置しており、学習環境は整備されていると

思います。しかし、近年猛暑の報道などを見ると、適正なエアコンの使用ができているのかが疑問な
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ところであります。また、体育館の空調についても中学校は部活動での使用もあることから、暑さ対

策の必要性も考慮しなければいけないと考えることから、以下のことについてお伺いします。

１点目、小中学校のエアコンの使用期間、使用時間、設定温度などは決まっているのか。

２点目、一般的に10時を過ぎたあたりから気温が上昇してくるが、体育館での暑さ対策はどのよう

にしているのか伺います。

質問事項２、合併20周年を活用した観光客増加の取組をということで質問させていただきます。今

年３町村が合併から20年になります。町でも記念式典が開催されることから、この20周年を記念した

観光ＰＲを実施し、観光客を増やすことが必要と考えます。各団体とも協議し、ポスターなどに合併

20周年と記載することや記念品を作成し、観光客への配布など会津美里町を広く知っていただくいい

機会と捉えますが、町ではどのように考えているのかお伺いします。

質問事項３、吹上総合運動場の整備についてであります。現在ふれあいの森公園では陸上競技場の

整備が進んでいます。これに伴い、ふれあいの森公園内のトイレや吹上総合運動場、通称、吹上グラ

ウンドのトイレについても整備計画がなされています。吹上グラウンドについてはナイター設備があ

り、バックネットもありますが、公式野球用のグラウンドとしては規格より若干小さく、設備も不十

分な現状です。ふれあいの森公園を陸上スポーツの拠点とすることで吹上グラウンドと連携し、公式

の野球練習場を整備することで、公式大会などでの第２球場としての位置づけや野外のイベント利用

も見込めることから、既存の計画だけではなく、吹上グラウンドの拡張整備も含めた検討が必要と考

えますが、見解を伺います。

以上、よろしくお願いいたします。

〇議長（大竹 惣君） 答弁、町長、杉山純一君。

〔町長（杉山純一君）登壇〕

〇町長（杉山純一君） ６番、村松議員の一般質問にお答えいたします。

なお、小中学校のエアコン使用状況と体育館の冷房の必要性について及び吹上総合運動場の整備に

ついては、教育長より答弁しますので、よろしくお願いいたします。

合併20周年を活用した観光客増加の取組でありますが、合併20周年を記念して町の魅力を広く発信

し、観光誘客の促進につなげていく必要があると考えております。既に開催した向羽黒山城まつりや

あやめ祭りにおきましては、ポスターやパンフレットに合併20周年のロゴを取り入れております。今

後開催するみさとワインフェスや大俵引きにおいても同様に、合併20周年のロゴを活用した観光誘客

につながる取組やノベルティーについて関係機関と連携をして検討してまいります。

私からは以上であります。

〇議長（大竹 惣君） 答弁、教育長、歌川哲由君。

〔教育長（歌川哲由君）登壇〕

〇教育長（歌川哲由君） ６番、村松議員の一般質問にお答えいたします。
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初めに、小中学校のエアコン使用状況と体育館の冷房の必要性についてでありますが、１点目の小

中学校のエアコン使用状況につきましては、１日の使用時間は特段設定しておりませんが、使用期間

は６月中旬から９月下旬を基本とし、26度から28度を基本設定温度としております。しかしながら、

子どもたちの体調に配慮し、学校環境衛生基準等に従い、日々の気象条件に柔軟に対応するよう各学

校に指示しております。

２点目の体育館での暑さ対策につきましては、町立学校全ての体育館に全館冷房設備は設置されて

いないため、大型送風機やスポットクーラーを使用するとともに、暑さ指数が基準を超えた場合は授

業内容や時間割を変更するなどの対策を実施しております。今後もさらなる暑さ対策が求められるこ

とから、国や周辺自治体等の動向を注視しつつ、体育館の暑さ対策について研究してまいります。

次の吹上総合運動場の整備についてでありますが、この運動場は野球以外にもソフトボールやグラ

ウンドゴルフの団体による利用があるため、公式野球場として整備することによって、これらの団体

の活動の制限につながる懸念もあることから、利用者の意見を聞きながら、慎重に検討する必要性が

あります。

なお、野球場としての利用環境を維持する観点からもトイレの改修はもとより、ナイター設備やダ

ッグアウトなどについても更新に向けて検討を行ってまいります。

私からは以上であります。

〇議長（大竹 惣君） 村松議員。

（ ） 。 、 。〇６番 村松 尚君 一定の答弁ありがとうございました それでは 再質問させていただきます

、 、 、 、まず １点目の使用期間だったり 使用時間 設定温度というのは今ほどご答弁いただいたとおり

学校単位、校長先生の判断にある程度委ねているという内容でよろしいのか、再度確認させてくださ

い。

〇議長（大竹 惣君） こども教育課長、猪俣利幸君。

〇こども教育課長（猪俣利幸君） 村松議員おっしゃるとおり、学校長の裁量に任せている部分が多

いということでございます。

〇議長（大竹 惣君） 村松議員。

〇６番（村松 尚君） エアコン、思い起こせば７年前ですか、一般質問で当時導入してくれと、あ

、 、の当時も同じような話しさせていただいた記憶があるのですけれども 年々やっぱりＲＣ構造の建物

あの当時もお話しさせていただきました。ＲＣ構造は昼間、熱をどうしても吸収して、中の鉄筋まで

熱くなる。夜、本来であれば気温が下がって熱を放出するような形だったのですけれども、近年夜の

気温も下がらないというところで、なかなか室内が熱い。熱さが取れないからエアコンを導入してく

れというお話しさせていただいたことを思い出しながら、ちょっと今回質問させていただいているの

ですけれども、年中使え、常に使えということではないのですけれども、これはエアコンを使ってい

る場合は教室は開閉している状態ですか、それとも閉めた状態でのエアコンの利用なのかお伺いしま
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す。

〇議長（大竹 惣君） こども教育課長。

〇こども教育課長（猪俣利幸君） 基本的に教室は閉め切ってございます。エアコンと併せまして扇

風機を各教室に１台から２台設置しておりまして、冷風を教室内に循環するような形で対応している

ところでございます。

〇議長（大竹 惣君） 村松議員。

〇６番（村松 尚君） 何人か直接子どもさんたちにも聞いたことがあるのですけれども、やはり扇

風機を使っている後ろのほうですか、どちらかというと、その教室、教室によって位置関係はちょっ

と違うと思うのですけれども、結構暑いこともあるのだと。エアコンのそばにいる子と、離れている

子とは、どうしてもやっぱり多分これは何とも致し方ない部分だとは思うのですけれども、寒い子も

いれば暑い子もいる。そういったところで、教室内のエアコンというのはなかなかやはり難しいなと

は思うのですけれども、１点目に関してはしっかり先生方、校長先生をはじめとして、ある程度学校

側のほうに運転のほうはお任せしているということですので、適度な温度、適正な温度で、やはり子

どもたちの学習能力が少しでも向上するように、あまり涼し過ぎて眠気を誘っても仕方ないので、あ

る程度の気温、設定温度という部分を見越しながら、そういった学習環境の整備に努めていただきた

いなと思います。１点目はこれで結構です。

２点目のほうをお伺いします。２点目のほうなのですけれども、教育委員会の認識では、体育館に

は全館冷房設備は設置されていないというのですけれども、この全館冷房設備という位置づけ、それ

が空調設備という位置づけなのか、冷房設備という位置づけなのか、どういうような判断になってい

るのかお伺いします。

〇議長（大竹 惣君） こども教育課長。

〇こども教育課長（猪俣利幸君） 冷暖房設備機能の概念、考え方でございますけれども、あくまで

、 。 、も全館を冷やすようなエアコン 冷房設備については全体育館について設置はしていないと ただし

暑いときはある程度窓を開けられるような競技とかそういう運動の場合については、窓を開けて送風

機をドアの近くに置いて冷風を流すと。

あとそれから、スポットクーラーを各校２台程度設置しておりますので、そちらのほうを利用しな

がら、児童生徒の必要に応じて体を冷やすというような対応を取っているところでございます。

〇議長（大竹 惣君） 村松議員。

〇６番（村松 尚君） 実はちょっと何となくこれ疑問があったのは、実は文科省のほうからの公表

の何かありますね、資料。アンケート要項の何か空調設備の設置状況、これを見ますと、美里町だけ

は100％になっているのですね 空調設備に関して ほかの自治体 ほかの町村 福島県内の町村で100と、 。 、 、

いうのは多分なかったかなと思うのですけれども、そうしますと、ただこれなかなかちょっとからく

りがあって、スポットクーラーも含むってなっているのですね、アンケートの中身では。スポットク



- 90 -

ーラーをどういうふうに判断するかという部分にもなるのですけれども、結局部活動によっては、暑

さ対策で窓を開けておかなければいけない。特にバドミントンであったり、そういった競技をされる

方の保護者さんから言わせれば、やはり風が吹いたりすると、シャトルとかの動きが微妙にずれると

いうようなこともあるので、そういったところを考えますと、やはりスポットクーラー２台というの

はちょっと厳しいのかなと。これは学校サイドのほうからもやはり体育館の暑さ対策というのは多分

、 。例年何かしらの形でＰＴＡからも要望が多分上がると思うのです 暑さ対策に関する部分というのは

そういった部分を見ますと、暑さ指数が超えたときだけではなく、動いている人からすると、暑さ指

数はもう十分に超えるような感じですのきで、暑さ指数を基準とするのではなく、やっぱりある程度

の部分、その中で活動していて、ある程度活動しやすいような温度という部分も調べる必要もあるの

かなと思うのですけれども、その辺のお考えいかがでしょうか。

〇議長（大竹 惣君） こども教育課長。

〇こども教育課長（猪俣利幸君） まず、１点目の文科省のエアコンの捉え方ですけれども、調査の

中にはスポットクーラーも含むというような形になってございまして、本町は確かに体育館７つのう

ち７ということで100％。県内の平均では、本当に県内では空調設置率は5.3％ということで、この結

果を受けて、ほかの自治体からちょっと照会もあるところでございます。

それから、ＰＴＡ等からの要望でございますけれども、やはり児童生徒に対するエアコン設置はな

かなか難しいだろうというところで、何らかの冷房機能、熱中症対策を強化してほしいというような

要望が上がっているものと認識しております。

、 、 、 、また ３点目と申しますか スポットクーラーでございますけれども あの広い体育館に２台では

スポットクーラーって本当に規模にもよりますけれども、本町の体育館に設置してあるものについて

は可動式のもので、ほかの教室にも移動して利用が可能ということで、そういうようなものを便宜上

使っているわけですけれども、本当に一部的な、局所的なものなので、やはりもっとちょっと大型の

ものとか、可能であれば大きなもの、あとは対策としましては、体育館はスポットクーラーを何台設

置してもなかなか難しいということであれば、近くの特別教室だとか、そういうところにスポットク

ーラーなり、エアコンなりを設置して運動、やっぱり子どもたちが体に熱を持ったときに、そういう

ようなところに退避して、そちらのほうで体を冷やすというようなことも今検討しているところでは

ございます。

〇議長（大竹 惣君） 村松議員。

〇６番（村松 尚君） 確かに私も見たときにびっくりしました、100％は。ただ、下の備考欄に小

さく書いてあったので、ああ、なるほどなと思いましたけれども、今文科省のほうでは平成17年度ま

で公立の小中学校施設における空調、冷房の設備の設置状況という部分を目標化して、95％を目標に

今補助金つくっています。

〔 令和」と言う人あり〕「
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〇６番（村松 尚君） 令和です。令和17年に95％目標にということで。空調設備整備臨時特例交付

金、こちらの２分の１で上限7,000万までということで、こういった補助金も令和15年まで対象期間

も提示されています。こういった補助金の内容を見ると、例えば窓ガラスにフィルムを貼る工事、ま

た断熱を入れる工事、様々な体育館の空調に関する部分に対して使えるのですけれども、町のほうで

はこういった空調に関する考え方、今ほどスポットクーラーのお話も出ましたけれども、業務用の、

今までの設置の事例なんかも見ると、割と屋根から若干つり下げるような大型のものもあったりする

ので、やっぱりそういったものも検討に値するのではないかと思うのですけれども、令和17年の95％

、 、 、に向けて そんなに遠い未来でもないので 町のほうではどういうふうなお考えでいらっしゃるのか

今ほど教室というお話も出ましたけれども、こういった補助の絡みもありますので、どういった考え

をなされているのか、その辺のお考えをお伺いします。

〇議長（大竹 惣君） こども教育課長。

（ ） 。 、〇こども教育課長 猪俣利幸君 体育館への冷房機能の付与ということでございます 本来ですと

やはり全館エアコンの設置が当然望ましいと考えてございます。ただし、本町については小中学校の

体育館７か所もございます。その中で、体育館の構造上、やはり気熱性とか断熱性というものについ

ては、ほぼ考慮していないということで窓ガラスもシングルであると、断熱材も屋根、それから壁等

にも施されていないということで、当然に天つり式のエアコン設置でもやっぱり五、六千万円はかか

ると。そこに電気配線工事を合わせますと、やはり１億円程度近くかかると。加えて、プラスして断

、 。 、 、熱工事だとかそういうものを施しますと やはり億を上回ってしまうと １億 ２億というところで

高田体育館についても、あそこはエアコンの機能を利用した場合の試算でプラス５億円というような

金額が試算されたところでございますので、やはりエアコン設置というのはなかなか厳しいのだろう

と。

確かに議員おっしゃられるとおり、空調設備整備特例交付金、２分の１ございます。令和15年まで

でございますけれども、こちらについてもあくまでも上限額が7,000万と、事業費の上限が7,000万で

すので、あくまでも１か所当たり3,500万円の補助金ということであれば、なかなかエアコンを全箇

所にというのは、ある程度時間を要するのではないかと考えてございます。

先ほども申し上げましたが、体育館で運動中に当然暑さ指数を測りながら、教員も常に体育館の常

設の指数計等、教員も携帯用のを持っていますので、その辺を両方使いながら、暑さ対策、熱中症対

策を施しているわけですけれども、現実的にはやはり先ほど申し上げたとおり、体育館に一番近い部

屋とかを利用して、そちらのほうに冷房機能を持たせて、運動して、時間ごとに、定時ごとにそちら

のほうに行って体を冷やして、また体育館で運動するというのが最も費用的にも機能的にも合理的な

のかなというふうに考えてございます。その辺は今後検討していきたいというふうに考えてございま

す。

〇議長（大竹 惣君） 村松議員。
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〇６番（村松 尚君） この補助金、割と幅も広くて、例えば先ほどお話しさせていただきましたよ

うにサッシに遮光フィルムであったり、そういったものにも対応できるのです。そうなると、スポッ

トクーラーを入れるというお考えも１つですし、それに合わせてこういった補助金の中でアンダー

400万という一番下の下限がありますから、フィルム貼りの工事であれば、そんなに、特に２階の部

分、大きく窓がありますので、そういったところを中心に少しでも光が入らない、熱を少しでも遮る

ような、そういった工夫をぜひ検討していただきたいと思うのですけれども、その辺最後にこの問題

に関してはお伺いします。

〇議長（大竹 惣君） こども教育課長。

〇こども教育課長 （猪俣利幸君） ただいまのご質問ですが、確かに遮光すると、光を遮るという

ことで窓ガラス用のフィルムがあります。あと遮光カーテンを張るというような対策、そういう私ど

ものほうでいろいろ手法を今研究しているところでございますので、今おっしゃられたそのような光

を遮る、遮光の機能というものも一つ暑さ対策として検討してまいりたいというふうな考えでござい

ます。

〇議長（大竹 惣君） 村松議員。

〇６番（村松 尚君） ぜひ子どもたちが運動しやすいような環境で、少しでもスポーツでいい成績

を残せるような環境の整備に努めていただきたいと思います。

また、検討していく、研究していくというのはいいのですけれども、もう既に国の補助金はもう出

来上がっているわけですから、それをやるか、やらないかという部分にもなるでしょうし、予算的な

部分も様々あると思いますので、ぜひとも先ほど答弁いただいた中でも先生方のほうで判断してもら

うような話出ていましたけれども、先生方は現場で運動まではしていないので、どうしてもやはりど

ちらかというと指導というような形になりますので、ぜひとも先生方には気づかない、子どもたちと

はやはり年齢差もありますし、体調的な部分も違うと思いますので、そういったところを見ながら、

適正にこのスポットクーラーに関しては早急にぜひご検討していただきたいなと思います。１問目に

関しては以上で結構です。

２問目のほうに入らせていただきます。ご答弁いただいた中で、ポスターやパンフレットに20周年

ロゴを入れていますというお話ありましたけれども、それではちょっと人が増えるのかなと、観光客

が増えるのかなという感じがあるのですけれども、今具体的にノベルティーについてとか、お考えが

あるみたいですので、現段階で結構なのですけれども、どういったお考えがあるのか、その中身につ

いて話せる範囲でお願いいたします。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長、鵜川晃君。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ただいまのノベルティーについて今後考えられることということで

ございます。こちらにつきましては、現段階におきまして、大俵引きにおきまして小俵配布を予定し

ております。そういった中で、ノベルティーという形で20周年のロゴを入れるような形で配布をして
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いけないかということで、観光協会並びに作成者のほうと協議をしてまいりたいというふうに考えて

おります。

〇議長（大竹 惣君） 村松議員。

〇６番（村松 尚君） 大俵引きのほうについては分かったのですけれども、記載の中で「みさとワ

インフェスや」となっているので、ワインフェスのほうでは何かご検討されている部分はないのかお

伺いします。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ただいまのみさとワインフェスのほうでの考えはないかということ

ですが、一応今回チラシ、もしくはポスターにつきましてはロゴ入りの分を作成する予定でございま

す。しかしながら、ノベルティーにつきましては、今現段階では検討してはおりませんが、今後開催

される実行委員会等もございますので、そういった中でどういったものができるかという点では検討

はしたいというふうに考えております。

〇議長（大竹 惣君） 村松議員。

〇６番（村松 尚君） １点ちょっと疑問なのですけれども、ご答弁いただいた中で「各種ポスター

やパンフレットに20周年のロゴを入れております」ということで、ロゴを入れたことで来場者が、観

光客が増える、確かに今質問させていただいて、大俵引きではそういったノベルティーの取組という

部分は分かりましたけれども、それ以外のポスターやパンフレットというようなお話、それで観光客

が増えるという認識なのか、その認識の部分をお伺いします。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

（ ） 、〇産業振興課長 鵜川 晃君 ロゴを入れるだけで観光客が増えるのかということでございますが

今回ちょうど20周年を記念した形でＰＲも当然行っております。ポスターに合わせた形でそういった

文言を入れながらＰＲをしております。実際観光客、イベントについて天候に左右されるイベントは

ございますけれども、実際増えている実績もございます。

〇議長（大竹 惣君） 村松議員。

〇６番（村松 尚君） そうですか。では、何もノベルティー配らなくても、大俵引きも20周年のロ

ゴのポスターとパンフレットで乗り切れるのではないかななんて疑問になってしまうのですけれど

も、やることを否定しているのではなくて、少しでもそういったものを契機に観光客の誘客につなげ

る、そういうことをやはり大切なのだと思うのです。確かに何もない年のイベントと違う、20周年だ

から、では20周年とうたっているから、ちょっと中身が違うから行ってみようというような部分って

あるのだと思うのです。そうすると、20周年ってうたってあっても、いや、前の年と中身は変わらな

いよねというようなのでは、なかなかやはり観光客の皆様方にはちょっと響きにくいのかなと。ＳＮ

Ｓとかでも20周年って例えば打って流したとしても、20周年だから行ってみたけれども、いや、別に

中身はいつもと変わらないよねというような感じになってしまうと思うのです。もうちょっと突っ込
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んだ誘客というのですか、20周年をうまく観光客増加につなげるという部分の考え、もう９月ですか

ら、そんなに年度内イベントもあるわけではないですけれども、やはり冬のイベント、大俵引きもあ

りますし、それに関しては再三ご答弁いただいているので、そこは結構ですけれども、やはり町の中

でも小さなイベントを様々やっています。マルシェ等々もあるでしょうから、そういったものも含め

て、やはり少しでも街なかが活性化する、また観光客の皆様方がそれを目当てに来ていただける、例

えば伊佐須美神社とタイアップして何かやってもいいと思いますし、そういったものまで含めて、ち

ょっと20周年という部分をうまく活用できないかなと思うのですけれども、その辺のお考えはいかが

ですか。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 今ほどの20周年を記念していろんなことが考えられないかというお

ただしでございます。今年度につきましても伊佐須美神社、横町の部分において小さなイベントでは

ありますが、そういった部分についても今検討を進めております。そういった部分についてもこうい

った20周年のロゴを前面に出してイベントとかできないかというところは実施していきたいというふ

うに考えておりますし、町長答弁にもありましたワインフェスや大俵引きについてもそういった面を

前面に出しまして、ＰＲに努めてまいりたいというふうに思っております。

〇議長（大竹 惣君） 村松議員。

〇６番（村松 尚君） ワインフェスとかになってくると、記念が第10回とかそういうのになってく

ると記念とかになってくるのかもしれないですけれども、20周年という部分のワインフェスって、何

、 、か中身が盛り上がっているのかというと なかなかこれ試行錯誤が難しいのかなと思いますけれども

先ほどもお話しさせてもらいましたけれども、少しでもやはりプレＤＣもありますし、そういったと

ころも含めて、やはり町は20周年で本郷、高田、根岸、新鶴と駅も４つありますから、そういう方々

もやっぱりＤＣに絡めながら、少しでもプレＤＣで呼んでいただく、そういった取組も必要なのだと

思います。

例えばイベントのときに、例年は出していないですけれども、例えば只見線で来られた方に対して

、 、は ワインフェスのときに只見線を利用した方に関しては切符を持ってくれば何か引き換えするとか

やっぱりそういうことも大事だと思うのですけれども、20周年をＰＲする上で、ちなみにお聞きしま

すけれども、豆俵ですか、大俵引きの先ほど答弁いただいた豆俵は、一応それだけを20周年仕様に変

えるというような考えなのですか。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ただいまの豆俵でございますが、まだ作成者、製作者のほうとも観

光協会と今協議を進めている中であります。実際どういったことがノベルティー化ができるか、先ほ

ど申し上げた通常の小俵でやるのか、もしくはそういった特別な仕様ができるのかというところも含

めて相談をしていきたいというふうに思っております。
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〇議長（大竹 惣君） 村松議員。

〇６番（村松 尚君） それは、大俵引きもさぞかし今年は盛り上がるものだと思って、ぜひ参加さ

せていただきながら期待していきたいと思います。２問目に関しては以上で質問を終わらせていただ

きます。

それでは、最後の質問であります。吹上総合運動場の整備ということですけれども、こちらについ

て実際公式の野球場というのは隣の坂下さん、鶴沼球場もありますし、猪苗代さん、西会津さん、こ

ういったところが大体主たるグラウンドになるのかなと、あとは会津球場ですか、メインの。やはり

これだけ美里町って合併町村ですからスポーツ施設はあるのですけれども、どうも、どれもこれもが

少し規格に足らない、少し足らない。そういった中で、今せっかく整備事業が進んでいく中でスポー

ツという部分にある程度特化します。スポーツの拠点という部分では、やっぱりほかの団体とも協議

はしなければならないかもしれませんけれども、なかなかグラウンドゴルフというと、あまりそこの

吹上グラウンドでやっているイメージないのですけれども、やっていらっしゃるのですか。

〇議長（大竹 惣君） 生涯学習課長。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） お答えいたします。

確かに答弁の中でグラウンドゴルフということも挙げたのですが……

〔何事か言う人あり〕

〇議長（大竹 惣君） 暫時休憩します。

休 憩 （午前１１時４１分）

再 開 （午前１１時４１分）

〇議長（大竹 惣君） 再開します。

生涯学習課長。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） 先ほど教育長が答弁しました中では挙げてはいるのですが、今年度

も１回ぐらいとか、あと過去にもそういう大会とかやっていた例がありますから、述べさせていただ

いたものでございます。

〇議長（大竹 惣君） 村松議員。

〇６番（村松 尚君） 確かにあれを大きくするとなると、例えばそんなにですけれども、大規模に

拡張しなければならないってほどでもないのです。微妙に短い。ただ、微妙に短いですけれども、そ

こには例えばナイター設備があったり、ナイターがあってとかという部分もあると思うのです。

実際私も猪苗代、西会津、坂下、会津球場ですか、ちょっと大きさ的に調べてみました。例えばソ

フトボールを今あそこでやるとなると、多いときだと４面使うとかというお話も私伺いました。そう

なると、では４面使えるような場所がほかにあるのかと。いいところ小学校とかを使っても２面まで

しか使えないのではないかというような話もあると思います。
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ただし、大会自体を例えば会津球場で大会をやっている。そうすると、その前の人たちとかは練習

する練習場の役割が欲しいと、第２球場的なものが欲しいというお話はよく野球の関係者の方からお

伺いするのです。それはなぜかというと、どうしてもやはり鶴沼球場さん、それこそ西会津の球場で

すか、あと猪苗代、そこから例えば練習をして会津球場に行くとなると、どうしてもやっぱり距離的

な部分で、そういった部分を見ると、美里町はこれだけ大きい土地もあり、また合併町村ですから、

、 、 。 、先ほどお話しさせてもらったように体育施設 野球施設もそうですけれども 多くあります これは

例えばソフトボール、様々な団体のお話もあるでしょうけれども、やはりそういったものを当然協議

も必要です。また、簡単に整備しましょうといっても、これはフェンスだったり、一番の理想とする

のはやっぱり猪苗代みたいな、ああいうような球場が一番理にかなっているのではないかなと。西会

津みたいに人工芝を張るとか、そういうことまではする必要ないと思うのですけれども、やはりトイ

レの改修だけにしておくのではなくて、ナイター設備やダッグアウトについても更新に向けて動くと

いうことですけれども、やはり団体との交渉という部分もしっかりと視野に入れていただきたいと思

うのですけれども、その辺伺います。

〇議長（大竹 惣君） 生涯学習課長。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） 今ほどの質問ですが、確かにおっしゃるとおり、例えば猪苗代のよ

うな形ですとスタンドがあるわけでもありませんし、確かに比較的経費はかからないのではないかな

ということは考えられます。

、 、 、 、ただ その中におきまして 吹上総合運動場の実際に改修に当たっては やはり町民の方ですとか

あと利用者の方の意見などをまずは聞くということが大事だと思っています。あと町には町のスポー

ツ審議会とか、そういうな審議する機関もありますので、そういったところの中でやはり慎重に検討

する必要があるというふうには考えております。

〇議長（大竹 惣君） 村松議員。

〇６番（村松 尚君） 野球一つ取っても高校野球と中学生の野球でもまだサイズも違いますし、そ

ういったときに臨機応変に、では中学生たちが使えるグラウンドなのかという部分もあったりもする

と思います。サイズであったり、ソフトボールになってくると、今度全然またサイズ感が変わってく

る。ですけれども、ソフトボールは例えば二本柳を主として使うとか、あとある程度のすみ分けって

いったらおかしいのですが、そういったものもやはり検討する必要もあるのかなと思うのです。そう

いった部分がうまくまとまれば、こういった話も前に進めることができるのではないかなと思うので

、 、 、 、すけれども そういったようなトイレだけに限らず やはりある程度視野を広げて これからの部分

これからのせっかくスポーツの拠点ということで今やっているわけですから、やはりそういった部分

でもう少しその拠点に対して力を入れていく。そこをぜひしっかりやっていただきたいのですけれど

も、これ実際利用者などの意見という部分を聞くという答弁をいただいていますけれども、その辺は

実際どういった形で聞くのか、利用者の人にアンケート調査を実施するのか、またそういった意味で
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どういった中身で聞くのか。まさか野球用のグラウンドにしたいですから、どうですかというアンケ

ートはなかなか横暴過ぎると思うので、どういった形で意見聴取、意見を聞いていくのか、その辺の

お考えをお伺いします。

〇議長（大竹 惣君） 生涯学習課長。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） 意見の聴取につきましては、いろいろ大会とか行われているときと

か、そういうときなんかも利用者から聞くこともできますし、当然アンケート的なものもできるとは

思うのですが、そこについてはどういった方法がいいかということはこれからちょっと考えていきた

いと思います。

〇議長（大竹 惣君） 村松議員。

〇６番（村松 尚君） 確かにどうしても一番多く協議されている方が多いのは、多分ソフトボール

なのだと思うのです。そうすると、ソフトボールの方々からすれば、あそこを例えば野球用のグラウ

ンドにしたいのですと言った場合、多分反発が出るでしょうし、一番少ないのが多分野球のグラウン

ドが欲しいという、いや、そこは整備してくださいという人が多分一番ます的には少なくなるのかな

というような感じは受けるのです、ぐっと上がっていく上で。ですけれども、ただグラウンドだけと

いう部分にとらわれずに、多目的にグラウンドというものは使いますから、なんでかんで野球のグラ

ウンドだから野球専用で使わなければいけないよということもないと思うのです。芝生でも張るのだ

ったらまた別ですけれども、それ以外でも利用することは可能だと思うので、慎重に検討という形に

なってしまうかもしれませんけれども、ぜひとも関係、今の利用者の方々にお聞きいただいて、町と

してスポーツ施設の拠点をあの辺に、新鶴の吹上周辺に造るという考えですから、そういった中での

整備の考え方という部分をしていただきたいなと思うのですけれども、最後にそこの部分だけお伺い

して。

〇議長（大竹 惣君） 生涯学習課長。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） 今ほどの質問に対しまして、当然ふれあいの森運動公園はやはり町

スポーツの拠点にしたいという考えはあります。そういう中で、やっぱり整備についても、まずはふ

れあいの森公園を優先して整備していきたいという考えはあります。そういう中で、時間があるとい

うのは語弊があるのですが、そこのところは本当に皆さんの意見を聞いて検討していきたいというふ

うには考えております。

以上でございます。

〇議長（大竹 惣君） 村松議員。

〇６番（村松 尚君） 鉄は熱いうちに打てと言いますので、ぜひとも熱いうちに打っていただくこ

とを期待して、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。

〇議長（大竹 惣君） これで村松尚君の質問は終わりました。

これにて一般質問は全部終了いたしました。
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〇散会の宣告

〇議長（大竹 惣君） 以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。

本日はこれで散会いたします。

散 会 （午前１１時５１分）
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開 議 （午前１０時００分）

〇開議の宣告

〇議長（大竹 惣君） これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。

〇報告第１７号の議題、説明、質疑

〇議長（大竹 惣君） 日程第１、報告第17号 株式会社会津美里振興公社経営状況報告についてを

議題といたします。

ここで、当局より内容の説明を求めます。

政策財政課長、渡部雄二君。

〇政策財政課長（渡部雄二君） おはようございます。報告第17号 株式会社会津美里振興公社経営

状況報告についてご説明いたします。

議案書１ページ、２ページ、別冊となりますが、報告第17号別冊、株式会社会津美里振興公社経営

状況報告書を御覧いただきたいと存じます。まず、議案書１ページでございます。株式会社会津美里

、 、振興公社の経営状況につきまして 株式会社会津美里振興公社代表取締役から報告がありましたので

地方自治法第243条の３第２項の規定により報告するものでございます。

。 。 。別冊の報告書によりご説明いたします １ページを御覧ください 令和６年度事業報告であります

令和６年度の概況でございますが、売上げはおおむねコロナ禍前を上回りつつありますが、エネルギ

ーや原材料価格の高止まりにより、宿泊、飲食、小売業などは依然苦戦を強いられている状況です。

そのような状況下ではありましたが、令和６年度においても指定管理事業、労務請負事業、販促事業

及び町デマンド交通事業を実施し、234万3,000円の営業利益を計上することができました。

次に、１の従業員数ですが、合計で76人でございます。前年度が79人でありましたので、３人の減

少となっております。これは、パート社員の減少によるものです。

次に、２の組織ですが、株主数は７社486株で、取締役は５名、監査役１名となっております。

次に、３の事業内容ですが、ここから３ページまではそれぞれの事業ごとの状況について記載して

おります。主なもののみご説明させていただきます。①は、会津美里町せせらぎ緑地公園施設の指定

管理業務です キャンプ施設の利用者数については 令和５年度の8,631人よりも204人増加し 8,835人。 、 、

となりました 利用料については 令和５年度の633万8,000円から50万9,000円減少し 582万9,000円。 、 、

となりました 物販収入については 令和５年度の322万3,000円から23万3,000円増加し 345万6,000円。 、 、

となりました。

２ページを御覧ください。②は、会津美里町ふれあいの森公園・運動施設の指定管理業務です。こ

ちらについては、高田体育館リニューアルや陸上グラウンドの新たな利用団体が増えたことなどによ

り、利用者は令和５年度の１万7,779人から大きく増加し、２万2,062人となりました。それに伴い、
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利用料金も令和５年度の63万5,664円から25万2,380円増加し、88万8,044円となりました。また、物

販についても、令和５年度の13万4,644円から2,166円増加し、13万6,810円となりました。

③は、労務請負業務です。令和６年度は、町からこども園保育業務や学校用務員業務など８業務の

委託を受け、委託料の総額は２億532万8,000円、従事者数は63人となりました。

④は 販促業務です 業者への卸販売や自社ＥＣサイトでの通信販売により 売上高は前年対比131％、 。 、

の1,369万3,000円でした。これは、米不足の影響により米の売上げが大きく増加したことによるもの

です。主な取引先は、靖國神社の八千代食堂、道の駅猪苗代、道の駅あいづなどです。

⑤は、デマンド交通業務です。令和４年11月に導入しましたＡＩシステムの利用促進や効率的な業

務運営のため 町 交通事業者と連携を図りながら業務を遂行し 利用者は令和５年度対比で102.3％、 、 、

の２万4,498人となりました。

５ページをお開き願います。令和６年度第30期の決算報告書であります。

それでは、概要をご説明いたします。６ページをお開き願います。貸借対照表であります。まず、

左側の資産の部ですが、第30期の流動資産は5,608万9,362円で、前期より1,367万9,619円の減となり

ました。

次に、固定資産は6,781万3,087円で、前期より804万1,049円の増加となっております。

一番下の資産合計でありますが、１億2,390万2,449円となっております。

右側の貸借対照表、負債の部を御覧ください。流動負債につきましては2,961万7,821円で、前期よ

り278万7,606円の減であります。固定負債につきましては1,782万8,000円で、前期より429万6,000円

の減でありまして、負債合計は4,744万5,821円であります。

次に、純資産の部につきましては、利益剰余金が5,215万6,628円で、前期より144万5,036円の増、

純資産合計は7,645万6,628円、負債及び純資産合計で、表の一番下ですが、１億2,390万2,449円であ

ります。

７ページをお開き願います。損益計算書であります。表の上段、売上高は３億1,907万387円でござ

いますが、９ページの部門別損益計算書を御覧願います。上段、収入の部、合計の列の売上高の内訳

は、指定管理委託料2,771万7,330円、売上高２億4,535万9,244円、補助金等4,599万3,813円でありま

す。前期から1,568万7,778円の増加となっております。

次に、７ページにお戻りいただきまして、売上原価でございますが、期首棚卸高と商品仕入高の合

計から期末棚卸高を差し引いたもので、期首棚卸高132万4,720円と商品仕入高1,116万1,095円の合計

、 。1,248万5,815円から期末棚卸高の92万7,335円を引きまして 売上原価は1,155万8,480円であります

次に、売上総利益は売上高から売上原価を差し引いたもので、３億751万1,907円であります。

販売費及び一般管理費は３億516万8,898円で、詳細は９ページの部門別損益計算書、支出の部、一

般管理費に計上しております。

次に、営業利益でありますが、売上総利益から販売費及び一般管理費を差し引いた234万3,009円の
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黒字を計上することができました。

次に、経常利益でありますが、営業利益と営業外収益の合計から営業外費用を差し引いたもので、

201万6,974円の黒字となりました。

10ページは、株主資本等変動計算書でございます。第30期の当期純利益は144万5,036円の黒字とな

り、純資産の当期末残高は7,645万6,628円となりました。

12ページは、監査報告書でございます。

13ページをお開きください。令和７年度事業計画であります。令和７年度も円安、物価高の継続や

生産、投資コストの増、構造的な人手不足など、中小企業、小規模事業者を取り巻く環境は依然とし

て厳しい状況が続いております。そうした状況の中、市場変化に対応するため、価格戦略の見直しや

高付加価値サービス化を推進するとともに、働き方改革や設備の省力化、段階的なデジタルシフトな

どにより、人材不足の課題に取り組み、会津美里町のまちづくりの将来像を明確に見据え、官民の潤

滑油として地域に貢献できる事業展開を推進していくとしております。

そのような考えの下、令和７年度においても、指定管理者制度に基づく公共施設の管理運営業務の

受託、用務員、保育士等の業務受託、地域商社事業、町デマンド交通事業を主要な事業として実施す

ることとしております。

14ページは、執行体制であります。執行体制につきましては、令和７年度から指定管理者業務の減

により、事業管理課と事業企画課を統合し、新たに事業課を設置し、総務課及び事業課の２課体制に

より、準社員15人、嘱託、パート59人の職員で執行することとしたものです。

15ページは、令和７年度の事業別収支予算であります。経営改善に努め、表の左の一番下の経常利

益でありますが、合計で296万6,000円を見込んだところであります。

株式会社会津美里振興公社経営状況の報告は以上であります。よろしくお願いいたします。

〇議長（大竹 惣君） 説明が終わりました。

質疑があればこれを許可いたします。質疑はありませんか。

11番、鈴木繁明君。

〇11番（鈴木繁明君） それでは、まず９ページでありますけれども、部門別損益計算書の中で、支

出の部の仕入れ高で、期末棚卸高についてマイナスの計上がありますが、このマイナス計上というの

はあり得るのか、なぜマイナスになったのか、この原因、要因を伺います。

続いて、15ページでありますが、支出の部の仕入れ高の期首棚卸高は前期の期末の棚卸高を計上し

ますが、前期の棚卸高はマイナスになっております。マイナス計上でありますが、プラスの計上にな

っておりますが、なぜでしょうか。また、期末棚卸高が当初よりマイナスの計上というのはあり得る

のか伺います。

以上、分かりますか。分からなかったらもう一回。４点ほどあるのですけれども。

〇議長（大竹 惣君） 政策財政課長、大丈夫ですか。
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〇政策財政課長（渡部雄二君） すみません。もう一度お願いします。

〇議長（大竹 惣君） では、鈴木議員、もう一度お願いします。

〇11番（鈴木繁明君） １点目から言います。期末棚卸高がマイナス計上になっております。これ、

９ページです。普通はマイナスではなくて、ゼロに持っていかなければならないわけであります。普

通の財務計算上は。なぜマイナスになっているのか。

２点目は、その理由、原因はなぜなのか。

３点目、これは15ページです。期首棚卸高は、前期の期末の棚卸高をのせますが、前期の棚卸高は

マイナスになっております。それがプラスでのっておりますが、こういう計上の仕方というのはあり

ますか。

４点目、それから15ページでありますけれども、期末の棚卸高が当初よりマイナスの計上になって

おります。これは、決算しないと分からないわけでありますけれども、最初からマイナスの計上とい

うのはあり得ますか。

この４点でございます。

〇議長（大竹 惣君） 暫時休憩します。

休 憩 （午前１０時１７分）

再 開 （午前１０時１９分）

〇議長（大竹 惣君） 再開いたします。

答弁を求めます。

政策財政課長。

〇政策財政課長（渡部雄二君） 大変失礼いたしました。まず、９ページの仕入れ高の期末棚卸高の

マイナス表示でございます。こちらにつきましては、外販の商品の在庫分でございますので、マイナ

ス計上で差し支えないというふうに解釈しております。

あと、２点目の理由と原因につきましても、そういった内容でございます。

15ページの、こちらの棚卸しでございますが、こちらにつきましても期首がプラス表示ということ

になってございますが、こちら、期末で全部消費するということで、想定の下、記載をしているとこ

ろでございます。

以上でございます。

〇議長（大竹 惣君） 鈴木議員、答弁漏れですか。それでは、答弁漏れの部分教えていただけます

か。カウントしませんので。

〇11番（鈴木繁明君） 15ページの中で、期首の期末の棚卸高が当初からマイナスの計上になってい

ます。そんなのあり得るか。実際に棚卸しもしないのに最初からマイナスというのはあり得るのかと

いうこと。
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〇議長（大竹 惣君） 政策財政課長。

〇政策財政課長（渡部雄二君） お答えいたします。

予算でございますので、あくまで全て使い切るということで、あと依然、こちらゼロとして記載を

しておりまして、指摘もございましたので、このような形で記載をしたところでございます。

〇議長（大竹 惣君） 鈴木議員。

〇11番（鈴木繁明君） 答えがちょっと分からない部分がありますけれども、これ、今期ばかりでな

いのです。ずっと前から続いているのです。実際在庫がマイナスになるというのは、なくなってしま

ったとか、何かどこかに紛失したとか、そういうのがやっぱり考えられるわけでありますけれども、

その原因は、なぜマイナスになったのか、それは答えがないわけでありますけれども、その辺少し教

えていただきたい。

それから、毎年なぜこのマイナス計上で棚卸高が上がってくるのか。ちょっと不思議だなと思うの

です。だから、その辺もう少し詳しく答えてもらわないと。もう少し詳しく答えていただきたいと思

います。

〇議長（大竹 惣君） 暫時休憩します。

休 憩 （午前１０時２１分）

再 開 （午前１０時２７分）

〇議長（大竹 惣君） 再開いたします。

副町長。

〇副町長（鈴木國人君） 鈴木議員のご指摘でございます。６年度、今のご指摘事項は、あくまで損

益計算書は説明したとおりで、損益計算書、説明いたしましたとおり、７ページで記しました。商品

在庫も８ページの一番下に棚卸資産の内訳で92万7,335円と記載ございます。それは決算上、在庫あ

りますよというふうに決算しておりますが、９ページの表は収入と支出をより分かりやすく対比する

ために、こういう表記をしていると、当初の期首棚卸しありました。全部それは使ったので、翌年度

に入ってしまうわけですから、翌年度に繰り越したわけです、前の決算書上はちゃんと。なので、こ

この表記は三角で示さないと、商品の在庫が、売上げに対して仕入れ額が明確に出てこないから、こ

こではこういう表記をしているということなのです。損益計算書、７ページのやつが正式でありまし

て、あくまで説明資料は予算対比のために作ったので、こういう書きぶりしないと、プラス・マイナ

スが発生するから、出てきてしまうということ。

15ページは、商品仕入れを予定しておりますが、翌年度は棚卸資産を入れなければいけないから、

ここに92万7,335円入れました。この後どうなるか分かりませんよね、実際。なので、これは全部使

い切るということで、92万7,335円をここに入れると。あくまでこれ、対比するのに見やすくするた

めに、こういう記載をしているだけなのです。あくまで参考的に、商売やっている人ではなければ、
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おかしいよなというふうに多分捉えられると思いますけれども、収入と支出をそれぞれ説明していく

中で、結局プラス・マイナス・ゼロにしていくわけですから、こういう表記をしている。これ、多分

度々そういった質問は今までもいただいていたかと思いますが、あくまで説明資料ということでご理

解いただければと思います。こうしないと、結局支出の部がまとまってこないということでご理解い

ただきたいと思います。

繰越しは、あくまでこの７ページ。棚卸資産は、７ページの表記で御覧いただけるということでご

理解いただきたいと思います。あくまで表記上です。すみません。

〇議長（大竹 惣君） 鈴木議員。

（ ） 、 、〇11番 鈴木繁明君 説明のための資料というような答弁がありましたけれども 実際はこれ見て

あっ、何だこれ。これ本当にマイナスですから、実際在庫があるものがもうなくて、どこに行ってし

まったのだか。それ、なくなったわけではないのですね。当然残っていて、それがマイナス表示にな

ってくるというのは。

それと、あと15ページで期末残高がマイナスの表示だが、マイナス分でない期首棚卸高にのってく

るというのは、ちょっとその辺腑に落ちないのですけれども、もう一回お願いします。

〇議長（大竹 惣君） 副町長。

〇副町長 鈴木國人君 例えば７年度の15ページにおきましては 期首 間違いなく この92万7,335円（ ） 、 、 、

が棚卸しになってございます。なので、ここに記載をしております。現時点なので、来年の３月、幾

ら棚卸ししたということ当然分からないわけです。幾ら棚卸しするか分からないです、現状において

は。７年度の予算として見ておりますので、棚卸しいただいた分は入れました。92万7,335円で入れ

まして、この後どう動くか分からないので、取りあえずは繰り越した92万7,335円を一応全部使い切

るということでゼロにした上で予算を組むと。あくまで予算を組むというイメージです。なので、そ

、 、 、ういうふうにこういう記載しないと 歳入と歳出と申しますか それが出てこなくなってしまうので

そういう表記をさせていただいているということ。実際簿記でやっていくあれというのは、先ほどか

ら申しております６ページ、７ページ、バランスシートと、こちらで足りる資料になっているという

ことです。部門別に見るために、１年分の総計を見るために、こういう表記をさせていただいている

ということでご理解をいただきたいと思います。

〇議長（大竹 惣君） 15番、根本謙一君。

〇15番（根本謙一君） １点お聞かせください。いわゆる社会経済情勢、厳しい激変する環境の中に

おいて、一定程度の黒字を確保しているというのは評価できると思っております。そこの中で７年度

の事業計画ですけれども、そこの中で地域商社事業、大変ここに私はいつも注目しております。ここ

の３行目から始まります既存商品の見直しや新しい商品の開発、商談会への出展などの販促プロモー

ションを行っていくというふうに力強く述べておりますけれども、具体的に商品の見直しとか、新し

、 、 。い商品の開発 これはもう具体的に計画されているということなのでしょうか 教えていただきたい
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〇議長（大竹 惣君） 政策財政課長。

〇政策財政課長（渡部雄二君） お答えいたします。

地域商社事業の中の既存商品の見直しや新しい商品の開発等々への質問でございます。こちらにつ

きましては、やはり昨年度あたりから、当然お米の不足というところから米の販売についてはかなり

の売上げが増加している状況でございます。あとは町内の果物、そういったものが非常に評判がよく

てかなりの売上げ増加につながっている状況でございますので、そういったところに力を入れて販売

の拡大を図っていくというところでございます。

あとは、昨年度からシェフマということで、料理なんかを作るシェフと、あとそういった方々を必

、 、 、要としている企業であったり 団体等のマッチングをさせて 将来的には町内の空き店舗であったり

そういったところを活用して、シェフであったり、そういった方々に地域の町内の空き店舗、そうい

ったものを活用して地域の商品を、野菜であったり、お米であったり、そういったところの販売の拡

大につなげていくような考えでございます。

以上でございます。

〇議長（大竹 惣君） 根本議員。

〇15番（根本謙一君） 一定程度分かりましたけれども、特にこの新しい商品の開発、ここのところ

に私注目したのです。ですから、７年度事業計画でのっていますから、当然着手しているのか、ある

いは近々着手するということなのか、その具体的な商品の開発にはどういうふうになっていますかと

いうところを伺いたいのです。大変期待していますので。

〇議長（大竹 惣君） 政策財政課長。

〇政策財政課長（渡部雄二君） 今お答えしたことと重なってしまうのですけれども、やはり新しい

商品というのが何かつくり出すということではなくて、既存の町のおいしい果物、梨とか、そういっ

たものもかなり評判がよいということでございますので、そういったところに力を入れて、さらに新

しい、今までスポットが当たっていなかったような果物であったり、そういったものをＰＲして販路

拡大につなげていくということでございます。

〇議長（大竹 惣君） 根本議員。

〇15番（根本謙一君） ２度にわたる答弁で、ああ、そこを言っているのかというのは受け止めたい

と思いますけれども、ならば、ちょっと表現を私は変えるべきだと思います。既存の農産物、地場産

品、それを多様化していくとか、それを加工していくとか、加工して新たな製品を生み出していくと

いう、そういうことをうたっているのかなというふうに見たので伺ったが、今は何か農産物を、それ

、 、 、をいわゆる商品として売っていくと 評価が高い 大変おいしいのは私も認識持っていますけれども

そうであるならば、こういう表現でないほうが私はいいのではないでしょうか。いずれにしても売上

げ増にもなってきておりますし、その努力を認めたいと思いますけれども、常に新しい商品はやっぱ

り開発していかないといけない役目も、この振興公社には私はあると思っていますので、地域商社と
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、 。 。して ぜひそこらにも注力していただければなというふうに思う次第です 再度の答弁お願いします

〇議長（大竹 惣君） 政策財政課長。

〇政策財政課長（渡部雄二君） 現時点でこういったものが新しい商品、こういったものを開発しま

したということは、ちょっとこの場でお答えできないところでございますが、先ほどご答弁しました

とおり、町のおいしい野菜、果物、そういったものを、例えばこれまでも出しておりますが、身不知

柿のドレッシングであったりとか、あとは化粧水であったりとか、そういったものを新たに消費の拡

大をして売上げの増につなげていきたいというふうに思っております。

〇議長（大竹 惣君） ６番、村松尚君。

（ ） 。 。 。〇６番 村松 尚君 すみません １点だけお聞かせください ９ページの自主事業の欄のみです

こちらのほうを見ますと、年間２億8,000万程度、合算でいっていますが、実際その中身を見ると、

給与、法定福利費であったり、外注費という部分でほぼほぼ費用を使っています。売上げ自体は、さ

ほど大きくない中で、この交際費だけが非常に高い、利益に対して。これ、実際のところ、自主事業

の中での交際費の位置づけ、また交際費の考え方、またどういったところに支出しているのか、どう

いったところで交際費として扱っているのか、その辺ちょっとお聞かせください。

〇議長（大竹 惣君） 暫時休憩します。

休 憩 （午前１０時４１分）

再 開 （午前１０時４１分）

〇議長（大竹 惣君） 再開いたします。

ここで10時50分まで休憩します。

休 憩 （午前１０時４１分）

再 開 （午前１０時５０分）

〇議長（大竹 惣君） 再開します。

政策財政課長。

〇政策財政課長（渡部雄二君） 失礼いたしました。お答えいたします。

接待交際費の金額が自主事業の売上げと比較して大きいのではないか、また令和７年度につきまし

ては、なぜ減額になっているのだというご質問でございます。こちらにつきましては、令和６年度の

交際費が増加しておりますのは、令和６年度でございますので、コロナが明けまして、様々な事業が

活発化してきたものですから、営業にも力を入れて、そういった接待費、接待に関する費用が増えた

という内容でございます。当然令和７年度につきましては、やはりこういった交際費について、再度

できるだけ費用を抑えていこうということで予算上、95万ということで、令和６年度実績よりも減ら

したところでございます。
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以上でございます。

〇議長（大竹 惣君） 村松議員。

〇６番（村松 尚君） コロナ明けで交際費が増えたというご答弁、至極もっともな部分もあるので

すけれども、それを令和７年度で若干見直して詰めていくというところも分かります。交際費を使っ

てはいけないということはないのです。新しい事業をするには当然必要なことですし、ただ基本的に

この数字だけを見ると、使っている金額、ほぼほぼ、金額は確かに２億8,000万って大きいなと思う

のですけれども、内訳を見てみると、ほとんどが雇用に関する部分であったり、あと外注工事費とい

、 、 、う部分が主な部分で 交際費に関しては使うなという話ではないので 新しい事業をやるのであれば

当然それなりに大きく見込んでおいても全然いい話だと思うのです。ただし、結果論として、それよ

り下がっていれば下がったでもいいと思うのですけれども、とにかく売上げを上げるためには交際す

るのも大事です。１回１万円の交際費だとすれば130回使えます。１回２万円の会合であれば60回、

六十数回使えるはずです。そう考えると、物価が上がっている中で交際費というものも間違いなく上

がってくるはずなのです。例えば居酒屋さんでも何でも単価が上がってきていますから。そういった

ところを見れば、交際費のこの計上の仕方、今後ぜひ、公社さんのほうでも考えていただいて、決し

て下げろ、低いからいいというわけではないので、ある程度、数字的な部分は弾力性を持って考えて

いただきたいと思いますので、そこだけお伝えしておきます。答弁は結構です。

〇議長（大竹 惣君） ほかにございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） なしと認めます。

これをもって報告第17号を終了いたします。

〇報告第１８号の議題、説明、質疑

〇議長（大竹 惣君） 日程第２、報告第18号 会津美里町一般会計継続費の精算報告についてを議

題といたします。

ここで、当局より内容の説明を求めます。

政策財政課長、渡部雄二君。

〇政策財政課長（渡部雄二君） 報告第18号 会津美里町一般会計継続費の精算報告についてご説明

いたします。

議案書３ページから６ページを御覧いただきたいと存じます。本件は、令和５年度、６年度の２か

年で継続費を設定いたしました防災情報システム事業及び社会体育施設改修事業が終了したことか

ら、地方自治法施行令第145条第２項の規定に基づきまして報告をするものでございます。

議案書４ページを御覧ください。令和６年度会津美里町一般会計継続費精算報告書でございます。

まず、列ですが、左から款、項、事業名、全体計画では年度、年割額、財源内訳、実績では支出済額
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と財源内訳、比較として年割額と支出済額の差とその財源内訳を記載しております。

２款総務費、１項総務管理費、事業名、防災情報システム事業でございます。防災情報システム構

築委託料について、継続費として設定したところでございます。全体計画の年割額の計６億1,194万

円に対しまして、実績の支出済額の計が５億9,125万円、比較の年割額と支出済額の差が2,069万円と

なったところでございます。

続きまして、議案書の５ページを御覧ください。９款教育費、６項保健体育費、事業名、社会体育

施設改修事業でございます。工事監理委託料、施設整備工事及び設備費について、継続費として設定

いたしました。全体計画の年割額の計８億424万7,000円に対しまして、実績の支出済額の計が６億

6,798万4,900円でありまして、比較の年割額と支出済額の差の計が１億3,626万2,100円となったとこ

ろでございます。年度別の支出済額、財源内訳などにつきましては、記載のとおりでございます。

説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（大竹 惣君） 説明が終わりました。

質疑があればこれを許可いたします。質疑はありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 質疑なしと認めます。

これをもって報告第18号を終了いたします。

〇報告第１９号の議題、説明、質疑

〇議長（大竹 惣君） 日程第３、報告第19号 地方公共団体の財政の健全性に関する比率の報告に

ついてを議題といたします。

ここで、当局より内容の説明を求めます。

政策財政課長、渡部雄二君。

〇政策財政課長（渡部雄二君） 報告第19号 地方公共団体の財政の健全性に関する比率の報告につ

いてご説明いたします。

議案書７ページをお開きください。あわせまして、別冊の報告第19号資料を御覧ください。まず、

議案書の７ページでございます。本件は、令和６年度決算に伴いまして地方公共団体の財政の健全化

に関する法律第３条第１項及び第22条第１項の規定により、健全化判断比率及び資金不足比率を報告

するものでございます。

まず、１の健全化判断比率につきまして、別冊となりますが、参考資料であります報告第19号資料

によりご説明いたします。なお、この資料でございますが、福島県に回答しております地方公共団体

の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率及び資金不足比率の算定様式を使用してござい

ます。

１ページは、健全化判断比率及び資金不足比率でございます。それぞれの比率につきましては、表
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、 、 。 、の上段が令和６年度 その下が令和５年度 さらにその下の段が比率の増減となっております まず

実質赤字比率でありますが、一般会計における赤字の大きさを標準財政規模に対する割合で表したも

のでございます。一般会計に赤字が生じておりませんので、バー表示となっております。

次に、連結実質赤字比率につきましては、公営企業を含む全ての赤字の大きさを標準財政規模に対

する割合で表したものでございます。連結実質赤字が生じておりませんので、バー表示となっている

ところでございます。

次に、実質公債費比率でございますが、一般会計が負担する借入金の返済額の大きさを標準財政規

模に対する割合で表したものでございます。３か年平均は3.4％であり、令和５年度より0.9ポイント

減少、単年度の比較では約0.23ポイント減少しております。

この実質公債費比率の分析でございますが、資料の２ページをお開きください。太線で囲んである

表の上段が分子、下段が分母でございます。表の２列目が令和６年度、３列目が令和５年度、右端が

令和６年度から令和５年度を差し引いた増減額及び増減率となっております。令和６年度の一番下を

御覧ください。単年度の実質公債費比率が2.8％でありまして、前年度と比較いたしまして0.2ポイン

ト減少しております。この減少の要因でありますが、右側の増減の列を御覧ください。分母において

は ⑫ 標準税収入額等が市町村民税所得割及び森林環境譲与税などの増加により７億3,372万1,000円、 、

増加したこと、それに伴い、⑬の普通交付税額は３億8,000万2,000円減少しておりますが、対前年比

で３億1,326万7,000円の増加となりました。また、分子において、④の公営企業に要する経費の財源

とする地方債の償還の財源に充てたと認められる繰入金の額が下水道事業会計の収益的支出に係る減

価償却費が3,821万2,000円減少したことなどにより、対前年比で3,339万6,000円減少したことが主な

要因であります。

次に、資料の１ページにお戻りいただきまして、今ほど説明いたしました実質公債費比率の右側、

将来負担比率でございます。将来負担比率につきましては、町の借入金など現在抱えております負債

の大きさを標準財政規模に対する割合で表したものでございます。将来の負担額に対し充当可能な特

定財源が上回っているため、令和６年度におきましてもバー表示となったものでございます。

将来負担比率の分析でありますが、資料３ページをお開きください。上から２段目の将来負担額で

ございます。142億3,543万1,000円に対しまして、表の中ほどから下でありますが、充当可能財源等

が200億9,813万5,000円でありまして、将来負担額を58億6,270万4,000円上回っているため、バー表

示となったものでございます。

議案書の７ページにお戻りいただきまして、次に、その下の２、資金不足比率についてであります

、 、 、が 公営企業における資金の不足割合を示すものでございますが 資金不足は生じておりませんので

バー表示となったところでございます。

なお、町監査委員によります健全化審査意見書におきましては、健全化判断比率及びその算定の基

礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正と認める。実質赤字比率、連結実質赤字比率について
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は、歳入決算額が歳出決算額を上回っているため、算定されなかった。実質公債費比率については、

昨年度より減少しており、早期健全化基準を大きく下回っていることから、健全であると判断する。

将来負担比率については、将来負担額が充当可能額を下回ったため算定されなかったとの意見をいた

だいているところでございます。

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

〇議長（大竹 惣君） 説明が終わりました。

質疑があればこれを許可いたします。質疑はありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 質疑なしと認めます。

これをもって報告第19号を終了いたします。

〇報告第２０号の議題、説明、質疑

〇議長（大竹 惣君） 日程第４、報告第20号 会津美里町教育委員会事務管理及び執行状況の点検

及び評価報告についてを議題といたします。

ここで、当局より内容の説明を求めます。

こども教育課長、猪俣利幸君。

〇こども教育課長（猪俣利幸君） それでは、報告第20号 会津美里町教育委員会事務管理及び執行

状況の点検及び評価報告についてご説明いたします。

議案書９ページ、10ページ、別冊、令和６年度会津美里町教育委員会事務管理及び執行状況の点検

及び評価報告であります。本件は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第１項の規定に

より、令和６年度の会津美里町教育委員会の権限に属します事務の管理及び執行の状況について行っ

た点検及び評価の結果について報告するものであります。

別冊の点検及び評価報告書を御覧ください。この報告書は、町教育行政の充実を図るとともに、町

民の皆様に現状をしっかりとお伝えし、ご理解いただくことを目的に、令和６年度の教育委員会の活

動と第３期会津美里町教育振興基本計画の進捗状況について点検及び評価を行い、有識者会議の意見

を付して報告書にまとめたものであります。

次ページの目次を御覧ください。構成につきましては、Ⅰ、教育委員会点検及び評価の概要から、

Ⅴ、会津美里町教育振興基本計画の指標まで、大きく５項目に区分しております。

まず、Ⅰ、教育委員会点検及び評価の概要についてでありますが、１ページから４ページまで、点

検及び評価の趣旨、教育長・教育委員の構成、教育委員会の組織、点検及び評価のしくみ、それから

点検及び評価項目、スケジュール、有識者会議委員の構成について記載しております。

次に、Ⅱ、教育委員会活動の点検及び評価についてでありますが、５ページから12ページまで、教

育委員会活動の点検及び評価の観点、活動の状況について記載しております。
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また、13ページから15ページに活動に対する自己評価を、16ページ、17ページには有識者会議の意

見を記載しております。

次に、Ⅲ、第３期会津美里町教育振興基本計画の進捗状況について、18ページから26ページに子ど

も教育の充実、27ページから29ページに生涯学習の充実、30ページから32ページに生涯スポーツの充

実、33ページから35ページに地域文化の振興について、基本施策ごとの主要な成果とその課題、それ

から有識者会議の意見を記載しております。

次に、36ページ、37ページに、Ⅳとして、会津美里町第３次総合計画の指標について、また38ペー

ジ、39ページには、Ⅴとして、第３期会津美里町教育振興基本計画の指標について、令和６年度の実

績値を記載しております。

36ページを御覧ください。会津美里町第３次総合計画の指標についてであります。１、子ども教育

、 、 、 。の充実では 標準学力検査の偏差値は 小学６年生 中学３年生ともに前年度の結果を上回りました

今後とも各学校の課題に応じた適切な指導、支援を行ってまいります。肥満傾向の割合では、小学６

年生、中学３年生ともに前年度より増加いたしております。食事のバランスや運動身体づくりのプロ

グラムの実践などによる運動量の確保に努めていく必要があります。また、将来人の役に立つ人間に

なりたいと思う生徒の割合は、前年度より減少しておりますが、そう思うという割合59.8％に、やや

そう思うという割合37.7％を加えますと、肯定的な割合は97.5％となり、前年度と比べ、横ばいとな

っております。

、 、 、 。２ 生涯学習の充実では 学習意欲を高めるため 学習ニーズに対応した事業を実施いたしました

生涯学習講座に参加している町民の割合は前年度より増加したものの、目標を持って学習を行ってい

る町民の割合は前年度より減少しております。

、 、 、３ 生涯スポーツの充実では 高田体育館の大規模改修による利用制限や猛暑等の気象条件により

スポーツ活動が制限されたこともあり、スポーツ施設の利用者数、実際にスポーツを行っている人の

割合のいずれも前年度より減少しております。

37ページの４、地域文化の振興につきましては、郷土資料館の開館により、地域の歴史や文化に親

しむ機会が増加したことによりまして、町民文化財の保存・活用事業の件数、地域の歴史や文化に親

しむ機会を持った方の人数、町の歴史文化に興味・関心のある町民の割合は、いずれも前年度より増

加いたしております。

38ページのⅤ、会津美里町教育振興基本計画の指標につきましては、１、子ども教育の充実では、

家庭学習の時間は小学６年生、中学３年生ともに前年度より減少しています。家庭学習については、

自己マネジメントなど、自ら学ぶ力の育成が必要であります。１人１台端末も活用しながら、個に適

した学習を推進してまいります。自己肯定感、学級満足度は、小学６年生が前年度より増加しました

が、中学３年生は減少しております。特別活動やキャリア教育の充実を図ってまいります。不登校出

現率は小学校６年生、中学校３年生ともに前年度より増加しております。まなびのあしあとなどを活
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用しまして、学校不適応感を捉え、適切な支援につなぐなど、新規不登校の発生を抑制してまいりま

す。

39ページの２、生涯学習の充実では、各種講座について、まなびネット、インスタグラム、町ライ

ン等により情報発信を行ったことや図書館イベントの実施により、家庭教育学級・講座等の参加率が

前年度より減少したものの、その他の項目においては前年度と横ばい、もしくは増加しております。

３、生涯スポーツの充実では、スポーツ団体への加入割合は前年度と同じで、スポーツ行事への参

加者の割合は、猛暑等の影響もあり、前年度を下回り、学校体育施設の利用件数については、高田体

育館の大規模改修による利用制限もあったことから、増加しております。

４、地域文化の振興につきましては、２つの指標は前年度と同じですが、文化団体協議会加盟団体

数は、高齢化に伴う構成員の減少による解散によりまして、前年度より減少しております。

令和６年度の点検及び評価の結果、各種事業について第３期町教育振興基本計画に沿って、おおむ

ね事業を行うことができました。有識者会議においては、課題に対する提言もございましたが、多く

の肯定的な意見が得られました。今後も教育振興基本計画に基づきまして、課題解決に取り組みなが

ら各種事業を推進してまいりたいというふうに考えてございます。

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

〇議長（大竹 惣君） 説明が終わりました。

質疑があればこれを許可いたします。質疑はありませんか。

15番、根本謙一君。

〇15番（根本謙一君） ３点お聞かせください。

まず、１点目ですけれども、13ページ、教育委員会定例会・臨時会のところで、評価のところの７

に「特別支援教育支援員が民間に移行することやＡＬＴが民間の事業所から派遣されていることを考

慮し、事業所との連携を密にしながら、充実した教育環境を確保していくよう事務局に要請した」と

記されております。もう少し分かりやすく説明いただきたいのと、どう充実していくのかというとこ

ろを特に教えていただきたいと思います。

２点目です。27ページから28ページにわたって、基本施策２、青少年の健全育成のところで、28ペ

ージに行きますと、地域学校協働本部の概要説明が載っております。この説明を見ますと、いわゆる

一方向のことしか書いてありません。地域学校協働本部事業のそもそもの狙いとしては、双方向の協

働であったというふうに私は理解しております。もうこれができた当初からいろいろ学びをさせても

らっておりますけれども、そういう中で、この概要説明は一方向の部分しか載っていない。やはり双

方向の部分も載せておくべきではないかなというふうに思います。そういうことをしないと、ただ一

方向だけの地域から学校への協力が主たるものとしてインプットされていくということは、私は少し

違うのではないかなというふうに思いますので、そこをお尋ねします。

３点目です。38ページの子ども教育の充実のところで、表、不登校出現率です。小学校は微増で中
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学校は1.6ポイント以上、上昇しております。過去、もう少し前から見ますと、やはり上昇傾向で、

増加傾向で来ているということです。今の説明ですと、適切な指導を行ってきたということですけれ

ども、多様な要因があることは想像できますけれども、難しい問題だということ。具体的に差し支え

ない程度にどういう対応をして、現状値、どういうふうに認識されているのかお伺いしたいと思いま

す。

〇議長（大竹 惣君） では、教育長。

〇教育長（歌川哲由君） お答えいたします。

まず、１点目でございます。13ページ、教育委員会の自己評価のところの定例会、臨時会のところ

の７番の評価の項目についてであります。具体的に、これは教育委員から上がった問題といたしまし

ては、ＡＬＴ、民間の派遣業者に委託しているわけなのですが、ある学校に新規に配置されたＡＬＴ

が若干若くて、いわゆる資質がちょっと低いのではないかというふうなご指摘がありまして、そのこ

とについて心配なされたということであります。担当のほうから業者のほうに照会をかけまして、そ

の後、数次にわたる業者のほうのいわゆる研修の機会であったり、指導員が入ったりすることによっ

た改善が図られてきております。今後とも業者と綿密に連携を図りながら、こういうことが発生しな

いように今後とも取り組んでいく必要があるかなというふうに思っているところであります。

それから、２点目の28ページの地域学校協働本部の注釈についてのご指摘でございます。町民の方

に分かりやすく、本庁が現在取り組んでいる中身について基本的に述べたものであります。議員ご指

摘の双方向というところは、私自身もどこにどの程度明記されているものか理解がなかなかできない

ところでありますけれども、地域学校協働本部というのは地域総がかりで地域の教育力、人的、物的

教育力とかを入れながら、子どもたちの成長を支えていく仕組みであります。全体的にはそういう仕

組みが地域学校協働本部であると、協働活動であるというふうに理解をしております。その活動の中

には、やはり学校が支援を受けるだけでなくて、学校を核とした地域づくりを推進するためにも、子

、 。どもたちが教育活動の中で地域に出かけて地域の方と共に活動する そういう中身も当然ございます

それが地域学校協働活動として実際に町でも推進していることでございます。そういう理由で、現在

やっていることを分かりやすく説明をさせていただいているということでご理解をいただきたいとい

うふうに思っています。

、 。 、 、続きまして ３点目の不登校についてであります この対応につきましては 議員のご心配どおり

非常に苦慮しているところでございます。全国的にも昨年度の、令和６年度の不登校の全国的調査で

40万人に迫るような状況が発生しております。町でも微増し続けておりまして、これはコロナ以降、

顕著であります。対応といたしましては、様々な対応をしております。具体的に目に見えるところで

は、学校独自の取組といたしまして、校内にスペシャルサポートルーム、いわゆるＳＳＲというもの

を設置して、普通に教室に入れない子どもが来れる時間に来て、その場所でできることを、学習活動

をして帰っていくと。専任の教師がいる、派遣されているところ、高田中学校は県から１名、手当て
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されておりますけれども、本郷中学校などはそれがなかなか県の支援対象になっていないものですか

ら、独自に空き授業の先生がそこに出かけていったり、あるいは子どもと親の相談員がそこにちょっ

と、詰めていただいたりということで様々な対応をしているところであります。それから、町独自に

ＳＳＲ、それからスクールカウンセラーは県の事業でありますが、入れていただきながら、子どもた

ちのこういう困り感のある子どもたちに対応しているところであります。

、 、 、 、それから 昨年度まで取り組んでおりました いわゆる子どもデータ連携事業 これによりまして

子どもたちの困り感を早期に発見して支援していくということを今年度も予算をつけていただいて継

続しておりますし、今年度は加えまして、３年目ですが、今年度も新たに継続して子どもデータ連携

事業の実証事業の指定を受けております。予算規模は減りましたけれども、新たに今まで弱かった兆

候のある子どもに対する支援、その部分を強化するために、大阪公立大学と連携をしまして、子ども

のスクリーニングシステムを導入しております。これは、子どもたちのスクリーニング、シフトに状

況を担任等が入力いただきまして、それによって校内でスクリーニング会議を開いて、実際に支援が

必要な子どもを抽出して、まなびのあしあと、いわゆる子どもデータ連携で得られたサインと新たに

、 、導入したＹＯＳＳシステムというのですが そのスクリーニングシステムの状況を両方勘案しながら

本当に支援の必要な子どもに早期に対応していくということを今年取り組んでいくという予定でござ

います。

それから、今どきの子どもが結局オンラインで様々なものにつながることに慣れておりますので、

県の不登校児童生徒支援センター、県の教育センターありますけれども、ここでやっているオンライ

ンの不登校支援システム、ｒｏｏｍＦと呼んでおりますが、そこにも高田中の生徒を中心に数名がつ

ながっておりまして、オンラインでつながれるときに入って、様々に交流活動をしたり、ちょっとし

た学習をオンラインでやると、そんなふうなシステムに乗っかっている子どももおります。

そういう一連の対応をしているところでありますが、全国的に見られる傾向というのは個別最適な

学びの環境をやっぱり用意していく方向にだんだん進んできております。不登校の形態、原因も様々

でありますので、いろんなニーズに応えていくというふうな状況が生まれてきております。なかなか

答え切れないところも事実でありますけれども、できるだけ子どもたちの不登校の状況に合わせなが

ら対応をしていきたいというふうに考えているところであります。一部県内でも学びの多様化学校な

どを開校した市町村ございますけれども、今後さらなる対応を求められていくし、対応していかなく

てはならない部分ではないかというふうに考えているところであります。

以上です。

〇議長（大竹 惣君） 根本議員。

〇15番（根本謙一君） 丁寧な説明ありがとうございました。不登校率のことについては大変理解が

深まりました。ありがとうございました。

議長、そんなに難しい問いではないので、３点まとめて再度のお尋ねしていいですか。１点ずつや
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りますか。

〇議長（大竹 惣君） まとめてで大丈夫です。許可します。

〇15番（根本謙一君） 恐縮です。

１点目ですけれども、ＡＬＴのことは分かりました。なるほどと思いました。特に私気になったの

、 。 、 。は特別支援教育支援員 これが民間移行になるということです これは どういうことなのだろうと

。 。 、今の任用職員ですね 今の特別支援教育支援員が民間に移行することをやってありますよね これは

どういうことなのだろうと。これをやることによって、どう充実していくのかなというところを説明

。 。 。 。いただきたかった １点目 ＡＬＴは分かりました この特別支援員というのはＡＬＴのことですか

そこを１つ、お願いします。

２点目ですけれども、いわゆる不登校率が、ごめんなさい。１つずつやりますか。

〇議長（大竹 惣君） では、１つずつにしましょう。

答弁お願いします。

教育長。

〇教育長（歌川哲由君） 特別支援教育支援員のことでございますけれども、令和６年度までは町の

会計年度任用職員ということで採用させて任用してまいりました。今年度、７年度からは民間委託の

推進の一角として、今まで雇用させていただきました特別支援教育支援員を会計年度任用職員から民

間の雇用に移管させていただきまして、その際やはり校長にヒアリングをしたり、我々も業務の提携

に当たりまして、やっぱり仕様を事細かに決めないと困るということでありますので、十分に練って

学校が困らないような任用ができるような形で今年スタートさせております。現在、民間委託者、そ

の業者も月に１回以上、細かに課題の整理をお互いにして共通認識に立ちながら、改善すべきところ

は改善しながら今進めてきております。直接学校の校長とか先生方が特別支援教育支援員に、いわゆ

る業務命令発せられないようなところがございますから、そこをうまく進めていくために、いろいろ

と今やっておりますが、現在のところ、大きな課題はないというふうに認識しておりますし、活用の

状況も昨年度まで同様、うまくいっているのかなというふうに思っています。

私が認識している課題としては、現在我々が雇用してきたものをつないで雇用していただいていま

すけれども、人が入れ替わるときに、民間の方がそれなりのスクリーニングといいますか、採用に当

たっては能力を実証しながら採用されると思うのですが、そのレベル、資質を確保できるかというと

ころが懸念材料でありまして、今後ともそこは情報を共有しながら、チェックしていかなければなら

ないところかなというふうに思っているところであります。

〇議長（大竹 惣君） 根本議員。

〇15番（根本謙一君） では、２点目と３点目、いわゆる私の中ではちょっとダブっているところが

ありますので、併せて伺います。

いわゆる不登校率が上がってきているということは、まだ心配で仕方ないのです。よその地域から
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見ても、ちょっと上昇傾向が強いなというふうに思うところがあります。一生懸命対応されているお

話も丁寧に説明いただきましたので、理解が深まりました。そこで、伺っていれば伺うほど、やはり

早く見つけてあげる、早く見つけるということが重要なのだなというふうに思いました。そこに注力

しているのが、大変例を言って恐縮ですけれども、西会津町なのだなというのがここで腑に落ちたと

ころがあります。いわゆるいろんな手だてはあるけれども、成長すれば成長するほど対応が難しくな

ってくるという現実も聞くことから、それを早く見つけて早く対応する、いわゆるこれも子ども家庭

教育支援のやっぱりダブるところかなというふうに私は思っています。そこで、注力することも有効

な手だてかなというふうに思うところですけれども、最後にそこ、教育長の所見をいただいておきた

いと思います。

〇議長（大竹 惣君） 根本議員、私見に対する所見を伺うことは質疑ではできませんので、ちょっ

と質疑の仕方を変えていただきたいと思います。

根本議員。

〇15番（根本謙一君） 失礼しました。つまり小学校では、それほどでもない数字が出ております。

よそもこの数字が多いところも見ておりますので、いわゆる早く見つけて対応するようにできないも

のかなというところで最後に答弁をいただきたいと思います。

〇議長（大竹 惣君） 教育長。

〇教育長（歌川哲由君） ありがとうございます。不登校を早期発見するというのは、特に大事なと

ころだというふうに思っております。これには、私ども先ほど説明させていただきましたように、我

が町の取組としては、子どもデータ連携による子どもの困り感、学校不適応感、そういうものを早期

に発見して、不登校に陥る前に手だてを打つということを今進めております。繰り返しになりますけ

れども、これによって、ちょっとした子どもの変化を見逃さない。多分そこには家庭的なものだった

り、友達の問題であったり、教員との関係であったり、様々な背景があると思うのです。そこを見逃

さない、サインを見逃さない方策として、さらに子どもデータ連携の活用の事業を進めていきたいと

思いますし、先ほども申しましたが、新たなＹＯＳＳシステムというスクリーニングシステムを導入

しながら、子どもへの早期の的確な支援につなげていきたいというふうに考えているところでありま

す。

〇議長（大竹 惣君） ５番、長嶺一也君。

〇５番（長嶺一也君） 私のほうから３点ほどお聞きしたいと思います。まず、22ページの基本施策

、 、 、 、８ エアコン未設置教室への整備促進について あと33ページ 地域文化の振興の中の基本施策の１

文化財の保存と活用の会津美里町郷土資料館の件について、あと基本施策２の伝統文化の継承の部分

につきましてお聞きしたいと思います。

まず、質問内容の具体的な内容なのですが、まず22ページのエアコン未設置教室への整備促進につ

いてなのですけれども、推進ではないので、促進でありますから、かなり消極的な内容かなと思って
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いるのですが、多分未設置教室というのは特別教室かと思うのですが、この整備促進に当たっての予

算も関わってくることなので、整備促進に係る教育委員会としての考え方、あと整備の方針につきま

してお聞きしたいと思います。

〇議長（大竹 惣君） こども教育課長。

〇こども教育課長（猪俣利幸君） お答えいたします。

エアコンの未設置教室といいますのは、普通教室は全て100％入ってございます。特別教室につい

ては、やはり２分の１ぐらいです。技術室とか、調理室だとか、入っていないものが特別教室の約半

数近くが入ってございません。こちら、整備促進ということでございますけれども、あくまでもこち

らのほうの進捗状況につきましては、教育委員会の意見ということでございまして、予算が絡むもの

ですので、そういう面も加えまして、町当局に財政面も含めた形では促進が必要だというような、推

進ではなくて、やはり財政的な裏づけがあるので、促進というような言葉を使っておるものでありま

して、決して控え目な取組ではなくて、これは積極的にやっていかなくてはならないというふうに考

えてございます。

〇議長（大竹 惣君） 長嶺議員。

〇５番（長嶺一也君） 今ほどの答弁で特別教室の約半分が整備されているという答弁でしたけれど

も、残りがまだ整備されていない。整備されている教室と整備されていない教室、なぜそういうふう

になっているのか、なぜ優先順位をつけてそのようにしたのか、その辺もちょっと詳しく説明をお願

いします。

〇議長（大竹 惣君） こども教育課長。

〇こども教育課長（猪俣利幸君） これ、エアコン設置したのは平成25年から30年の間に国の交付金

で整備したものでございますが、当時たしか臨時交付金ですか、財源を、補助金名を今ちょっとお示

しできませんけれども、その際に普通教室については100％です。ただ、財源的に特別教室全部にエ

。 、 、アコン設置するような交付金がやはりそのときなかったと その際に優先順位としまして 利用頻度

使う、どのくらい、利用頻度に応じまして優先順位をつけまして、当時はやはりパソコン室だとか、

保健室だとか、そういうような利用頻度の高い順に必要性、優先順位をつけまして優先的につけたと

、 、 、 、 、いうところで 最終的に今 技術室とか 図工室だとか やはりそういう全体的な利用を考えますと

低いものについてはいまだに未設置の状態で残っているというところでございます。

〇議長（大竹 惣君） 長嶺議員。

〇５番（長嶺一也君） それでは、学校間の教育格差が出ないような形で早期の整備を図っていただ

ければというふうに思います。

次に、33ページの地域文化の振興の基本施策の１、文化財の保存と活用なのですが、主な成果と課

題の丸の２つ目、また以下なのですけれども、郷土資料館の内容が書いてあります。この郷土資料館

さとりあにつきましては、多額の予算を使って整備したわけなのですけれども、にもかかわらず、主
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な成果が実質２行でしかまとめられていないというのはちょっと残念に思いました。

それで、改めてお聞きするのですが、郷土資料館の特色と、あとほかの自治体との、同じような郷

土資料館あるわけなのですが、そことの差別化というのはどのようなものなのか。あと、第３期計画

は令和７年度までなものですから、指標には書いていなかったわけなのですけれども、８年度以降の

指標の中に来館者数とか、そういったものも盛り込む考えはあるのか、その辺お聞きします。よろし

くお願いします。

〇議長（大竹 惣君） 長嶺議員、８年度以降の話はこちらの資料に載っていないので、ちょっと質

疑としてはできませんので、質疑を変えてください。

長嶺議員。

〇５番（長嶺一也君） それでは、若干質問を変えまして、そこの部分につきましては、今後来館者

数等の指標設定を考えているのかどうかもお聞きしたいと思います。

〇議長（大竹 惣君） 教育長。

〇教育長（歌川哲由君） 郷土資料館についてのお尋ねでございます。特徴、差別化というところで

ございますけれども、近代の民俗資料を多く集めておりまして、非常にバックヤードも含めた収蔵品

、 。数が大変多く これはほかに類を見ないような数が集まっているのかなというふうに思っております

ただ、若干展示スペースが狭いということもありまして、それを有効にまだ活用できないところもあ

りますが、やはりその入替えであったり、企画展であったり、そういうものを数多く開催しながら有

効に活用していけば、ほかとの差別化ができるかなというふうに思っております。

加えまして、文学作品、郷土の文学者による文学作品も多数寄贈いただいておりまして、これも非

常に重要な収蔵物だというふうに思っております。ただ、ペンクラブ等の力も借りながら、その展示

、 、 、の仕方 知っていただくような有効な方法も検討させていただきながら 文学についても町民の皆様

来館者に多く見ていただけるような、知っていただけるような展示をしていきたいというふうに考え

ているところであります。

最後の指標については、現在も様々なところで私ども統計を取って、例えば郷土資料館運営委員会

などで一応ご審議していただくための資料として提示しております。来館者数がなかなか増えないと

いう現状あったり、それからリピーターが若干少ないとかというのあるので、それについても様々な

体験活動とか、展示以外のものと組み合わせたりしながら、来館者の増加に努めていかなければなら

ないというふうに考えているところであります。

〇議長（大竹 惣君） 長嶺議員。

〇５番（長嶺一也君） ここに書いてある情報発信についてなのですけれども、館長自らがＳＮＳに

登場しまして、いろいろと情報発信しているのを拝見しております。さらには、今教育長の答弁にあ

ったとおり、さらなる来館者数の増加を図っていただければというふうに思います。

続きまして、基本施策２の伝統文化の継承についてでございます。保存会の支援の部分なのですけ
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れども、昨年の私の質問に際しまして、教育委員会のほうからの回答、補助金の増額につきまして検

討するというような答弁でございました。ただ、補助金につきましてはずっと同額でございまして、

どのような検討をして、なぜ同額になってしまったのかという説明をお願いします。

〇議長（大竹 惣君） 長嶺議員、補助金の話、こちらの中に出てきておりませんので、ちょっと質

疑を変えていただきたいと思います。あくまでこの報告に対する、説明に対する質疑で、分からない

ことを聞くということなので。

長嶺議員。

〇５番（長嶺一也君） それでは、主な成果の中の保存団体に係る次世代への継承の町の取組につき

まして答弁をお願いします。

〇議長（大竹 惣君） 教育長。

〇教育長（歌川哲由君） 保存団体に対する町からの支援ということでございますけれども、ここの

成果に１つ書かせていただきましたけれども、高橋の虫送りにつきましては、宮川小学校の児童が総

合的な学習の時間の中で、この伝統文化について学んで自分たちも参加するという取組をしておりま

す。加えて、ここに書かせていただきましたけれども、保存団体の立ち上げの支援ということで、町

からのなかなか財政的支援って難しいわけでありますけれども、福島民報新聞社がやっている支援に

応募することをこちらから助言いたしまして、応募して、高橋の虫送りについて支援いただいており

ます。これも非常に大きな力となっているところであります。民間のそういうふうな支援も活用しな

、 、 。がら 伝統文化が継承されるよう 団体の支援に今後も努めていきたいというふうに考えております

それからあと、子どもたちがやっぱりこういうことを、宮川小学校の子どもだけではなくて、様々

なところで学んでいくことが必要でありますので、地域学校協働活動の中で様々残っている地域のそ

ういう伝統文化に子どもたちが日頃から触れていくというふうな活動も今以上に増やしていきたいと

いうふうに思っているところであります。

〇議長（大竹 惣君） 長嶺議員。

〇５番（長嶺一也君） 保存会の８団体につきましては、ほとんどが高齢化、あとは少子化というこ

とでマンパワーがもう今後不足していく状況にありますので、引き続き町の支援というか、補助とい

うか、そういったものも引き続きしっかりとやっていただくことを要望いたしまして質問を終わりま

す。答弁は結構でございます。

〇議長（大竹 惣君） ほかにございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） なしと認めます。

これをもって報告第20号を終了いたします。

〇議案第４８号の議題、説明、質疑、討論、採決
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〇議長（大竹 惣君） 日程第５、議案第48号 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に

伴う関係条例の整理に関する条例を議題といたします。

ここで、当局より内容の説明を求めます。

総務課長、平山正孝君。

〇総務課長（平山正孝君） それでは、議案第48号 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改

正に伴う関係条例の整理に関する条例についてご説明申し上げます。

議案書19ページから25ページ、概要説明が26ページになります。それでは、概要についてご説明さ

せていただきます。この案件は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行

に伴い、部分休業の取得パターンの多様化、仕事と育児の両立支援制度の利用に関する職員の意向確

認等を行うことなどについて所要の改正を行うものであります。

改正の内容でありますが、第１条は、会津美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例において、

仕事と育児の両立を支援するため、妊娠、出産などについての申出をした職員等に対する意向確認等

の措置について追加し、第２条では、会津美里町職員の育児休業等に関する条例において、部分休業

の承認の請求が可能な非常勤職員の要件について、勤務日ごとの勤務時間を考慮する規定を削除する

とともに、現行の部分休業制度を取得できる時間帯について、出勤時間の要件を削除するものです。

また、部分休業の取得形態に、１年につき10日相当の範囲内で１時間を単位として取得できる部分休

業制度を新たに追加し、部分休業の取得形態を変更することができる特別な事情について追加する改

正をし、第３条では、会津美里町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例において、部分休業制

度において、前段の第２条と同様に取得形態を改正するものでございます。

なお、施行期日につきましては、令和７年10月１日から施行することとし、附則第２項の経過措置

の規定は公布の日から施行するものであります。

説明は以上であります。よろしくお願いいたします。

〇議長（大竹 惣君） 説明が終わりました。

質疑があればこれを許可いたします。質疑はありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 質疑なしと認めます。

議案第48号については、討論通告がありませんでしたので、これより電子採決システムにより採決

いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンを押してく

ださい。

〔各議員投票〕

〇議長（大竹 惣君） 押し忘れはありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「
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〇議長（大竹 惣君） なしと認めます。

これをもって採決を確定いたします。

賛成全員。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

〇議案第５０号の議題、説明、質疑

〇議長（大竹 惣君） 日程第６、議案第50号 令和７年度会津美里町一般会計補正予算（第６号）

を議題といたします。

ここで、当局より内容の説明を求めます。

歳入歳出について、政策財政課長に説明を求めます。

政策財政課長、渡部雄二君。

〇政策財政課長（渡部雄二君） 議案第50号 令和７年度会津美里町一般会計補正予算（第６号）に

つきましてご説明いたします。

予算書と併せまして、提出案件資料１ページから21ページ及び34ページを御覧願います。

なお、今回の補正の概要でありますが、令和６年度一般会計等の各会計の決算、人事異動に伴う人

件費及び決算剰余金を財源とした繰上償還などに係る予算の補正を行うものであります。

それでは、予算書表紙を御覧ください。第１条におきまして、歳入歳出予算の補正でございます。

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７億59万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ126億6,530万5,000円とするものでございます。

次に、歳入歳出の補正予算の内容につきまして、事項別明細書によりご説明申し上げます。

なお、各課の補正内容につきましては、提出案件資料に記載させていただきましたので、主な内容

のみご説明いたします。

３ページをお開きください。歳入でございます。９款地方特例交付金、１項地方特例交付金、１目

地方特例交付金153万3,000円の増額につきましては、交付額決定によるものでございます。

次に、10款地方交付税、１項地方交付税、１目地方交付税４億3,736万6,000円の増額につきまして

は、普通交付税の交付額決定によるものでございます。これによりまして普通交付税決定額が51億

1,736万6,000円となり、令和６年度決算額と比較いたしまして決定額で６億4,386万円、率にして

14.4％の増となったところでございます。

続きまして、14款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金413万4,000円の増額につき

ましては、まず物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金で国の令和７年度一般会計予備費に伴う推

奨事業メニュー分が増額されたことを受け、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業により

1,213万4,000円増額するものでございます。

次に 地域経済循環創造事業交付金で 事業者において今年度の事業実施が困難となったため800万、 、



- 125 -

円減額するものでございます。

４ページをお開きください。15款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金752万7,000円の減

、 （ ） 、 、額につきましては 保険基盤安定負担金 国保分 でございまして 国民健康保険税の本算定に伴い

軽減等に係る保険基盤安定負担金を減額するものでございます。

次に、２項県補助金、３目衛生費県補助金104万9,000円の増額につきましては、市町村先駆的民間

プログラム活用事業費補助金でございまして、こちらを活用し、運動習慣定着へ向けた事業費に係る

ものとして増額するものでございます。

４目農林水産業費県補助金792万1,000円の増額につきましては、まずふくしまならではの畑作物産

地づくり推進事業補助金でございまして、畑作物の新たな産地形成と複合経営による農業経営の安定

、 、 、 、化を図るため 麦 大豆の収量 品質の向上に取り組む農業者に対して補助金を交付するものとして

また林道整備事業補助金では、林道大滝線に架かるへつり橋の落石破損に伴う修繕工事により、それ

ぞれ記載のとおり増額するものでございます。

５ページを御覧ください。17款寄附金、１項寄附金につきましては、令和７年７月31日までに寄せ

られた各寄附金でありまして、１目一般寄附金30万円、３目民生費寄附金12万円、４目教育費寄附金

４万5,000円、合わせて46万5,000円をそれぞれ増額するものでございます。

次に、18款繰入金、１項特別会計繰入金3,601万2,000円の増額につきましては、各特別会計の決算

確定による精算のため増額するものでございます。

、 、 、続きまして ２項基金繰入金 １目財政調整基金繰入金４億2,878万8,000円の減額につきましては

今回の補正予算による余剰金の整理に伴い減額するものでございます。

６ページをお開きください。19款繰越金、１項繰越金、１目繰越金６億4,106万6,000円の増額につ

きましては、前年度繰越金の確定によるものでございます。

続きまして、歳出についてご説明いたします。７ページを御覧ください。各款項目にございます１

節報酬、２節給料、３節職員手当等及び４節共済費の人件費につきましては、主に令和７年度当初の

人事異動に係るもの及び会計年度任用職員の任用に係るものにつきまして補正をするものでございま

す。なお、人件費の補正内容につきましては、提出案件資料及び給与費明細書を御覧いただきたいと

存じます。

それでは、人件費以外の主な内容についてご説明申し上げます。８ページをお開きください。

〇議長（大竹 惣君） 政策財政課長、少々お待ちください。お諮りします。

間もなく昼食の時間となりますけれども、本日の日程が全て終了するまで延刻したいと思いますけ

れども、ご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 異議なしと認めます。

それでは、延刻したいと思います。
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政策財政課長、よろしくお願いします。

〇政策財政課長（渡部雄二君） ８ページをお開きください。２款総務費、１項総務管理費、６目財

産管理費３億2,070万円の増額につきましては、24節の積立金でございまして、財政調整基金積立金

につきましては、普通交付税の算定における人口減少対策分を今後の重点事業に充当するため１億

8,000万円を、ふるさと振興基金積立金につきましては一般寄附金及びふるさと納税寄附金合わせま

して449万円を、公共施設等整備再生基金積立金につきましては長期財政計画に基づく積立て及び今

後の公共施設等の整備分として１億3,431万円を、過疎地域持続的発展基金積立金につきましては令

和６年度決算確定による充当残額190万円をそれぞれ積み立てるため増額するものでございます。

続きまして、７目企画費1,199万7,000円の増額につきましては、18節の地域経済循環創造事業補助

金でございまして、歳入でもご説明しましたが、事業者において今年度の事業実施が困難となったた

め1,200万円減額するものでございます。

９ページを御覧いただき、９目電算管理費401万6,000円の増額につきましては、13節のシステム使

用料でございまして、基幹システムの標準化準備に伴うガバメントクラウド使用料の不足見込みによ

り増額するものでございます。

次に、２項徴税費、２目賦課徴収費、11節の手数料100万6,000円の増額につきましては、死亡した

高額滞納者の滞納処分に係る裁判所への相続財産清算人申立て費用について増額するものでございま

す。

10ページをお開きください。４項選挙費、２目会津美里町長及び会津美里町議会議員一般選挙費

201万7,000円の増額につきましては、18節の選挙運動費用交付金でございまして、公職選挙法施行令

改正に伴う会津美里町議会議員及び会津美里町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部

改正により、選挙運動用ビラ及びポスター作成の公費負担分について増額するものでございます。

11ページを御覧ください。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、27節の国民健康保

険特別会計繰出金につきましては、健康保険税の本算定に伴い1,082万8,000円を減額するものでござ

います。

12ページをお開きください。２目障がい福祉費3,286万円の増額につきましては、22節の国庫・県

支出金返還金でございまして、令和６年度自立支援給付事業費等の確定に伴い増額するものでござい

ます。

４目高齢者福祉費871万1,000円の増額につきましては、27節の介護保険特別会計繰出金でございま

して、令和６年度低所得者保険料軽減負担金及び人事異動に伴う人件費としまして754万1,000円を増

額するものでございます。

13ページを御覧ください。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、12節の先駆的民間

プログラム活用事業委託料105万円の増額につきましては、歳入でもご説明しましたが、運動習慣定

着へ向けた事業費に係るものとして増額するものでございます。
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14ページをお開きください。５款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費392万1,000円の増額

につきましては、18節のふくしまならではの畑作物産地づくり推進事業補助金でございまして、歳入

、 、 、でもご説明しましたが 畑作物の新たな産地形成と複合経営による農業経営の安定化を図るため 麦

大豆の収量、品質の向上に取り組む農業者に対して補助金を交付するため298万円を増額するもので

ございます。

15ページを御覧ください。２項林業費、３目林道整備費905万6,000円の増額につきましては、12節

の調査設計業務委託料及び14節の維持改修工事でございまして、歳入でもご説明しましたが、林道大

滝線に架かるへつり橋の落石による破損に伴う修繕工事により増額するものでございます。

17ページをお開きください。７款土木費、２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費620万円の増額に

つきましては、10節の修繕料でございまして、除雪機械のタイヤチェーン肉盛り等に係る修繕料の不

足に伴い570万円を増額するものでございます。

続きまして、２目道路新設改良費、21節の物件移転補償費211万4,000円の増額につきましては、町

道12009号線歩道整備工事支障電柱移設等に伴い増額するものでございます。

19ページをお開きください。９款教育費、１項教育総務費、２目事務局費、12節の行政事務包括業

務委託料530万7,000円の増額につきましては、民間事業者への業務委託により、各学校に配置してお

ります特別支援教育支援員に係る給与分でございまして、町会計年度任用職員と同様の給与処遇とし

ており、昨年12月の給与改定に伴い増額するものでございます。

20ページをお開きください。11款公債費、１項公債費、１目元金３億7,534万8,000円の増額、21ペ

ージを御覧いただき、２目利子181万7,000円の減額につきましては、令和６年度借入額の確定及び決

算剰余金を財源とした繰上償還をするため、それぞれ記載のとおり計上するものでございます。

、 、 、 、次に 12款諸支出金 １項公営企業費 １目公営企業会計出資金2,170万円の減額につきましては

下水道事業会計の期末現金預金見込み増により減額するものでございます。

続きまして、２目公営企業会計補助金の増額につきましては、主に物価高騰対応重点支援地方創生

臨時交付金事業として予算措置をするものです。

提出案件資料34ページを御覧ください。概要説明にてご説明いたします。実施事業名、上下水道基

本料金負担軽減事業（特別会計繰出）であります。事業概要でございますが、物価高騰の影響を受け

た生活者や事業者の支援を目的に、上下水道基本料金を減免し、経済的負担の軽減を図るものでござ

います。

なお、本事業は現在実施しております７月分から９月分までの上下水道基本料金減免事業に引き続

き、国の令和７年度一般会計予備費に伴う推奨事業メニュー分が増額されたことを受け計上するもの

でございます。

事業費といたしましては2,537万2,000円を計上し、支援対象としましては官公署を除く上下水道を

使用されている方でございます。
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支援内容は、令和７年10月分の上下水道使用料基本料金を減免するものでございます。

歳入歳出の説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（大竹 惣君） 説明が終わりました。

これより質疑に入ります。歳入歳出を一括しての質疑はありませんか。

５番、長嶺一也君。

〇５番（長嶺一也君） ４点ほど質問させていただきます。

まず、補正予算書の15ページ、５款農林水産業費、２項林業費、３目林道整備費についてでござい

ます。次に、17ページ、７款土木費、２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費の修繕料でございます。

続きまして、20ページなのですが、９款教育費、６項保健体育費、１目保健体育総務費、続いて３目

学校給食費、この４点につきまして質問させていただきたいと思います。質問内容につきましては、

提出案件資料に基づいて質問させていただきます。

まず、提出案件資料の17ページでございます。林道整備維持管理事業の委託料377万6,000円と工事

、 、 、請負費528万円なのですが 私の経験上 委託料につきましては工事費の約10％程度なものですから

今回のこの委託料の377万6,000円というのは、もう工事費の半額以上の金額になっておりますので、

なぜこのような高い委託料になっているのか、そこら辺確認させてください。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長、鵜川晃君。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ただいまの工事委託費のほうの高額な理由ということでございます

が、その設計の中身としまして、コンクリート補修ということで橋梁に穴が開いております。その補

修をするために、そういった設計を組み入れなければならないということで、これが一番の高額にな

った理由でございます。

〇議長（大竹 惣君） 長嶺議員。

〇５番（長嶺一也君） 高額になった理由なのですけれども、今の理由はちょっとよく分からなかっ

たのですが 私は 設計委託料は通常 工事費の10％前後だと思っているのですが それが370万 50％、 、 、 、 、

以上の設計委託料になっているので、ちょっとなぜこのような金額になっているのか、そこが知りた

いのです。

〇議長（大竹 惣君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 失礼しました。林道設計の場合、通常ですと工事費に対して設計委

託料については、おおむね10％程度が一般的だと認識しております。今回300万円ということで、金

額が通常の設計より高額になった部分としましては、先ほど申し上げたとおり、コンクリート設計で

あったり、あと調査の部分で急な場所がありますので、そういった部分に経費がかかるということで

高額になっております。

〇議長（大竹 惣君） 長嶺議員。

〇５番（長嶺一也君） 分かりました。
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次に、提出案件資料19ページの道路橋梁維持費、修繕料570万、タイヤチェーンの肉盛りというこ

となのですが、これも私の経験上なのですけれども、肉盛りにつきましては、除雪期間中であっても

肉盛りの修繕やっているわけなのですが、なぜ今の時期に肉盛りをしなくてはいけないのか、あとは

修繕しなかった場合、新規で購入するようになった場合、570万ではなくて、どのくらい経費がかか

るのか、その辺ちょっと教えてください。

〇議長（大竹 惣君） 建設水道課長、加藤定行君。

〇建設水道課長（加藤定行君） それでは、お答えいたします。

今回のタイヤチェーンの肉盛りにつきましては、今冬の２月に降った大雪の際、出動回数がかなり

増加した関係で大分チェーンが傷んだところでございます。それで、シーズン前、今現在なのですけ

れども、今冬の除雪に準備するために、現在タイヤチェーンの肉盛りを行うところでございます。

、 、 、 、もう一点なのですけれども タイヤチェーン 新たな分買った場合なのですけれども 新品の場合

買った際、除雪車の大きさに関わりますが、大きさにより、タイヤの大きさも違ってまいります。そ

れで、１台につき65万円から80万円程度、除雪のチェーン代はかかるものでございます。

以上です。

〇議長（大竹 惣君） 長嶺議員。

〇５番（長嶺一也君） 新規購入した場合は、どのくらいの金額になる予定でしょうか。

〇議長（大竹 惣君） タイヤチェーンの新しいやつですよね。

〇５番（長嶺一也君） タイヤチェーンです。

〇議長（大竹 惣君） 今答弁あったと思います。１台当たりの金額は今おっしゃったと思います。

〇５番（長嶺一也君） 分かりました。

ここに歳入予算がないのですが、この修繕料は国、県の補助対象外という理解でよろしいですか。

〇議長（大竹 惣君） 建設水道課長。

〇建設水道課長（加藤定行君） お答えいたします。

一般財源でございます。

以上でございます。

〇議長（大竹 惣君） 長嶺議員。

〇５番（長嶺一也君） 続きまして、提出案件資料20ページの給食センター管理運営事業のことでご

ざいます。まず、歳入、雑入になっているのですが、ふくしま旬の食材等活用推進事業支援金という

ことなのですけれども、なぜ雑入で受け入れるのか、あとは賄材料費なのですけれども、今の補正か

らすれば、秋野菜の購入になろうかと思うのですが、購入先につきましてはどのような考えなのか教

えてください。

〇議長（大竹 惣君） こども教育課長。

〇こども教育課長（猪俣利幸君） お答えいたします。
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なぜ雑入なのかという、まず１点目でございますけれども、近年国、県の補助事業について、民間

事業委託で行われるケースが、結構そういう件数が増えてございます。当事業についても福島県が民

間事業にこの事業を委託し、実施するものであります。実際お金の流れでございますけれども、県か

ら民間事業所のほうに委託料として支払われまして、町には民間事業者からお金を支援金として受け

入れる形になりますので、県からの直接の補助金ではなくて、あくまでも民間事業者からの支援金と

いう形で入りますので、こちらについては雑入ということで受け入れる形になります。

それから、購入先でございますけれども、すみません、食材の購入先というご質問ですよね。購入

先につきまして、これまでも町内事業者とか、町内で調達できないものについては市内、近隣の自治

体のお店から、商店から仕入れているわけですけれども、そういうような既存の今購入先から調達し

たいというふうに考えてございます。

〇議長（大竹 惣君） 長嶺議員。

〇５番（長嶺一也君） 地産地消という目的でありますので、地元の食材を使うような形でお願いし

たいと思います。

あと、次に、生涯スポーツ振興事業なのですけれども、提出案件資料21ページになります。報償費

に激励金58万円計上してございます。これの競技と人数、あるいは団体数につきまして教えてくださ

い。

〇議長（大竹 惣君） 生涯学習課長、小林隆浩君。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） お答えいたします。

競技団体数は２団体でございます。そして、あと人数につきましては、こちらは団体競技になって

います。10名を超える団体、どちらも10名以上を選手は超える団体でございます。

競技につきましては、１つがティーボールという競技でございます。もう一つは、ドッジボールで

ございます。ティーボールといいますのは、ほぼ野球みたいな形なのですけれども、ピッチャーが投

げるのではなくて、置いてあるボールを打って、ソフトボールのような競技をやるというような、そ

ういった競技でございます。

以上でございます。

〇議長（大竹 惣君） ほかにございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） なしと認めます。

これをもって質疑を終了し、議案第50号を終了いたします。

〇議案第５６号の議題、説明、質疑、討論、採決

〇議長（大竹 惣君） 日程第７、議案第56号 町道路線の認定についてを議題といたします。

ここで、当局より内容の説明を求めます。
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建設水道課長、加藤定行君。

（ ） 、 。〇建設水道課長 加藤定行君 それでは 議案第56号 町道路線の認定についてご説明いたします

議案書31ページ、概要説明32ページ、町道路線概要図33ページも併せて御覧ください。概要説明に

てご説明いたします。本案は、町道として認定するため、道路法第８条第２項の規定により、議決を

求めるものであります。

認定の内容につきましては、一般県道会津若松会津高田線から町道12017号線への接続道路として

改良することに伴い、町道13311号線とするものです。路線番号13311、路線名、町道13311号線、起

点、会津美里町冨川字冨岡195番４地先、終点、会津美里町冨川字冨岡190番地先でございます。延長

が96.6メーター 幅員5.0メーター 4.0メーター 5.0メーターにつきましては全幅員を示し 4.0メ、 （ ）。 、（

ーター）につきましては車道幅員を示すものでございます。

説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

〇議長（大竹 惣君） 説明が終わりました。

質疑があればこれを許可いたします。質疑はありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 質疑なしと認めます。

議案第56号については、討論通告がありませんでしたので、これより電子採決システムにより採決

いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンを押してく

ださい。

〔各議員投票〕

〇議長（大竹 惣君） 押し忘れはありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） なしと認めます。

これをもって採決を確定いたします。

賛成全員。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

〇同意第３号ないし同意第９号の議題、質疑、討論、採決

〇議長（大竹 惣君） 日程第８、同意第３号 永井野財産区管理会委員の選任につき同意を求める

ことについてから同意第９号 永井野財産区管理会委員の選任につき同意を求めることについてまで

の７件を一括議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「
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〇議長（大竹 惣君） 質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終了いたします。

同意第３号から同意第９号までについては、討論通告がありませんでしたので、これより電子採決

システムにより一括採決いたします。

、 、同意第３号から同意第９号までについて 原案のとおり同意することに賛成の方は賛成のボタンを

反対の方は反対のボタンを押してください。

〔各議員投票〕

〇議長（大竹 惣君） 押し忘れはありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） なしと認めます。

これをもって採決を確定いたします。

賛成全員。

よって、同意第３号から同意第９号までの７件は原案のとおり同意されました。

〇諮問第２号、諮問第３号の議題、採決

〇議長（大竹 惣君） 日程第９、諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について及び諮問第３号

人権擁護委員候補者の推薦についての２件を一括議題といたします。

お諮りいたします。諮問第２号及び諮問第３号は、お手元に配付しました意見書のとおり答申した

いと思いますが、これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 異議なしと認めます。

よって、諮問第２号及び諮問第３号の２件はお手元に配付した意見書のとおり答申することに決し

ました。

〇総括質疑

〇議長（大竹 惣君） 日程第10、総括質疑を行います。

総括質疑については、まず質疑事項を告げ、その後質疑事項ごとに一問一答方式で行います。総括

質疑は所管ごとの議案順に一括して審議したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 異議なしと認めます。

それでは、認定第２号 令和６年度会津美里町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、

認定第３号 令和６年度会津美里町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定第４号 令和

６年度会津美里町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、認定第５号 令和６年度会津
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美里町住宅用地造成事業特別会計歳入歳出決算認定についてを一括審議に付します。

質疑はありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 質疑なしと認めます。

次に、認定第６号 令和６年度会津美里町水道事業会計決算認定について、認定第７号 令和６年

度会津美里町下水道事業会計決算認定についてを一括審議に付します。

質疑はありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 質疑なしと認めます。

次に、認定第８号 令和６年度永井野財産区特別会計歳入歳出決算認定について、議案第49号 会

津美里町議会議員及び会津美里町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部を改正する条

例、議案第51号 令和７年度会津美里町国民健康保険特別会計補正予算（第１号 、議案第52号 令）

和７年度会津美里町介護保険特別会計補正予算（第１号 、議案第53号 令和７年度会津美里町後期）

高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を一括審議に付します。

質疑はありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 質疑なしと認めます。

次に、議案第54号 令和７年度会津美里町水道事業会計補正予算（第１号 、議案第55号 令和７）

年度会津美里町下水道事業会計補正予算（第１号）を一括審議に付します。

質疑はありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 質疑なしと認めます。

以上で総括質疑を終了いたします。

〇議案の常任委員会付託について

〇議長（大竹 惣君） 日程第11、議案の常任委員会付託についてを議題といたします。

お諮りいたします。本件は別紙審査付託表のとおり各常任委員会に付託したいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 異議なしと認めます。

よって、本件は別紙審査付託表のとおり各常任委員会に付託することに決しました。

〇散会の宣告
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〇議長（大竹 惣君） 以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。

本日はこれで散会いたします。

散 会 （午後 零時３０分）



決 算 特 別 委 員 会

（第 ２ 日）
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令和７年会津美里町議会（決算特別委員会）

第２日

令和７年９月１１日（木）午前１０時００分開議

委員長 櫻 井 幹 夫 君 副委員長 小 柴 葉 月 君

〇出席委員（１３名）

１番 櫻 井 幹 夫 君 ８番 星 次 君

２番 小 柴 葉 月 君 ９番 渋 井 清 隆 君

３番 荒 川 佳 一 君 １１番 鈴 木 繁 明 君

４番 山 内 豪 君 １２番 横 山 知 世 志 君

５番 長 嶺 一 也 君 １３番 横 山 義 博 君

６番 村 松 尚 君 １５番 根 本 謙 一 君

７番 小 島 裕 子 君

〇欠席委員（なし）

〇説明のため出席した者

町 長 杉 山 純 一 君

副 町 長 鈴 木 國 人 君

総 務 課 長 平 山 正 孝 君

総務課課長補佐 関 本 達 君

総 務 課 山 内 俊 喜 君防災消防係長

政策財政課長 渡 部 雄 二 君

政策財政課参事 金 子 吉 弘 君

政 策 財 政 課 栗 城 嘉 則 君課 長 補 佐

政 策 財 政 課 鈴 木 幸 信 君政策企画係長

会 計 管 理 者 児 島 隆 昌 君兼 出 納 室 長

町民税務課長 大 竹 淳 志 君
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町 民 税 務 課 遠 藤 香 君課 長 補 佐

町 民 税 務 課 小 林 正 裕 君生活環境係長

健康ふくし課長 渡 部 朋 宏 君

健康ふくし課 福 田 富 美 代 君主 幹

健康ふくし課
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開 議 （午前１０時００分）

〇委員長（櫻井幹夫君） これから本日の会議を開きます。

決算特別委員会２日目を行います。

それでは、配付いたしました決算書、施策・事務事業質疑表の順に質疑を進めます。なお、１質疑

項目に対し一問一答方式で行い、質疑回数は３回までとします。質疑時間の制限はいたしません。質

疑、答弁とも簡潔明瞭にお願いいたします。

なお、政策名と質疑番号、委員名のみ読み上げます。

政策名１ 「自然に配慮した環境づくり 、質疑番号１番、根本謙一委員の質疑を行います。、 」

根本委員。

〇15番（根本謙一君） では、私の質疑は、施策番号１の１、自然・生活環境の保全、施策評価の４

ページより質疑をさせていただきます。

まず１点目、指標の分析①において、前年度より6.1ポイント減少し、目標値を4.9ポイント下回っ

た理由として多様な要因を述べております。町民アンケートでは、具体的にはどういう意見があった

のか伺いたいと思います。

次、２点目、課題、取組において、10月から一部の製品プラスチック分別回収を開始し、リサイク

ル推進と燃やせるごみの減量化を図っておりますけれども、実績、効果のほどはどうだったのか伺い

たいと思います。よろしくお願いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、町民税務課長、大竹淳志君。

〇町民税務課長（大竹淳志君） それでは、お答えいたします。

１点目の町民アンケートでの具体的な意見につきましては、自然環境が悪化していると感じている

、 、 、 、方のご意見の主なものとしまして 河川や水路へのごみの流入や流水の汚れ 濁り 魚や生物の減少

森林の樹木の立ち枯れや倒木の放置、枝打ちがなされていないなどの管理不足、黄砂の飛来やＰＭ

2.5への懸念、猛暑や線状降水帯の発生等の異常気象などが挙げられております。

２点目の一部の製品プラスチックの分別回収の実績、効果につきましては、これまで燃やせるごみ

として回収していた軟質プラスチックのうち24品目を分別回収することにより、令和６年度推計値で

はありますが、約４トンの製品プラスチックが回収され、燃やせるごみの減量化とプラスチックの再

資源化が図られたものと考えております。

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員、１つずつお願いいたします。

〇15番（根本謙一君） はい。では、１点目の中で伺いたいと思います。

この施策評価シートの分析の内容を見ますと、一部具体的な要因を述べてはおりますけれども、も

う少し町民の声としてどういうところを見て、そういうふうに悪化している、よくなっているとか感

じられないというような、具体的なことが載ってきているのかどうか、そこを確認したかったわけで
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すけれども、今課長の答弁ですと相当具体的なことを述べられておりますから、それが、確認ですけ

れども、アンケートの中でそれは確実に把握できたという受け止めでよろしいでしょうか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 町民税務課長。

〇町民税務課長（大竹淳志君） 町民アンケートの内容でございますけれども、この質問については

漠然とした質問といいますか、かなり広い意味でのご質問とさせていただいておりまして、こちらと

しても指標の成果としての確認というものがなかなか本当にどう考えていらっしゃるのかというのを

つかみづらいところもございまして、お答えの中で感じていらっしゃらない方といいますかにつきま

しては、より詳細にといったところを、感じていらっしゃらない原因等について再度質問させて、ア

ンケートの中でなのですが、質問項目として設けさせていただいて、そちらのほうを分析させていた

だいております。

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） 分かりました。そこまでやってあるならばよかったです。そこまでいかなく

て、ただ所管としての、行政としてのこういうことなのだろうなという想像の範囲の中での分析結果

かなというふうに受け止めたのです、この書き方からして。だから、そこはしっかりフォローすべき

ではないかなという問題意識があったので、問いただした次第です。

そうしますと、それだけ具体的なものを出されて受けられたということは、では次何をすればいい

のかというのはおのずと対策講じやすくなるわけです。そういう認識でよろしいでしょうか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 町民税務課長。

〇町民税務課長（大竹淳志君） より具体的に住民の方から声をいただくということで、ポイントを

絞ったといいますか、実際どういうところが住民の方感じていらっしゃるのかというところに絞って

施策のほうは展開していくような形が取りやすいといいますか、取っていくというようなことで考え

ております。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） では、２点目に参ります。

４トンの回収を得て、減少化は十分図られているということだと思うのですけれども、これ24種類

の分別というのは、これ全体の分別のことですよね、24種類。そこ確認させてください。

〇委員長（櫻井幹夫君） 町民税務課長。

〇町民税務課長（大竹淳志君） プラスチック製品の分別の対象となっている項目なのですが、こち

らについては燃えるごみに含まれていた軟質プラスチックと、あと燃やせないごみ等に含まれている

硬質プラスチックとプラスチック製品でも多くございまして 国で定めているところについては157品、

目程度を定めています。その中で取り組んでいくのに、会津広域としましては軟質プラスチック、燃

やせるごみに含まれているものから取りかかっていくということで、24品目を選定しまして取り組ん
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でいるということでございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） ４トンの回収ということで、ちょっとイメージ的にどのぐらいかというのは

なかなかつかみづらいところあるのですけれども、回収したことによって、この実績は、展望を開く

ものになっていくという実感のほどは、この結果で得られているのでしょうか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 町民税務課長。

〇町民税務課長（大竹淳志君） 今回令和６年度10月からの回収開始したということで、初年度にな

っております。４トンという実績でございますけれども、それが多いのかどうかというところはござ

いますが、まだまだ燃やせるごみの中には混入した分けられる資源物というのが含まれていると言わ

れております。今回４トンではございますが、これが我々のほうでも啓発を行いまして浸透していけ

ば、さらにプラスチック類を分別して出していただけるというようなことにつながっていくと思いま

すので、ここは４トンという数字がどうかというところはございますけれども、今後しっかり進めて

いきたいと考えております。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで質疑番号１番、根本謙一委員の質疑は終わりました。

質疑番号２番、６番、村松尚委員の質疑を行います。

村松委員。

〇６番（村松 尚君） それでは、事業名、生活環境保全事業、事務事業ページ数は５ページの中か

ら質問させていただきます。

活動実績は大きな変化がない中で、成果指標の実績値は低下しています。課題の分析はどのように

されたのかお伺いいたします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 町民税務課長、大竹淳志君。

〇町民税務課長（大竹淳志君） 課題の分析についてでございますが、成果指標の低下の主な要因と

しましては、町民アンケートによる自然環境が悪化していると感じている割合の増加によるものでご

ざいますが、主な理由として河川や水路へのごみの流入、森林の管理不足、異常気象等が挙げられて

おります。同アンケートにつきましては、８割に近い方が環境に気を遣った生活をされているという

結果もございまして、取組の成果については現れてきているのかなと考えております。引き続きごみ

の適正排出、不法投棄の防止の周知啓発、地球温暖化対策等、環境保全意識の向上への取組が必要で

あると考えております。

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 村松委員。

〇６番（村松 尚君） ある程度の一定の分析はされていると思うのですけれども、確かに政策評価

シートの中にも課題の分析載っています。ただし、その中でちょっと気になったのが具体的な要因を

分析することは難しいという表現が出ています。具体的な要因がやはりつかめないと、この課題に対
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する部分、一因はつかんでいるのかもしれない、見ると。一因は分かっているかもしれないですけれ

ども、要因の部分が把握し切れないと、やはり課題解決のほうにはなかなか向かっていけないのでな

いかなというような考えがあるのですけれども、その辺はどうお考えでしょうか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 町民税務課長。

〇町民税務課長（大竹淳志君） 要因の分析でございますが、こちらもアンケート調査の中身ではご

ざいますけれども、より詳細な、効果が出ていないと思われるアンケートの回答も併せていただいて

いるところでございます。そこにつきましてある程度項目が絞られてきますので、そういったところ

を重点に取り組んでいくということで進めてまいりたいと考えております。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで質疑番号２番、村松尚委員の質疑は終わりました。

質疑番号３番、15番、根本謙一委員の質疑を行います。

根本委員。

〇15番（根本謙一君） 施策名、生活基盤の整備、事業名、町営住宅管理事業のところで、決算書ペ

ージ16の土木使用料について伺いたいと思います。

収入未済額について、１点目、５年度より１万7,535円増加しておりますが、原因と理由は何なの

か。

２点目、法令、規則にのっとって一定の徴収努力はなされてきたと思いますが、どのように対応し

てきたのか実態を伺いたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、建設水道課長、加藤定行君。

〇建設水道課長（加藤定行君） それでは、お答えいたします。

１点目の収入未済額が令和５年度より増加した原因につきましては、現年度分住宅使用料の徴収率

が目標の98％に届かなかった点が大きいと考えられます。令和６年度の現年度住宅料の徴収率は

97.8％であり、目標に届かなかった理由としましては、電話や訪問による催促を行ってまいりました

が、出納閉鎖期間までの納入に応じていただけなかったことにございます。

２点目の徴収の実態につきましては、町営住宅家賃等滞納整理事務処理要綱に基づき、滞納整理を

行っております。具体的には滞納月数に応じて段階的に滞納整理を行い、分割納付等による滞納額の

低減を図ってまいりました。特に滞納月数９か月以上、または滞納家賃等が50万円以上となった２件

に対しては、民事調停による分割納付及び滞納時の明渡しを条件に、納付の履行を働きかけてまいり

ました。また、これまで度重なる納付催告等に応じなかった悪質な１件に対しては、令和５年度の訴

訟に引き続き強制執行の申立てを行い、明渡しを実行いたしました。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） １点目で伺います。

原因と理由ということで伺いましたけれども、この98％に届かなかったとか、電話等で対応してと
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いうことを今述べられましたけれども、これは通常の対応で慣例的なというのですか、いわゆる規則

にのっとってやってきているのでしょうけれども、同じ人なのか、新たにこういう方が増えてきてい

るのか、その点はいかがだったのでしょうか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 建設水道課長。

〇建設水道課長（加藤定行君） 滞納者につきましては、同じ人が起こしているものでございます。

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） 同じ人ならば、大変苦しい交渉だったのであるのかなという想像しますけれ

ども、これは当然仕方ないことではなくて、常に規則にのっとって、粛々と事を進めていくしかない

ということに尽きるのかな、そういう受け止めでよろしいのでしょうか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 建設水道課長。

〇建設水道課長（加藤定行君） 今後もこのままではなく、引き続き滞納処理について努力してまい

る所存でございます。

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） ２点目に参ります。

要綱があって、それにのっとって対応してきた実態、それは厳しい、最終的には明渡しの実行まで

いかざるを得なかった実態が述べられました。この監査による審査意見書の中で、これはほかの所管

のことにも係るのですけれども、ここに、収納未済額のところでこのように述べているのです。収納

対策本部のさらなる機能強化を図り、収入確保に向けた取組推進に努められたいと。これが全ての滞

納のところに及んでいる意見だと思います。これが過去を見ますと、５年ぐらい続けて同じような言

い方されているのです。ですから、この機能強化の部分で、所管としては何か可能なことがあるので

しょうか、これ以上のことが。随分やってこられている説明を受けましたので。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員、決算質疑なので、やってきたことのやり取り。それ以上のこと

ってなると、それは先に進んでしまうので、未来の形になりませんか。

根本委員。

〇15番（根本謙一君） つまり過去にも同じこと言われているので、去年は機能強化の部分で何かや

れたのでしょうかという問いただしです。

〇委員長（櫻井幹夫君） やった実績があるかないかでよろしいですか。

〇15番（根本謙一君） そうそう。もちろんそうです。

〇委員長（櫻井幹夫君） 建設水道課長。

〇建設水道課長（加藤定行君） これは、他課におけるところと情報共有等を行った上での徴収事務

等を行ってまいりました。
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以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） ただいまの建設水道課長の答弁は、新たな取組ではなく、同じことの継続

だったという回答でよろしいのでしょうか。

〔何事か言う人あり〕

〇委員長（櫻井幹夫君） 新たな取組はないということでご理解いただきたいと思います。

これで、質疑番号３番、根本謙一委員の質疑は終わりました。

質疑番号４番、８番、星次委員の質疑を行います。

星委員。

〇８番（星 次君） 施策名が１の２、生活基盤の整備で、施策のページ数は10ページでございま

す。１点目、危険空き家について補助金の活用により除却されたとあるが、対応はどのようにしたの

か。

２点目、所有者不明の管理不全空き家の対応や不明者確認をどのように行ったのかという２つの質

問でお願いいたします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、建設水道課長、加藤定行君。

〇建設水道課長（加藤定行君） それでは、お答えいたします。

１点目の危険空き家の除却対応につきましては、空き家等除却推進事業補助金は空き家の除却費用

に対して最大100万円の助成をしております。広報やホームページで周知を図っているほか、固定資

産税の納付書や危険空き家の改善指導の封書に補助金資料を同封し、補助金の活用を働きかけており

ます。この補助金の活用により10件の危険空き家が除却され、そのうち１件が特定空家となっており

ます。また、町に相談はありましたが、補助金を活用せず除却した空き家は３件ありました。

２点目の所有者不明の管理不全空き家の対応につきましては、空家特措法に基づき、不動産登記や

固定資産税の納税義務者で所有者を確認し、指導しております。所有者が死亡している場合は相続人

調査を行い、相続人全員に指導を行っております。また、相続人全員が相続放棄された場合等の相続

人不存在の物件につきましては、対処可能な範囲で町が応急処置を行っておりますが、既に半壊状態

の理由で応急処置の範囲を超えている空き家については、そのまま放置されているのが現状でござい

ます。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 星委員。

〇８番（星 次君） それでは、１番に戻りたいと思います。

補助金で活用した件数が10件というふうな答弁でありましたが、これについて10件は解消したもの

の、まだまだあるのではないかというふうに考えられますが、町ではその件数についてきちんと把握

しているのかお願いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 建設水道課長。
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〇建設水道課長（加藤定行君） 相談があったものについての件数は把握しているところであります

が、その他の件数については把握をしてはございません。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 星委員。

〇８番（星 次君） それで、危険空き家については、町全体では見る限りは相当数あるのです。

この把握についても自治区長会なりに調査を依頼して、やっぱり危険空き家の解消に努めてもらいた

いというふうに考えるのですが、その辺の解消に向けて、もっともっとＰＲしてほしいというふうな

ことは考えるのですが、ＰＲの仕方について間違いは、これでいくのかというふうなことを聞きたい

のですが、その辺どうでしょうか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 建設水道課長。

〔 手挙げているよ」と言う人あり〕「

〇委員長（櫻井幹夫君） 星委員。

〇８番（星 次君） ただ、建設水道課長は答弁できるって手挙げているのです。

〇委員長（櫻井幹夫君） だから、結局これからのＰＲ活動となると……

〇８番（星 次君） いや、これからでなくて、６年度やって……

〇委員長（櫻井幹夫君） 何をやったかでいいのでしょう。

〇８番（星 次君） ええ。それで、これでいいのかということで私聞いているのです。だから、

もう少し工夫したらもっと多くなるのではないかというような部分もあるので、これで満足ですかと

いうようなことを聞きたいのです。

〇委員長（櫻井幹夫君） 満足ですかではなくて、何をしたかでしょう。

〇８番（星 次君） ええ、そう。

〇委員長（櫻井幹夫君） だから、それがよくなかったから、こうしましょうは未来の話なので。

〇８番（星 次君） そう。それでなくて、補助金使って本当によかったのかということで。

〇委員長（櫻井幹夫君） 何をやって、それでよかったかどうかの判定しろということでしょう。

〇８番（星 次君） はい。

〇委員長（櫻井幹夫君） 建設水道課長。

〇建設水道課長（加藤定行君） 予算に関しましては、６年度予定した全ての件数を除却できたよう

な状況にございます。このＰＲ関係なのですけれども、今現在広報活動やらそういうことで行ってい

るところでございますが、今後におきましても自治区長やら十分頼った上で、今回把握に努めてまい

りたいというふうに考えてございます。

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 星委員。

〇８番（星 次君） それでは、２点目、不明者というか、納税管理者ですが、納税義務者等につ
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いていろいろ郵送したり、それから相続人の確認を行ったりして町は努力してきたというふうなこと

で答弁ありますが、今なかなか本当に大変だと思うのです。相続人が相続放棄したりして、そして危

険空き家になったりしているので、やっぱり１番と関連するのですが、これもやっぱり危険空き家に

ならないように努力すべきだと思うのですが、その辺の、今年はそういうふうに何名くらいこの不明

者解消になったのか、その辺分かっている、把握しているならば教えていただきたい。

〇委員長（櫻井幹夫君） 星委員、今年って言ったけれども、今年というのは令和……

〇８番（星 次君） 今年、令和６年度実績で。

〇委員長（櫻井幹夫君） 令和６年の実績。令和７年ではないですよね。令和６年度……

〇８番（星 次君） 決算だから、６年で……

〇委員長（櫻井幹夫君） でいいのですよね。

〇８番（星 次君） はい。

〇委員長（櫻井幹夫君） 建設水道課長。

〇建設水道課長（加藤定行君） それでは、お答えいたします。

特定空家が１件、不良住宅が３件、空き家住宅が６件、計10件という内容になってございます。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号４番、星次委員の質疑は終わりました。

質疑番号５番、６番、村松尚委員の質疑を行います。

村松委員。

〇６番（村松 尚君） 施策名、交通体系の充実、施策ページ数が16ページから質問させていただき

ます。

指標の分析②では、坂下厚生総合病院便の実証実験により、不便を感じる町民の割合が減少してい

るとありますが、その根拠をお伺いいたします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 建設水道課長、加藤定行君。

〇建設水道課長（加藤定行君） それでは、お答えいたします。

坂下厚生病院便実証実験により、不便を感じる町民の割合が減少したとする根拠につきましては、

令和６年度の町の公共交通施策において、具体的なサービス向上、拡充につながる取組として、長年

利用者からニーズのあった坂下厚生病院便実証事業の開始があったため、これまで実現できなかった

区域外運行の試みを肯定的に捉え、それが一つの要因ではないかと分析したものでございます。

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 村松委員。

〇６番（村松 尚君） そうしますと、これは格段アンケート等の実施とかでの数値は反映されてい

ないというような感じですか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 政策財政課長、渡部雄二君。
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〇政策財政課長（渡部雄二君） お答えいたします。

こちらにつきましては町民アンケートの結果でございまして、不便を感じる方が8.6％いたという

ことでございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号５番、村松尚委員の質疑は終わりました。

質疑番号６番、３番、荒川佳一委員の質疑を行います。

荒川委員。

〇３番（荒川佳一君） それでは、施策名、交通体系の充実、事務事業名、道路新設改良等事業、事

業の実績 （１ 、事業等の推移において、国庫支出金が減少した理由は何か伺います。、 ）

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、建設水道課長、加藤定行君。

〇建設水道課長（加藤定行君） それでは、お答えいたします。

国庫支出金が減額した理由につきましては、国庫支出金の大部分を占める町道12009号線歩道整備

事業において、令和５年度は現年分繰越分を含め、用地購入補償費などの事業が集中したこと、令和

６年度事業の本工事用地購入補償において繰越しが生じたことが減額の理由となります。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 荒川委員。

〇３番（荒川佳一君） これ一般財源の割合がかなり増えているのです。先ほど答弁ありましたよう

に、用地代と、あと補償費ということなのですが、たしか補償費とか何かは補助対象になるかと思う

のですけれども、何でそのとき補助対象にはならなかったのか、その点確認します。

〇委員長（櫻井幹夫君） 建設水道課長。

〇建設水道課長（加藤定行君） 先ほど答弁でもお答えしましたが、補償関係の事業が令和５年度に

集中したがために、令和６年度部分につきましては繰越し等の部分のみ残った関係で、さほど金額が

集中しなかったものでございます。

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 荒川委員。

〇３番（荒川佳一君） そうすると、繰越しをして、補助金のほうは補助金該当しなくて、それを繰

り越してしまったということではないのではないですか。ということではないですか。そうではなく

て、繰り越ししたものについては補助対象になるということなのでしょうけれども、その点は最初か

ら補助対象にしないということで事業を進めたのでしょうか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 建設水道課長。

〇建設水道課長（加藤定行君） 補償金に関しましても、全て補助対象事業費となってございます。

ただ、額のほうが金額的に令和５年度等に集中した関係で、令和６年度に関してはさほど額が生じな

かったということでございます。

以上です。
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〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号６番、荒川佳一委員の質疑は終わりました。

質疑番号７番、７番、小島裕子委員の質疑を行います。

小島委員。

〇７番（小島裕子君） 交通体系の充実のことで質問させていただきます。

２月の予想を超える豪雪により、通行不能箇所や会津坂下―高田線の交通障害が生じた。

①、冬期間の安全確保への課題は。

②、課題に対して見えてきた対策はあるのか。よろしくお願いいたします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 建設水道課長、加藤定行君。

〇建設水道課長（加藤定行君） それでは、お答えいたします。

１点目の冬期間の安全確保への課題につきましては、除雪オペレーターの確保であり、今年２月の

大雪では除雪、排雪作業が大変困難を極め、対策体制のさらなる充実が望まれると受け止めてござい

ます。

２点目の課題に対して見えてきた対策につきましては、安定的な除排雪体制を維持するために除雪

オペレーターの確保に努めるとともに、これまでも降雪前に計画的に実施している町道の事前確認、

点検、補修の実施、道路パトロール等による危険箇所の早期発見、さらには除雪管理システム活用に

よる委託業者との連携により効率的かつ安全な除雪を実施することであると考えてございます。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 小島委員、１つずつお願いします。

〇７番（小島裕子君） ２つに分かれていますけれども、今オペレーターの確保が課題であるという

ふうに述べられましたが、それ以外にやっぱり聞いてきた話ですと雪を寄せる場所というのですか。

ただ単に道路を除雪するというのですと、例年の除雪であればそれで問題なくできたのかなと思うの

ですけれども、今回の豪雪のように本当に予想をはるかに超えた場合、今までですと空いている土地

なりに雪を除雪させていただいているということで間に合っていたというところも今回は、今回聞き

たかったのは会津坂下―高田線がまず主な箇所なのですけれども、本当にあそこは町民の方からかな

り要望があって、本当に毎日のように除雪が間に合わないという話をいただいていたので、オペレー

ター確保もあるのかもしれないのですけれども、あそこの街道に、高田線関しての課題に対して対策

がもう見えてきたのかなというところなのですけれども。

〇委員長（櫻井幹夫君） 小島さん、県道だ。できない。範囲外。

〇７番（小島裕子君） 大変失礼しました。町道に関してもやっぱりかなり新鶴の村中は、屋根と屋

根が本当に隙間なく並んでいるようなところもありまして、本当に通行止めになっている箇所が何か

所か見受けられたのですけれども、それというのはやっぱりオペレーターが増員されれば解消される

というふうに捉えてよろしいのでしょうか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 建設水道課長。
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〇建設水道課長（加藤定行君） 雪の量に係るものなので、押す場所がないものに関しては、さらな

る排雪等の作業を加えてまいりたいと考えてございます。

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 小島委員。

（ ） 、 、〇７番 小島裕子君 排雪ということで さらなる排雪を考えていくということなのですけれども

それに対してはある程度確保ができる見込みがあるのでしょうか。

〇委員長（櫻井幹夫君） それは先の話になってしまいますね、見込み。これあくまでも令和６年度

の決算なので。小島委員の質問は、オペレーターの確保によって解消できたのかという内容だと私は

捉えたのです。それに対して、オペレーターの数の回答がなかったので、その回答いただければいい

のかというふうに取ったのですが、いかがでしょうか。

小島委員。

〇７番（小島裕子君） 数もいただきたいと思いますし、それによって解消できるのかというところ

を改めて。

〇委員長（櫻井幹夫君） 解消できるのかではなくて、できたのかですよね。

〇７番（小島裕子君） できたのかです。

〇委員長（櫻井幹夫君） ですよね。

〇７番（小島裕子君） うん。

〇委員長（櫻井幹夫君） 建設水道課長。

〇建設水道課長（加藤定行君） 今回の２月の豪雪につきましては、補正予算等を行いまして、排雪

の補正を行いました。それでもって委託して、排雪したところでございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 小島委員。

〇７番（小島裕子君） ②番に関しましても、内容的には同じ対策ということなので、オペレーター

ということで伺いましたので、これで終わります。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号７番、７番、小島裕子委員の質疑は終わりました。

以上で政策名１ 「自然に配慮した環境づくり」に関する質疑は終了しました。、

ここで説明員入替えのため、10時50分まで休憩いたします。

休 憩 （午前１０時４１分）

再 開 （午前１０時５０分）

〇委員長（櫻井幹夫君） 再開します。

政策名２ 「安心で安全な暮らしづくり 、質疑番号８番、３番、荒川佳一委員の質疑を行います。、 」

荒川委員。

〇３番（荒川佳一君） それでは、防災・消防体制の充実です、施策名。質問２点ほどございます。
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まず、１点目、指標の分析、①、出前講座における啓発、啓蒙活動を何地区実施し、新規設立に至

ったのか。

２問目、自主防災組織は、新規設立に向け、どのようなＰＲを行ったのか。２点伺います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、総務課長、平山正孝君。

〇総務課長（平山正孝君） それでは、お答えさせていただきます。

１点目の出前講座の実施地区につきましては、４地区と２組織に対しまして１回ずつ、計６回実施

いたしました。また、新規設立については２団体でございました。

２点目の自主防災組織の新規設立に向けてのＰＲにつきましては、春の区長会総会時や職員の出前

、 。講座において 自主防災組織の必要性や自主防災組織設立支援補助金等の説明を行ってまいりました

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 荒川委員。

〇３番（荒川佳一君） では、１点ずつ質問いたします。

先ほど４地区で２団体ということで聞きました。それで、自主防災組織なのですが、の率が今かな

り低いということで、出前講座だけではちょっと難しいのではないかなと。それで、それ以外に、出

前講座以外には何か行ったのか、それを確認します。

〇委員長（櫻井幹夫君） 荒川委員、自主防災組織のほうは、何か２つ目の質疑項目のように読み取

れるのですが。

（ ） 、 、 、〇３番 荒川佳一君 まず １点目の自主防災組織ということで 指標の分析ということですので

その中に自主防災組織の新規成立に向けたということでありますので、それの質疑ということになり

ます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 失礼しました。

すみません。荒川委員、再度質疑いただけますか。

〇３番（荒川佳一君） それでは、もう一度申し上げます。

自主防災組織率が低いので、出前講座だけでは難しいのではないかなと。増やすのが難しいのでは

ないかということで、それ以外に、出前講座以外に何をやったのか、それを確認したいのです。

〇委員長（櫻井幹夫君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 出前講座以外に何をＰＲとして行ったのかということですが、２問目の

ところでもお答えさせていただきましたが、春の区長会総会時に区長様宛てにこういったＰＲ、自主

防災組織の必要性等を説明させていただきました。

〇委員長（櫻井幹夫君） 荒川委員。

〇３番（荒川佳一君） それでは、２問目に移りたいと思います。

これ大切さなど、一応ＰＲする方法なのですけれども、先ほど課長言ったように春の総会でという

ことを聞きました。それだけ、あとはないですか。その分だけで、あとはないですか。一応確認しま
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す。

〇委員長（櫻井幹夫君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 答弁させていただいたとおり、春の区長会総会時と、あと要望のあった

地区に対しての出前講座ということでございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 荒川委員。

〇３番（荒川佳一君） そのＰＲの仕方について課題は何かなかったのか、反省点とか何かありまし

たら答えてください。

〇委員長（櫻井幹夫君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 反省点という形で、出前講座、広報紙に一覧になって、防災関係の内容

という形で載っていますが、別途広報の半ページでもいいですから、活用した、自主防災組織の必要

性等を掲載すればよかったかなという点の反省はございます。

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号８番、荒川佳一委員の質疑は終わりました。

質疑番号９番、６番、村松尚委員の質疑を行います。

村松委員。

〇６番（村松 尚君） それでは、事務事業ページ数、22ページ、防災・消防体制の充実より質疑さ

せていただきます。

成果指標②について、分析では防災意識の低下が要因としていますが、町では防災訓練や広報紙等

での啓発活動を行っています。ほかに要因は考えられないのかお伺いいたします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、総務課長、平山正孝君。

〇総務課長（平山正孝君） お答えさせていただきます。

災害等の発生に対する備えができている割合が前年度と比べて6.8ポイント減少した要因につきま

しては、地震や水害などの災害経験が乏しく、大きな災害もなかったことから、防災意識が薄れてき

たのではないかと分析したところです。ほかの要因としましては、防災への意識はあるものの、防災

備蓄品等を準備する負担が大きいことが考えられます。防災に対する備えとして備蓄品等の購入が必

要であると認識はしていても、生活必需品とまではいかないため、購入するまでには至らないことが

一因ではないかと考えているところでございます。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 村松委員。

〇６番（村松 尚君） ありがとうございます。

この防災意識に関しては、昨年ですと、まだ年度は５年度でしたけれども、１月１日に能登半島地

震があって、ちょうど年度をまたぐような形で昨年入っていくような形だったのです。それを考える

と、もう東日本大震災より10年以上たっていますけれども、当時小さかった子どもたちも大きくなっ
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てきて、確かに防災意識、そういった意味での地震や災害に対する意識という部分は低下しつつある

のかなと思います。ただし、昨年そういった、他県ではありますけれども、比較的近県の中でそうい

った災害もありました。そういったことを踏まえて、やっぱり６年度の中でもう一度啓発活動を、有

事の際の備えに対してそういった広報活動をすることができたのではないかなと思うのですけれど

も、その辺いかがでしょうか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 広報関係において、そういった広報は実際的にしていなかったというの

はございます。反省としては、やはりそういった部分も行っていくことが必要かなということとして

捉えてはおります。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号９番、村松尚委員の質疑は終わりました。

質疑番号10番、８番、星次委員の質疑を行います。

星委員。

（ ） 。 、 。〇８番 星 次君 施策名は前任者と同じであります それで ページ数も22ページであります

災害の発生に対する備えができている割合が前年度から6.8ポイント減少しており、指標の分析では

災害経験が乏しく、大きな災害も少ないことから、防災意識が薄れてきていると分析しています。防

災意識を高めるために防災訓練を実施したとあるが、意識高揚につながったのかということでお願い

します。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、総務課長、平山正孝君。

〇総務課長（平山正孝君） お答えさせていただきます。

防災意識を高めるために行った防災訓練が防災意識の高揚につながったかにつきましては、防災訓

練を通して防災意識が高まったと捉えているところでございます。令和６年度は夜間の災害を想定し

た初めての訓練でしたが、赤留地区や松沢地区をはじめ、訓練に参加された住民の方々や関係団体の

方々には、実際に訓練を通じて災害時の対応を体験していただいたことで防災に対する意識の向上に

つながったものと受け止めております。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 星委員。

〇８番（星 次君） 年１回で、そこについては高まったかもしれません。しかしながら、町全体

と考えるには6.8ポイントやっぱり減少しているのが事実なので、この年１回の防災訓練だけでなく

て、もっと防災意識を高めるためにはいろんな手段があると思うのです。１つには消防団の夜間の広

報でも防災意識を高めることもできるし、いろんな機会を捉えてできると思うのですが、その辺のも

う少し防災意識を高めるために、自主防災だけでなくて、やっぱり町民に対してとか、児童生徒に対

しての防災意識を高めるための出前講座等もやったことがあるのか、その辺聞きたいのです。

〇委員長（櫻井幹夫君） 総務課長。
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〇総務課長（平山正孝君） ６年度においての児童生徒等に対する講座の実績はございません。

〇委員長（櫻井幹夫君） ほかの消防等の、何かほかの例はございますか。

総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） すみません。小学校は行わなかったのですが、高田中学校において１回

実施しております。あと、ほかの団体等ということですが、自主防災組織に絡めて２団体ですか、先

ほど前の委員の方にもご説明しましたが、２団体に対して実施したところでございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 星委員。

〇８番（星 次君） 分かりました。質問等をやったおかげでこういう回答が出てきたので、もっ

、 、ともっとできるように 防災意識を高めるためにやっていただきたいということは考えておりますが

これで質問は終わりたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 申し訳ございません。私の答弁の中で１か所訂正をさせていただきたい

と思います。昨年度初めて夜間訓練を高田地区で行ったと申し上げましたが、申し訳ございません。

初めてではございませんでした。その前の年に新鶴地区で行っておりますので、初めてというのを削

除お願いいたします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 質疑番号11番、15番、根本謙一委員の質疑を行います。

根本委員。

〇15番（根本謙一君） 施策名、防災・消防体制の充実、事業名、災害対策事業について伺います。

事務事業評価シートのページ数40です。まず、１点目、高田地域における夜間災害を想定した一般

住民参加による町防災訓練実施の目的と内容について。

２点目、その成果と課題はどうだったのかが２点目。

３点目、Ｂ自主防災組織の設立数で目標値を28組織とし、実績値は20組織であります。目標値は具

体的な地域、地区を想定しての設定なのか伺います。

４点目、新規設立が進まない課題はどのように考えているのか伺いたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、総務課長、平山正孝君。

〇総務課長（平山正孝君） それでは、お答えさせていただきます。

１点目の高田地域における夜間災害を想定した一般住民参加による町防災訓練の実施目的につきま

しては、職員にあっては夜間における災害発生による参集から対策本部の運営方法、避難所設営、運

営等に係る訓練、住民の方については夜間の見えにくい状態での避難することを体験し、地域や家庭

で課題について考え、共有していただくことで一人一人の防災力向上を図るものというものでござい

ます。訓練の内容としましては、町として災害対策本部の設置、運営訓練、情報伝達訓練、避難所の

開設訓練、住民による避難訓練のほか、関係機関による炊き出し訓練、救急通報訓練、土のう積み訓

練を実施いたしました。
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２点目の防災訓練の成果につきましては、参加地区は松沢地区、赤留地区合わせて65名の住民の方

々にご参加いただき、夜間の訓練における注意点や各地区における危険箇所の再確認など、実際の行

動を通じて多くの気づきが得られたものと考えております。防災訓練の課題につきましては、若い世

代の参加率が低かった点が挙げられます。今後は全ての世代の住民がより参加しやすく、実践的かつ

効果的な訓練となるよう工夫を重ねながら、地域全体の防災力向上につなげてまいりたいと考えてお

ります。

３点目の自主防災組織の具体的な地域、地区を想定した目標値の設定につきましては、この設定に

ついては具体的に地区、地域を想定したものではございません。あくまで全域です。

４点目の新規設立が進まない課題につきましては、大規模災害が発生していないことに伴う防災意

、 、 、 、 、識の希薄さ 担い手不足 地域住民の高齢化 核となるリーダーの不在 地域コミュニティの希薄化

設立手続の煩わしさなどが考えられております。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） １点ずつ、では伺っていきます。

目的、内容を了解しました。改めてですけれども、本当に目的にしろ内容にしろ有意義なことで取

り組んだなというのがうかがい知れました。問題は終わった後です。これだけのある意味地域を巻き

込んで大がかりな訓練をしたわけですので、その後の総括はどのようにされてきたのでしょうか。つ

まり行政側だけではやりやすい総括と想定します。ただし、住民と一緒になってこうだったね、ああ

だったねという再確認の意味の総括はされたのか、どうだったのか伺いたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員、①の質疑は目的と内容となっておりまして、②がその成果と課

題となっております。今の総括という質疑ですと②、成果、課題につながるものではありませんか。

〇15番（根本謙一君） いや、それは前段です。その次に、ではやったかやらないか聞いたらやらな

かった、あるいはやった。２番目に、では成果と課題はどのように確認し合いましたかというところ

を聞きたいのです。問題は、住民が絡んでいるか絡んでいないかを聞きたいのです。１番で住民が絡

んでいますよね、これだけ夜。ましてや夜ですから。

〇委員長（櫻井幹夫君） そうしますと、①の目的と内容とありますので、内容としまして住民が絡

んでいたのかという質疑でよろしいでしょうか。

〇15番（根本謙一君） いや、実際住民は絡んでいますから。

では、分かりました。では、２点目の質疑ということで、移っていただいて結構です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 住民が参加して、どういう評価、あと総括を行ったのかという点につき

ましては、実際のところ参加していただいた住民の方にアンケート等は行っていないのが実際です。

その場に来て参加していただいて、その場で職員のほうがどうでしたかといった話を聞き取っている
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という形だけですので、正式なアンケートとか、そういった形のものではございません。ただ、参加

した方は、いい経験ができたということは耳にしているところでございます。

あと、全体的な総括については、町としての総括としては、こういう点は次に向けて改善する必要

があるねという部分は行っているところでございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） では、今の点ですけれども、きちっと参加者、住民全体にそれは伺うべきこ

とであったのではないかなというふうに思います。現場で個々にちょっと伺ったぐらいでは住民の声

をしっかり受け止めたということには、成果としてはなかなか言いづらいところがあるのではないか

なと。やっぱり参加者に再度再確認の意味で、行政と一緒になってどうだったかというのは一緒に検

、 。 、証する これは必要ではなかったかなというふうに思います 今後のことを聞きづらいですけれども

そこはしっかり考えていただく必要があるのではないかなと思いますけれども、認識のほどを伺いた

いと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 反省点といたしまして、やはり参加者の方、誰が出るということがちょ

っと確認が取れていないので、どういった形でどういう感じだったかというか、どういうふうに感じ

られたかという聞き方等についても今後検討する必要はあるかなというふうに思っております。自治

区長さん等が関わっておりますので、そういった区長さんを通した形での何か確認方法がないかとい

うことは内部でもちょっと話はしたいなと思っていたところでございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） ３番に入ってください。

〇15番（根本謙一君） では、３番参ります。

目標値の具体的な地域、地区の想定はなしというふうにおっしゃいましたけれども、ではこの目標

値28というのはどこから出てきた数字なのでしょうか。地域的に少なくともここあったほうがいいよ

ね、将来的なことを考えても、ここには組織としてしっかりつくられていったほうがいいのではない

かというそもそもの捉え方があっての数字かなと思ったので 確認したかったわけです なぜこの28と、 。

いう数字なのか伺いたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） まず、６年度の目標値の28につきましては、５年度の目標28に対して新

規設立がゼロということで、目標値を下げるというのもいかがなものかということで、そのまま28と

いうのを継承した形でございます。当初どういう形でこの目標値設定したかという部分につきまして

は、ちょっと今手元に資料がございませんので、申し訳ございません。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） そこはしっかり捉えておくべきではないかなと思います。適当にということ

ではなかったのでしょうけれども、やっぱり多分に想定して捉えているのではないかなと私は前向き
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に見ました。そのためには集中してレクチャーしていく、あるいは啓発していくということは必要だ

と思います。今の６年度の実績でやってきたこと聞きますと、出前講座は要望があってやることです

よね。要望がなければそれだけ意識が高まっていないということになりますし、この組織づくりはや

はり行政側から積極的に仕掛けていくと言うと失礼ですけれども、啓発していく、意識の高揚を図っ

ていくということがポイントだと思われるので、そこはしっかり押さえて取り組んでいくべきではな

かったかというふうに思います。最後にそこのところ伺っておきます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 町のほうとしても、対応できた部分もあったかなというふうに反省して

おります。今後に生かしていきたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） ４点目も少し３番目とダブってくるのですけれども、いろいろなことを課題

を課長が述べられております。すごく理解できます。しかし、だからって仕方ないねでこのままいっ

ていいわけではないので、６年度だったと思いますけれども、今集落にそもそもそういう人材も含め

て人口が減ってきている中で、広域的に大きなくくりの中でできないかとか、いろいろ模索していた

かと思います。そういうことでも可能性は出てくるのか。出なかったらどうすればいいのかっていろ

、 。 、いろ考えてはいると思うのですけれども その辺の認識はどのように持っていますか ぜひこの低迷

数の増えないままでずるずるいっていいわけではないです、ここは。やっぱりいろんな例を添えなが

ら、もしものときはここではこういうことがあり得るということをもっともっとアピールをしたほう

がいいのではないか。ましてやハザードマップがこれから出てくるわけですから、なおさらそれを契

機に考える必要があるのではないかなと。６年度の場合のことを踏まえて、まず認識を伺っておきま

す。

〇委員長（櫻井幹夫君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 自主防災組織の広域的な取組という点でございますか。自治区長会の総

会のときにも１地区１団体という説明はしていないのです。２地区で１団体、３地区で１団体、そう

いうつくり方もありますよ、補助もそういう形で出せますよというご説明はさせていただいておりま

。 、 。す 町が誘導して設置するという形は なかなか広域的なものに対しては難しいのがあると思います

地区間でやはり共同で取り組まないかとかという形の意見のまとめとかがないと、やはり難しいのか

なというふうに現実感じているところであります。今後の課題としては十分捉えているところでござ

います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

（ ） 、〇15番 根本謙一君 もう一つの課題であろうと思うのが設立時の補助だけで終わっていますよね

補助。これがよその事例見ますと、結構継続的にいろいろ取り組んで意識の高揚を図っているという

事実、事例もあります。そういうことを６年度は検討してみたのか、どうだったのか。最後にそこの
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ところ伺います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） ６年度の時点で設立時の補助だけという部分については、課題としては

捉えているところでございます。７年度の話になってしまうと未来形に……課題として捉えていると

ころで、翌年度十分検討するというふうにしていたところでございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号11番、根本謙一委員の質疑は終わりました。

質疑番号12番、６番、村松尚委員の質疑を行います。

村松委員。

〇６番（村松 尚君） 事務事業ページ数で41ページ、消防団員活動事業よりお伺いいたします。

指標の推移では、消防団員の充足率低下が進んでいます。要因の分析をお伺いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、総務課長、平山正孝君。

〇総務課長（平山正孝君） お答えさせていただきます。

消防団員の充足率の低下の要因につきましては、消防団員について、条例定数850名に対して毎年

度数名、一桁台から20名程度減少して、条例定数に対する充足率については対前年比で２ポイント減

となっております。充足率については、複合的な要因により低下してきていると考えております。

まず、第１に団員の高齢化に伴う退団の増加が挙げられます。若年層の人口自体が減少しており、

退団に対する新規入団が追いついていない実態があります。

第２に、仕事との両立の難しさが挙げられます。消防団活動は、平日、夜間、休日にも及ぶため、

職種や勤務形態によっては消防団活動を理由に仕事を休むことが難しい場合があります。そのため消

防団員の確保や維持が年々困難になっております。

第３に、条例定数そのものが現在の地域の人口規模や消防活動全般に必要な人数と乖離している可

能性も考えられます。今日の実情と合わなくなっていることで、見かけ上の充足率が低下している側

面も否定できないと考えているところでございます。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 村松委員。

〇６番（村松 尚君） 消防団員の方々にとっては、様々なアンケート、また団員の活動に関しても

そういったアンケートを基に内容、少しでも消防団活動がしやすいような環境づくりというのは物す

、 、ごくやっぱり見ていて感じるのですけれども 今ほど課長のほうからお話いただいた３点に関しては

おおむね昨日、今日始まった話ではなくて、もうここ数年ずっと同じような理由が続くのかなと思い

ます。６年度の中で新たな、それ以外で何か課題というか、そういった気づきみたいなのという部分

を捉えるようなこと、また捉えるような機会、感じたようなことというのはなかったのかお伺いしま

す。

〇委員長（櫻井幹夫君） 総務課長。
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〇総務課長（平山正孝君） やはり各自治区の規模がちょっとずつ小さくなってきているというのが

１つあると思います。そのため班の維持ができない。そのために昨年度班の統合という試験的な部分

にも取り組んできております。どうしても今の状態ですと、大体定数に対して団員数が89％ぐらい。

ずっとここ３年、４年ぐらいそういった状況でございます。団員数も減って、定数に対して89ぐらい

という形なので、全体的な人数はある程度、率合は変わらないのですけれども、全体的に縮小してき

ているということがありますので、班の統廃合は必要なのかなというところで、課題として捉えてい

るところでございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 村松委員。

〇６番（村松 尚君） そういった課題部分がもう見えてきているという部分、また団員数、高齢化

が進んでいるという現状を見ると、積極的に今まで課題を抽出してきたものをやっぱり年度内であっ

ても、その課題解決に向けてやっぱり取り組むという部分も大事だと思うので、その辺何らかの、年

度通り越してではなくても、やはり年度中であっても、その課題に対してできることがあれば、やは

り少しでも取り組む必要性もあるのかなと思うのですけれども、最後にその部分だけちょっとお伺い

します。

〇委員長（櫻井幹夫君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 改善の取組という部分、６年度において、やはり町単独ではできないも

のがございます。どうしても消防団活動、消防団という一つの組織がございます。組織のほうと協議

しながら進めていると、進めてきたというところでございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号12番、村松尚委員の質疑は終わりました。

質疑番号13番、３番、荒川佳一委員の質疑を行います。

荒川委員。

〇３番（荒川佳一君） 施策名、交通安全・防犯体制の充実、事業名、防犯対策事業、決算書60ペー

ジです。防犯灯設置事業補助金でございます。これも２点ございまして、まず１点目、防犯灯設置の

要望は事前に把握していなかったのかお聞きします。

２点目、歳出予算執行状況に関する説明書に要望件数に対し、申請数が少なかったため、不用残が

生じたとあるが、申請数が少ない理由をお聞きいたします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、総務課長、平山正孝君。

〇総務課長（平山正孝君） お答えさせていただきます。

１点目の要望の事前把握はしているのかにつきましては、防犯灯設置事業補助金につきましては、

前年度中に各自治区長を通じて設置計画書の提出を依頼し、その内容に基づき要望数を把握している

ところでございます。

２点目の申請数の少ない理由についてでありますが、補助金に係る予算措置については自治区長か

らの要望分104灯、令和５年度実績を基にした緊急修繕分と追加申請分等の66灯、合計で170灯分を計
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上したところであります。実際には前年度に調査した自治区長要望分の94％に当たる98灯分が申請さ

れたものの、修繕や追加申請に係る分については21灯にとどまったため、その差分が不用残となって

しまったところでございます。各自治区の運営予算の都合により前年度に要望した数よりも少なくな

ったことや、ＬＥＤへの切替えが進んだことによって、修繕や追加要望などが少なくなったことが要

因かなというふうに考えているところでございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 荒川委員。

〇３番（荒川佳一君） １点目は分かりました。

２点目、ちょっとお聞きします。これ申請を取り下げたのはいつ取り下げたのか、その１点だけ確

認します。

〇委員長（櫻井幹夫君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 申請の取下げということですが、実際にはこれ各自治区長さんが前年度

でこれぐらい計画していますよというのをいただいているところでございます。設置計画書の提出と

いうことなので、申請はされていないので、実際６年度は本当に必要な数字が上がってくるというこ

となので、計画との差ということになります。申請は、あくまで計画の数字ではなくて、実際に設置

することになった、切替えすることになった灯数で申請されております。なので、取下げというもの

はございません。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号13番、荒川佳一委員の質疑は終わりました。

質疑番号14番、15番、根本謙一委員の質疑を行います。

根本委員。

〇15番（根本謙一君） それでは、施策名、交通安全・防犯体制の充実、事業名、交通安全対策事業

のところで伺います。

ここで、委員長に許可をお願いしたいことございます。②のところで、交通安全対策事業で側道の

白線消耗、摩耗についての対応したところあるのかというふうに伺っておりますけれども、この部分

は所管が別だということが質疑表の調整後に分かったことなので、建設課のほうだということが分か

ってきたので、この部分は削除をお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。

〇委員長（櫻井幹夫君） はい、結構です。

〇15番（根本謙一君） それでは、１点お伺いしたいと思います。

活動実績のところで自治区長等からの要望に基づき、対応した旨が述べられております。100％実

施されているということなのかどうか伺いたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、総務課長、平山正孝君。

〇総務課長（平山正孝君） 自治区長の要望に対応できていたかという点につきまして、まずカーブ

ミラーにつきまして、自治区長等からの要望に基づき現地で確認を行い、設置場所について自治区長

と協議し、前年度要望により予算措置を講じた分については全て対応を完了しているところでござい
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ます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） 予算を講じたところは実施した。それはいいのですけれども、要望があった

中でも予算化されないことがあるみたいではないですか、今の答弁だと。それは、来年度はちょっと

予算化難しいとかあるようなふうに受け止めますので、とにかく区長から要望上がったものは全て基

本的に受け入れているのか、実施されているのかというところを伺ったのです。

〇委員長（櫻井幹夫君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） あくまで要望、緊急時の対応という形のものをまた別個にやっておりま

す。例えばカーブミラーが割れてしまったので、対応してほしいとかという部分については、例えば

の話ですけれども、そういったものは緊急時の対応という形でやっている。通常、原則は前年度に要

望を取って、それに対して予算措置をして新規のものをつける、交換をするという形の対応だったの

で、そういう形の答弁をさせていただきました。緊急時の対応ということで、対応も設置、もしくは

現状、先ほども申し上げましたが、現地を確認した中でここにつけることは難しいとか、そういった

形で自治区長さんと協議をした上で、全てをつけると、新しくするとかという形ばかりではなく、ち

ゃんと協議をして、自治区長さんの了解を得て、対応は全てさせていただいているというところでご

ざいます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） 確認できました。

どうしてそれが、私この質疑を出したかというと、今委員長にお願いして削除した２番の部分、こ

れを含めてあったわけです。なので、100％かと。そこまでなかなか目届かない部分もあるだろうか

ら、もしかしたらということでこれ出した経緯がございます。ですので、そこにこだわって100％や

ったのかというところを再度確認したかったわけです。今の説明で一定程度了解できましたので、こ

れで質疑終わります。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号14番、根本謙一委員の質疑は終わりました。

以上で政策名２ 「安心で安全な暮らしづくり」に関する質疑は終了しました。、

ここで説明員入替えのため、11時40分まで休憩いたします。

休 憩 （午前１１時３５分）

再 開 （午前１１時４０分）

〇委員長（櫻井幹夫君） 再開します。

政策名３ 「健やかで人にやさしいまちづくり 、質疑番号15番、７番、小島裕子委員の質疑を行い、 」

ます。

小島委員。
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（ ） 、 、 、 、 、〇７番 小島裕子君 それでは 施策名 保険体制の充実と医療の確保 事業名 感染症対策事業

ページ数が52ページになります。質疑させていただきます。

①、ＨＰＶワクチン接種は429件であるが、対象者数は何人か。

②、条件付延長者の数は何人か。

③、対応はどのように行ったのか。よろしくお願いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、健康ふくし課主幹、福田富美代君。

〇健康ふくし課主幹（福田富美代君） それでは、小島委員の質疑にお答えいたします。

１点目のＨＰＶワクチンの接種対象者数は1,126名です。

２点目の条件付延長者の数は40名です。

３点目の条件付延長者への対応については、令和７年２月に高校１年生に接種勧奨を通知するとと

もに、３月に町広報紙及び町ラインでキャッチアップ接種の１年延長について周知いたしました。

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 小島委員。

〇７番（小島裕子君） 対象者が1,126名ということと、あと条件付延長者が40名ですが、６年度に

行われなかった方はどのくらいいらっしゃったのかは分かりますか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 健康ふくし課主幹。

〇健康ふくし課主幹（福田富美代君） 行われなかったというご質問でありますが、申し訳ありませ

ん。接種者数、実際接種した数を申し上げます。接種した方については191名になっております。で

すので、全体対象者数1,126名に対して17％の接種者となります。

〇委員長（櫻井幹夫君） 小島委員。

〇７番（小島裕子君） 17％ということで、令和７年度に向けて、接種者数を増やすための行った取

組をお聞かせください。

〇委員長（櫻井幹夫君） 小島委員、令和７年度の取組ですか。

〇７番（小島裕子君） 向けて、６年度中に行った。

〇委員長（櫻井幹夫君） ７年度に向けて、６年度に行った取組。

〇７番（小島裕子君） 個人的な通知も出されたとは思うのですけれども、広報紙とかという今答弁

がありましたが、もう少し接種者数を上げるために何かまだ考えていることとか、７年度に向けて６

年度に行った取組をもう少し具体的に。

〇委員長（櫻井幹夫君） 健康ふくし課主幹。

〇健康ふくし課主幹（福田富美代君） 今ほどの再度のご質疑にお答えいたします。

当初キャッチアップ接種というところで、広く周知が必要だというところで対象者にも通知を差し

上げたところではありますが、国においてもＣＭ広報で広く周知されたかと認識しております。しか

し、町としては役場庁舎正面玄関入り口にありますサイネージを活用して周知、掲載を行っておりま
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す。また、先ほどの答弁と繰り返しにはなりますけれども、広報紙、ラインにより周知を行ったとい

うことになります。

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 小島委員。

〇７番（小島裕子君） 結構です。ありがとうございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号15番、小島裕子委員の質疑は終わりました。

質疑番号16番、５番、長嶺一也委員の質疑を行います。

長嶺委員。

〇５番（長嶺一也君） 施策評価の46ページでございます。子育て支援の充実でございますが、成果

指標についてですが、令和５年度と比較しまして①は増加しておりますが、②は減少しております。

相関的に増減は一致すると考えますが、指標の分析の内容をもう少し具体的に説明していただきたい

と思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、健康ふくし課主幹、福田富美代君。

〇健康ふくし課主幹（福田富美代君） ５番、長嶺委員の質疑にお答えいたします。

成果指標の①は、町民アンケートにおいて18歳未満の子どもがいる方からの回答、②は３歳児健康

診査時に実施しております健やか親子21のアンケートの結果をそれぞれ指標としているため、増減は

一致しなかったものです。

指標の分析の①につきましては、20歳未満から70歳以上と幅広い町民の方から回答をいただいてお

りまして、子育てしにくいと感じている理由として子育て家庭の経済的負担の軽減対策が足りないと

回答した方が最も多く、また児童クラブ待機児童解消を求める声を多くいただいていることから、こ

のように分析したものです。

②につきましては、まさに現在子育てしている方からのアンケート結果によるものでありますが、

この地域で子育てをしたいと思わない理由については設問がないため把握しておりません。しかしな

がら、子ども服販売店がない、小児科専門医院がないことが不安との声があったことから、このよう

に分析したところです。

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 長嶺委員。

〇５番（長嶺一也君） 具体的な説明ありがとうございます。

指標の①の部分なのですが、依然として経済的支援を求める声が多くあるということなのですけれ

ども、それにつきまして具体的にどのような対応を行ってきたのかお伺いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 健康ふくし課主幹。

〇健康ふくし課主幹（福田富美代君） これにつきましては、引き続き子育て支援サービスについて

周知をしてまいりました。それぞれの児童の乳幼児健診等において、ネウボラガイド等を利用した町
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のサービスの紹介でありましたり、乳児訪問、各戸訪問時に様々な町のサービスについて周知を努め

てきたところであります。

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号16番、長嶺一也委員の質疑は終わりました。

質疑番号17番、５番、長嶺一也委員の質疑を行います。

長嶺委員。

〇５番（長嶺一也君） 引き続き施策評価の46ページでございます。全国的に待機児童数問題が取り

上げられている中で、本町においては待機児童数がゼロで推移しております。国で定める職員配置基

準を満たす保育教諭者数をどのように確保したのか、また職員の処遇はほかの自治体より優れている

のか、自己評価について伺います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、健康ふくし課長、渡部朋宏君。

〇健康ふくし課長（渡部朋宏君） それでは、お答えいたします。

、 、 、保育教諭の確保につきましては 保育者のニーズを早期に把握し 円滑な受入れ態勢を整えるため

４月当初の入園受付を前年９月から開始しております。また、母子健康手帳の交付時に職場復帰の時

期や入園予定に関するアンケートを実施しまして、新生児に係る保育需要の早期把握に努めておりま

す。町立こども園では、正職員で不足する部分につきまして会計年度任用職員を採用するほか、外部

への委託を行っております。受託事業者においては、職員採用に当たり、各種求人媒体の活用や人材

紹介会社等との連携、潜在保育士への働きかけなど人員の確保に取り組んでおり、私立こども園にお

いても同様の取組を行っているところでございます。

次に、保育教諭の処遇につきましては、正職員と会計年度任用職員の給与は、町条例等に基づき支

給をしております。また、受託事業者においては独自に設定しているものであり、他の自治体と比較

することは難しいところでございます。町としましては、受託事業者が保育教諭の確保と継続した勤

務ができるよう、処遇改善を考慮した委託料を支払っております。また、私立こども園に対しまして

も公定価格に基づく処遇改善加算に加え、延長保育や一時預かり等に係る人件費の一部を補助してお

ります。

以上になります。

〇委員長（櫻井幹夫君） 長嶺委員。

〇５番（長嶺一也君） 処遇についてなのですけれども、課題に対する取組の中で借り上げ社宅制度

等の支援制度活用を促したという記載になっているのですが、促したということは実績はなかったと

いうことで理解してよろしいでしょうか。

〇委員長（櫻井幹夫君） こども教育課長。

〇こども教育課長（猪俣利幸君） 町といたしましては、社宅借り上げの、こういうような民間への

助成を行ってございます。実際町内には認定こども園ひかりがございますけれども、そちらのほうへ
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行って、やっぱりこちらのほうで使って、こういうようないろいろな補助金ありますよというような

制度の利用の働きかけを行った結果、実績はないということでございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号17番、長嶺一也委員の質疑は終わりました。

。 、 、 。お諮りします ここで 昼食のため午後１時まで休憩したいと思いますが ご異議ございませんか

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇委員長（櫻井幹夫君） 異議なしと認め、午後１時まで休憩いたします。

休 憩 （午前１１時５２分）

再 開 （午後 １時００分）

〇委員長（櫻井幹夫君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

政策名３ 「健やかで人にやさしいまちづくり 、質疑番号18番、６番、村松尚委員の質疑を行いま、 」

す。

村松委員。

〇６番（村松 尚君） それでは、子育て支援の充実、施策ページの46ページより質疑させていただ

きます。

指標の分析①では、一因に経済的支援を求める声が多くあるとしているが、経済的支援には限りが

ある。具体的にはどのような視点での経済的支援が求められているのかを伺います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、健康ふくし課主幹、福田富美代君。

〇健康ふくし課主幹（福田富美代君） ６番、村松委員の質疑にお答えいたします。

成果指標①については、町民アンケートによる結果であり、18歳未満の子どもがいる方の中で子育

てしやすい環境の町だと思わない、どちらかといえば思わないと答えた方29名のうち、子育て家庭の

。 、経済的負担の軽減が足りないと感じていることが一番多く挙げられておりました 自由意見等も含め

具体的な内容は不明であります。しかしながら、町こども計画策定に当たりまして、事前のアンケー

ト調査の結果において、子育てする上で必要、重要だと思う支援として保育や学校費用の軽減が就学

前、就学児童の保護者からの各回答が60％を超えており、またこども・若者調査では、これからの若

者のために必要な取組として、お金の心配をすることなく学べる、進学、塾に行く、学べるように支

援するが51.9％となっています。このことから、就学等に係る経済的支援が求められているものと分

析しております。

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 村松委員。

〇６番（村松 尚君） 町としての取組は、非常に子育てしやすい様々な制度、他町村に比べても十

分充実はしていると思うのですけれども、ただし指標を出す上でどうしてもやはり依然としてという

文章から読み解くに、前々から結局はそれが要因の一つにずっとあるのかなと思います。実際この課
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題を分析した上で、経済的支援というのはどこまでいっても、考えてみても切りがない話なのです。

そうすると、経済的支援の部分でできることという部分はもう限られてきますから、そうすると結局

それ以上のことというのはなかなか数字に反映しにくい。もう少し、やはりそのような６年度のアン

ケートなんかを受けると、どうしてもやっぱりどこが悪いのかという課題が、はっきりした部分が分

かりにくい。こっちで読み解くしかないというような感じも受けるのです。所管としてやっぱりアン

ケートの結果の分析が入るときに、どうしても自分で書くという欄がないからなのか分かりませんけ

れども、どうしてもやっぱり課題の本質的な部分に入り切れないのではないかなと思うのですけれど

も、アンケートを基にどうしても数字化する上では分析のアンケートの在り方という部分もやはり６

年度、今回取って、やはり改善の余地があるのではないかなと分析なんかはされたのでしょうか、６

年度内で。

〇委員長（櫻井幹夫君） 健康ふくし課主幹。

〇健康ふくし課主幹（福田富美代君） 今ほど村松委員のおただしに関してなのですが、６年度中に

はちょっと検討してはいないところであります。しかしながら、町独自、子育て支援の独自として、

令和５年４月から創設しました子育て支援支給、さらには国の制度になりますけれども、６年10月か

ら児童手当の改正がありまして所得制限も解消されて、広く経済的、児童手当としても充実している

ところであります。これを踏まえて、今後しっかりアンケートの中身もやっぱり見直すべきだと考え

ているところでございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 村松委員。

〇６番（村松 尚君） 最後になりますけれども、やはり依然としてということは、過去からずっと

このようなアンケートの中でやはり経済的支援という、求める声がずっとあったというアンケートが

出ていて、ただしその詳細の部分まではなかなか入り切れない。ですけれども、町のほうではこうい

う部分で必要だろうという部分の施策は打ってきている。そういった部分を考えると、やはりもう少

し突っ込んだ課題分析というものをする上で、やはり６年度しっかりその課題を捉えて所管として取

り組んでいただきたいと思います。答弁は結構です。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号18番、村松委員の質疑は終わりました。

質疑番号19番、15番、根本謙一委員の質疑を行います。

根本委員。

〇15番（根本謙一君） ３の３、子育て支援の充実のところで、今ほどの同僚委員と同じところで質

疑したいと思います。施策ページ数46。

それでは、成果指標①、子育てしやすい環境の町だと思う人の割合において、実績値が伸び悩んで

おり、同水準で推移しています。その要因を２点述べられております。課題としての対策はどのよう

にしてきたのか、まずお伺いしたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、健康ふくし課主幹、福田富美代君。
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〇健康ふくし課主幹（福田富美代君） 15番、根本委員の質疑にお答えいたします。

指標の分析において、実績値が目標値に達しなかった要因として挙げました経済的支援を求める声

が多くあること、児童クラブの待機児童の解消の２点についてでありますが、まず１点目の経済的支

援については、町独自施策として引き続き新生児へのおむつ券給付や小中学校入学時や中学校卒業時

に子育て支援金支給などに取り組み、令和６年10月より拡充された児童手当や子ども医療費の無償化

などについて丁寧に説明し、支援につなげてまいりました。しかしながら、町民アンケートの結果か

ら、依然として経済的支援を求める声が多くあると捉えたものであります。

２点目の児童クラブ待機児童の解消については、場所の確保と支援員の確保が必要であるため、ま

ずは活動場所について教育委員会や当該校との協議、承諾を得まして、早期に場所の確保に努めまし

た。また、同時に支援員確保について事業委託先に依頼するとともに、募集についても町内全戸に募

集チラシを配布するなど連携し、取り組みましたが、結果的に応募はなく、年度内の待機児童の解消

はできませんでした。

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） それでは、もう少しお尋ねしたいと思います。

経済的支援、確かに依然としてあるという言葉のとおり、以前からこのことは言われてきています

けれども、今述べられて答弁されたように独自策も含めて、国の支援が拡充してきているという事実

もございます。それ以上のことができるとはなかなか考えにくいところはあるのですけれども、特段

６年度にこの点について検討はしていない旨の同僚委員の答弁であったかと思いますけれども、そこ

は確認しておきたいと思います。まだ対策は探れるというふうに思っておられるのかどうなのか。私

は、今各自治体でもう横並びです、子育て支援策は。そこの中で我が町は率先してやってきたことは

間違いない。それは、誰しもが認めていることと思います。でも、ここに至ってはというところもあ

ります。成果報告書の②のように、高水準でこの地域で子育てをしたいと思う親の割合も90％以上事

実あるわけですから、ここのそごをどう縮めていくかというのも一つの知恵の出しどころかなと思う

ので、６年度ここまで踏み込んだ検討は本当にされていなかったのか、考えていなかったのか伺いた

いと思います。

それから、次の課題、支援員確保ですけれども、努力されてきている事実は私も確認しております

ので、分かっております。ですから、このぐらいの支援員が必要だということは、もうその前年には

ある程度つかむことはできる、今統計的になっていますよね。だから、早めの手だてと取りかかりと

してできなかったのかどうなのか、そこを伺いたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 健康ふくし課主幹。

〇健康ふくし課主幹（福田富美代君） 今ほどの根本委員の質疑のまず１点目についてなのですが、

新たな経済支援策としては６年度の、先ほど繰り返しになりますけれども、子育て支援金の支給、さ
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らには10月から拡充された児童手当というのがございましたので、またこれを踏まえまして、今実際

やってきていることをさらに今後にもしっかり継続してつないでいくという意味で、町のこども計画

策定の経済的支援施策としまして、関係課と併せて経済支援策について項目で上げているところでご

ざいます。ですので、今後に向けてしっかり町民の声というのを政策に反映できるような、新たなち

ょっと検討というところは６年度中にはしておりませんでしたが、今後についてはしっかり当然やる

べきことと認識しているところでございます。

あと、２点目の早期の取組というところで、やはり児童クラブ、令和６年度から健康ふくし課所管

に替わりましたが、申込みというのは確かに事前に前年度に行っているものでございます。しかしな

がら、やはり社会情勢もありますが、６年度の新１年生について本郷学園、または宮川については前

年より多く新入生がおりました。ほかの２校については減少しながらも、要望としては広く児童クラ

ブ入所を希望される方がやはり多くあるということはしっかり認識していたところですので、やはり

今後そういった反省も踏まえまして、今後次につながるような形でしっかりやってまいりたいと考え

ております。

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） 初めの部分ですけれども、しっかりやるべきだという認識はお持ちになって

いるということを確認できたので、それを見守っていきたいと思います。これは、可能な限りやっぱ

り取り組むべきだと思いますので、確認させていただきました。

後半の支援員確保の部分ですけれども、前もって、少なくとも１年前には大体把握できるというこ

とも言われましたから、今後に向けてしっかり生かされていくと。支援員が確保できなくて、いわゆ

る待機児童がまた生まれましたというようなことがないようにすべきでありますから、ここはしっか

り取り組んでいただきたいと。再度の確認をさせていただきたい。

〇委員長（櫻井幹夫君） 健康ふくし課主幹。

〇健康ふくし課主幹（福田富美代君） 再度の根本委員のおただしについてですが、しっかり次年度

の入所状況を、要望、町民のニーズをしっかり把握しまして、早期の取組に改善してまいりたいと考

えております。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号19番、根本謙一委員の質疑は終わりました。

質疑番号20番、６番、村松尚委員の質疑を行います。

村松委員。

〇６番（村松 尚君） 事業名、子どものための教育・保育給付事業、事務事業ページ数の85ページ

です。子どものための教育・保育給付費の年間支出額について、指標の推移Ｂにおいて目標値と実績

値に開きがありますが、要因の分析を伺います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、こども教育課長、猪俣利幸君。
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〇こども教育課長（猪俣利幸君） お答えいたします。

子どものための教育・保育給付金につきましては、国が教育、保育の提供に必要と認めます公定価

格に基づき算定した額を町内及び町外の私立の保育施設に対し、支払っているものでございます。当

給付金の令和６年度の目標値の設定に当たっては、令和５年度の公定価格を基に算定いたしまして設

定しておりましたが、昨今の人件費高騰の中、令和６年の公務員給与改革を受けた民間保育士の処遇

。 、改善を目的とした公定価格が約10.7％と大幅に引き上げられたところであります これに伴いまして

私立保育施設への給付費支払い額も増額となり、目標値と実績値に差異が生じたものでございます。

以上であります。

〇委員長（櫻井幹夫君） 村松委員。

〇６番（村松 尚君） そうしますと、確認ですけれども、公定価格が10.7％上がったということで

の上昇ということでよろしいのですね。確認だけさせてください。

〇委員長（櫻井幹夫君） こども教育課長。

〇こども教育課長（猪俣利幸君） そのとおりでございまして、令和５年度の目標値の設定の段階か

ら公定価格については３回ほど改正されてございます。全体の上昇率が全体で10.7％となってござい

ます。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号20番、村松尚委員の質疑は終わりました。

質疑番号21番、２番、小柴葉月委員の質疑を行います。

小柴委員。

〇２番（小柴葉月君） 事業名、児童クラブ管理運営事業についての質疑です。

支援員確保の観点からキャリアアップ処遇改善に取り組んだとのことですが、どのような効果があ

ったのでしょうか。

例年課題であった離職率について伺います。

児童の健全育成及び保護者の就労支援の観点から、利用者の声を聞き、運営の質を高めていくこと

は欠かせないと考えますが、利用者の声を伺う機会は設けているのでしょうか。

利用者からはどのような意見が届いているのでしょうか。伺います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、健康ふくし課主幹、福田富美代君。

〇健康ふくし課主幹（福田富美代君） ２番、小柴委員のご質疑にお答えいたします。

１点目のキャリアアップ処遇改善の効果については、経験年数や役割によって賃金に加算されるた

め、支援員の働きがいの向上や児童クラブの安定的運営に一定程度効果があると考えております。ま

た、研修受講も要件の一つとなっていることから、児童への適切な対応や支援員の自己研鑚につなが

っているものと捉えております。

２点目の離職率は７％です。

３点目の利用者の声を伺う機会については、指定管理者受託事業者においてアンケートを実施して
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いますが、町から利用者に直接伺うアンケートは実施しておりません。

４点目の利用者からの意見については、感謝の言葉も多くありましたが、運営と職員の改善等につ

いて要望があり、改善すべき点については事業者に適切に対応するよう指導したところです。

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 小柴委員。

〇２番（小柴葉月君） １点目から再質疑させていただきます。

役割と、あと勤務年数で所得に影響が出てくるというふうにあったのですが、ちょっと具体的に役

割ってどんなものがあるのかというのと、あと勤務年数、何年連続で勤務しているとこれぐらい上が

るのですよというのがあれば教えてください。

もう一点ありました。あと、研修もありますとおっしゃっていたのですけれども、これはあくまで

、 。もキャリアアップ処遇に該当する人 つまり連続で勤務した人しか研修は受けられないのでしょうか

お願いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 健康ふくし課主幹。

〇健康ふくし課主幹（福田富美代君） まず、１点目の経験年数、役割についてでありますが、この

キャリアアップ処遇改善につきましては３段階ございまして、まず放課後児童支援員として、初任者

研修も要件となっておりますが、こちらが単価でいうと１万円の金額になっております。また、中堅

者研修ということで、経験年数５年以上の放課後児童支援員を対象としておりまして、こちらの中堅

者研修を受講した者についてはさらにプラス１万円、さらに経験年数10年以上、所長的立場という形

にはなりますが、こちらの専門研修を受講しているというところでプラス１万円ということで、それ

ぞれ支援員の初任者研修を受けた方であれば月額１万円、５年以上の方については２万円、経験年数

10年以上かつ所長的立場ということであれば、月額３万円というキャリアアップの処遇改善になって

おります。

、 、研修については 連続して継続して支援員活動している人だけなのかというところにつきましては

児童クラブの支援員に雇用されている方、実際携われている方が研修の対象となっているところでご

ざいます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 小柴委員。

〇２番（小柴葉月君） ３段階あるということで分かりました。

所属していれば研修受けれますという話だったのか、ちょっと聞き取れなかったのですが、キャリ

アアップしたい人、つまり１年、５年、10年勤めている人だけしか受けれないのか。新人、それに該

当しない人たちも研修は受けられる期間があるというお話なのか、そこだけお願いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 健康ふくし課主幹。

〇健康ふくし課主幹（福田富美代君） まず、放課後児童クラブに携わる方ということで、事業所に

雇用される方全員が対象ということではなく、やはり放課後児童支援員としての有資格となる研修を
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受講して支援員となられた方がそれぞれ資質向上の研修である中堅研修、専門研修の受講の対象とな

るものでございます。

以上です。申し訳ありません。

〇委員長（櫻井幹夫君） 小柴委員。

〇２番（小柴葉月君） 分かりました。

２点目に行きます。７％というふうにおっしゃっていたのですが、これ正直私聞いて多いのか少な

いのか分からなくて、どういうふうに７％というのを分析しているのかということと、あとはキャリ

アアップ処遇改善のシステムというか、事業の影響があったのかどうかお願いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 健康ふくし課主幹。

〇健康ふくし課主幹（福田富美代君） まず、７％ということですが、実際雇用をしているのは委託

先の事業所の雇用になるので、今回の質疑をいただきまして、ちょっと調査させていただいた結果で

はございます。離職者数の実人数で申し上げますと、３名の方がいらっしゃったということになりま

す。キャリアアップ処遇改善が一応影響ないのかということについては、全く影響はないものと考え

ております。

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 小柴委員。

〇２番（小柴葉月君） キャリアアップ処遇改善のシステムを導入している理由の一つとして、やっ

ぱり離職しないようにという目的がありますというふうに以前答弁の中でおっしゃっていたときあっ

たのですけれども、今回令和６年度で３名お辞めになったというお話ですが、もしちゃんと把握して

いるのであれば、離職の原因が職場環境がどうだったなのか、それとも完全に自己都合なのか、それ

ともお給料がという話なのか、ちゃんとそこを把握していないとやっぱりこちらで用意しているキャ

リアアップ処遇改善のシステムって多分生きてこないので、そこの離職の原因を把握しているかどう

かお願いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 健康ふくし課主幹。

〇健康ふくし課主幹（福田富美代君） 今ほどのおただしですが、離職の理由は把握していないとこ

ろでございます。しかしながら、キャリアアップ処遇改善の対象となっている職員の離職率は０％と

なっております。

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 小柴委員。

〇２番（小柴葉月君） では、３点目です。町直ではやっていないけれども、委託先でアンケートな

どは実施しているという話でしたけれども、その内容は町に共有はされているのでしょうか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 健康ふくし課主幹。

〇健康ふくし課主幹（福田富美代君） 今ほどの質疑にお答えいたします。
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。 、 、アンケートの内容は把握しておりません しかしながら ちょっと年度は替わってしまうのですが

６年度のアンケート結果を踏まえてちょっと相談をいただいたのが令和７年度に入ってありましたの

で、それに合わせてそういった内容を把握したところではございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 小柴委員。

〇２番（小柴葉月君） 共有していなかったというお話なのですけれども、それはなぜなのかなと思

って、アンケート調査をやっているということは分かっていたけれども、その結果は別に町で把握す

る必要はない、もしくは把握できないなのか、ちょっと把握、要するに共有をしていない理由があれ

ば教えてください。

〇委員長（櫻井幹夫君） 健康ふくし課主幹。

〇健康ふくし課主幹（福田富美代君） 再度のおただしではありますが、把握する必要がないという

ことは考えておりません。そういった町民ニーズというものもしっかり把握して、政策に生かすとい

うところもあるので、今後についてはしっかりそういった内容も把握しつつ、今後に生かせるような

形で対応してまいりたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 小柴委員。

〇２番（小柴葉月君） では、最後４点目になります。利用者から意見何点か届いているというよう

な、いい意見も、改善の余地がある意見も届いていますよということだったのですけれども、これは

委託先ではなくて、町に直接電話なりが来たのか教えてください。

〇委員長（櫻井幹夫君） 健康ふくし課主幹。

〇健康ふくし課主幹（福田富美代君） 今ほどの再度の質疑でありますが、町に直接ではなくて、ア

ンケート結果を確認しての答えになっております。申し訳ありません。各委託先のほうが利用者、保

護者に対するアンケートの結果を確認しての答弁となっております。

〇委員長（櫻井幹夫君） 小柴委員。

〇２番（小柴葉月君） 分かりました。全体を通して、少なからず改善を求める声というのがありま

したということを聞けたので、３点目のところの答弁のところでアンケートをやっているけれども、

把握していなかったと。だけれども、これからはちょっとそれを視野に入れていくよなんて答弁あっ

たので、ちょっとそこに期待をしております。答弁は結構です。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号21番、小柴葉月委員の質疑は終わりました。

質疑番号22番、６番、村松尚委員の質疑を行います。

村松委員。

〇６番（村松 尚君） 事業名、児童クラブ管理運営事業、事務事業ページ、90ページです。指標の

、（ ） 、 。推移の中 ２ のほうで待機児童数が増えてきていますが 要因の分析についてお伺いいたします

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、健康ふくし課主幹、福田富美代君。

〇健康ふくし課主幹（福田富美代君） ６番、村松委員の質疑にお答えいたします。
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保護者の共働きや定年延長等による祖父母の就労世帯の増加により学童保育のニーズが高まり、ま

、 。た高学年児童の利用希望が増加傾向にあったことから 待機児童が多く発生したと分析しております

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 村松委員。

〇６番（村松 尚君） 児童クラブの待機児童に関しては、職員がいればある程度の解消、また年度

内での解消という部分もできる内容なのかなと思うのですけれども、その辺の対策について再度お伺

いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 健康ふくし課主幹。

〇健康ふくし課主幹（福田富美代君） 再度のご質問でございますが、６年度については年間を通し

。 、 、てそれぞれの事業所において雇用の募集をされておりました さらに 町としてもいろんな方向から

こういったことで人の確保ができないかどうかというようなちょっと動きもしたところだったのです

が、実際お勤めしたいという方がおられなかったというところで、６年度については待機児童の解消

に至りませんでした。しかしながら、今後においても、しっかり一人でも多く待機児童が減るような

形で、一緒に連携を取りながら取り組んでまいりたいと考えております。

〇委員長（櫻井幹夫君） 村松委員。

〇６番（村松 尚君） 最後にお伺いします。

雇用に至らなかった理由は、一番要因としては何があるとお考えでしょうか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 健康ふくし課主幹。

〇健康ふくし課主幹（福田富美代君） やはり様々な雇用形態がまず一番大きいかと思います。放課

後児童クラブの活動そのものについては、学校が終わった後、午後からまた夕方にかけてということ

で短時間であること、やはりしっかり働きたい方については児童クラブだけではちょっと生計のほう

が維持できないということもあるかと思います。しかしながら、やはり今現在働いている方の中でも

配偶者の扶養に入っている範囲内であるとか、様々な働き方の、雇用形態の方がいらっしゃいます。

そういったところで、しっかり国で定める基準、児童の数に対して支援員配置は何人という基準を確

保するためにはやはりある程度の人数が必要であるというところが現状にあります。そういったとこ

ろで、ちょっと待機児童がなかなか解消できないというところはありますけれども、今後については

しっかり連携して取り組んでまいりたいと考えております。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号22番、村松尚委員の質疑は終わりました。

質疑番号23番、15番、根本謙一委員の質疑を行います。

根本委員。

〇15番（根本謙一君） 同僚委員と同じ事業名です。児童クラブ管理運営事業についてです。同質的

な質疑になりますので、委員長の許可をいただいて、②、③の質疑は削除したいと思います。やめた

。 。 、 。いと思います ①の部分だけ伺いたいと思います 迷惑かけて申し訳ないですが お願いいたします
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それでは、活動実績において、支援員の確保のため、事業者にキャリアアップ処遇改善のための業

務委託を行ったとありますけれども、内容的にどういうことなのか教えていただきたい。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、健康ふくし課主幹、福田富美代君。

〇健康ふくし課主幹（福田富美代君） 15番、根本委員の質疑にお答えいたします。

キャリアアップ処遇改善については、支援員の働きがいやクラブの安定的運営のため、経験年数や

役職により支援員の賃金に加算するものであります。そのため児童クラブ運営業務を受託している事

業者と契約し、支援員賃金に加算し、支給した実績を対象としているものでございます。

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） キャリアアップのための処遇改善ですから、賃金に関して加算する、そうい

う報酬アップになるわけです。そのためにどんなようなことを、研修とか、勉強とか、どんなことを

。 、業務委託したのですかということを聞きたかったのです 何か先ほどの同僚委員に対する答弁ですと

１年目、５年目、10年目とかありますけれども、そのタイミングでしかそれに関われないということ

を聞いたので、なお少し疑問を持つところでありますので、まずその研修の内容を伺いたい。

業務委託ってありますけれども、これ事業所に依頼して、そういう機会を設けたということだと思

うのですけれども、今までどのぐらいの人数がここに参加されたのかも併せて伺いたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 健康ふくし課主幹。

〇健康ふくし課主幹（福田富美代君） 再度のおただし、ご質問にお答えいたします。

、 、 、まず 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業ということで 児童クラブに関連する事業で

県の補助メニューとしてあるものでございます。こちら放課後児童健全育成事業を行う者に対して、

支援員の賃金改善に必要な経費の補助を行うことによりまして、経験等に応じた放課後児童支援員の

処遇の改善を促進しまして、もって児童の安全、安心な居場所を確保するということが目的となって

おります。これを踏まえて、やはり特異的な勤務形態にはなっているものの、やはりしっかり本人の

研修を受けたキャリアアップ、自己研鑚を踏まえつつというところで、それに対して研修を受講して

の要件によって、１万、２万、３万という事業所に対する助成をするということの補助事業となって

いるものでございます。これを踏まえまして、最終的にはやはり最低賃金等も見直し今されている、

年々上がっている現状も踏まえまして、しっかり支援員の賃金確保というところで、町のほうも予算

につなげていかなければいけないのかなというところで、支援員確保に努めていかなければいけない

と考えているところでございます。

、 、研修の内容については 県で行っております資質向上研修というものが毎年行われておりますので

、 。こちらのほうを各事業所のほうに投げかけまして 積極的な受講を推進しているところでございます

中身についてはズーム研修、集合研修ということで、それぞれの初任者、中堅、専門研修、それぞれ

３回ないし４回の日程を組んで、そちらを受講していただくという中身になっております。
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それで、人数というところなのですが、令和６年度の受講状況については、初任者研修については

３名、中堅研修については２名、専門研修２名ということで、７名の方が受講しております。

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） 中身が大分分かってきましたので、しっかりそういう方面の研修、勉強はさ

れていることなのだなという確認できました。県の主導でやっているということなので、その点は安

心できるところなので、分かりました。

先ほど同僚委員の質疑の中で、キャリアアップの研修を受けた中での離職率はゼロであるというこ

とがありました。その効果、成果が１つそれで読み取れる部分だなというふうに、ここで納得はでき

ました。今後これは、積極的にこの制度に浴していくべきだなというふうに思いましたので、一層の

努力を期待したいと思います。いずれにしても支援員の確保はやっぱり喫緊の課題でありますので、

しっかり取り組んでいくべきだということを申し上げておきたいと思います。答弁は結構です。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号23番、根本謙一委員の質疑は終わりました。

以上で政策名３ 「健やかで人にやさしいまちづくり」に関する質疑は終了しました。、

これで説明員入替えのため、13時55分まで休憩いたします。

休 憩 （午後 １時４３分）

再 開 （午後 １時５５分）

〇委員長（櫻井幹夫君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

政策名４ 「元気と賑わいのある産業づくり 、質疑番号24番、３番、荒川佳一委員の質疑を行いま、 」

す。

荒川委員。

〇３番（荒川佳一君） 施策名、農業の振興です。ページは64ページになります。実績値として農産

物に取り組んでいる農家数が増えていない。農作物に付加価値をつけ、農産物加工をする農業者を確

保するため、どのような取組をしたのか伺います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、産業振興課長、鵜川晃君。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 荒川委員の質疑にお答えいたします。

農産物の加工に取り組む農業者を確保するために、新商品開発や商品のリニューアルに取り組む農

業者に対し、農産物販路拡大推進事業補助金の交付をして支援しております。

なお、事業の周知については、町ホームページや農事組合長を通じて補助金のチラシを配付し、周

知を図っております。

〇委員長（櫻井幹夫君） 荒川委員。

〇３番（荒川佳一君） 例えば新規認定農業者とか何かに支援しまして確保するような、そういった
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。 、 。ようなことを６年度には行わなかったのか 認定農業者とか新規就農者 その点ちょっと確認します

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ただいまの新規就農者、または認定農業者に対して支援をしなかっ

たのかという質疑でございます。一部新規就農者につきましては、商品のリニューアルの部門で支援

をしてございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 荒川委員。

〇３番（荒川佳一君） 行動を起こしたのですけれども、それができなかったということで反省点と

か何かというのはありますか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ６年度中に相談をいただきまして、事業展開できるかどうかという

ことで相談をいただきました。そのうち３件につきましては相談で終わってしまったという経過がご

ざいますが、そのうちそのほかに１点、先ほどの新規就農者に対してリニューアルの事業展開をさせ

ていただいたことで、新たな確保というところにはつながらなかったということで、その点について

は事業を展開はしたのですが、新たな確保にはつながらなかったということであります。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号24番、荒川佳一委員の質疑は終わりました。

質疑番号25番、長嶺一也委員の質疑を行います。

長嶺委員。

〇５番（長嶺一也君） 引き続き施策名、農業の振興につきまして質疑を行います。

認定農業者の減少と耕作放棄地の増加を懸念するものでございます。認定農業者限定の補助金につ

いて、事業をどう評価しまして、就農者に寄り添った支援を行ったのかお伺いします。

そして、就農者に寄り添った支援を実施したときに、就農者からどのような意見、要望があったの

かお伺いします。

その意見、要望につきまして、どのように令和６年度中に施策へ反映したのか、３点お伺いいたし

ます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、産業振興課長、鵜川晃君。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） それでは、長嶺委員の質疑にお答えしたいと思います。

１点目の補助金については、認定農業者、認定新規就農者に限定している事業としては、農業生産

力強化支援事業補助金のうち農業機械購入支援、園芸施設等導入支援、法人化設立支援、井戸導入支

援となっております。これらの支援については設備投資の軽減、農業経営の安定化の一助になってい

るものと考えております。

２点目の就農者からの意見や要望については、認定新規就農者の場合、初期投資に費用がかかるこ

、 、 、とや近年資材費が高騰していることから 費用の負担軽減だけではなく 作業の効率化や品質の向上

収量の確保につながっているとご意見をいただいております。
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３点目の令和６年度中の施策への反映についてでありますが、当該年度中に出た意見につきまして

施策に反映させることは困難でありますが、令和５年度中に農業者からいただいた意見等を参考に補

助金の見直しを行っております。

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 長嶺委員。

〇５番（長嶺一也君） 就農者への支援なのですけれども、例えば新規就農者の場合作物の育成する

に当たって、現地での、現場での実践的指導というのも必要になってくるかと思うのですが、そうい

った支援は行っていなかったのでしょうか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 新規就農者、認定新規就農者に対して、新規就農の支援として農業

普及所と連携をしまして、現地での指導は実施しております。回数的には２回ということで確認して

おります。

〇委員長（櫻井幹夫君） 長嶺委員。

〇５番（長嶺一也君） 指導は２回というお話でございました。それは、１人につき２回ということ

かとは思うのですけれども、トータルですと何回程度指導されたかは分かりますか。分からなければ

結構です。

耕作放棄地のほうなのですけれども、年々増えているのですが、あとは再認定を断念した認定農業

者が23名いたと書いてあったのですけれども、この中には離農者も含まれていた数字だかどうか、ち

ょっと確認したいのですが。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 離農者については含まれてございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） １問目は今３つ質疑されたので、②に移ってください。

長嶺委員。

〇５番（長嶺一也君） ②についてなのですが、就農者からの意見、要望の件についてなのですけれ

ども、実践的な指導等を農業普及所と連携して実施したということなのですが、ある地域ですと新規

就農者に就農する前から研修等を実施して、あとは自分で自立するようになってからも指導を請いな

がら営農しているという地区もあるように聞いているのですけれども、実践的な要望に即した支援を

しっかりと実施したという理解でよろしいですか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 指導につきましては、新規就農の認定期間以外の指導につきまして

は、病気とかそういった、災害とかがあった場合に関係機関と連携をして指導を行っております。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号25番、長嶺一也委員の質疑は終わりました。

質疑番号26番、６番、村松尚委員の質疑を行います。
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村松委員。

〇６番（村松 尚君） 同じく農業の振興の64ページからお伺いします。

成果指標①では認定農業者の減少が続いており、指標の分析では高齢や病気が理由となっている。

抑制に向けた分析はどのようになっているのか伺います。

２点目として、成果指標②の増加抑制に関する分析はどのようにされているのか伺います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、産業振興課長、鵜川晃君。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） それでは、村松委員の質疑にお答えしたいと思います。

１点目の成果指標①の認定農業者減少の抑制に向けた分析は、親元就農や移住就農など関係機関と

連携を強化し、認定新規就農者の確保に努めるとともに、認定農業者等の期間が終了する場合は継続

につながるよう指導しております。

２点目の成果指標②、農業振興地域内の耕作放棄地について、目標値65ヘクタールに対し、実績値

104ヘクタールとなっております。今後も農業従事者の高齢化や後継者不足により、耕作放棄地につ

いては増加するものと認識しております。増加抑制のため、遊休農地再生事業や地域計画に位置づけ

られた担い手に農地を集積、集約化をすることで耕作放棄地の抑制を図っております。また、町外在

住の方が農地を相続されて、売買、賃貸の相談があった場合においては、農業委員、農地利用最適化

推進委員と連携し、農地利用の適正化を図っております。

〇委員長（櫻井幹夫君） 村松委員。

〇６番（村松 尚君） ２点目のほうはおおむねお伺いできたのですけれども、１点目だけお伺いさ

せていただきます。

分析の中で、高齢や病気で23名認定農業者が再認定を断念されたと。こちらについては、これの数

字に関しては抑制という部分の考え方、そうするとイコール新規の就農者を増やさざるを得ないので

すけれども、高齢や病気を理由に減少していく傾向というのは、これ昨日、今日の話ではなくて、こ

こ数年ずっと多分そうだと思うのですけれども、加速度的に進むことが多分想定ももうできるような

形です。これに対する抑制、ここに関する抑制という部分は、何か例えば補助事業などで抑制しよう

かとか、そういったような検討６年度されたのか、そこの部分だけお伺いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 抑制の部分の検討でございますが、こちらにつきましては新規の就

農者、新規認定就農者を増やす取組が必要だと考えてございます。６年度においても、５年度の実績

並びに課題を評価しまして、経営継承という形で相談を繰り返し行って、抑制に努めております。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号26番、村松尚委員の質疑は終わりました。

質疑番号27番、星次委員の質疑を行います。

星委員。

〇８番（星 次君） 施策名は同じ４の１の農業の振興であります。ページ数は64ページでありま
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すが、移住新規就農者へ補助金を交付し、就農希望者が独立し、営農できるよう関係機関と連携し、

就農相談を行ったとあるが、１点目、相談内容はどういったものだったのか、２点目は成果は向上し

たとの認識だったのか伺います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、産業振興課長、鵜川晃君。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 星委員の質疑にお答えしたいと思います。

就農の相談の内容につきましては、就農者が希望する作物や保有する機械設備、自己資金の有無な

どを聞き取りさせていただき、就農相談カルテを作成いたします。その後関係機関と本人同席の下、

就農相談を実施し、希望される就農形態等について複数回話合いを実施しております。成果向上の認

識についてでありますが、５年後に向けた着地点を明確にし、複数年にわたり支援することで新規就

農につながっており、成果の向上に結びついていると認識しております。

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 星委員。

〇８番（星 次君） 相談内容についてはおおむね作付とか、機械とか、それから受講というふう

なことでありますが、実際には移住して新規農業者何人で、受講の回数というのは何回で、それだけ

で果たして本当に就農できたのかというような、私農業やっているものですから、そんなに簡単には

できないと思っているのですが、その辺の内容をもう少し詳しく教えていただきたい。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） まず、移住の方でございますが、２名であります。相談件数につき

ましては、そのほかに２名あったと。２年間にわたって相談をいただいております。

〇委員長（櫻井幹夫君） 星委員。

〇８番（星 次君） 相談は２名で、ほかに２名の方がいらっしゃったということで、その相談の

、 、内容については新規の方が就農できるようにということで 年間通して注視しているというのですが

誰が指導というか、受講するにはどこで、農業者に行って実際やるのか、その辺がちょっと今明確で

ないので、再度。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ご自分で耕作されている圃場におきまして、普及所並びにＪＡ等の

指導機関がございますので、そちらと一体となって指導しております。

〇委員長（櫻井幹夫君） 星委員。

〇８番（星 次君） １番は分かりました。

２番目の成果としては作付がなされたということでありますが、作付というか、その作物は、種類

ですが、例えば水稲だとか園芸施設の葉物なのか、ちょっと簡単にできる作物なのか、その辺分かっ

ていれば教えていただきたい。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。
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〇産業振興課長（鵜川 晃君） 作物名につきましては、キュウリとアスパラと認識しております。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号27番、星次委員の質疑は終わりました。

質疑番号28番、村松尚委員の質疑を行います。

村松委員。

〇６番（村松 尚君） 農業委員会運営事業、事務事業の107ページです。指標の推移の中のＢです

けれども、認定新規就農者数が低下傾向にありますが、要因の分析についてお伺いいたします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、農業委員会事務局長、鵜川晃君。

〇農業委員会事務局長（鵜川 晃君） それでは、村松委員の質疑にお答えしたいと思います。

認定新規就農者の目標値については、毎年２名の増加を見込んでおり、実際２名以上の認定新規就

農者を確保しておりますが、新規認定以上に認定期間満了の方が多かったことが減少の要因であると

考えております。

〇委員長（櫻井幹夫君） 村松委員。

〇６番（村松 尚君） その考えですと、要因をそう捉えているのであれば、ずっとここ近年、令和

３年度からの指標の推移を見ても減っていっているわけですけれども、言わずもがな減るという認識

の中で、この課題解決のためにどのような対応を取られたのか、６年の中で。お願いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 農業委員会事務局長。

〇農業委員会事務局長（鵜川 晃君） ただいまの対応はどのように取ったかということでございま

す。当然新規の就農者の中から認定新規就農につながるような取組を実施しておりまして、毎年２名

の目標を持ちまして確保に努めております。具体的には就農相談があった方につきましては、複数回

普及所も含めました関係機関と相談を受けまして、その中から目標を持った、活力を持った農業者を

探し出しまして、認定新規就農者のほうにつながるような相談を進めております。

〇委員長（櫻井幹夫君） 村松委員。

〇６番（村松 尚君） 最後ですけれども、お伺いしますが、６年度の中で今事務局長がお話しにな

った、何か今いろいろお話しされた抑制に向けた取組の中で、６年度で新しくやったというものは何

なのか。新たなものというのはなく、令和５年度からの引継ぎのまま行ってきたのか。６年度の中で

新たに抑制に対してこういうことに取り組んだというものがあれば教えてください。

〇委員長（櫻井幹夫君） 農業委員会事務局長。

（ ） 。〇農業委員会事務局長 鵜川 晃君 ６年度に新たな取組を行ったのかというご質問でございます

新たな取組としましては、地域おこし協力隊の農業者の部門を模索をしまして、令和６年度において

、 。 、は１名確保して 現在もそちらの就農に向けて活動しておるところであります 先ほどの質問の中で

認定新規就農者の確保について新たな部分ということは当然必要だと思っておりますが、こういった

認定の部分につきましては今までの取組、確保する取組というものを継続して関係機関と連携しなが

らやっていくことも重要だと思っておりますので、そういった点からも幅広く募集をしながら、多様
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な担い手の確保に努めてまいりたいというふうに思っております。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号28番、村松尚委員の質疑は終わりました。

質疑番号29番、６番、村松尚委員の質疑を行います。

村松委員。

〇６番（村松 尚君） それでは、耕作放棄地対策事業、事務事業ページの108ページです。耕作放

棄地は増加傾向にあり、解消された数字を見ても、今後も耕作放棄地は増えています。要因分析はど

のようにされているのかお伺いいたします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、農業委員会事務局長、鵜川晃君。

〇農業委員会事務局長（鵜川 晃君） 要因分析につきまして、農業従事者の高齢化による離農が増

え、さらに後継者の不足から地域の担い手が減少しております。また、中山間地域などに多くある小

、 。区画 不整形など耕作条件が悪いことも耕作放棄地が増加していることの主な要因と考えております

〇委員長（櫻井幹夫君） 村松委員。

〇６番（村松 尚君） 耕作放棄地の解消、今お話しいただきましたけれども、これ年々年々数字は

上がっているのです。様々な要因は確かにあるかもしれません、場所の問題であったり。ただし、そ

れに手をこまねいていても、結局増えていく一方ですから、何らかの対策は打たなければならない。

令和６年度内どのように対策を検討されたのか、その辺令和６年度内での対策の考え方をお伺いしま

す。

〇委員長（櫻井幹夫君） 農業委員会事務局長。

〇農業委員会事務局長（鵜川 晃君） 令和６年度の取組でございます。遊休農地再生事業というこ

とで、単独事業ではございますが、令和６年度には3.5ヘクタールの遊休農地を解消して担い手へ貸

出しをし、耕作放棄地を解消してございます。さらに、相談件数は複数ございまして、最終的には農

業委員会の機能を有した耕作が続けられない部分につきましては、非農地化について、２人について

非農地化を進め、非農地化を図った実績もございます。そういった取組を通じて遊休農地の解消に努

めております。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号29番、村松尚委員の質疑は終わりました。

質疑番号30番、６番、村松尚委員の質疑を行います。

村松委員。

〇６番（村松 尚君） それでは、林業の振興、施策の70ページであります。成果指標の②、生シイ

タケの生産量低下の指標分析では、資材等の高騰が要因の一つに挙げておられます。具体的にはどの

ようなものを高騰された資材に充てているのかお伺いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、産業振興課長、鵜川晃君。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 村松委員の質疑にお答えしたいと思います。

高騰した資材等の内容につきましては、菌床の原料であるおが粉や栄養剤であります。また、菌床
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シイタケの温度管理に必要な灯油や電気代も高騰しております。

〇委員長（櫻井幹夫君） 村松委員。

〇６番（村松 尚君） 光熱費というのは確かに上昇傾向にあります。菌床の問題等々もあると思う

、 。のですけれども 基本的になりわいとしてやる上では経営はしていかなければいけないと思うのです

これ数字を見ると、今の課長のお話を伺う限りでは、ちょっと廃業された方もいらっしゃるというふ

うに捉えてもよろしいのでしょうか。経営は持続されているのでしょうか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 廃業はしていないというふうに聞いております。

〇委員長（櫻井幹夫君） 村松委員。

〇６番（村松 尚君） 最後ですけれども、そうするとかなり数字自体６年度落ち込みました。その

中でも何とか続けていくという気持ちの中で様々なものが高騰していっている。資材等々の高騰です

けれども、なりわいをやる上では必ず必要なものでありますから、今回６年度のこういった中身を見

ながら、町のほうとして、所管としては、やはりなりわいとして生シイタケをやっていく上でどうい

った課題、どういった営農、生シイタケの経営に対する考え方、６年度はどういうふうに分析された

のか、最後にその点だけお伺いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ただいまの６年度における課題ということでございます。６年度に

おきましては、従来からある補助金がございます。そちらのほうの菌床や資材の補助金について見直

しを図っております。そういった中身において周知がされなかったという部分もございまして、この

拡大につながらなかったということは反省をしております。今後そういった部分の周知を徹底しまし

て、さらにこれから想定される高温対策といったものについても対策を講じて、周知を図ってまいり

たいというふうに考えております。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号30番、村松尚委員の質疑は終わりました。

質疑番号31番、８番、星次委員の質疑を行います。

星委員。

〇８番（星 次君） 同じく林業の振興であります。ページ数も同じであります。70ページです。

成果指標の数値や分析は的確に把握されていると思われますが、課題に対する取組で森林ビジョンの

普及啓発活動を行ったとあるが、具体的にはどのような活動なのか。

次に、その活動を通して新たな課題が出てきたのか伺います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、産業振興課長、鵜川晃君。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 星委員の質疑にお答えしたいと思います。

１点目の具体的な活動につきましては、森林資源活用ビジョンの推進を図るために、森林や木材利

用の重要性について一人一人の理解を深めることが重要であるため、森林や木材に興味を持ってもら
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えるよう、民間事業者が取り組むイベントに対し補助金を支出しております。

２点目の新たな課題につきましては、森林資源活用ビジョンの普及が進んでいないことから、ＰＲ

イベントと動画の作成などを一体的に行うことで普及啓発活動を効果的に実施する必要があると考え

ております。

〇委員長（櫻井幹夫君） 星委員。

〇８番（星 次君） 普及啓蒙活動ということで、森林や木材等推進に当たって、民間が行うイベ

ントに対して活動というか、補助金を行ったと思うのですが、これ民間が行ったイベント、具体的に

どんなイベントだったのか。それで、これ１回ぐらいのイベントだったのか、その辺が全然分からな

いので、教えてください。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ただいま民間のイベントはどのようなイベントだったのかというお

。 、 。 、ただしでございます 今回のイベントにつきましては １回実施しております 内容につきましては

森林資源の活用方法を事例を小学生から大人まで分かりやすい、理解しやすいパネルやチラシ等を作

りまして広報活動を行っております。森の恵みが実感できる木材や木製品を実際に展示しながら理解

度を深め、地域の資源や森づくりについて考える機会を創出したものであります。

〇委員長（櫻井幹夫君） 星委員。

〇８番（星 次君） それで、小学生から大人までということで、幅広い啓蒙、普及活動を行った

ようですが、まずは成果と検証、これが１つです。

そして、その次に課題としてＰＲを行う動画の作成もしていきたいというふうな考えですが、その

３つについて関連するので、お答えいただきたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） ②に移ったと思ってよろしいでしょうか。

〇８番（星 次君） いや、①で森林ビジョンの成果と検証ということも聞きたいのです。

〇委員長（櫻井幹夫君） では、初めにそこに区切らせていただきます。

産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） １点目の成果についてでございますが、成果につきましては委員お

ただしのように１回のイベントということで、開催にとどまっているということから、小学生には一

定程度説明を行い、一定の理解を得たというふうに認識しておりますが、一般町民の方については１

回程度のイベントではなかなか理解が進んでいないというような認識でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 星委員。

〇８番（星 次君） ①については理解しました。

次に、課題等でありますが、森林や木材に対する大人の理解という部分ですが、少しこの辺がちょ

っと分からないので、どんな動画なのか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。
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〇産業振興課長（鵜川 晃君） 動画の内容につきましては、現在進行形の部分もございますが、計

画の内容について子どもたちにも分かりやすいような内容にまとめたというふうに考えております。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号31番、星委員の質疑は終わりました。

質疑番号32番、15番、根本謙一委員の質疑を行います。

根本委員。

〇15番（根本謙一君） 同じく林業の振興についてです。施策ページは70……

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員、マイク近づけていただけますか。

〇15番（根本謙一君） はい。まず、１点目です。

、 、 、成果指標①で森林保全を目的とした施業面積において 目標値と実績値で大きな差異があり ４年

５年、６年度と続いております。指標分析①において、その理由を述べていますが、目標値があって

の予算化ではないのか、分かりやすく説明を求めたいと思います。

２点目です。課題取組において、森林資源ビジョンの普及啓発活動を行ったとしております。どの

ように行い、成果としているのか伺いたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、産業振興課長、鵜川晃君。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 根本委員の質疑にお答えします。

１点目の森林保全を目的とした施業面積につきましては、国有林の施業面積と民有林での施業面積

を集計したものであります。国有林の施業につきましては、国の計画に基づき実施しているもので、

減少傾向にあり、実績値の減少の要因ともなっております。民有林の施業につきましては、林業公社

や林業事業体が間伐等の森林整備を行った面積であり、こちらは増加傾向にあります。町の予算が関

係している施業面積は、町内の森林整備や林業生産活動が停滞している森林について、森林の有する

多面的機能を維持していくため、ふくしま森林再生事業補助金を活用し、間伐や路網整備を行い森林

整備の促進を図っているものと、森林環境交付金を活用して、野生動物との共生森林整備として緩衝

帯の整備を実施したものとなっております。

２点目の森林資源活用ビジョンの普及啓発活動でありますが、森林資源活用ビジョンの推進を図る

ためには森林や適切な森林管理、木材利用の重要性について一人一人の理解を深めることが不可欠で

あるため、令和６年度においては木材に触れ合うことで森林への興味を持ってもらうことを目的とし

たイベントへ補助金を支出したものであります。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） まず、１点目ですけれども、一定程度理解ができました。ただし、目標値と

実績値があまりにも離れている、差異があり過ぎるということについて、同じ推移で実績値来ている

のです。目標値がそんなに高くしてきているわけではないと思われるのに、こういう実績値になって

いるというところで、これどういうことなのか今の説明では十分に理解できなかったので、もう少し

お伺いしたい。
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〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） まず、面積の減少の要因であります。先ほど申し上げたとおり国有

林につきましては国のほうで計画を策定をしておりまして、それで国のほうが減少傾向が一定程度続

いているというのがまず１つ目の要因でございます。

２点目につきまして、これは民間のほうの施業計画であります。そちらにつきましては、一定程度

増加傾向という部分並びに町のほうとしてもふくしま森林再生整備事業というところでの施業も行っ

ており、一定程度増加はしておりますが、全体的な目標面積をクリアできていないというのが実態と

いうことで認識はしております。こういった部分につきましては、当然当初の目標値の設定について

も課題があったのかなという分析はしておりますので、その点については検討してまいりたいという

ふうに考えております。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

（ ） 、 、〇15番 根本謙一君 そういう認識であるならば了としたいと思いますけれども いずれにしても

１点確認したいのは、国の部分と民間の民有林の部分、民有地の部分がありますから、これは目標値

は一応掲げているけれども、年度的にはやっぱり波が生じてくるのだということで踏まえておいてい

いですか。お伺いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 根本委員のおっしゃるとおりで、計画においてはやはり年度ごとで

の波があるという認識でございますし、今後減少傾向も続くものと認識しております。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） 理解できました。

では、２点目に参ります。ここですけれども、同僚委員も同様な質疑をしております。一定程度は

理解できましたけれども、それから子どもから大人までを対象にしてイベントで普及啓発活動を行っ

たと。私そこに参加していないので、何とも分かったふうなことは言えないので、心苦しいところは

あるのですけれども、子どもも当然必要です、理解が。住民を巻き込んでいくという趣旨、理解を深

めていくということが一つの肝要点だと思うので、６年度で１回しかやっていないのですけれども、

そこでどのぐらい成果を出せたか、あるいは展望が開けたのか、もっともっと足りないことが、もっ

とこんなことをやる必要があるなとか、そこまで踏み込んで総括的に整理したのか、可能な限りご説

明いただければと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 令和６年度において木材に触れ合うイベントを開催しましたのは、

本郷地域における法人において、法人の会社を会場にしまして実施しております。その会場につきま

しては、近隣に住宅地がございまして、そちらの住民の方も参加をいただいて交流を図ったというふ

うに聞き及んでおります。そういった交流並びに小学生を募集したことによりまして、森林に触れ合
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う学びの場であったり、地域住民との先ほど申し上げた交流を深めることで森林に触れ合う機会には

なったというふうには認識しておりますが、先ほどの答弁にもありましたように町民全体に広がった

、 、かという観点からはまだまだ足りないものと認識しておりますので 令和６年度の反省点を踏まえて

今後ＰＲ活動、啓蒙活動に努めてまいりたいというふうに考えてございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） 子どもの参加あった、一般町民も触れ合いを持てる機会となったと。ただ、

１回は残念だったなと思いますけれども、それでどのぐらいの参加者がおられたのか把握しているの

でしょうか。この実績は今後にどうするかということの一つのポイントになってくると思うので、こ

こをどうするかで今後のこのビジョンがしっかり町民のものとして認知されて、関与できていくかと

いうところが一つの大事なところだと思うので、再度答弁をお願いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 参加者につきまして、小学生も含めて50人以上いたということで聞

いております。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号32番、根本謙一委員の質疑は終わりました。

質疑番号33番、７番、小島裕子委員の質疑を行います。

小島委員。

〇７番（小島裕子君） ペレットストーブ等購入設置事業でございますが、質問の前に、委員長、よ

。 、 。ろしいでしょうか 質問が２つに分かれているのですけれども これ１つでお願いしたいと思います

ページ数が124ページになります。成果の考え方として、２台以上としているが、２台で止めてい

る理由は何か、また希望者は何人あったのか伺います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、産業振興課長、鵜川晃君。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 小島委員の質疑にお答えしたいと思います。

ペレットストーブの２台としている理由につきましては、過去の導入実績を参考としておるところ

であります。希望者数につきましては、令和６年度の希望者は２名でありました。

〇委員長（櫻井幹夫君） 小島委員。

〇７番（小島裕子君） これを見ますと毎年２名ほど購入者がいらっしゃるので、目標の設置の仕方

としては、２名ずっと過去３年続いている場合は傾向としては３名、４名と上がっていくのではない

かなと思うのですけれども、ただ成果の考え方としては２台以上になっているわけです、目標が。だ

から、そこがちょっと整合性が取れないのかなと思って、２台にしている理由がもっとほかにあるの

かなと思ったのですけれども、お願いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ２台としているものについては、今ほどの答弁にもありましたよう

に過去の導入実績を参考としておりますが、毎年２台ずつ増やしていくという目標を掲げて、それで
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増やしているということと、あと３台目以降につきましては福島県の木材協同組合連合会の補助金の

ほうを推奨しております。そちらのほうを活用しての導入を進めることによって、２台を超える導入

が可能というふうに考えているところであります。

〇委員長（櫻井幹夫君） 小島委員。

〇７番（小島裕子君） 町としては増加させようという取組と考えてよろしいのでしょうか。そうい

った場合やっぱり目標が２台というのは何かに足止めをかけているような感じがしないでもないので

すけれども、最後にお願いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 町としては、２台を毎年確保していくということで拡大につなげて

いるという認識でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号33番、小島裕子委員の質疑は終わりました。

質疑番号34番、15番、根本謙一委員の質疑を行います。

根本委員。

〇15番（根本謙一君） 同じく林業の振興、事業名、ペレットストーブ等購入設置事業について伺い

ます。

予算計上は２台分で、３年度から同じです。予算の範囲内で補助をしているとしています。

一方、成果の考え方においては２台以上の購入を目標としていること、それから実績値２台をもっ

て増えたとして成果としていることには、問題意識からして論理的に違和感があります。個人的な感

想になりますけれども。

そこで伺います。１点目です。どのような周知、ＰＲを行っているのか。

２点目です。目標を毎年同様としていることに問題意識はないのか伺いたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、産業振興課長、鵜川晃君。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 根本委員の質疑にお答えしたいと思います。

１点目の周知、ＰＲにつきましては、広報紙や町ホームページにより補助金の周知や募集を行って

おるところであります。また、森林資源活用事業において、森林や木材に親しむイベント時にペレッ

トストーブの展示を行いＰＲされております。

２点目の目標を毎年同様としていることにつきましては、毎年町内における設置台数を２台ずつ増

やしていくという考え方で目標値を設定しており、問題はないと考えております。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

（ ） 、 。 、 、 。 、〇15番 根本謙一君 では １点目から参ります 周知 ＰＲ これ確かに載っています それで

定番的に確かに継続されて載っているのは私も見ていますけれども、特に力を入れるとか、アピール

力を高めているとか、そういう印象は全くないです。目標値が２台ですから、もう２台要望が来れば

それで予算を消化して、先ほどの同僚委員の質疑ですと２台以上になった場合は県の補助を活用する
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のだという話もありました。そういうことも含めてちゃんと周知、ＰＲをされているのかどうなのか

伺いたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ＰＲ、ホームページや広報紙における周知でございますが、町のほ

うの募集要項については掲示しておりますが、県のほうの先ほど申し上げた補助金については案内し

ておらず、ご相談があった際に町民の方に直接ご説明はしているところであります。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

（ ） 、 。〇15番 根本謙一君 確かに相談があったらそういうことになるでしょうけれども 年間２台です

これをわざわざ事業化して、項目にこれだけ、事業の数に入れて掲げているという意味はどこにある

のだろうか。ましてや町長がゼロカーボン宣言をして取り組む。そこに力を入れていますよと。町一

体で取り組んでいきたいのだと。町が率先してこれに取り組んでいくというときに、このままでいい

。 、 、 、はずはないと考えます そういう中で 今のような同じようなＰＲで あるいは周知方法でいいのか

県の活用も含めていいのかというところで、２点目になります。そこに問題意識はお持ちなのか、６

年度の成果も含めて。同じですから。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） まず、問題意識の部分でございますが、従来ですと町民を対象にし

た補助事業の形態を取っておりました。しかしながら、１台でもより大きな燃焼規模、活用が図れる

法人化向けの部分についても令和６年度において見直しをしたところでございます。そういった部分

については周知を行いまして、活用につながっているというところでありますし、次年度についても

継続していきたいというふうに考えております。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） そうすると、今初めて聞きました。法人向けも見直しして周知、ＰＲすると

今言いましたね。それどうして早く言ってくれないのですか。だから、やっぱり説明が足りないし、

広報紙の中で見た記憶ないです。だから、それはそれでそういうことであるならば、一層取り組むと

いう姿勢として評価したいと思いますけれども、いずれにしてもペレットストーブは一定程度の限界

があるということが過日の常任委員会での上野村の視察で見えたのです。あそこはまちでペレット作

って、それで普及活動やったのです。今頭打ちだと。なぜかと。そこまでここでは言うつもりはあり

ませんけれども、でもあそこは一定程度５割から６割まで上げたのです、町民の中で普及を。そのぐ

らいやっていくというのだと、これ会津全体での取組にならざるを得ませんけれども、そこまでやっ

ていくというのは分かりますけれども、見直しもしていくというような話もありました。法人向けも

見直しをしましたということでありましたので、それは今後しっかり見守っていきたいので、最後に

その点について確認の答弁をお願いしたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。
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〇産業振興課長（鵜川 晃君） 補助要項につきましても逐次状況を踏まえながら見直しをしたり、

そういった部分も必要かと思いますので、先ほど申し上げた法人化向けの部分についても継続して、

次年度についても実施してまいりたいというふうに考えております。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号34番、根本謙一委員の質疑は終わりました。

ここでお諮りします。ここで15時５分まで休憩したいと思いますが、ご異議ありませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇委員長（櫻井幹夫君） 異議なしと認め、15時５分まで休憩いたします。

休 憩 （午後 ２時５４分）

再 開 （午後 ３時０５分）

〇委員長（櫻井幹夫君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

政策名４ 「元気と賑わいのある産業づくり 、質疑番号35番、７番、小島裕子委員の質疑を行いま、 」

す。

小島委員。

〇７番（小島裕子君） 事業名、森林環境交付金事業で質問させていただきます。

町内小中学校や各公園内に福島県産の木材を活用とあるが、具体的な活用例は何か、本町の木材は

使用されているのか伺います。また、伐採した相田のケヤキを何かに利用できたのかも伺います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、産業振興課長、鵜川晃君。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 小島委員の質疑にお答えいたします。

１点目の具体的な活用例につきましては、白鳳山公園の案内板とベンチ及び小中学校における児童

生徒の机の天板に活用しております。

２点目の本町の木材は使用されているのかにつきましては、本事業は県の森林環境交付金を活用し

、 、 。ており 県産材を使うことが交付金の要件となっているため 町の木材使用の確認はしておりません

３点目の相田のケヤキの利用につきましては、令和６年度に実施した伐採は道路上や近隣住宅の安

全確保のために支障となる枝等を伐採したものであるため、全て処分しております。

〇委員長（櫻井幹夫君） 小島委員。

〇７番（小島裕子君） ①番ですけれども、一応案内板とおっしゃいましたけれども、この案内板と

いうのはどこに使われている案内板か教えていただけますか。ちょっと言葉が聞こえなかったので。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

（ ） 、 。〇産業振興課長 鵜川 晃君 案内板とベンチにつきましては 白鳳山公園で使用してございます

〇委員長（櫻井幹夫君） 小島委員。

〇７番（小島裕子君） 案内板、これに、大体何か所ぐらいになるのでしょう。ベンチというのも、

一応活動実績のほうには小中学校の椅子とか、そういったところにも使われているとあるのですけれ
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ども、このベンチというのは公園に使われているということでしょうか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 白鳳山公園の案内板につきましては２か所設置してございます。ベ

ンチにつきましては、白鳳山公園内で使用しているものであります。

〇委員長（櫻井幹夫君） 箇所は分かりますか。

産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ベンチは１か所であります。

〇委員長（櫻井幹夫君） 小島委員。

〇７番（小島裕子君） ほかにやっぱりいろいろまだまだベンチにしても、案内板にしても、必要な

部分はまだあると思うのですけれども、今後まだ６年度でほかに検討されたところはあるのでしょう

か。

〇委員長（櫻井幹夫君） 小島さん、１問目は終わっているので、２問目の質疑をお願いします。

〇７番（小島裕子君） はい。２問目ですけれども、では本町の木材ということに関しては県の事業

だということで、本町の利用状況については確認していないというところですが、これに関しては何

か計画とか検討とかはされたのでしょうか、町内の材料を使うということに関して。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 県事業の森林環境交付金を活用する段階で計画はしました。しかし

ながら、要件的に町で生産された木材が対象ではなく、県産材が対象ということで把握してございま

したので、事業の対象となるように計画を策定したものであります。

〇委員長（櫻井幹夫君） 小島委員。

〇７番（小島裕子君） では、３番に移りますが、全て結局廃棄したということですけれども、これ

は伐採した理由はちょっとお聞かせいただけますか。

〔何事か言う人あり〕

〇７番（小島裕子君） 失礼しました。相田のケヤキというとかなりやっぱり年数がたっていて、や

っぱりアート的なものに利用がされるのではないかなと期待していたところではあったのですけれど

も、そういったようなアイデアとか何かの工夫といいますか、そういったものは出なかったでしょう

か。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ただいまのアート的な活用という部分につきましては、現場におけ

る道路上の安全、近隣住民の安全を優先したことから、アート的な観点からではなく、速やかに撤去

することを優先したものであります。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号35番、小島裕子委員の質疑は終わりました。

質疑番号36番、15番、根本謙一委員の質疑を行います。
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根本委員。

〇15番（根本謙一君） それでは、私も林業の振興、森林公園等管理事業について伺いたいと思いま

す。

１点目です。活動実績において、各公園の設備や遊具の点検、修繕を行ったとしておりますが、あ

るもの全て100％使用可としたのかお伺いいたします。問題点、課題点はなかったのかを併せて伺い

ます。

２点目です。来園者の人数をどのようにカウントしているのかを伺いたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、産業振興課長、鵜川晃君。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 根本委員の質疑にお答えしたいと思います。

１点目の100％使用可としたのかにつきましては、町内３か所の公園施設や遊具の全てを使用可能

としてはおりません。また、問題、課題はなかったのかにつきましては、施設の老朽化が著しいもの

や利用が少ない施設、設備があるため、利用状況等を考慮し、施設の在り方について検討する必要が

あります。

２点目の来園者のカウントにつきましては、白鳳山公園、蓋沼森林公園の管理人がカウントし、日

誌から集計しております。

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） では、１点目でお伺いします。

100％ではないと。確かに１度見に行ったことがありますけれども、使われないような、朽ちて危

険な部分が明らかに分かるようなものありましたし、それをあのままにしておいていいはずはないの

ですけれども、結構いつまでも置いてあるなというふうに印象を持っているところです。ですから、

確かに使えるものを点検、修繕は６年度やってはいるのですけれども、修繕も含めて。そういうこと

も含めて問題、課題として今説明あるのかなと思ったらそうではなかったので、その点はどのように

６年度は考えていたのか伺いたいと思いますが、いかがでしょう。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 先ほどの遊具の全てを使用可能としておりませんということでござ

いますが、理由としましてはやはり不具合の程度であったり、やはり利用者の頻度の観点もございま

して、そういった観点からすみ分けをし、利用頻度が高いものもしくは老朽化が進んだものを優先的

に修繕をするとともに、一定程度使えないというふうな判断をしたものにつきましては使用禁止の措

置をして、次年度の修繕に回すというような確認、点検をしてございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） 今利用頻度の高いものを優先的に修繕していると言いました。利用頻度の確

認はどうしているのですか。私ちょっとそれは不可能だと思うのですけれども、ただどれを使うか、
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使えないものをずっとそのまま置いてあるというのは私はいかがなものかということです。あれだけ

子どもたちが訪れています。特にアスレチック。物すごく人が結構来ているという話は聞きます。私

は、その現場に立ち会ったことないのですけれども、そういう話はいつも聞く。それなのにもかかわ

らず、ここは使用禁止というのがあちこちにあると。これはいかがなものかというところで、６年度

は何も対応していなかったのかなということでこれ伺ったわけです。使えるものは修繕して、使える

ようにしてやったというのは、これはありがたいことですけれども、そこのところをどう考えている

のかというのを伺いたかったのです。使用頻度の高いものって、何をどう見ていたのかなというのが

ちょっと理解できないので、併せてそこもお願いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 利用頻度の判断につきましては、人気があるターザンロープであっ

たり、アスレチックの中でロープを使った遊具がございますので、そういったものについては利用頻

度が高く、木材のすり減り方、そういったのも激しいものがございます。そういったものを優先的に

点検時に確認をし、さらには管理人のほうで使用状況を確認することで一定程度利用頻度の高い、低

いについては判断できるものと考えております。そういったものの情報を全て集めまして、点検時に

改修ができるもの、次年度に送るべきものといった判断をしながら町としては行っている次第であり

ます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） では、２点目ですけれども、確かに管理人おられるので、一定程度のカウン

トはできると思うのですけれども、蓋沼公園は分かるのです。あそこに駐車場ありますし、まさに目

の前に来られて確認できるということは分かるのですけれども、白鳳山公園がどうしてカウントでき

るのかなというのは私は不思議で仕方なかったのです、以前から。あそこを通って必ず、あそこは関

門になっていて、確認できるというところではありません。あっちこっちから入ってこれます、白鳳

山は。ですから、このカウントが不思議でならなかったのです。おおよそということ、できなくはな

いですけれども、そこは正直に言ってほしいのです。入園所にこれから白鳳山登りますと言って届け

出てから入っていっているわけではないわけですので、ですからこれが少なくとも白鳳山の管理棟で

カウントできた数としたら恐らく実数はもっとぼんと上がるはずです。ということは、それだけ人が

入っているということですから、やっぱり維持管理も相当気をつけてやっていただかないと、アスレ

チックも含めて、十分に対応しっかりやる必要があると。６年度はそういう意味では野生鳥獣の対策

も工事が進んできて、より一層入ってくるということを考えれば、６年度に一定程度の総括的にこう

だねと、ではこうやらなければというところまでしっかり整理しておく必要があると思うのですが、

そこまではなっているのでしょうか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 来園者のカウントにつきましては、委員おただしのように管理人に
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つきましては時間内の活動においてカウントをしております。さらには作業も行っていることから、

委員おっしゃるように漏れがあるという部分は認識はしております。そういった部分も含めまして、

時間帯を変えることもなかなか困難でございますので、今言った作業時間においてもカウントできる

ような体制づくりであったり、協力体制といったものが構築できるのであれば構築したいというふう

には考えております。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） そこはもう一度再度の確認、管理人の方に確認しながら、やはり実態、実測

的な数字をなるべく上げていただくと、なお説得力のある対策も講じられていくのではないかなと思

われるので、押さえていっていただきたい。見守りたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号36番、根本謙一委員の質疑は終わりました。

質疑番号37番、５番、長嶺一也委員の質疑を行います。

長嶺委員。

〇５番（長嶺一也君） それでは、施策評価の76ページ、観光の振興につきまして質疑いたします。

まず、宿泊施設やガイドの利用頻度を上げるためにＳＮＳを活用した情報発信の具体的方法を伺い

ます。情報発信の成果確認のためのアンケート調査や観光客への聞き取りなどを行って把握したのか

どうか確認したいしたいと思います。

あと、②の成果をどのように評価、分析したのかお伺いいたします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、産業振興課長、鵜川晃君。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 長嶺委員の質疑にお答えします。

１点目のＳＮＳを活用した情報発信につきましては、原則各宿泊施設で実施しております。旬の食

材を使用した料理、お酒のイベントを盛り込んだ宿泊プランや実際に宿泊している方々の写真を継続

してインスタグラム等のＳＮＳで発信しております。また、情報発信が頻繁で、多くの人の目に触れ

る機会の多い観光協会のインスタグラムにおいても宿泊プランと連携して情報発信を行い、各宿泊施

設のインスタグラムやホームページへリンクを貼り、より効果的な情報発信に努めたところでありま

す。観光ガイドにつきましては、観光協会のホームページに特別ページを設け、名物ガイドや向羽黒

山城や法用寺などモデルコースの紹介をはじめ、申請方法、料金などの詳細を発信しております。

２点目の成果確認のためのアンケート調査や観光客への聞き取りの有無につきましては、宿泊クー

ポン事業を実施した際に聞き取りを兼ねたアンケート調査を行い、把握しております。

３点目の成果の評価と分析につきましては、宿泊者数が伸びている施設についてはホームページや

ＳＮＳを上手に活用していることが増加につながっていると分析しております。また、来訪者が宿泊

することで滞在時間が長くなり、飲食や買物などが増え、地域経済循環や着地型観光につながってい

ると評価しております。

〇委員長（櫻井幹夫君） 長嶺委員。
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〇５番（長嶺一也君） 具体的な説明ありがとうございました。

特にホームページの活用なのですけれども、ホームページですと管理者ではページを見たカウント

が表示されると、見ることができると思うのですが、そういった活用はされているのか。

あとはここに書いてあるハッシュタグ会津美里の日々の活用なのですけれども、どういった活用を

されているのか、２点ちょっとお伺いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 今長嶺委員の１問目の質問でございますが、ホームページの利用に

ついてという部分なのですが、事業者におけるホームページの利用のことをおっしゃったのか、町の

、 。ほうのホームページの利用のことをおっしゃったのか ちょっと確認をさせていただきたいのですが

〇５番（長嶺一也君） 町のホームページです。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 町のホームページにつきましては、カウント機能もございまして、

そういったカウントを活用する取組を行っております。あと、インスタグラムにおいては、美しい風

景や体験写真なんかも投稿しながらアピールを行っておるところではあります。

〇委員長（櫻井幹夫君） 長嶺委員。

〇５番（長嶺一也君） ホームページのカウントをチェックしているということは分かりました。

それで、見られるページの傾向とかも出てくるかと思うのですが、それをどのように活用したのか

というのも最後に確認させてください。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

（ ） 、〇産業振興課長 鵜川 晃君 今現在そちらのほうのアナリティクスという機能だと思うのですが

そちらのほうは観光協会のほうにリンクを貼って、そういった嗜好性、来客が求めるようなもののほ

うに情報が行くようになっておりまして、観光協会のほうで把握しているというふうに認識しており

ます。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号37番、長嶺一也委員の質疑は終わりました。

質疑番号38番、６番、村松尚委員の質疑を行います。

村松委員。

〇６番（村松 尚君） すみません。委員長のほうにご許可をいただきたいのですけれども、１点目

に関しては件数記載がありました。76ページに１件とありますので、１番目の質疑に関してと２番目

の質疑、その要因という部分を併せて１問としてお伺いしたいと思うのですけれども、よろしいでし

ょうか。

〇委員長（櫻井幹夫君） お願いします。

〇６番（村松 尚君） ありがとうございます。

１件廃業したということは記載がありますので、廃業に至った要因と、また廃業以外の要因という
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ことで、その要因のほうをお伺いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、産業振興課長、鵜川晃君。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 村松委員の質疑にお答えしたいと思います。

廃業の理由につきましては、主たる従業員の方が亡くなりまして、事業の継続が困難になったとい

うことが挙げられると考えております。

廃業以外の要因分析につきましては、平日の宿泊者数の低さにあると分析しております。新鶴温泉

んだへの聞き取りにおいて、週末の宿泊者数に比べ、平日の宿泊者数が低いことが結果で出ており、

ビジネス利用者へのプラン構築など、平日の宿泊者数を増加させていくことが対策として必要だと分

析しております。

〇委員長（櫻井幹夫君） 村松委員。

〇６番（村松 尚君） 指標の分析の中で、昨年度よりは人数自体は上回っています。宿泊施設にお

ける宿泊者の減少、１件の廃業のほかですけれども、一方では新鶴温泉、せせらぎ公園オートキャン

プ場に関しては利用者は増加している。減った理由の要因としては廃業と、その他の宿泊施設という

ような形になっているのですけれども、その他に分類される件数というのはちなみに何件くらいある

か教えていただけますか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） その他に分類される宿泊施設については６件でございます。６施設

でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号38番、村松尚委員の質疑は終わりました。

質疑番号39番、村松尚委員の質疑を行います。

村松委員。

〇６番（村松 尚君） それでは、事務事業136ページ、観光誘客事業についてお伺いします。

宿泊者数に対して観光消費額に開きがあります。課題の分析はどのようにされているのかをお伺い

いたします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、産業振興課長、鵜川晃君。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 村松委員の質疑にお答えいたします。

課題の分析についてですが、宿泊者数については町内の宿泊施設への聞き取りを実施し、人数を把

握しております。また、観光消費額についても町内の観光施設、宿泊施設へ聞き取りを行っておりま

す。宿泊者数に対して観光消費額に開きがある理由としては、観光消費額の聞き取り対象事業者にお

いて、新鶴温泉んだ、ツブラゴッツォ以外の宿泊施設や会津本郷焼窯元、ワイナリーで売上げの落ち

込みがあったことが挙げられます。各所で客数が減少し、それに伴い売上げが落ち込んだものと分析

しております。

〇委員長（櫻井幹夫君） 村松委員。
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〇６番（村松 尚君） 少なくとも宿泊者数が増えているということは、観光客自体は増えていると

認識できると思うのですけれども、それでもそういったところ、宿泊施設以外の観光施設に対しては

非常に売上げが落ち込んでいると。それは、どういう要因として捉えていらっしゃるのかお伺いしま

す。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 別質問にもお答えしたと思うのですが、売上げが伸びている施設に

ついてはホームページやＳＮＳ等での周知が向上、その効果が出ているものと認識しておりますし、

それ以外の部分につきましてはＰＲは実際しているというふうには認識しておりますが、そういった

効果が薄かったのかなというふうに判断はしております。

〇委員長（櫻井幹夫君） 村松委員。

〇６番（村松 尚君） 新鶴ワイナリーさんなんかは結構ホームページもやったりしているのですけ

れども、売上げが下がっていると、あまり効果が出ていないという認識だと思うのですけれども、そ

うなると。なかなかそこの分析の部分というのは非常に難しいなと思うのですけれども、ただし観光

消費額自体も伸びてはいるのですけれども、結局１人当たり使っていただける消費額という部分がど

うしても低い。そこの部分、確かに少しずつ改善はされていますけれども、これ指標の中で見れば大

体１人１万円使う、これの計算上でいくのですよね、観光消費額と。そこに持っていくための課題と

いう部分は、今どのように捉えていらっしゃるのかお伺いします、最後。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ただいまの観光消費額の改善の方向性というところでございます。

確かに焼き物やワインなど、長く親しまれてきました本町の特産品については一定の固定ファンを持

っておりますが、近年のやっぱり消費者ニーズの多様化、ライフスタイルの変化に伴いまして、新た

な魅力、付加価値の創出が求められているというふうに認識しておりますので、そういった部分につ

きまして関係団体と協力をしながら構築に努めてまいりたいというふうに考えております。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号39番、村松尚委員の質疑は終わりました。

質疑番号40番、６番、村松尚委員の質疑を行います。

村松委員。

〇６番（村松 尚君） それでは、施策82ページであります。成果指標①、商工業者数の低下の指標

の分析では、高齢化や後継者不足での自主廃業の増加としていますが、そのほかの要因という部分は

捉えていらっしゃらないのかお伺いいたします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、産業振興課長、鵜川晃君。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 村松委員の質疑にお答えいたします。

その他の要因についてですが、金融機関や商工会への聞き取り調査において、廃業を決めた事業者

は老後に対して十分な蓄えがあり、事業継続のモチベーションの低下や赤字を理由にして廃業すると
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、 。いうよりも 黒字経営である現状のうちに廃業を決意した事業者が複数いる調査結果が出ております

〇委員長（櫻井幹夫君） 村松委員。

〇６番（村松 尚君） そうしますと、基本的に廃業者数が増えていっている理由は、お金はありま

すけれども、後継者がいないから、純粋に廃業するという捉え方をしていらっしゃるということでよ

。 、 、 、ろしいですね 町なかが 商店街があまり人が流れないからとか そういう売上げが上がらないから

後継者もいないから、廃業するという捉え方ではなくて、蓄えがしっかりあるから、もう廃業すると

いう捉え方をしていらっしゃるということで、今の課長答弁だとそういうふうに捉えられるのですけ

れども、それでよろしいのかどうか、確認させてください。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 黒字廃業の部分にもございますが、特に年齢的なご事情があるとい

、 、 、うことで把握をしており ご意見的にも体力的に続けるのは難しい 無理をして経営を続けるよりは

早めに区切りをつけたいというようなご意見を廃業された経営者の皆様からお声をいただいたことが

ございます。これは、地域経済の構造変化や市場競争の激化、近年ではコロナ禍の影響等も重なって

おりまして、経営の厳しさを一層求められるものと認識しておりますが、一方では先ほど申し上げた

モチベーション低下もあり、廃業につながっているという認識でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 村松委員。

〇６番（村松 尚君） 最後になりますけれども、それは私ちょっと認識が違うと思うのです。収益

性がある企業をやっていれば、商店をやっていれば、間違いなく後継者というのは、息子さんなり誰

かしらやってくれって土下座をしてでも頼む、継続していくというのが本筋だと私は思うのです。そ

れを考えると、高齢になったから、モチベーションが下がったというのはちょっと認識が少し違うと

思うのです。そういうような認識でいらっしゃると、何事も先手先手という課題解決に向けた考え方

というのができなくなってしまうのです。実際もう少ししっかりと課題の洗い出し、また詳細的な部

分をしっかり分析する必要があると思うのですけれども、最後にそこの部分だけお伺いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 今村松委員のおっしゃるとおり後継者につきましては、血縁の方、

息子さんであったり、お子さんであるということがあろうかと思いますが、そういった方と相談をで

きるような経営者についてはかなり少ないというふうに認識しておりますが、そういったお話を商工

会と関係機関と打合せをしながら、事業承継並びに第三者承継ということも考えられるというふうに

思っておりますので、そういった部分も連携をしながら丁寧に進めてまいりたいというふうに考えて

おります。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号40番、村松尚委員の質疑は終わりました。

質疑番号41番、６番、村松尚委員の質疑を行います。

村松委員。
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〇６番（村松 尚君） 会津本郷焼振興事業、事務事業142ページです。この指標の推移ですけれど

も、こちらのほうで新商品開発数が変わらない状況です。どのような課題があるとお考えなのかお伺

いいたします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、産業振興課長、鵜川晃君。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 村松委員の質疑にお答えいたします。

新商品開発の課題についてですが、会津本郷焼事業協同組合へ加入している窯元のうち新商品開発

へ協力いただいている窯元は７窯元であり、いかに協力窯元を増やしていくか、また会津本郷焼のブ

ランド化をどのように図っていくかが課題であります。

〇委員長（櫻井幹夫君） 村松委員。

〇６番（村松 尚君） そうしますと、ブランド化を進めていかないと新商品の開発しても、ただ単

に増やしていっても仕方ないという、引き算で考えるとそういうような答弁に聞こえてしまうのです

けれども、年度別に見るときれいにゼロから一気に14に上がったかと思うと、その内訳的には実際の

ところ７窯元だけが恐らく２商品ずつやっていると。そうすると、なりわいという部分、当然組合の

、 。 、 。本郷焼の振興事業ですから 当然窯元がいらっしゃる 窯元は 当然なりわいでやっていらっしゃる

そうすると、もう少し本郷焼の知名度が上がらないと、新商品ばかり開発していても、そんなことよ

りも今の商売のほうが大事だというような捉え方でいらっしゃるのかななんて考えてしまうのですけ

れども、やはりこの６年度、協力していただけるような場所、またそういった窯元の皆さん方に集ま

っていただいての説明であったり、そういったことというのはなされたのかお伺いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） ただいまの取組をされたのかというようなおただしでございます。

、 、この新商品の開発につきましては 会津本郷焼の事業協同組合と連携をして進めておるということで

協議とか、そういった調整は当然行っております。

、 、先ほどの質問の中でなかなか分かりづらいところがあるので 補足をさせていただきたいのですが

会津本郷焼におきましては今ブランド化を令和５年度から少しずつ図っております。その取組として

は、名称としてはＨＯＮＧＯＷＡＲＥというような名づけをしまして、本郷焼といいますものはいろ

んな作風がございます。そういったものを一定程度まとめたようなブランドを事業組合が中心となっ

、 。てブランド化しようというような 様式をそろえるような形で今検討を進めている取組でございます

、 、 、その中で新商品の開発について 先ほど委員おっしゃったように７窯元が２つずつ 毎年たまたま14

14という開発をしたということでの認識でございますので、変わらないというよりは、毎年努力して

２つずつやって、今後そういった取組を続ける窯元についても協力をして増やしていこうという考え

方ですので、考え方的には向上していくものというふうに認識しております。

〇委員長（櫻井幹夫君） 村松委員。

〇６番（村松 尚君） 最後に、１つだけ確認させてください。そうしますと、この窯元14窯元は、
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14品ありますし、協力は７窯元だとおっしゃっていましたけれども、この７窯元というのはあくまで

も固定された７窯元。例えば今年は私やらないけれども、例えば組合の中で持ち回りで新商品を２品

ずつ作っていただいている形を取っているのか、それとも７窯元だけが固定のまま２品ずつ新商品を

作っていっているのか、そこの考え方を１つと、あと事業協同組合のほうと協力体制を築くに当たっ

て、所管と、町のほうと話合いをする中で、窯元さんの出席率、例えば組合の役員の方々だけと話、

協議をしているのか、それでも窯元全員が集まった中で、その組合さんの中で窯元さん全員集まって

いただいて、町のほうではこういうふうなのですという説明を行ったのか、その２点お伺いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） まず、窯元との協議でございますが、先ほど申し上げたように事業

組合の役員と協議をして取りまとめを行ったものであり、窯元の７窯元につきましてはこの２年間は

同一窯元であり、先ほどの課題であります加盟している窯元は12窯元ございますので、そちらのほう

の協力をこれからやっていくものと認識しております。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号41番、村松尚委員の質疑は終わりました。

質疑番号42番、２番、小柴葉月委員の質疑を行います。

小柴委員。

〇２番（小柴葉月君） 企業誘致促進支援事業についてです。

１点目、会津美里町空き工場処分等支援事業補助金の活用詳細について伺います。

２点目、どのような効果が出たのか伺います。

３点目、空き工場の情報はどのように把握し、発信しているのか伺います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、産業振興課長、鵜川晃君。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 小柴委員の質疑にお答えします。

１点目の会津美里町空き工場処分等支援事業補助金の活用詳細につきましては、町内に既に工場の

ある産業用機械器具製造会社が倉庫兼作業所として拡張したものであります。総事業費148万8,300円

で、補助額は５分の１の29万7,000円、主な対象経費は消防設備設置工事であります。

２点目の効果につきましては、倉庫兼作業所であり、従業員を募集しており、雇用の機会を創出し

てございます。

３点目の空き工場の把握につきましては、商工会や事業関係者への聞き取りによるリスト化をして

おりますが、民間の管理であるため、詳細まで把握できる状況にありません。情報発信につきまして

は、公開を希望する空き工場の管理者の許可を得て、福島県のホームページ上で公開、募集をしてお

ります。

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 小柴委員。

〇２番（小柴葉月君） １点目です。一応確認だけしたいのですけれども、この補助金の財源で５分



- 198 -

の１、100％町でよかったのでしたっけ。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 空き工場処分等支援事業補助金の財源につきましては、町単独事業

であります。

〇委員長（櫻井幹夫君） 小柴委員。

〇２番（小柴葉月君） １点目、承知しました。

２点目に関しましても、１つの事業者が拡大して工場ができて、そこで雇用を生み出せたというこ

とで、この事業の目的を的を捉えてできたのかなと思うので、２点目も大丈夫です。

最後３点目なのですけれども、聞き取りを行って、リスト化をして把握しているというお話なので

すが、把握がちょっと難しいよということなのですけれども、把握をしないとこの補助金事業って存

在意義が薄れてきてしまうと思うのです。把握の仕方として、こちら側から聞き取りとか把握をしに

行くか、もしくは相手から、空き工場の持ち主から知らせてもらうかのどちらかだと思うのですが、

こちらからの把握の仕方は分かったのですけれども、相手側から、工場の持ち主側から情報提供して

もらえるタイミングというか、そういう情報集めていますよという周知はこちらからしているのでし

ょうか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 空き工場の把握におきまして、町からのアプローチの方法というこ

とでございますが、空き工場ということで、会社が工場を手放す、空けてしまうというような事態に

陥ったときに、町のほうにそういった旨の情報をいただけるということがなかなか少ないという実態

がございます。そういった情報は、地域に根差した商工会並びに銀行関係、金融関係の方から情報を

いただけるものというふうに認識しておりますし、当然職員でたまたま近くを通ったときに把握する

ということはございますが、そういった商工会、金融機関と連携をした情報把握に努める必要がある

というふうに認識しております。

〇委員長（櫻井幹夫君） 小柴委員。

〇２番（小柴葉月君） 分かりました。自分たちではなかなか把握が難しいから、商工会だったりと

か銀行だったりとかから情報をもらうべきだよねというお話は今分かったのですけれども、それを分

かった上でそういう情報収集はしていらっしゃるのか、最後にお聞きして終わりたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（鵜川 晃君） 商工会等々の関係機関と連携をしまして、事業承継の取組の打合せ

協議を年４回から５回行っております。そういった情報の機会を捉まえて情報共有を図っておるとこ

ろでございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで、質疑番号42番、小柴葉月委員の質疑は終わりました。

以上で政策名４ 「元気と賑わいのある産業づくり」に関する質疑は終了しました。、
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お諮りします。本日はこれにて延会としたいと思いますが、ご異議ありませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇委員長（櫻井幹夫君） 異議なしと認め、本日はこれにて延会いたします。

延 会 （午後 ３時５１分）



決 算 特 別 委 員 会

（第 ３ 日）
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開 議 （午前１０時００分）

〇委員長（櫻井幹夫君） これから本日の会議を開きます。

決算特別委員会３日目を行います。

引き続き質疑を進めてまいります。

なお、進行につきましては、昨日同様、政策名と質疑番号、委員名のみ読み上げます。

、「 」、 、 、 。政策名５ 学びあい未来を拓く人づくり 質疑番号43番 15番 根本謙一委員の質疑を行います

根本委員。

〇15番（根本謙一君） 子ども教育の充実のところで、事業名、給食センター管理運営事業、納付金

のことです 決算書のページは36になります 収入未済額について １点目 ５年度より18万6,243円。 。 、 、

増加しております。その原因と理由はどのようなことなのか伺いたいと思います。

２点目、法令規則にのっとって一定の徴収努力はなされてきたと思いますが、どのように対応して

きたのか実態を伺いたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、こども教育課長、猪俣利幸君。

〇こども教育課長（猪俣利幸君） お答えいたします。

１点目の収入未済額の増加の原因と理由につきましては、原因については、現年度分の未納者が増

加したことであります。６年度は17名で、未納額が約73万円となってございます。前年、５年度が７

名で未納額約30万円であり、未納者が10名、未納額が43万円増加しているところでございます。理由

としましては、物価高騰による家計負担の増によりまして、支払いが避けられない経費が増加する一

方で、そのしわ寄せが選択的な支出に行った結果、この給食費の納付が困難になってしまったものと

考えております。

また、次の２点目でございますが、未納者への対応につきましては、学校給食費は私債権であり、

税金と異なりまして自力執行権がございません。学校給食費徴収基本方針に基づきまして、文書によ

る督促、それから催告、それから電話催促及び臨戸訪問により徴収及び納付相談を行ったところであ

ります。

説明は以上であります。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） １点目についてですけれども、内容、理由、想定の範囲内ということで理解

できました。それでも現行の経済社会情勢の中において、やはりここまで影響を受けているなという

ことを再確認できましたので、１点目は分かりました。

２点目ですけれども、法令的な規則というのはないというふうに受け止めて、しかし基本方針とい

うのがあって、それにのっとって対応してきたということだと思います。それで、この対応している

のは基本的には、過去は先生方の相当負担になっているという話も聞いた記憶、そういう認識のまま

で私来ていますけれども、現在もそういうことなのか、あるいは職員もしっかり対応しているのか、
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そこら辺教えていただきたい。

〇委員長（櫻井幹夫君） こども教育課長。

〇こども教育課長（猪俣利幸君） お答えいたします。

、 、 、学校給食費については あくまでも町の公会計でございますので 学校の教員に負担というものは

徴収とかそういうものを依頼していると、お願いしているというようなことはございません。あくま

でも町職員が臨戸徴収等によりまして徴収に当たっているというところでございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） 分かりました。そうすると、私が今言った認識は古い時代の話として受け止

めていいのかというのと、国の動きとして給食費無償化の話が出ていますけれども、それはそれとし

て、これだけの職員数の中で本当に十分な対応がし切れてきたと思っておられるのでしょうか。やは

、 、り大変厳しいと 難しい中で何とかやりくりして徴収努力を行ってきていたということの認識なのか

最後に伺いたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） こども教育課長。

〇こども教育課長（猪俣利幸君） お答えいたします。

かつては職員が給食費の納付催促または徴収まで行っていたのかと、教職員がですね、というご質

問ですけれども、私の認識では教員がそういうところに関わったという過去の事実はないものと認識

してございます。町としては。

それから、職員数の、職員による徴収体制というようなご質問でございますけれども、職員やはり

昨年度から２人になりまして、なかなか業務も立て込んでいるというのは事実でございます。今現実

的に滞納者というものが実質、実人数で40名弱となってございます。そういうような中でやはり職員

も当然時間外というふうになる場合もございますけれども、勤務時間、それから時間外ということで

滞納整理、臨戸徴収等の滞納整理に鋭意努めているところと考えてございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで質疑番号43番、根本謙一委員の質疑は終わりました。

質疑番号44番、５番、長嶺一也委員の質疑を行います。

長嶺委員。

〇５番（長嶺一也君） 施策名、子ども教育の充実でございます。施策評価は88ページになります。

では、質疑内容を申し上げます。成果指標④の将来人の役に立つ人間になりたいと思う生徒の割合

（中３）は17.4ポイントも減少しております。その要因と分析をお伺いいたします。

２つ目、課題に対する取組の中で「ＷＥＢＱＵや「まなびのあしあと」などを通して望ましい人間

関係の育成と、個別支援の促進を図った」と記載されておりますが、その具体的手法を伺います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、こども教育課長、猪俣利幸君。

〇こども教育課長（猪俣利幸君） お答えいたします。

１点目の要因と分析についてであります。まず、前提といたしまして、このアンケートは「当ては
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まる 、それから「やや当てはまる 「どちらかといえば、当てはまらない 、それから「当てはまら」 」、 」

ない」の４件法によるものでございます。指標は 「当てはまる」を選んだ割合のみ対象となってお、

ります。しかしながら 「やや当てはまる」を選んだ生徒は37.7％おりまして 「当てはまる」と「や、 、

や当てはまる」を合わせた肯定的な回答は97.5％となります。この割合は例年とほぼ変わらないもの

であり、全国平均、それから県平均を上回るものとなってございます。前年度と比べて「やや当ては

まる」が増えてしまった要因は断定はできません。しかし、前年度とは異なる集団でありまして、こ

の学年はほかのアンケートにおいても「当てはまる」よりも「やや当てはまる」を選んでいる生徒が

多い傾向が見られること、それから調査対象学年の総数が少ないため、数値の上下が起こりやすいこ

となどから、昨年度の中学３年生が重大な課題を抱えていたというような認識は持ってございません

が、さらに積極的に人の役に立ちたいと思えるように、本人を支え、望ましい学級集団づくりを推進

してまいりました。

２点目の具体的手法についてであります。ＷＥＢＱＵについては、学校生活の満足度や学級集団の

状態をアンケートから推定するものであります。その結果を分析し、児童生徒への関わり方や学級経

営の方向性などについて教育支援室が指導、助言するなどして、本人の前向きな気持ちの育成や望ま

しい人間関係づくりに努めてきたところであります。

「まなびのあしあと」については、こどもデータ連携事業の取組でありますが、乳幼児期からの様

々なデータと日々入力した本人の気持ちや悩みなどの記録を連携させることで、学校不適応感を即座

に捉え、担任からのスタンプによる承認やコメントバックなどの適切な支援によって弱った気持ちを

サポートする取組であります。検証のデータからは、担任による昨年度の取組が効果的であったとい

うことが分かっております。

以上であります。

〇委員長（櫻井幹夫君） 長嶺委員。

〇５番（長嶺一也君） １つ目の答弁なのですけれども、調査集団が異なるから調査結果がこういう

結果になったという回答でございました。私は、例えば４年度は前年比マイナス５ポイント、５年度

につきましては前年比プラス９ポイント、令和６年度につきましてはマイナスの17.4ポイントという

ことで大きく数字が動いていたものですから、特殊要因もあったのかなというふうに思ったわけなの

ですけれども、特に特殊要因は考えていなかったという理解でよろしいのでしょうか。

〇委員長（櫻井幹夫君） こども教育課長。

〇こども教育課長（猪俣利幸君） お答えいたします。

先ほど申し上げたとおり、やはり調査対象、標本が100人程度ということでございまして、その集

団の年によりやっぱりそういうような傾向というものであって、委員おっしゃるような特別な特殊要

因というものはなかったものと考えてございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 長嶺委員。
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〇５番（長嶺一也君） ２番目のほうの質疑でございますけれども、ＷＥＢＱＵなのですが、タブレ

ットを使ったアンケート調査になろうかと思うのですけれども、ＷＥＢＱＵなので、結果につきまし

てはすぐ出てくるのかなとは思うのですが、ＷＥＢＱＵの実施する頻度はどの程度なものなのでしょ

うか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 教育長。

〇教育長（歌川哲由君） お答えいたします。

ＷＥＢＱＵにつきましては、これは年２回の実施ということになっておりまして、目安としまして

は１学期の末、それから２学期の末あたりに実施しまして、その変異なんかもデータとして活用しな

がら追跡調査しているところでございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 長嶺委員。

〇５番（長嶺一也君） 分かりました。

年２回実施しまして、その統計等につきましては、どのような形で行っているのでしょうか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 教育長。

〇教育長（歌川哲由君） データがいろんな種類のデータ出てくるわけでありますけれども、そこに

は個人個人の学級に対する思い、満足しているとか、不満があるとか、この集団は嫌だとか、この集

団に所属したいとか、そういうふうな個人個人の課題というか状態、それから学級全体が例えばみん

なを取りまとめるような、包み込むような親和的な集団であったり、そうではない集団、攻撃しやす

い集団だったりとか、そういう傾向も見ることができます。それは当然、初めよりも、６月と12月実

施があれば１学期より２学期がよくなっているのは当然望ましい姿でありますが、そうでない状況も

たまにございます。そういうところから課題を抽出して、特別支援教育アドバイザーが各学校を巡回

して、こういう状態になっていますと、この学級はこんなところが心配ですとか、この学級はとても

いいですねとかというふうな、結果を基に指導してまいります。学校では、それを受けながら、独自

の分析も含めながらですけれども、特別支援教育アドバイザーの指導を受けながら学級経営の改善に

当たったり、それからあと特に心配な子どもがいるわけです。この集団にはもう所属したくないとか

というふうな子どももいるわけですから、そういう子どもが見られた場合には、当然その子どもへの

直接的なアプローチを担任等が行うなんていうことで改善を目指しているというところでございま

す。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで質疑番号44番、長嶺一也委員の質疑は終わりました。

質疑番号45番、15番、根本謙一委員の質疑を行います。

根本委員。

〇15番（根本謙一君） 事業名、健康管理事業について伺いたいと思います。

「子どもたちの健全育成を図る」を眼目に、意図として不登校解消、問題行動の解決と述べており

まして、大事な取組として認識しているところですが、そこで成果指標Ａ、問題解決や好転した支援
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内容の割合の目標値50％に対して実績値が43.6％となっていることから、支援困難事案が50％超と理

解するところです。支援件数、課題など、差し支えない範囲で説明を求めたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、こども教育課長、猪俣利幸君。

〇こども教育課長（猪俣利幸君） お答えいたします。

まず、この成果指標の実績値について説明いたします。これは、国が行っているスクールソーシャ

ルワーカー活用事業に係る実態調査に基づいております。支援の対象となった児童生徒数が39名、内

容別の支援件数は420件であります。この調査では、内容別の対応状況としまして「問題解決 「好」、

転した 「支援中 「その他」という項目がございますが、このうち「問題解決」と「好転した」を」、 」、

合わせた割合が実績値の43.6％でございます。一方 「支援中」が51.2％ 「その他」が５％となって、 、

おりまして、支援ができていない事案が50％を超えているというわけではございません。好転したと

までは言えない「支援中」の具体的な内容は、家庭環境、心身の健康・保健、それから発達障がい等

の３つで90％を占めておりまして、短期で改善することが難しく、関係機関との連携を図りながら継

続して支援を行っているものと認識しております。

なお 「不登校解消、問題行動の解決」に限定すれば、支援によって「問題解決や好転した」の割、

合は79.8％となっておりまして、スクールソーシャルワーカーが果たしている役割は非常に大きなも

のとなってございます。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） 詳しい説明をありがとうございました。少し勘違いしているところありまし

たけれども、理解が十分進みまして、問題解決、好転で、その中で79.8％という数字もご披瀝いただ

きました。認識を改めていきたいと思いますが、そこで２点についてお伺いしたいと思います。

大変な努力をされているのだなと、スクールソーシャルワーカーの皆さんはじめ、教育相談員の方

もおられるという中で、５年度と６年度は随分成果として数字は上がっている。これを見ればそうい

うことが言える。ここはどういうことだったのかというのをうかがい知ることできますけれども、当

局の改めての見解を伺いたいと思います。

もう一つは、成果のところでポツ２のところ、読み上げますと 「潜在的な案件や深刻なケースが、

、 、 」 。増える中でも 丁寧な家庭支援と時間をかけた対応を進めたことで 多くの問題解決に繋がった と

それがこの実績に表れているのだというふうに受け止めたとして、これは「まなびのあしあと」が有

効な手だてとして動き出している、その取組の一つの成果だというふうに受け止めてよろしいのでし

ょうか。それ以前の努力の成果だということが多分にあるでしょうけれども、そこのところの認識は

伺っておきたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 教育長、歌川哲由君。

〇教育長（歌川哲由君） お答えいたします。
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まず、１点目の５年、６年度に顕著な成果が上がっているというふうなご指摘でございますが、そ

のとおり認識しております。これは、一番大きなことはスクールソーシャルワーカーが替わったとい

うことかなというふうに私は認識しているところであります。５年度……大変失礼しました。ご質問

の趣旨をちょっと勘違いしておりました。５年度が少なくて６年度が上がったということについての

ご質問でよろしかったでしょうか。スクールソーシャルワーカーが替わりまして、６年度、学卒の若

い方がなったのですが、非常に意欲的に活動していただきまして、今まであんまり踏み込んでいなか

ったところにもどんどん自分から踏み込んでいかれるようなワークをされまして、新規に受け持つ件

数が急激に増えて介入が多くなったというふうに認識しております。やり方そのものは、まだお若い

方なので、稚拙なところもありましたけれども、多くの事案に関わっていただいて成果を上げている

というふうに思っております。

それから、２つ目のご質問でございますが 「まなびのあしあと」という成果の影響かということ、

でありますが、それも一定数あるとは思いますけれども、不登校の児童生徒に特に限っては、学校に

来ていないことが多いものですから、あまり「まなびのあしあと」とも深く関わらないことが多いと

いうふうに考えております。なので、やはりきめ細かなソーシャルワーク等々、スクールソーシャル

ワーカーを中心とした直接的な働きかけが功を奏したケースが多かったというふうに考えているとこ

ろであります。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） 認識を改めさせていただきます。今教育長のお話の中で、いわゆる不登校の

解消に向けたことで、学校に出てこないので「まなびのあしあと」にはそう関わっていないというこ

とからすると、なかなかそこのところに分け入って見つける、あるいは関わって、しっかり寄り添っ

て、こういう言葉は語弊があるかもしれませんけれども、すくい上げてあげなくてはいけないという

実態があろうかと思います。実態として不登校児が増えているということもありますから、ここに何

かしらのやっぱり注力はすべきではないかなという課題があろうかと思います。それは６年度の中で

しっかり整理されてあるということでよろしいでしょうか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 教育長。

〇教育長（歌川哲由君） お答えいたします。

６年度までの実践の中で、今委員ご指摘のように不登校児童生徒に対する対応につきましては、私

ども教育委員会としましては２つに分けて考えております。それはどういう分け方かといいますと、

既に不登校の兆候があって、見られて、学校を休んだり、来なかったり、あるいは家からなかなか出

れなかったりというふうな兆候を既に見せている子どもたちと、それからそういうふうにひょっとし

たらなるのではないかというおそれのある子どもたちに対して、分けて対応しているということでご

ざいます。既に兆候が出ている子どもたちにつきましては、一般質問でもお答えいたしましたけれど

も、例えば教育相談室の活用であったり、子どもと親の相談員であったり、それからＳＳＲと申しま
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すけれども、スペシャルサポートルーム、来たいときに学校に行って自分のやりたい勉強をする、そ

ういうサポートするお部屋を用意したり、様々な対応をしているところであります。それから、県の

施策でもあります不登校児童生徒支援センターのｒｏｏｍＦなんかにもつながったりということで、

様々な対応をして子どもたちの不登校からの復帰に努めているところであります。

加えまして、後段のこれからひょっとしたら不登校になるかもしれないという子どもたちを洗い出

して、早期にプッシュ型の支援をするということで、私どもは「まなびのあしあと」を導入している

。 、 、ところであります まだまだ元気で一応学校には来ているのですけれども 何らかの困り感を持って

ひょっとしたらこの子、何かのきっかけで不登校になってしまうのではないかというふうな子どもを

データから洗い出して、早期に教員から、あるいはほかの職員等から支援をして、そういう状態に陥

らないように助けてあげるというようなことで２本立てで進めておりまして、今年度以降もそのとお

り実践を力強く推進してまいりたいというふうに思っているところであります。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで質疑番号45番、根本謙一委員の質疑は終わりました。

質疑番号46番、８番、星次委員の質疑を行います。

星委員。

〇８番（星 次君） 施策名が５―２の生涯学習の充実ということで、施策ページ数は94ページで

あります。指標の分析において、猛暑や大雪の影響を受けて学習意欲が低下したと理由づけしており

ますが、課題に対する取組として学習ニーズの把握に努めたと分析しているが、ニーズをどのように

把握し、内容を決定したのか教えてください。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、生涯学習課長、小林隆浩君。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） 星委員の質疑についてお答えいたします。

学習ニーズの把握につきましては、学習講座などの参加者からのアンケートや、町が設置する公民

館事業運営協議会等の各種委員会からの有識者の意見を参考にして事業を企画、立案しております。

また、一部の学習講座におきましては、事業の参加者により組織する運営委員により講座の内容など

を協議し、学習計画を策定して生涯学習に取り組んでおり、好評を博している事例もございます。

説明は以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 星委員。

〇８番（星 次君） その指標の分析で、猛暑や大雪というふうなことで学習低下したというよう

なことでなくて、私は学習のメニュー、意欲を高めるためにはやっぱり学習のメニューだと思うので

す。私に合っているいろんなバラエティーのメニューをつくることによって人数が増えると思うので

すが、その辺の認識はいかがですか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 生涯学習課長。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） 委員おっしゃるとおり、やはり当然メニュー、いろんな興味を持っ

てもらえるようなメニューをつくると、そういう授業を開催するというのは大変重要なことだと思っ
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ています。その分析につきましては、大雪という理由にしたところにつきましては、指標①のほうは

増加しているということになります。生涯学習講座に参加している町民の割合ということで、こちら

、 、は実際に生涯学習講座に参加した人数を基に割合を出しておりまして こちらは増加していますので

講座そのものはよかったのかなというふうに思うのですが、こちら指標の減少しました目標を持って

学習を行っている町民の割合につきましては、こちらは町民アンケートの結果になってございます。

町民アンケートですので、こちらは全ての方が町の学習講座に参加しているわけではない中での回答

ということにはなるのですが、そういう中でちょっと参考にしましたのは、令和３年度と４年度につ

いては、やはりコロナ禍等などにより、外的要因によって町民の参加者、目標を持って学習を行って

いる町民の割合が下がったのではないかなというふうに分析して、５年度はコロナ収束しましたので

上がったということになるのですが、今回につきましても、コロナほどではないのですけれども、若

干下がった理由などについては、やはりそれはいろんな理由があると思いますが、やっぱり去年夏も

冬も大変厳しい状況でしたので、そういった要因もあるのではないかということで推測したところで

ございます。

説明は以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 星委員。

（ ） 、 。〇８番 星 次君 Ｂの目標を持って学習を行っている町民の割合は この数字は分かりました

町民アンケートだったということで、それは理解しましたが、目標値は高いわけでないのです。これ

50％もいってないのです、目標値は。41％ですから、この表をもう少し実績値を上げるように、近づ

けるような努力が必要でないかというふうに考えるのですが、運営委員会等でどのようにお話しして

いるか、よろしかったらちょっと聞かせてほしいなと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 生涯学習課長。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） 委員会等での話につきましても、やはり成人のニーズですとか、青

少年のニーズというのはやっぱり異なりますので、それぞれに合ったようなニーズ、例えば成人のニ

ーズであれば、やはり今、健康維持ですとか、あとは環境保全ですとか、例えば特殊詐欺、そういっ

たものに対する対応の講座ですとか、あとは本当に青少年のニーズであれば、なかなか学校や家庭で

は体験できないような、そういったものがいいのではないかとか、そういったような様々な意見をい

ただいております。

説明は以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで質疑番号46番、星次委員の質疑は終わりました。

質疑番号47番、15番、根本謙一委員の質疑を行います。

根本委員。

〇15番（根本謙一君） 図書館管理運営事業について伺いたいと思います。

町民みんなの本棚、学びの場、知の情報拠点、交流する場として事業活動内容が充実してきている
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ことを大いに評価したいと思います。

そこで伺いたいのは、まず１点目、レファレンスサービスについての実績はどのようになっている

のか伺いたい。

２点目、活動内容が多様に実施されている中で、問題、課題はなかったのか伺いたいと思います。

これは、図書館管理運営事業としての問題、課題です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、生涯学習課長、小林隆浩君。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） 根本委員の質疑についてお答えいたします。

１点目の図書館の利用者からの要望を受けて図書館職員が調べ物や探し物などの支援を行うレファ

レンスサービスについての実績につきましては、令和６年度は540件でございます。

２点目の活動に対する問題、課題につきましては、現在のところ大きな問題等はございませんが、

イベント開催時の参加者が減少傾向にあることから、町民のニーズやよりよい事業活動へのご意見を

いただきながら、情報発信のさらなる充実が課題と考えてございます。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） １点目ですけれども、公民館の活動事業でレファレンスサービス、これ大変

革新的な事業の一つだというふうに私は思っておりまして、いつもここに注目しております。この実

績推移を見ますと600から500で推移しているということで、結構相談者が多いのだなということでう

かがい知れますから、大いに図書館を活用するという方が来られているということだと思います。こ

のレファレンスサービスの中で、いわゆるほかとのネットワークを活用するところまで関わった事例

等、あるいはこれ図書館にないものもあったりしたのかどうなのか、その辺のところの苦労した点で

ご披瀝いただくことがあればお願いしたい。

〇委員長（櫻井幹夫君） 生涯学習課長。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） ほかから持ってこれるということにつきましては、本町の図書室に

ない場合は、県内の図書館の情報を検索して、また県内の図書館に所蔵がある場合は、可能であれば

図書館同士の相互貸借を行うということで対応しております。特に大きな苦労というところはござい

ません。何とか希望者の要望に応えるように取り組んでいるところでございます。

回答は以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） そういう事例があったのかどうなのかということで、やっていますでなくて

事例があったのか。あったならば、差し支えない程度にご披瀝いただけませんかというふうにお願い

したい。そこを把握していないなら、していないで仕方ないですけれども、いわゆる図書館におられ

る係の方がそこまで十分に、来訪者あるいは利用者の活用に十分に対応をしているというあかしを私

はそちらから説明の中で受け止めたいのです。理解したいのです。そうすると、ああ、やっぱりこの
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図書館造ってよかったのだなということになる。ただ本がいっぱいあればいいという話ではないと思

いますので、事例があったら教えていただきたいということです。

〇委員長（櫻井幹夫君） 生涯学習課長。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） お答えいたします。

事例はございます。すみません、詳しい事例については、ちょっと持ち合わせていませんが、本当

に事例は少数ではなくて、結構あるというふうに認識してございます。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） では、２件目に参ります。

正直な話、これだけ多様な事業を展開しているとは思っていませんでした。６年度の活動実績を見

ますと、すごいです。よくここまで充実させてきたなというふうに、ある意味感動的にチェックした

ところです。それで、これだけのことをやっていくのですから、しっかりしたお膳立てと、よその事

例も参考にしながら、これでもか、これでもかというふうに積み重ねてきたなというところなのです

けれども、先ほどの問題、課題のところでちょっと最後のほう聞き取れないところがあったのですけ

れども、その課題を解決するためにどのようなことが考えられますか。何かの減少、利用者の減少で

すか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 生涯学習課長。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） すみませんでした。先ほど申し上げましたのは、課題としましては

やはりイベント開催時の参加者が減少傾向にあるというようなことをお話ししました。その課題の解

決方法といいますか、取組につきましては、やはり広報ですか、の充実というのが大事ではないかと

いうふうに考えております。今現在でも町ホームページですとか、あとは図書館のホームページ、ツ

イッター、チラシ、ポスター等で周知は行っているところですが、さらに広報等、他団体の例なども

参考にして見直しを行っていきたいと思います。また、あとは利用者のニーズに合わせた企画なども

考えていきたいと思っております。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） 一定の努力をされているということだろうと思いますけれども、これだけ多

様なものを次から次へと繰り出しているわけですので、特に対象者は子どもから高齢者まで全世代に

。 、 、 、わたっているわけですよね 子ども向けの場合は 子ども向けに当然ＰＲ あるいはホームページ等

今の子どもたちは容易に使っていますので、そういうことで発信はできるでしょうけれども、やはり

特に学校に直接ご案内するということも、やってはいるかもしれないけれども、やってほしいです。

子どもに直接先生方からも声かけ、あるいは職員の皆さんからも声かけ、来られた方にも声かける、

そういう直接な心の通う触れ合いの中でどんどん、この事業展開の中で町民あるいは来館者にそのす
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ばらしさをよく知っていただくという、これが大事なポイントだと私は思います。そういう努力はす

べきだと思いますが、認識を伺いたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 生涯学習課長。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） 図書館、本当に町民の皆さんたくさん利用していただけるように、

やはり今おっしゃったような周知とかそういったものはしっかり取り組んでいきたいと思います。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで質疑番号47番、根本謙一委員の質疑は終わりました。

質疑番号48番、15番、根本謙一委員の質疑を行います。

根本委員。

〇15番（根本謙一君） 次に、地域学校協働本部事業について伺いたいと思います。

活動実績から学校の応援団としての事業内容が示され、成果としては、地域ぐるみで児童生徒を育

てる取組ができ、地域の方々との交流が図られたなどと述べております。課題はなかったのかを伺い

たいと思いますが、一般質問でもさせていただいていますので、一定程度は理解しているつもりです

けれども、ここでの一通りの答弁をいただきたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、生涯学習課長、小林隆浩君。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） 根本委員の質疑にお答えいたします。

地域学校協働本部事業の課題としましては、町立学校からの学習支援や部活動支援、さらには放課

後子ども教室の充実を図るための学校の応援団の拡充が課題と考えております。学校の応援団の登録

人数は年々増加しているものの、実際に活動していただけるのは登録されている得意な分野に限られ

るため、多様なニーズにはまだ対応できていないところがあります。また、放課後子ども教室につき

ましては、小学校学区ごとに事業を展開しておりますが、やはり実施場所の制約等などもある理由か

ら、開催回数の要望に対応できていないということが挙げられます。

説明は以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） １点だけ伺います。

その開催、要望に応え切れていないというのは、登録者は増えているけれども、実際に動ける人が

やっぱり少ないということが大きな影響かなと思うのですけれども、その展望的なものは今後の努力

でいけるものと考えているのかどうなのか。６年度中の事案ですので、課題として抽出しただけなの

かもしれませんけれども、そこの努力で、一般質問でこれ充実、そこに注力していくということを言

っていますから、これは伺っても仕方ないかなと思うところですので、これは答弁はいいです。一般

質問で十分いただいていますので、今後の推移を見守りたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで質疑番号48番、根本謙一委員の質疑は終わりました。

質疑番号49番、６番、村松尚委員の質疑を行います。
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村松委員。

〇６番（村松 尚君） 施策ページ100ページより、生涯スポーツの充実の中から質疑させていただ

きます。

成果指標②の減少に対し、指標の分析では大雪が要因の一つとなっています。その内容はどのよう

なものなのかお伺いします。

２点目として、近年、ウオーキングなどは鳥獣被害の影響でやめている住民の方も多いです。その

影響はないのかお伺いいたします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、生涯学習課長、小林隆浩君。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） 村松委員の質疑にお答えいたします。

１点目の大雪が要因の一つとしていることにつきましては、大雪の影響により、毎年開催している

スキー、スノーボード教室や町民ソフトバレーボール大会などが中止になったことや、町の体育施設

の駐車場の除雪などが間に合わず一時的に使用できなくなったことがあるなど、令和６年度の冬は例

年になく雪が多く、寒さが厳しかったこともありまして、スポーツ活動が行いにくい環境にあったこ

とも影響したと考えております。

２点目の鳥獣被害の影響によるウオーキング離れにつきましては、ウオーキングをやめた方の実態

は把握しておりませんが、実績値の低下につながっていることも推測されます。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 村松委員。

〇６番（村松 尚君） 大雪で様々なソフトバレーであったり、そういったものが中止になったとい

う部分も語られましたが、そういったスポーツに関して、例えば今大雪のため中止で終わりだったの

か、ですけれども課題に対しての取組では様々なスポーツに親しむ機会をつくるために取り組んでい

るという記載もあります。確かに高田体育館の改修工事などでの使用ができなかったところなどを考

えれば、どうしてもやっぱり親しむ機会は減ることは致し方なかったのかなと思うのですけれども、

大雪が要因で中止になったものに関しては、例えば日にちを変えてやる、少し時期を変えてやるなど

という考えはなかったのか。また、町民運動会の中止なども挙げていられます。これ猛暑の影響とい

うのは、昨日、今日の話でもなくて、またこれ最近ずっとそうなのです。それに対する対策を、例え

ば時期をずらす、先ほどお話しさせていただいたように、中止になったのであれば別日に移す、夏場

が猛暑だなという予定であればもう少し時期をずらすなどという対応は、この６年度では検討されな

かったのか、その辺をお伺いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 生涯学習課長。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） ６年度では、猛暑の時期をずらすというのは、これ実行委員会等で

やっぱり結構な議論になったということではございます。そういったところで昨年度であれば宮川生

涯学習センターは10月にずらして開催したといったような事例もございまして、やはりそういう、ど
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うしても例えば運動会であれば９月の第１週というのはかなり暑い時期ですので、そういったところ

はずらすという検討などを行っているというところでございます。

以上でございます。

〔何事か言う人あり〕

〇生涯学習課長（小林隆浩君） 開催の時期をずらすということで、６年度から検討を行ったところ

でございます。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 村松委員。

（ ） 。 、〇６番 村松 尚君 運動会の中止というのは猛暑だけの影響ですか これ案外地区単位によって

例えば年齢制限があるような競技であったり、そういった競技内容を抜本的に見直さないと、例えば

地区でやったとしても参加できない集落等々が今度出てくるというのも一つの運動会の課題ではない

かなと思うのですけれども、１点目はその辺、最後にどういうふうに捉えていらっしゃるか見解をお

伺いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 生涯学習課長。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） 実施時期についてはずらすというところで、７年度については、そ

ういったような６年度からの検討によりまして、７年度は実施時期をずらすに至ったというところで

ございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 教育長。

〇教育長（歌川哲由君） 加えてお答えいたします。

ご質問の内容の工夫であったり等は当然やらなければならないことだというふうに思っておりま

す。これはやっぱり実行委員会中心になって、町民の方のニーズを拾い上げながら、実態に合ったも

のとして開催していく必要性があるかなというふうに思っております。

加えまして、やっぱり私、地域学校協働活動の中で学校が地域と共に事業を展開していくことは必

要だということで、各校長にはもうここ３年来くらいずっとお願いしているのですけれども、例えば

小学校と地区運動会、合同でできないかと。学校のほうから地域に働きかけることは必要だろうとい

うことでずっと話しているのですが、小学校の運動会、春にやることが多いものですから、開催時期

の問題等もありまして、なかなか話が進んでいないのですが、ぜひ地域に開かれた学校づくりという

、 。視点で取り組んでいただきたいと 今後も訴えていきたいというふうに考えているところであります

〇委員長（櫻井幹夫君） 村松委員。

〇６番（村松 尚君） よろしくお願いいたします。

２点目のウオーキングという部分が最近、正直なところ大分減ってきたなという感想を私の身近で

は感じています。やはりその中で話になるのは、夕方暗くなり始めた、涼しくなるのもやっぱり夕方

というところで、どうしてもやっぱり中山間地域であったり、そういったところの方々はやめてしま
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う。ウオーキングに関しては、割と年齢層が少し高めの方でもやっていただけるものであって、結構

取り組んでいる方というのは非常に多かったというふうに感じています。実際歩いている方の年齢層

を感じると、割かし年齢層としては高いのかなと思うのですけれども、やはりそういったウオーキン

グができるような環境整備という部分も検討なされるべきではないのかなと思うのですけれども、こ

の６年度の中で鳥獣とスポーツ、ウオーキングをスポーツと捉えるかどうかという部分はなかなか課

の中で検討難しかったのかなと思うのですけれども、その辺の関わり合いの部分という部分は何か検

討されたのかお伺いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 生涯学習課長。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） お答えいたします。

ウオーキングと鳥獣被害の関係の検討までは行ってございませんでした。

〇委員長（櫻井幹夫君） 村松委員。

〇６番（村松 尚君） やはりそういった部分の検討という部分はしっかりなされて、全てが施設を

使うわけではないと思うので、日頃からそういうようなスポーツを身近に感じてやっていただける環

境整備という部分は絶対に必要だと思うので、最後に、しっかりとやはり６年度内で検討なされなか

った。では、このウオーキングというキーワード一つですけれども、例えばウオーキングは所管の認

識としてはできる環境下にあったなと、６年度に関しては普通どおりできる環境下だったなという認

識だったということで検討なされなかったということは、そういう認識だったということでよろしか

ったのか、最後にその認識の部分だけお伺いいたします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 生涯学習課長。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） ウオーキングの検討につきましては、実際これはスポーツとしまし

ては誰でも手軽にできる健康維持のためのスポーツでありますので、こういったものも普及はしなく

てはならないというふうには思ってはいますが、鳥獣被害の対応というのは、なかなかそこの検討と

いうのは難しいのかなというふうには思っています。ウオーキングを推進するというような検討は十

分できると思います。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで質疑番号49番、村松尚委員の質疑は終わりました。

質疑番号50番、８番、星次委員の質疑を行います。

星委員。

〇８番（星 次君） 施策名が同じ、生涯スポーツの充実ということで、ページ数も同じです。成

果指標①、②ともに減少しております。地区スポーツ大会や運動会も参加者が少なく中止されており

ます。現状把握と課題解決や健康維持、さらには体力増進を図るために、誰でも参加できるスポーツ

の企画など、新たに取り組んだことはありますか。教えてください。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、生涯学習課長、小林隆浩君。
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〇生涯学習課長（小林隆浩君） 星委員の質疑にお答えいたします。

成果指標の減少の要因につきましては、高田体育館の改修工事による利用制限や、台風や大雪など

の天候不順により町全体を対象としたスポーツ大会等、事業の中止によるものの影響が多いと認識し

ております。

また、新たなスポーツ事業の企画につきましては、スポーツ推進委員が中心になり、ボッチャ等の

ニュースポーツの教室などを開催しております。また、宮川生涯学習センターにおきましては、ウオ

ーキングとイベントを併せて行うウオーク＆マルシェなど、新たな事業に取り組んだところでありま

す。

説明は以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 星委員。

〇８番（星 次君） ただいま答弁でニュースポーツ、ボッチャとか、宮川生涯学習センターのウ

オーク＆マルシェみたいなのやって事業展開したとありますが、実際にこれだけやっていても人口が

減っているのです。その分析というのは全然やらなかったのではないかというような感じも受けるの

ですが、これもアンケートの結果ですか。その辺教えてください。

〇委員長（櫻井幹夫君） 生涯学習課長。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） 分析につきましては、①の指標、スポーツ施設の利用者数と申しま

すのは、町の体育施設の利用者数でございます。そして、実際にスポーツを行っている町民の割合に

つきましては、これは町民アンケートの結果による数値となってございます。どちらも前年度よりも

数値は減少に至っているということになります。スポーツ施設の利用者数が減少したというのは、や

はり高田体育館の利用制限ですとか、あと宮川生涯学習センターの藤川分館の体育場などが廃止にな

ったという影響もあると考えております。

あと、②の実際にスポーツを行っている町民の割合は、今ほど申し上げましたとおり町民アンケー

トの結果ということで、やはりいろいろ各種大会などが中止になったと、あとは気象的にもなかなか

厳しい年だったというところで、こういったような考えを持ってございます。ちなみに、令和３年と

令和４年のコロナ禍のときなども数値は下がってございまして、令和５年、コロナなども収束します

と、ぐんと実績値上がってはいるのですが、やはりそういう影響ですか、天候とかそういうような影

響などもあったのではないかと分析しております。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 星委員。

〇８番（星 次君） 努力していることは課長の答弁で分かるのですが、ただ今コロナとか、その

コロナが終わってからでも参加者が少ない町民の割合が多いということであるので、その情報の、こ

ういう各種メニューありますよとかという、そういう情報の発信もやってはいると思うのですが、さ

らに努力が必要だと思うのです。その方法としてどんなことというか、それは生涯学習の方とか、そ
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れにもう依存しているのか、独自にこういうことをやりましたという事例があれば教えてください。

〇委員長（櫻井幹夫君） 生涯学習課長。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） 事例につきましては、やはり実際にスポーツを行っている方という

のも町の主催する行事等、運動会等、やはり人が集まらなくなっているのは事実ということで、例え

ば昨年度、台風で中止にはなってしまったのですが、本郷地域においては、やはりウオーキングとゲ

ームなどを絡めたイベントを開催しようとして準備はしておりました。また、先ほども申し上げまし

たとおり、宮川生涯学習センターにおきましてもウオーク＆マルシェなど、新たな事業には取り組ん

だというところでございます。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 星委員。

〇８番（星 次君） ３問で終わるのですが、私質問しているのは、情報発信ということはどのよ

うにやったのかというのが漏れているのです、答弁。それちょっと追加でお願いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 生涯学習課長。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） お答えいたします。

情報発信につきましては、やはり広報紙ですとか、ホームページですとか、あと当然チラシ等など

も、ポスターなども作りまして町民の皆さんに目が届くようにというところもありますし、あとこち

らは地域活動推進委員の方にもやはり声かけなどをしていただいたりとか、そういったような取組は

行ってございます。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで質疑番号50番、星次委員の質疑は終わりました。

質疑番号51番、15番、根本謙一委員の質疑を行います。

根本委員。

〇15番（根本謙一君） 私は、施策名、地域文化の振興のところで、施策ページ106ページから伺い

たいと思います。

１点目、成果指標②において、Ｂの実績値が目標値の２倍以上に増加していて大変に喜ばしいこと

であります。その分析で述べている資料館での子ども向けの事業内容と入館者の町内外別や企画展等

の関心度の分析は行ったのか伺いたい。

２点目、指標の分析③において、町の歴史に興味・関心がある町民の割合が増加している理由とし

て、積極的な情報発信による認知度の向上とイベント回数増を挙げております。その中でも課題は何

かあったのか、なかったのか、伺いたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、生涯学習課長、小林隆浩君。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） 根本委員の質疑にお答えいたします。

、 。１点目の郷土資料館における子ども向けの事業としましては まが玉作り体験を４回開催しました
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また、いつでも取り組める事業としまして、歴史にまつわるクロスワードパズルや土器の切り絵のし

おり作りなどを行っております。入館者につきましては、受付で町内外別、男女別、年齢層の確認な

ど、入館者の情報を収集しております。企画展などの関心度につきましては、資料館の職員等による

遺跡等の資料の解説などにより、興味を持ったり、驚嘆の声をいただくことも多いと分析しておりま

す。

２点目の積極的な情報発信による認知度の向上とイベントの回数増に対する課題についてでありま

すが、町広報紙、ホームページ、ラインやインスタグラムなどのＳＮＳ、新聞、チラシ等を組み合わ

せた情報発信を行っております。さきに述べました入館者情報の中でも来館者のきっかけについて確

認をしておりますが、まだまだ入館者が少ないことから、常設展の展示物の入替えや企画展の充実な

どにより情報発信方法、発信先を増やすことが課題であると考えております。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） まず、１点目のところで、子ども向け、本当にわくわくするような内容のイ

ベントなのだなというのがうかがい知れます。町の広報紙、それからホームページ等で情報は見ては

いるのですけれども、実際に子どもが関わって、わくわく感を出しながら興味を持っている姿を思い

浮かべるわけです。その中で、ほかの入館者も含めてしっかり、どこから来られて、町内なのか、町

外なのか、町外はどこから来られたとか、そういう情報もいろいろチェックできるものをお持ちなの

だなというのが分かりました。これを有効に活用していただきたい。その分析は行ったけれども、当

然それが今後に生かされますけれども、それを基にしたもので、今後にそれはしっかり生かされてい

きますねという言い方でいいのかどうか、そういう多様な情報をここでいただいておかないと、整理

しておかないと次の展開に持ち込めないのではないかなと思うところから、そこの認識を伺いたいと

思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 生涯学習課長。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） お答えいたします。

ここで集めております町内外別ですとか、これ当然市町村まで取っておりますし、男女別、年齢な

ども確認しております。こういったものは今後この資料館を運営していく中で大変重要な情報になり

ます。そういったところでしっかりと活用していきたいと考えております。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） まさに町の文化施設であり、それから情報発信基地でもあり、同時に町の観

光施設でもあるわけです。そういう位置づけであれは整備されたというふうに認識しております。幸

い、高速道路のインター、ＩＣもありますから、大いにそこを意識した情報発信も今後はしていくべ

きではないかなと思いますけれども、そこのところの再確認をさせていただきたい。十分だとは思っ

ていませんので、お聞かせいただきたい。
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〇委員長（櫻井幹夫君） 生涯学習課長。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） お答えいたします。

郷土資料館につきましては、まだまだポテンシャルを秘めていますので、情報発信、あと中の企画

展の充実、来ていただいた人が本当に来てよかったと思っているようなところの整備と情報発信を充

実させたいと思っています。

あと、資料館を見て町のことを知って、町の観光に来ていただけるような、そういう取組も行って

いきたいと考えております。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） では、２点目のところに参ります。

この実績値を見ますと、目標値には届いて超えておりますけれども、そもそものこの目標値がどう

だったのかというところがありますが、適度増やしてきているというところで、成果として受け止め

たいと思います。そこで、町民の皆さんもっともっと町の歴史を知ってもらう必要がありますよね、

これは。まだまだ知らないことが、提供がされていないのではないかなというふうに私思います。特

に一番気にするのが天海大僧正です。あんなすばらしい方なのに、町のどこを見ても石像はあります

けれども、本当に歴史に触れる機会がなかなか、あるようでないというふうに思います。観光イベン

トのときはありますけれども、それでいいはずない。ふだんにそういう情報提供する場としてこの郷

土資料館が生かされていくべきではないかなというふうに思いますので、ここで述べられた課題に向

き合うためにもその部分に注力すべきではないかなと、６年度の実績を見てそう思うわけですけれど

も、認識を伺いたい。

〇委員長（櫻井幹夫君） 生涯学習課長。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） 町の歴史といいますか、資源というのですか、歴史の資源等なども

。 、 、本当にたくさんのものがございます そういう中で 郷土資料館というか文化係の事業としましても

自分の地域の発見事業とか、そういった歴史の事業なども取り組んでおります。当然、天海大僧正に

ついては本当に知名度が高い方ですので、そういったところをもっともっと情報発信していかなけれ

ばいけないというふうに考えてございます。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） いずれにしても、この資料館の皆さん、職員の方、企画力の成果だというふ

うに大いに評価したいと思います。よりこの企画力を高めてしっかり入館者を増やしていって、町内

外から入館者を増やしていっていただきたい。今後の努力を見守りたいと思います。期待します。

終わります。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで質疑番号51番、根本謙一委員の質疑は終わりました。
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質疑番号52番、15番、根本謙一委員の質疑を行います。

根本委員。

〇15番（根本謙一君） 次に、遺跡調査・整備事業について伺いたいと思います。

活動実績において、令和６年度と令和７年度の２年間で策定する向羽黒山城跡保存活用計画に着手

したと述べております。６年度はどこまで進捗したのか伺いたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、生涯学習課長、小林隆浩君。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） 根本委員の質疑にお答えいたします。

、 、 、 、現在策定中の向羽黒山城跡保存活用計画についてですが この計画は 向羽黒山城跡の保存 管理

活用を適切に進めていくための指針となる基本的な計画であります。この計画の推進を通じて、向羽

黒山城跡の保存、管理、活用を進めていく上で必要な事項が住民や行政等にも見える化されるメリッ

トがあります。

策定作業に当たりましては、考古学や城郭、植物の専門家、地元の各種団体から成る７名により策

定委員会を組織し、文化庁や福島県文化財課からの指導、助言を受けながら策定作業を進めておりま

す。内容としましては、向羽黒山城跡の概要、対象区域、本質的価値などの基本的な事項と保存、管

理、活用、整備、運営体制などについての現状と課題、それらの今後の方向性と方法などについての

内容となります。令和６年度は、策定の経緯、地域環境、概要、本質的価値、構成要素など基本的な

事項と、保存、管理、活用、整備、運営体制などの現状と課題についての整理を行っております。

説明は以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） そうしますと、今は基本的な体制づくりと、それからその前段では方向性と

か内容とかおっしゃいましたけれども、つまり、今年度のことを聞くわけにいかないので、実質的に

具体的なところにどこまで入っているのかなというところを確認したかったわけです。まだそこまで

は６年度は入っていないと。あくまでも基本的なことしか整理されていなくて、いわゆる保存活用計

画ですから、こういうふうに生かすべきだというところは７年度に入ってからのことになるというこ

とでいいですね。６年度は一切そこにはまだ入っていないのだということでしょうか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 生涯学習課長。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） おっしゃるとおり、まだ、それは７年度の取組ということになりま

すので、６年度におきましては保存活用の具体的なところまでは入ってございません。ただし、いろ

んな有識者の方、委員の方いますので、いろんな意見はいただいたというところでございます。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） いずれにしても、これとっても本郷地域にとっては大事な計画。今後、７年

度取り組まれる、始めているにぎわいづくりの計画とセット的な計画づくりだというふうに私は捉え
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ているので、大変期待するところです。いわゆる学術的、文化的な計画に収まらない、観光も視野に

入れた計画にならざるを得ないのではないかなというふうに思います。これは、国もそういう方向性

で指導しているというふうに私は思っていますから、間違いないと思いますけれども、そういうこと

になるという方向でつくられていくというふうに受け止めていいでしょうか。そういう認識でいいで

しょうか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 生涯学習課長。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） 文化庁の見解としましても、まずは保存あっての利活用ということ

になりますが、それだけではなくて、本当に史跡を見に来てもらう、日本の文化などを世界に情報発

信する、あとインバウンドなども本当に呼び込むというような文化庁の方針ですので、そういったも

のに従って、観光面なども意識しながら計画を策定していきたいと考えております。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで質疑番号52番、根本謙一委員の質疑は終わりました。

以上で政策名５ 「学びあい未来を拓く人づくり」に関する質疑は終了しました。、

ここで説明員入替えのため、11時30分まで休憩いたします。

休 憩 （午前１１時２１分）

再 開 （午前１１時３０分）

〇委員長（櫻井幹夫君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

、「 」、 、 、 。政策名６ 魅力と個性のある地域づくり 質疑番号53番 15番 根本謙一委員の質疑を行います

根本委員。

〇15番（根本謙一君） それでは、施策名、地域活動の推進で、施策ページ112から伺いたいと思い

ます。

成果指標Ａ、Ｂの目標値を下回っている実績値の分析で、原因と課題を踏まえて取組を多様にして

きている中において、地域おこし協力隊の募集をしたことは評価、期待するところであります。そこ

で、専門家を交えて云々と述べております。最終的には制度周知や活用についての機運醸成につなげ

たと述べておりますけれども、これはどういうことなのか伺いたいと思います。お願いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、政策財政課長、渡部雄二君。

〇政策財政課長（渡部雄二君） 15番、根本委員の質疑にお答えいたします。

地域おこし協力隊の採用に向けた一部につきまして、これまでに採用実績がない、新たな分野にな

るボランティアセンターの充実、強化などに取り組む協力隊の採用を計画していたことから、担当課

、 。 、や受入れ団体では地域おこし協力隊事業経験がなく 体制構築に苦慮しておりました このことから

総務省の地域おこし協力隊アドバイザー派遣事業を活用し、アドバイザーを招き、各受入れ担当課、

受入れ団体、採用担当課、協力隊経験者、県担当職員で検討会を実施し、受入れ態勢の構築を図った

ところであります。
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以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） 国の制度を使って多様な地域おこし協力隊の活用を図れるように、その理解

をすると、そういうのはもちろんですけれども、活用策を知る、そのための検討会だということかな

と思うのですけれども、この支援体制の検討会等を行うことでというのは、いまいちちょっと分から

ない。地域おこし協力隊を活用するための支援体制なのか、地域おこし協力隊というそのものを支援

体制というふうに捉えているのか、今の説明ではちょっとそこが見えないところなので、再度お願い

したいのと、対象者はどなたですか。各所管のいわゆる課長たちなのか。いろんな生かし方があるの

だよというところの勉強だというふうにも踏まえたいのですけれども、今の説明ではちょっと分かり

にくいところ、ターゲットはボランティアセンターだということであるみたいですけれども、今の説

明ではちょっと分かりにくいところがあるので、再度の答弁をお願いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 政策財政課長。

〇政策財政課長（渡部雄二君） お答えいたします。

支援体制の検討会の中身でございますけれども、基本的には今回初めての分野の方を採用するとい

うことで、具体的な総務省の事業を活用したわけでございますが、当然これボランティアセンター活

用だけではなくて、支援体制全体に町の中で共有できるような内容の研修になってございますので、

職員または既に働いていらっしゃる地域おこし協力隊の方にも情報共有にはなったのかなというふう

に捉えているところでございます。

また、この検討会に参加したメンバーでございますが、先ほどお答えしましたとおり、庁内で地域

おこし協力隊を受け入れている課、あとは実際にボランティアセンターを一緒になって取り組んでい

く社会福祉協議会であったり、あとは県の担当課の方、そういった方でアドバイザーを招いての研修

会をしたところでございます。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） いまいち分からないのです。つまりこの支援体制というのは、地域おこし協

、 、 、 、力隊 それから庁内の今まで受け入れてきた 担当してきた課 それから現在の活動している協力隊

その方々で一つの何か組織をつくったみたいなイメージを持つのです、この書きっぷりだと。よくよ

く聞いてみると、いや、そういう方がいるから、大きな何々協議会とか、何々会とかという組織化は

しないけれども、そういう人たち、経験者がいるので、その人たちに新しく受け入れる地域おこし協

力隊をいろんな面で、それぞれの立場でサポートしていくという、緩やかな固まりのイメージを言っ

ているのか、なかなかこっちに伝わってこないのです。いずれにしても、地域おこし協力隊はいろん

な活用の仕方があるのだということは全国事例を見ていたら当然分かりますよね。今まで全然関わっ

ていない分野でも生かし方があるのだということの勉強会も含めてこのアドバイザーに教えをいただ
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いて、皆さんがそちらのほうの認識、知見を広めた、深めたということで、今後に生かしていきます

よというのが効果として現れることを期待したいですけれども、そういうことでいいのでしょうか。

新たな分野に取り上げますよ、取り上げていきますよ、活用していきますよ、そのための勉強会した

のだということでよろしいでしょうか。何が足りないからやったのかというのがいまいち見えないの

です。お願いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 政策財政課長。

〇政策財政課長（渡部雄二君） お答えいたします。

基本的には、今委員おただしのとおり、新たな職種でありますとか、ボランティアセンターの立ち

上げのための検討会ではございました。ただ、総務省の事業の中で、ボランティアセンターだけでは

なくて、テーマの一つとしまして協力隊の業務の全般について既に取り組んでいる中での相談という

か、そういったことをアドバイザーの方に聞き入れていただいたということで、２部構成といいます

か、そういったことでの事業を展開したところでございますので、基本的には新しく受け入れるボラ

ンティアセンターが中心とはなりましたが、協力体制の課題とか、そういったことについての質問、

相談もしたところでございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで質疑番号53番、根本謙一委員の質疑は終わりました。

質疑番号54番、３番、荒川佳一委員の質疑を行います。

荒川委員。

〇３番（荒川佳一君） 189ページ、施策名、地域活動の推進、事業名、まちづくり活動支援事業、

２点あります。①、事業の実績 （２）なのですが、指標の推移、Ａの支援を行った地域コミュニテ、

ィ数及び団体数が減少した理由は何か。

２点目 （３ 、活動実績及び成果にある福島県地域創生総合支援事業を活用した団体の具体的な活、 ）

動内容を伺います。よろしくお願いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、政策財政課長、渡部雄二君。

〇政策財政課長（渡部雄二君） ３番、荒川委員の質疑にお答えいたします。

１点目の支援を行った地域コミュニティ数及び団体数が減少した理由につきましては、集落支援員

の人員が減ったことによるものでございます。令和５年度までは２名体制でしたが、そのうちの１名

が令和５年度末に退職したため、令和６年度において補充の募集をしたところですが、適任な人材を

確保することができませんでした。そのため、支援の対象を主に地域運営組織やまちづくり団体等と

するなど、ある程度絞らざるを得なかったため、減少したものでございます。

２点目の福島県地域創生総合支援事業につきましては、実施主体は旭地区の地域運営組織で、地区

内の住民に対するアンケート調査やワークショップ、先進地視察研修などを通じて地域の将来像であ

る地域ビジョンを策定しようとする取組でございます。

以上でございます。
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〇委員長（櫻井幹夫君） 荒川委員。

〇３番（荒川佳一君） そうしますと、先ほど１問目のところで、１点目なのですけれども、集落の

支援する担当者がいないということで、１名減ったというのが減少の理由だということなのですけれ

ども、それに対して何かカバーするようなことは、先ほど言ったように募集はしたとは思うのですけ

れども、例えば職員のほうで対応するとか、あとはそういう知識を持っている方にお願いするとかと

いうことはしなかったのでしょうか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 政策財政課長。

〇政策財政課長（渡部雄二君） お答えいたします。

何度か募集をして面接まではしたのですが、なかなか適任の方がいらっしゃらなかったということ

で、１名のまま１年間活動したわけでございますが、当然職員についてはサポートするような形で対

応したところでございますが、特に新たに知識のある方にお願いしたという経過はございません。

〇委員長（櫻井幹夫君） 荒川委員。

〇３番（荒川佳一君） これたしか地区のほうでは年間計画を立ててやっているはずなのです。そう

すると、主にその地区の方だけで対応したということになるのでしょうか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 荒川委員、再度お願いします。

〇３番（荒川佳一君） というのは、今のコミュニティの活動している地区ということになるのです

けれども。

〔何事か言う人あり〕

〇委員長（櫻井幹夫君） 質問最初から、もう一度繰り返していただいてもよろしいですか。

〇３番（荒川佳一君） では、もう一度最初からします、分かりやすく。

〔何事か言う人あり〕

〇委員長（櫻井幹夫君） 再度質問をお願いします。

〇３番（荒川佳一君） すみません。何かちょっと分かりにくくて申し訳ありませんでした。３問目

なのですけれども、一応１名しか対応していないということなのですが、それをカバーする人がいな

かったということであるならば、それについてはほかの組織の人たちというか、活動する人たちだけ

で、自分たちだけで計画にのっとって物事を進めたのかということの確認だったのです。

〔何事か言う人あり〕

〇委員長（櫻井幹夫君） 暫時休憩します。

休 憩 （午前１１時４４分）

再 開 （午前１１時４７分）

〇委員長（櫻井幹夫君） 再開します。

政策財政課長。
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〇政策財政課長（渡部雄二君） 最初にお答えしましたとおり、集落支援員の方が令和５年度までは

２名いらっしゃったのが令和６年度１名だったということで、１名の方の取組実績がこちらの事務事

業評価になっているということでございますので、特に地域の方がそれに代わって何か別なことをや

るというような状況ではございません。

〇委員長（櫻井幹夫君） 荒川委員。

〇３番（荒川佳一君） それでは、２点目のほうの質問にいたします。

これ旭地区ということで、一応アンケート調査とかいろいろしたのでしょうけれども、具体的にど

んな内容をしたのか、計画づくりだけをやったのか、具体的にこういうことをやったというようなこ

との実績とか何か分かればお願いしたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 政策財政課長。

〇政策財政課長（渡部雄二君） お答えいたします。

この地域創生総合支援事業、いわゆるサポート事業でございますが、こちらにつきましては正式に

は令和７年度からの事業でございまして、令和６年度につきましては、このサポート事業の申請とい

、 、 。いますか そういった準備のための取組といいますか そういったことに終始した状況でございます

〇委員長（櫻井幹夫君） これで質疑番号54番、荒川佳一委員の質疑は終わりました。

質疑番号55番、15番、根本謙一委員の質疑を行います。

根本委員。

〇15番（根本謙一君） 同じくまちづくり活動支援事業について伺いたいと思います。

事務事業ページ数189です。この事業は今やなくてはならない事業であると認識しております。成

果指標Ａでは、実績値が目標値の36％、指標Ｂ、町民の満足度では目標値を下回って推移しているこ

、 、 、 。とについて どのように分析して 課題をどのように捉えているのか 何なのか伺いたいと思います

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、政策財政課長、渡部雄二君。

〇政策財政課長（渡部雄二君） 15番、根本委員の質疑にお答えいたします。

、 、 、 、成果指標Ａについては ３番 荒川委員にお答えしましたとおり 集落支援員の人員が減ったため

それに応じて支援の対象をある程度限定したことによるものでございます。

成果指標Ｂ、町民の満足度については、集落支援員や地域おこし協力隊等による様々な支援や活動

が地域住民にまだ十分に認知されていないことが満足度の向上につながらない要因ではないかと分析

しております。まずは知ってもらい、身近に感じてもらい、そして活動に参加してもらうというよう

な段階的な仕掛けが必要だと考えております。そのような取組を進めていくために、各地域における

地域づくりのための拠点整備や地域づくりを推進するマンパワーの拡充などが課題であると認識して

おります。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。
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〇15番（根本謙一君） １点目の部分は、同僚委員の質疑の中で支援員が１名減になったことを大き

な理由にされて答弁されています。その数が極端に減っているというのは、これどういうことなのだ

ろうと確かに疑問が起きます。これは、明らかにマンパワーが落ちたわけですから、支援員が２名が

１名になったわけですので、これは容易に想像ついたことですよね。これは致し方なかったのか、そ

のままで６年度はいかざるを得なかったということなのか、途中でも探したけれども、なかなか確保

できなかった、その結果なのかが１つです。

Ｂの満足度が下がっている推移、いろいろるる分析して課題を上げられました。それをそのまま受

け止めたとしても、実績値を見てください。ほとんど変わらず同水準で推移してきています。そこを

どう捉えるか、それにどう対応するかで明らかに取り組み方は違っていったのではないかなというふ

うに思われますけれども、６年度の時点で同じような、今説明したようなことで過去も来たようにし

か私は今の説明では思えないのですけれども、どのような認識なのか伺いたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 政策財政課長。

〇政策財政課長（渡部雄二君） まず、１点目の集落支援員の減少につきまして、当然必要だという

ふうに思ったところで何度か採用の募集をしたところですが、適任者がいらっしゃらなかったという

ことで、残念ながら増やすことができなかったというふうに捉えております。

２点目の指標Ｂのほうが、地域活動の推進に満足している町民の割合がほぼ横ばい、令和６年度に

ついては若干下がっているという状況を踏まえてですけれども、やはり様々なところで、例えば集落

支援員につきましてはホームページ等々でそういった活動を周知をしているところでございます。た

だ、やはりアンケートによってこういった数字になっているところでございますので、さらに活動が

見えるような取組に力を入れてまいりたいというふうに考えているところでございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

（ ） 、 、 。〇15番 根本謙一君 初めの部分では 再募集はしたけれども いなかったというところですよね

そういうことですよね。再募集はしたのだというところで、本当にこれは残念でしたね。いつも応募

者は少ないのか、その辺も私心配なのですけれども、そこは今後のことも踏まえているとは思うので

すけれども、現在……分かりました。再募集はしたけれども、いなかったと。残念でした。その結果

が数字に表れてきたということは重く受け止めておくべきだと思います。

後段の部分ですけれども、いわゆるホームページで周知を図れば認知度、満足度が上がるなんてい

うことをよもや思ってはいませんよね。この活動は人間対人間なのです。と私は言えると思います。

ですから、日頃の触れ合いです。サポートの在り方です。どれだけ人と関わって、いわゆる解決に至

らなかったけれども、十分にサポートしていただいた、支援していただいた、いろいろ相談に乗って

くれている、まだまだ先は見えないけれども、しっかり関わってもらっていると、そういう日々の触

れ合いの中での感じ方だと思います。そういった意味では、このまちづくり活動支援事業はとっても

大事な活動です。当然この支援員の方はご苦労されているのは私も目の当たりにしていますし、地域
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では十分に一定程度の役目を果たしていただいているとは思いますけれども、ただ所管としての認識

として、分析の整理の仕方として、肝腎なところをしっかり押さえていかないと地域の人にもその効

果がなかなか及んでいかないのではないかなというところを心配するのですけれども、いかがお考え

でしょうか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 間もなく昼食の時刻となりますが、お諮りいたします。

政策名６ 「魅力と個性のある地域づくり」が終了するまで延刻したいと思いますが、ご異議あり、

ませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇委員長（櫻井幹夫君） 異議なしと認め、政策名６ 「魅力と個性のある地域づくり」が終了する、

まで延刻いたします。

答弁を求めます。政策財政課長。

〇政策財政課長（渡部雄二君） お答えいたします。

確かに、委員がおっしゃられますように、ホームページとか広報紙だけの紹介では足りないという

ふうに思ってございまして、やっぱり町、地域の中に入っていくことが一番大事だというふうに捉え

ております。我々もその集落支援員の方の活動につきましては随時日誌ということで提出をいただい

て確認をして、さらに毎週打合せ、協議を持っているところでございます。さらに、こういった活動

がもっと十分周知できるような取組を今後はさらに強化をしてまいりたいというふうに考えておりま

す。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで質疑番号55番、根本謙一委員の質疑は終わりました。

質疑番号56番、２番、小柴葉月委員の質疑を行います。

小柴委員。

〇２番（小柴葉月君） 移住促進事業についてです。移住・空き家相談センターの完成によってどの

ような効果が出たのか伺います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、政策財政課長、渡部雄二君。

〇政策財政課長（渡部雄二君） ２番、小柴委員の質疑にお答えいたします。

移住・空き家相談センターを高田地域中心部に設置することにより、移住、空き家の相談窓口の周

知や容易に相談できる環境整備を図るとともに、街なかのにぎわい創出についても効果を期待したと

ころでございます。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 小柴委員。

〇２番（小柴葉月君） 効果を期待したということだったのですけれども、センターのオープンが多

分年度内ぎりぎりだったと記憶しております。なかなかオープンしないし、工事もしていない様子を
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伺っていたので、空き店舗を借りてやるということだったので、ずっと家賃だけ発生していたのかな

と思って、ちょっと心配がありました。これについては、予定どおりのオープンだったのか、もし遅

れたオープンだったのであれば、その理由を教えてください。

〇委員長（櫻井幹夫君） 政策財政課長。

〇政策財政課長（渡部雄二君） お答えいたします。

確かに３月末に改装自体は終わってはいたのですけれども、事業主体のほうで内部のインテリアと

かそういったところにこだわりがありまして、１か月ほど正式オープンが延びたということでござい

ます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 小柴委員。

〇２番（小柴葉月君） 分かりました。オープンが遅れたということだったのですが、答弁にもあり

ましたけれども、移住相談だけではなくて、町内のイベントだったりの周知ができる施設になったり

とか、あとは街なかにぎわいについても影響が出てくると、そういう効果を期待しているということ

で、これもう令和７年の話になってしまうので、今後期待しております。答弁結構です。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで質疑番号56番、小柴葉月委員の質疑は終わりました。

以上で政策名６ 「魅力と個性のある地域づくり」に関する質疑は終了しました。、

ここで説明員入替えとなりますが、昼食のため、午後１時まで休憩したいと思いますが、ご異議あ

りませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇委員長（櫻井幹夫君） 異議なしと認め、午後１時まで休憩いたします。

休 憩 （午後 零時０１分）

再 開 （午後 １時００分）

〇委員長（櫻井幹夫君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

、「 」、 、 、 。政策名７ 町民に信頼される行政の推進 質疑番号57番 15番 根本謙一委員の質疑を行います

根本委員。

〇15番（根本謙一君） それでは、施策名、健全な財政運営の推進、事業名、町税賦課・徴収事業、

町税のことについて伺います。

収入未済額についてです。１点目、５年度より約220万円減少はしておりますけれども、その原因

と理由をどのように捉えているか伺います。

２点目、法令規則にのっとって一定の徴収努力はなされてきたと思いますが、どのように対応して

きたのか、実態を伺いたいと思います。お願いいたします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、町民税務課長、大竹淳志君。

〇町民税務課長（大竹淳志君） お答えいたします。
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１点目の前年度から比較して町税全体で220万円減少した原因と理由でありますが、主に滞納繰越

し分の減少額が大きく、約210万円の減少となったところです。理由としましては、税の公平公正な

徴収の観点から厳正な滞納処分を実施した結果と考えております。また、納税者の利便性の向上を目

的に導入いたしましたＱＲコード決済による納付を引き続き推進いたしまして、全税目の納付書にチ

ラシを同封するなど、利用促進を図り、令和６年度の利用状況は約1,800件、前年比約700件の増とな

っていることから、徴収率にも影響し、収入未済額が減少した一因と考えております。

次に、徴収努力としましては、法令にのっとり、督促状の発布はもとより、財産調査、差押え等の

滞納処分を適宜執行しております。まず、財産調査につきましては、預貯金照会電子化サービス等の

活用により、金融機関とのオンラインによる照会、回答業務が可能となっており、効率的かつ迅速な

財産調査と滞納処分を行うことで収納率の向上を図ってまいりました。滞納処分としましては、預貯

金、給料、年金などの差押えのほか、令和６年度からはミラーズロックの手法を取り入れた車両の差

押えや、高額滞納者に対する家屋内外の捜索を新たに実施しております。これらの方法は、滞納者に

対して町の厳正、厳格な姿勢を示すことで、差し押さえた動産を公売する前に滞納者の自主的な納税

を促す契機となり、完納に導いた事例もあることから、有効な手段を取り入れながら適正に対応して

いるところでございます。

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） ありがとうございました。

１点目ですけれども、内容が詳しく分かりました。ありがとうございました。いずれにしても、い

ろんな手だてを講じているということも、２点目になりますけれども、うかがい知れたことで理解が

深まりました。皆さんの努力が相当されているということも今確認できました。

１点目は分かりましたので、２点目の部分で、土木使用料のところでも伺ったのですけれども、審

査意見書の中で監査のほうから「収納対策本部のさらなる機能強化を図り」という言葉が入っており

ます。これは今年度だけではありませんよね。今期だけではありませんよね。過去を遡りますと、私

の確認したのは令和２年度も載っておりました。そこからずっと同じ文句を載せてきております。今

の課長の答弁を伺いますと、今まで聞いたことないような方法も講じてきているということが、私に

とってはそういうふうに取れたのですけれども、監査意見書にあるこのことがこれなのかと。新たな

取組として努力したというところと理解してよろしいのか。あるいは、ほかで聞いていても、機能強

化というのはどういうことが可能なのかというのがいまいち分からないところがあるので、例えばこ

ういうことができるのですよみたいなところがあるならば、それを併せて教えていただきたい。よろ

しいでしょうか。お願いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 町民税務課長。

〇町民税務課長（大竹淳志君） 監査意見書のほうにございます新たな取組につきましては、それぞ
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、 、 。 、れ公債権 私債権 いろんな徴収方法が可能性があると思います 税のほうの公債権につきましては

車とかそういった動産関係の差押えや、生命保険等の掛け金とかそういったところまでしっかり調査

しまして、可能な限り徴収していく。新たな預金の銀行との連携による預金調査であったり、新たな

システムもどんどん構築されておりますので、そういったところをしっかり取り入れて、迅速で効率

的な把握と徴収に結びつけていきたいということで、どんどん新しい取組といいますかをしていきた

いと考えております。また、家屋の捜索等も可能な限りやっていきまして、差押えできる財産等があ

れば差し押さえて公売する、そういった取組を進めていきたいと考えております。

あと、連携等につきましては、収納対策本部、庁内全ての課長で構成しておりまして、開催してお

りますけれども、町民税務課だけではなくて、例えば健康ふくし課との国保関係との連携、同一の滞

納者に対する徴収を連携して取り組む、そういった取り組み方もしております。合同でこういった捜

索に出かけたりとか、常に連携しながら進めていると。そういったところで、それぞれのやっている

内容を共有しながら町として進めていくというような形で取り組んでいるところでございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） 丁寧な説明ありがとうございます。

、 、 、さらに確認ですけれども 今まで方法論としてはあったけれども ちょっと手をつけられなかった

あるいはそこまで踏み込んでいけなかった、あるいは取り組めてこなかったというところまで６年度

は踏み込んでいった、入り込んで取り入れて取り組んできたということでいいですね。その結果、確

かに徴収率は上がりましたよね。皆さんの努力に本当に頭が下がりますけれども、その結果だという

ふうに受け止めていいですね。そこ自信持って言えるなら堂々と言ったほうがいいです。

〇委員長（櫻井幹夫君） 町民税務課長。

〇町民税務課長（大竹淳志君） ６年度新たに取り組んだ、新たなものに踏み込んで取り組んだ結果

と考えております。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで質疑番号57番、根本謙一委員の質疑は終わりました。

質疑番号58番、５番、長嶺一也委員の質疑を行います。

長嶺委員。

〇５番 長嶺一也君 それでは 施策名 ７―１ 健全な財政運営の推進 あと施策ページは124ペ（ ） 、 、 、 、

ージになります 質疑内容を申し述べる前に 一部文言の削除をお願いします １行目の中ほど 義。 、 。 、「

務的経費たる」という文言を削除をお願いします。

それでは、質疑内容を申し上げます。成果目標①、経常収支比率について、諸物価の高騰で経常経

費である光熱水費や町民への通知に係る郵便料等の負担が増加していると考えるが、どのように歳出

を抑える取組を行ったのかお伺いいたします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、政策財政課長、渡部雄二君。

〇政策財政課長（渡部雄二君） ５番、長嶺委員の質疑にお答えいたします。
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経常収支比率に係る諸物価の高騰は、光熱水費や通信運搬費などの物件費だけでなく、公共施設等

の維持補修費、人件費や扶助費等にも影響があり、町財政を圧迫しております。それに伴い、光熱水

費や通信運搬費だけでなく、物価高騰に係る諸経費を抑制しつつも効果が最大限に発揮されるような

予算編成方針を定めたところでございます。

予算編成の基本的事項につきましては、令和６年度当初予算編成方針に基づき、限られた財源の中

で施策の重点化を図り、効率的かつめり張りのある予算編成とするため、課全体で事業の優先度など

を十分に検討し、調整することとしております。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 長嶺委員。

〇５番（長嶺一也君） 諸物価の高騰、それも高止まりになっている状況で経常経費を抑えるという

こと自体、コスト削減で経常経費を抑えるということ自体が限度があるかと思います。その中でも、

経常経費を抑えつつ、住民の行政サービスを低下させないで事業を行っていくということはなかなか

困難かとは思うのですが、その経常経費を抑える上で、例えば、ここには光熱水費しか書いていなか

ったのですが、ガソリン代である燃料費、出張する場合、横との連絡を調整して、車２台で行くとこ

ろを１台で行くとか、そういった行政運営の工夫なんかもあるかと思うのですが、そういった取組に

つきまして、もう少し具体的に教えていただきたいのですが。

〇委員長（櫻井幹夫君） 政策財政課長。

〇政策財政課長（渡部雄二君） お答えいたします。

庁内で様々な経費削減の取組はしているところでございます。今ほど委員おっしゃられましたよう

な、例えば福島県庁に出張しますよなんていう場合は、今庁舎のシステムで日程とかが分かるように

なっておりますので、できるだけ乗り合いといいますか、車を１台にして行くような取組はしている

ところでございます。

あと、やっぱり物件費等々の削減ということで、デジタルといいますか、ＩＣＴの活用によってペ

ーパーレス化を進めておりまして、そういったところで紙の削減、物件費の削減、そういったところ

で様々な取組を庁内全体で取り組んでいるところでございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 長嶺委員。

〇５番（長嶺一也君） 町職員のコスト削減の意識統一は図られているかとは思うのですが、そうい

、 、った職員が同じベクトルでコスト削減の意識を持って業務に当たっているかと思うのですが その辺

課長の認識として、職員のコスト意識が図られているかというようなことにつきましては、どういう

ふうに取り組んで、町に対しての職員に対して、コスト削減の意識の浸透につきまして、どういった

働きかけをしているのか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 政策財政課長。

〇政策財政課長（渡部雄二君） あくまで政策財政課長ということでの対応になりますけれども、昨
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年度、政策財政課初めての、試行的な取組にはなるのですが、事業仕分アンケートということで、な

かなか事務事業の見直しとかそういったことも難しい、ちょっとハードルが高いななんていうところ

も職員の中であるかと思いますので、細かいアンケート、無記名ですけれども、アンケート様式によ

りまして、そういったコスト削減のための事業の見直しも含めた調査をして、実際に旅費の見直しで

あったりとか、そういった削減に結びついたようなものもありますので、一定の成果はあったのかな

というふうには思っているところでございます。ですので、職員もコスト意識がある程度庁内の中で

浸透しているのではないかなというふうに思っております。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで質疑番号58番、長嶺一也委員の質疑は終わりました。

質疑番号59番、５番、長嶺一也委員の質疑を行います。

長嶺委員。

〇５番（長嶺一也君） 引き続き、施策名、７―１、健全な財政運営の推進でございます。質疑内容

につきましては、成果指標②、実質公債費比率に係る評価の分析は、会津若松地方広域市町村圏整備

組合の発行した地方債の償還開始により負担金が増加したとのことだが、令和６年度の一過性による

ものと理解してよいのか伺います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、政策財政課長、渡部雄二君。

〇政策財政課長（渡部雄二君） ５番、長嶺委員の質疑にお答えいたします。

令和６年度から償還が始まりました地方債につきましては、元金の償還開始が４件、利子の償還開

始が６件あり、全体の公債費として１億9,703万2,000円の増、町負担分として2,794万円の増となっ

ております。なお、償還期間につきましては、５年償還のものから25年償還のものとなっております

ので、一過性のものではないと認識しております。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 長嶺委員。

〇５番（長嶺一也君） 大型事業というような位置づけにもできないこともないのかなと思うのです

が、その大型事業に対応する財政運営の考え方につきましては、令和６年度だけに限ったことではな

いと思うのですけれども、大型事業に対する財政運営の考え方と令和６年度の取組につきましてお伺

いいたします。

〔何事か言う人あり〕

〇委員長（櫻井幹夫君） 再度質疑を行っていただけませんか。

〇５番（長嶺一也君） 償還金の町負担分2,794万というようなお話でございました。この償還金に

つきましては、大型事業とはちょっと性格は別かとは思うのですけれども、そういった大型事業的な

支出が高額になるような場合の財政運営の考え方につきましては、単年度に限ったことではないとは

思うのですけれども、そういった大型事業に対する財政運営の考え方と令和６年度の取組につきまし

てお伺いしたいのですが。
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〇委員長（櫻井幹夫君） 政策財政課長。

〇政策財政課長（渡部雄二君） お答えいたします。

今おただしのありました大型事業に対する対応といいますか、そういったことにつきましては、当

然長期財政計画を基にそういった、計画的に、この年度には大きな事業が発生するので経費も発生す

るよというようなことは事前に把握しております。そういったときのために財政調整基金であったり

とか、各種基金もございますので、計画的な財政運営に努めているところでございます。ただ、令和

６年度、特徴的な対応というか、そういったことは特にございませんで、あくまでそういった長期の

ビジョンで財政運営をしているところでございます。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで質疑番号59番、長嶺一也委員の質疑は終わりました。

質疑番号60番、15番、根本謙一委員の質疑を行います。

根本委員。

〇15番（根本謙一君） 健全な財政運営の推進について伺います。

１点目、成果指標①、財政の余裕度を見る経常収支比率の実績値は87.8となっていて、目標値の

92.1を下回ってはいるものの、高止まりで推移してきております。町村レベルとしては65から75が適

正で望ましい、75から85は弾力性をやや欠く要留意と理解しています。どのような認識で当局はいる

のか伺いたいと思います。

２点目、②、指標の分析①で繰上償還実施により公債費の減少等を図ったとしております。留保財

源内で非算入公債費額が収まっているのが肝要であるため、留保財源の額と非算入公債費は幾らにな

っているか伺いたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、政策財政課長、渡部雄二君。

〇政策財政課長（渡部雄二君） 15番、根本委員の質疑にお答えいたします。

１点目の経常収支比率につきましては、健全化判断比率のように地方公共団体の財政の健全化に関

する法律などにより明確な基準値は定められておりませんが、委員ご指摘のとおり、75％から80％以

下が望ましい水準であると認識しております。本町の現状については、経常収支比率が87.8％と、前

年度と比較し1.7ポイント減少してはおりますが、変わらず高い水準であり、財政構造が硬直化しつ

つあると認識をしております。

２点目の留保財源と非算入公債費の額につきましては、留保財源が６億2,564万5,000円、非算入公

債費が１億8,117万4,000円となっております。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） まず、１点目ですけれども、経常収支比率が高めだと。高い水準で、硬直化

。 、しているという認識はお持ちのようなのです 長期財政計画からすれば下げてはいるのですけれども
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それでも標準的な捉え方からすると高めで推移してきていると。ですから、課長も硬直化しているよ

という、ある意味危機感的認識を表明したということで受け止めてよろしいですか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 政策財政課長。

〇政策財政課長（渡部雄二君） 今答弁しましたとおり、財政構造が硬直化しているというふうに認

識しております。年々その経常収支比率は下がっておりますが、やはりこういったものは簡単に下が

るような数値ではないと思いますので、これからも経常収支比率等々の財政指標が下がっていくよう

に努めてまいりたいというふうに認識しております。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） 担当課長としては、やはり危機感持っているなら持っているらしく、堂々と

それは説明の中で言われたほうがいいです。それは職員みんなで共有しなければならない認識だと思

います。担当所管だけがどうのこうのできる話ではないと思いますので。といいますのは、長期財政

計画をつくったって、今の７年度で終わる長期財政計画だって、ローリングしてあるにもかかわらず

。 、 、大きく変わっていますよね これは時代の背景がありますから 多少の変動はやむを得ないとしても

なかなか高止まりで推移しているという、このところは押さえながら今後の長期財政計画に反映させ

ていかなければならないと思います。それは執行側が十分に認識しておくべきことだと思うのですけ

、 。 、れども 今の課長の答弁では何か危機感がないのです 全くそのとおり危機感を持っていきますとか

すぱっと言うならいいのですけれども、何かあまり言い過ぎてはいけないかな、ブレーキかけ過ぎた

らいけないかなという、何かそんな気遣いの答弁にしか聞こえないので、そこはしっかり再確認の答

弁をしていただきたい。

（ ） 、 。〇委員長 櫻井幹夫君 根本委員 そう感じるのは根本委員の個人的な感情ではないのでしょうか

私にはそうは聞こえませんでしたけれども。

〇15番（根本謙一君） ああ、そうですか。私は、ずっと追ってきていますから、ずっと過去を追っ

、 、 、てきているから だから今の答弁を聞いて 型どおりの答弁しかしていないというふうに思えたので

それを６年度の実績からして、その答弁ではどうですか、大丈夫ですかということを問うているのだ

から、何度もいいのでないですか。これ人がどうのこうのではないです。私は、追ってきての質疑で

すから。だから、再度の答弁を求める。また同じなら同じで、それで終わりですから、私の質疑は。

〇委員長（櫻井幹夫君） 政策財政課長。

〇政策財政課長（渡部雄二君） 再度のおただしでございます。危機感は持っておりまして、各補正

予算のたびに、担当課長を含め、係長以上の職員にはそういった財政の厳しい旨を説明しております

し、係長以上の課長、課長補佐につきましては、我々政策財政課だけではなくて、全ての課で危機感

を持っているというふうに私は認識しているところでございます。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。
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〇15番（根本謙一君） ２点目、留保財源が約6.2億、非算入公債費が1.8億、これで間違いない。今

書き留めたのはこういう額ですけれども、間違いないのかというのと、随分余裕があるということが

。 、 。確認できました 実質公債費比率も下げてきておりますので この方向性は私は異論がございません

この数字、今留保財源と非算入公債費、この額は間違いないか、もう一度確認したいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 政策財政課長。

〇政策財政課長（渡部雄二君） 間違いございませんが、再度私のほうで言わせていただきますけれ

、 。 。ども 留保財源が６億2,564万5,000円でございます 非算入公債費が１億8,117万4,000円になります

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） 所管からの算定台帳の資料を頂いていないので、それを基に計算はできない

から聞いておきたかったのですけれども、こんなに余裕あるとは思いませんでした。ただ、これを大

分余裕あるねというふうに捉えないで、この感覚をずっと維持していっていただきたい。この抑え方

は、私は了としたいと思います。

以上、終わります。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで質疑番号60番、根本謙一委員の質疑は終わりました。

質疑番号61番、３番、荒川佳一委員の質疑を行います。

荒川委員。

〇３番（荒川佳一君） 私は、これ１点だけなので、①、ちょっと削除のほうをお願いしたいと思い

ます。

それでは、健全な財政運営の推進ということで、事業名、普通財産管理事業でございます。事業の

実績 （２ 、指標の推移、ＡとＢの遊休財産の活用及び不用財産処分が予定どおり進まない理由は何、 ）

か。１点です。よろしくお願いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、総務課長、平山正孝君。

〇総務課長（平山正孝君） お答えさせていただきます。

遊休財産の活用につきましては、成果指標Ａの土地、建物有償貸付件数になりますが、増減がある

中、毎年30件を超えており、令和６年度以外は目標値を上回っております。令和６年度は、目標値を

令和５年度実績に基づき設定したため、例年より高い目標値となっており、結果として目標値を下回

ったものであり、おおむね予定どおりに進んでいるものと考えております。

、 、 、 、また 不用財産の処分につきましては 成果指標Ｂの土地売却件数になりますが 令和５年度以外

目標値を下回っている状況にあります。理由といたしましては、処分対象となる土地は増えておりま

すが、条件のいい、購入したいと思うような土地が少ないことが予定どおりに進まない理由であると

考えております。

以上であります。

〇委員長（櫻井幹夫君） 荒川委員。
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（ ） 、 、 、〇３番 荒川佳一君 そうしますと 最後のほうなのですけれども 条件のいい土地ということで

今町のほうでは公共用地の活用方法などについてサウンディング調査などを行っているのですけれど

も、その辺の結果に基づいてやっているということなのですけれども、その点で条件がいろいろそこ

で出てきますよね。出てきたときに、サウンディング調査をしたやつが１件、今回該当になったのか

ということの確認なのですが、それは調査の結果に基づいてでしょうか、それ以外でしょうか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） サウンディング調査をやった土地というのは、大きな区画の土地を対象

に行っております。というのも、小分けにして売り出すという部分ではなく、まず不動産業者さんと

か、ハウスメーカーさんとか、あとは有効活用できる業者さんとか、そういったところがないかとい

う形で案を募ったという部分が主な理由です。ですので、個人が購入できるような土地というのはち

ょっとない、今回サウンディングには入っていないという形です。１件の話ですが、提案はございま

した。内容については、相手方との協議の中で言える部分と言えない部分がありますので、ご容赦願

いたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで質疑番号61番、荒川佳一委員の質疑は終わりました。

質疑番号62番、15番、根本謙一委員の質疑を行います。

根本委員。

〇15番（根本謙一君） 同じく普通財産管理事業について伺いたいと思います。

１点目、活動実績において「未利用等となっている町有財産の売却及び利活用を促進するため、高

田地域の町有地７箇所を対象としてサウンディング型市場調査を実施した」と述べております。具体

的にどこなのか伺います。

２点目、その調査結果で１件提案があり、民間活力による利活用の可能性が示されたとしておりま

す。その町有地はどこで、どのような提案なのか伺いたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、総務課長、平山正孝君。

〇総務課長（平山正孝君） お答えさせていただきます。

１点目の町有地７か所の場所につきましては、まず旧高田庁舎跡地、旧高田庁舎北庁舎、旧法務局

跡地、役場本庁舎第２駐車場、認定こども園ひかり北側、旧町営住宅外川原団地跡地、旧町営住宅東

川原団地跡地になります。

２点目の提案のあった場所と内容につきましては、場所は役場本庁舎第２駐車場及び認定こども園

ひかり北側になります。内容につきましては、参加事業者から承諾を得た内容のみ公表することとな

っているため、詳細はお答えできませんが、近隣施設状況、バス沿線により人の流れができているこ

となど、役場を中心とした地域コミュニティの場を踏まえ、商業地としての活用を検討するもので、

購入等の意向もあるという提案でございます。

以上であります。
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〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） １点目ですけれども、分かりました。７か所ということで、ここの中で旧高

田庁舎跡の提案はなかったと。たしか施策評価シートのほうで述べておりますよね。あれだけ代替地

としてもう活用が進んでいる中ですので、あそこは多分にそういうことになるだろうなとは想定はし

ておりましたけれども、あれだけの敷地ですので、街なかですし、何かいい提案が出てくるのではな

いかなと思いましたけれども、そこは残念だなというふうに思います。１点目は、このほかにサウン

ディング型市場調査の対象となるものはないのか、これで一応この町として提案できるようなところ

はほかにはないのだというところの受け止めでいいですか。

〇委員長（櫻井幹夫君） 総務課長。

（ ） 、 。〇総務課長 平山正孝君 まず ６年度においては試行的にまずやったということが１つあります

６年度、まず２回サウンディングをやっております。１回目はもうちょっと数を少なくしてやったの

ですが、一件も出なかったので、ちょっと条件を増やして、場所を増やして２回目をやりました。実

際、本郷地域も新町団地とかもございます。今後そういった部分も踏まえて検討する余地はあるかな

ということで考えております。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） 分かりました。１点目は見守りたいと思います。

２点目ですけれども、業者間との関係もあって、この提案、これ人の流れができてきていて、商業

地等の提案があったということですけれども、今同僚委員の前の質問では何か言えないみたいな、控

えたいみたいな話でしたので、私の質疑に対しても何も出てこないのかなと思いましたけれども、こ

ういう、ああ、なるほどというところでの説明がありました。それは、何か意味があってのことです

か。それが１つ。

確かにいわゆる専門家が見てこういう活用はどうでしょうかというのをされてきたわけですので、

具体的なこともあったけれども、この場ではちょっと控えさせていただくということの意味なのか、

まずそこを伺わせてください。

〇委員長（櫻井幹夫君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 前の質問については、基本的に通告的なものがなかったので、唐突に１

件という形だけで収めてしまったのは実際のところです。申し訳ありません。提案をしていただいた

事業所につきましては、専門家というよりも一事業所と理解していただいて結構です。その事業所が

こういうふうに活用できるのではないですかという提案というふうにお考えいただければと考えてお

ります。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） 今、いみじくも課長が専門家というよりも一事業所と言いました。意味があ

るなと思ったのです、私。ですから、事業所がそこを取得して、自分たちで開発、整備するというこ
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との裏証明かなというふうに受け止めさせていただきました。それは、民間が自由に考えて自由に生

かしていただける、それは結構なことなのですけれども、ただ人の流れが出てきて、商業地としてと

いう捉え方、これはいろんな人によりけりかなというふうに思います。私は、普通に聞けば確かにと

思うのですけれども、でもよくよく考えると無理があるなというふうにも思われるところあります。

ここは業者がどうのこうのするということではなくて、これは民間に任せればいいことなのですけれ

ども、いずれにしてもこういう投げかけ方は大変有効だと思います。当然業者側としても考える気づ

きも得られますし、知見も得られますから、存分に取り組んでいただきたい。本郷地区は入っていな

かったけれども、将来的にはみたいなことも言われました。ぜひ存分にこういう指標は活用していっ

ていただければなと思いますけれども、再度の認識を伺います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 今までですと、大規模な土地、自ら宅地用に分割してという形でやって

おりましたが、なかなかそういったことも今は難しい状況であります。民間の活力を使ってやってい

くということが、言葉は悪いですが、一石二鳥の部分もございます。今回試験的に６年度行って、結

果として１か所提案がございました。これを有効に今後も生かしていければというふうに考えて事業

については考えているところでございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで質疑番号62番、根本謙一委員の質疑は終わりました。

質疑番号63番、６番、村松尚委員の質疑を行います。

村松委員。

〇６番（村松 尚君） 町税賦課・徴収事業についてお伺いいたします。

滞納繰越分徴収率が大きく改善されましたが、要因は何かお伺いいたします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、町民税務課長、大竹淳志君。

〇町民税務課長（大竹淳志君） 滞納繰越分の徴収率が改善された要因でございますが、令和５年度

の不納欠損処理に伴い、令和６年度の滞納繰越分調定額が大きく減少したことと、滞納者に対する滞

納処分を厳正に執行したことによるものでございます。滞納処分につきましては、金融機関に対する

預金調査と差押え等のほか、令和６年度からミラーズロックの手法を取り入れた車両の差押えや家屋

内外の捜索を新たに実施いたしました。引き続き、厳正厳格な姿勢の下、徴収率の向上に努めてまい

りたいと考えております。

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 村松委員。

〇６番（村松 尚君） 特に６年度の中で改善するに当たり、徴収するに当たりですけれども、これ

は非常に有効だったなというようなものというのは、主にどういったものが非常に効果的だなと感じ

られたのかお伺いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 町民税務課長。
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〇町民税務課長（大竹淳志君） 答弁の中にも答弁させていただきましたけれども、やはり車のミラ

ーズロックというものが、以前ですと大がかりな機械を持っていって車をがちゃっと押さえるような

ことだと思いますけれども、ミラーズロックなので、ミラーに警告文をぶら下げまして、車を黄色い

、 、トラテープといいますか そういったもので巻くような形の対応を取らさせていただいておりまして

これは東京都の職員の方が考案されたと聞いておりますけれども、車自体にはさほど大きく手間暇か

けていないといいますか、簡単な措置なのですけれども、何せやはり人目等もございますので、これ

はそうされた方、なかなかちょっと早く納めなくてはいけないなという気持ちになりまして、連絡を

いただくというようなことがやはり効果的にはあるのかなと思います。

、 、 、 、あと 家屋の捜索等についても やはりそこはなかなか 嫌がると言うと語弊がありますけれども

来られた方についてはやはりちょっと、町のほうもそこまでやるのですねというようなことで、町の

姿勢を捉えていただけるといいますか、そういったのもございましたので、そちらについても有効な

ものと考えております。

〇委員長（櫻井幹夫君） 村松委員。

〇６番（村松 尚君） 最後に、ではお伺いします。

ミラーズロック、令和６年度どの程度、何台程度されたのか。また、あと家屋捜査のほうをどのく

らい件数されたのか、最後にそこだけお伺いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 町民税務課長。

〇町民税務課長（大竹淳志君） ミラーズロック、あと捜索のほう、重複する部分はありますけれど

も、対象とした自動車については２台程度でとどまっております。捜索のほうについては、３件程度

実施しております。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで質疑番号63番、村松尚委員の質疑は終わりました。

質疑番号64番、５番、長嶺一也委員の質疑を行います。

長嶺委員。

〇５番（長嶺一也君） 施策名、７―２、効率的な行政運営、施策ページにつきましては130ページ

になります。窓口の業務委託職員の対応がよいとの評価であります。一方、正規職員の対応に係る批

判的話を漏れ聞こえるところでございます。全職員接遇研修は受講していると思いますが、町民の立

場に立った接遇対応の向上についてどのように行ってきたのか伺います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、総務課長、平山正孝君。

〇総務課長（平山正孝君） それでは、お答えさせていただきます。

令和６年度における職員への接遇研修の実施につきましては、新規採用職員研修及び職階別基礎研

修において、接遇のプロから、基礎的な内容から実践でのポイントまでを町民視点での接遇の在り方

として学び、実践につなげてきたところであります。また、研修以外の取組として、町独自の職員接

遇マニュアルを作成し、全職員が同じ水準の接遇を実践できるようにしているところでございます。
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以上であります。

〇委員長（櫻井幹夫君） 長嶺委員。

〇５番（長嶺一也君） 研修実施につきましては分かりました。新規採用職員につきましては、新採

用研修のときに研修をやったきりで、多分忘れている職員も多いかとは思うのですが、６年度の基礎

研修を実施したということなのですけれども、この対象職員はどういう年齢層というか、職制ではど

の辺の立場の方なのか、全職員だったのか、その辺ちょっとお聞きしたいのですが。

〇委員長（櫻井幹夫君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 初任者ではなくて全体ということでよろしいのですか。

〔 はい」と言う人あり〕「

〇委員長（櫻井幹夫君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） 研修につきましては、各年代別というか、何年目職員という形での区切

りで自治研修センター等を活用して行っているところでありますので、年齢とかという形ではござい

ません。入庁何年という形の。あと、職階等も、その都度職階、例えば係長昇任になったときには係

長研修というのがあります。その中でもやはりそういった部分は含まれておりますので、階級及び入

庁年数ごとにそういった研修を受けていただくという形で行っております。

〇委員長（櫻井幹夫君） 長嶺委員。

〇５番（長嶺一也君） 年代別というか、例えば役職に就いたときの研修、自治研修センターの研修

を課長がおっしゃったのかとは思うのですけれども、あとは町独自ですとマニュアルで対応している

というお話でございました 町民の立場に立った対応ということで 事後評価シートでも目標値が65％。 、

ということになっておりますが、この辺の目標設定なんかも私的にはちょっと低いかなというような

印象は持っているのですが、この町民の立場に立った対応の割合の数値設定はどのように行ってきた

のか、あとこの割合の設定数値をもう少し高めるというような考えはないのかどうか、最後にお聞き

したいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） まず、この目標値の設定につきましては、施策評価シートにもございま

す調査した現状値のところ、56％が評価があったということをベースに徐々に上げていくという形を

目標としておりますので、できない目標を設定するということよりも着実に上げていくということを

想定して目標値を設定しているところです。結果として、令和６年度については64％を目標にしてお

りますが、町民からのアンケート結果は66.9という形で、目標を上回っているという形で町としては

捉えております。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで質疑番号64番、長嶺一也委員の質疑は終わりました。

質疑番号65番、15番、根本謙一委員の質疑を行います。

根本委員。
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〇15番（根本謙一君） 効率的な行政運営、職員研修事業について伺います。

成果指標Ａの研修開催・受講件数と指標Ｂの受講者数ともに目標数を上回り、成果として「管理職

並びに若手職員の人材育成及び組織力の向上が図られた」と述べております。

そこで伺いたいのは、１点目、研修内容についてです。

２点目は、受講の成果としている根拠は何か伺いたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、総務課長、平山正孝君。

〇総務課長（平山正孝君） お答えさせていただきます。

１点目の研修内容につきましては、これまでの聞くだけの研修から参加型の研修に切り替え、業務

遂行における実践力を養うため、ケーススタディーやグループワークなどを効果的に取り入れること

により、研修の手法及び学びの質の充実を図ってまいりました。

２点目の成果の根拠につきましては、１点目でお答えしたように、同様の研修を繰り返し行い充実

させたことにより、職員一人一人の意識が変わり、それが受講者数の増加につながったものと考えて

おります。そうしたことが効率的な行政運営での成果指標の職員が町民の立場に立った対応を行って

いると考える町民の割合が前年比で2.5ポイント上昇していることから、人材の育成及び組織力の向

上の裏づけがされたものと考えているところでございます。

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） まず、１点目ですけれども、確かに聞くだけではなかなか研修の率は上がら

ないということは、私も経験しておりますので、それは納得できることです。参加して議論し合う、

これが何より大事だかというのは身をもって知っているつもりです。ですから、なるほどと思ったと

ころです。

問題は２点目になるのですけれども、その受講の成果というのは、いつどうのこうのと、それから

アンケートも取っていますので、それを一つの根拠、数値上昇したことによって成果が出たねという

評価をしていくのは、それも一つあっていいと思います。私がここで確認したいのは、受講した後の

いわゆる確認をどのようにされているかということです。行ってきました、何々講習、研修を受けま

した、こんなことでこういう勉強をしました、そういう報告は常にありますよね。問題は、そこで自

分が何を気づいて、どういうふうに認識を改め、あるいは深め、それからましてやほかの職員の人た

ちと交わってしたわけですよね。そこで何を得てきたか、そういうことまでつまびらかに報告してい

ただくということ。これはその職員の資質向上にもなりますし、その職員をそのものをちゃんと確認

できる。その後の人事にも少なからず効果のあるあかしの一つになる。こういうことを勉強してきた

のだなということが、なるほどと後で納得させられるということの基にもなりますし、そういうもの

を研修の後しっかりいただいているかどうか、そこを確認したいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 総務課長。
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（ ） 、 、 、〇総務課長 平山正孝君 内部での研修においては そういったものはちょっとないですが 出張

自治研修センターや、赴いて受けた研修については必ず復命という形で出た者からの報告はいただい

ております。

あと、最終的にどういった形になったか、どういった成果だったかという部分については、やはり

人事評価、内部で職員一人一人を全部人事評価しております。能力行動評価とかという部分で行って

おりますので、その部分で評価できるものと考えております。

〇委員長（櫻井幹夫君） 根本委員。

〇15番（根本謙一君） 今、後段の部分ですけれども、私はちょっとそれは、うん、どうかなと。人

事評価のところでそれできるとは、私はちょっと違うなと思うのです。

、 、 、あと もう一点 ここの庁内での研修では何もいただいていないということを言いましたけれども

やはりいただくべきだと思います、それは。一つの。参加しただけではなくて、参加して何を考えて

きたか、何をそこで勉強したかというのをどういうふうに自分のものにしたかというのは、そこはき

ちっと確認すべきだと思います。私は思いました。ある意味議会もやっていますから、いろいろな局

面で。100％とは言えませんけれども、これは必要だと思います。そこのところの答弁をお願いしま

す。

〇委員長（櫻井幹夫君） 総務課長。

〇総務課長（平山正孝君） まず、出張した場合のやつは復命という形で、どういう気づきが、どう

いうことが今後生かしていきますとかというのが書かれております。要は内部で業者に委託して、中

でやった部分については、そういったものはちょっと取っていないということはあります。ただ、そ

の委託した事業所のほうでアンケートを取ったりしていますので、そういった部分で共有できるかな

というふうに思いますので、今後そういった部分については検討していきたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで質疑番号65番、根本謙一委員の質疑は終わりました。

ここで暫時休憩します。

休 憩 （午後 ２時００分）

再 開 （午後 ２時０１分）

〇委員長（櫻井幹夫君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

質疑番号66番、２番、小柴葉月委員の質疑を行います。

小柴委員。

〇２番（小柴葉月君） 地域振興事業についてです。当初予算審議の際、地域づくり事業協同組合に

ついて、登録企業を増やす工夫は町でもしていく、またワークモデルの発信をしていきたいとの答弁

がありましたが、どのような取組があったのか伺います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、政策財政課長、渡部雄二君。
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〇政策財政課長（渡部雄二君） ２番、小柴委員の質疑にお答えいたします。

特定地域づくり事業協同組合制度は、ご承知のとおり、人口急減地域において、農林業や商工業等

の地域産業の担い手の確保と同時に、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場をつくり出

すことにより、地域内外の若者などを呼び込むことを目的とした制度でございます。例えば仕事を求

める移住希望者などがあった場合、組合に所属し派遣職員となり、当面の職を確保することができれ

ばスムーズに移住につなげることもできます。その点においては、組合との積極的な連携を図ること

で、特に移住施策において、より大きな成果が期待できると考えております。

しかしながら、ご指摘の登録企業を増やす工夫やワークモデルの発信につきましては、町としても

組合と定期的な協議の場を設け、情報を共有するとともに働きかけや提案を行っているところではあ

りますが、雇用、労働の需給バランスなどもあるため、基本的には組合の経営判断に任せているとこ

ろでございます。

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） 小柴委員。

〇２番（小柴葉月君） 私、当初予算のときに町でもアプローチしていくよというふうに言っていた

ので、具体的に町でもその企業を、こういう制度があるので組合に入ってくださいねとか、あとは若

い人たちに向けて、こういう制度があるから、こういう働き方できますよと発信していくのかなと思

っていたのですが、何かそれは多分しないで、組合と情報共有しながら提案をしてきたよなんていう

お話あったと思うのですけれども、では具体的にどんな提案があったのか。それがちょっと記憶にな

、 、 、いようであれば 組合と町の中でどういう協議があるのかということと あと制度の本来の目的って

先ほど今答弁にあったように、若者を呼び込んだりとか、あとは移住者施策においても影響があると

いうところが本来この制度の目的だと思うのですけれども、私、組合は多分その目的を達成しようと

は思っていないのではないのかなと思っていて、組合としては、うちで働く人いますか、いたらいい

なというふうな制度の利用の仕方を多分していると思うので、この制度の本来の目的を達成しようと

しなければいけないのは町なのではないのかなと認識していたのですけれども、そこの認識だけちょ

っとお伺いします。２点お願いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 政策財政課長。

〇政策財政課長（渡部雄二君） お答えいたします。

確かに前々年度ですか、当初予算のときに答弁したような町の強い関わりというか、そういったと

ころは今のところできていないのが現状でございます。あくまでやはり組合の意思といいますか、雇

用、労働のバランス等も考えて、ある程度委ねているような状況でございます。確かに、委員おただ

しのとおり、本来の趣旨であります移住者を増やすような取組に関しては町のほうが強く関わってい

く必要があると思いますので、その辺については、これからもさらに組合との協議の場において町の

ほうの関与、ひいては移住者の増加につながるような対応をしてまいりたいというふうに思っており
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ます。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 小柴委員。

〇２番（小柴葉月君） 現状ちょっと組合との関係って薄いよねというお話あったと思うのですけれ

ども、この制度ってそもそも人件費を税金でカバーしますという話、簡単に言えばそうだと思うので

すけれども、そこを組合と町との関係をちゃんと築いて、町は町でこの制度の目的の達成を目指さな

ければ、ただただ一般企業に対して人件費を補助しているという形になってしまうと思うので、これ

はやっぱりちょっともう少し見直しを、今答弁の中にありましたが、見直しを行って、しっかりとこ

ちらはこちらでこの制度の本来の目的をどう達成するのかというところをちゃんと考えていただきた

いなと思っています。今後期待しています。

以上です。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで質疑番号66番、小柴葉月委員の質疑は終わりました。

質疑番号67番、２番、小柴葉月委員の質疑を行います。

小柴委員。

〇２番（小柴葉月君） 施策ページ数の136ページです。情報発信の観点から、広報紙以外の媒体に

、 。課題があるようですが ノパメールや公式ラインは登録しなければ情報を受け取ることはできません

町民アンケートでは約４割が利用していないと回答しております。各媒体に対しての満足度について

の調査はしてあるようですが、１点目、ノパメールや公式ラインの登録促進にどのように取り組んで

きたのでしょうか。

２点目、過去３年間の登録者数の推移を伺います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 答弁、政策財政課参事、金子吉弘君。

〇政策財政課参事（金子吉弘君） それでは、お答えいたします。

１点目のノパメールや公式ラインの登録促進に係る取組についてでありますが、まずノパメールに

つきましては、平成26年10月に公式メールアカウントを開設いたしまして運用を始めたところでござ

いますが、令和８年３月末の３Ｇサービスの終了やアンケートによります利用頻度の減少を見込みま

して、令和６年９月からノパメールで配信していた情報は、防災に関する情報を除きまして、公式ラ

インへの配信へ統合するとともに、その旨広報紙等で周知したところでございます。

次に、公式ラインにつきましては、令和２年11月に町公式アカウントを開設しまして運用を始めて

おります。令和６年度の取組といたしましては、８月に町民の方が必要な情報だけ受け取れます受信

設定機能というものを追加するとともに、ごみ分別チャットボットの機能強化、また子育て情報の配

信など、大幅な機能拡充を図って登録意識を高めたところでございます。また、令和６年８月以降、

転入者の方へライン登録を案内するチラシを転入手続の際に紹介いたしまして配布するとともに、同

月８月でございますが、町内こども園、小中学校の保護者の方へチラシを配布し、登録を促したとこ
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ろでございます。

２点目の過去３年間の登録者数の推移についてでありますが、まずノパメールにつきましては、登

、 、 、録者は全て上書きされる仕組みとなっておりまして 概算の登録者数となりますが 各年度末時点で

令和４年度、５年度が約1,500人、令和６年度が1,420人となっております。

次に、公式ラインの登録者数につきましては、各年度末時点で、令和４年度が1,685人、令和５年

度が2,125人、令和６年度が2,871人となっております。

以上でございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 小柴委員。

〇２番（小柴葉月君） ありがとうございました。これ①と②併せての再質疑にさせてもらいます。

まず、今回予算でラインの機能が増えた、機能を増やすために幾らか予算を使っているはずだった

と思うのです。だから、お金をかけてやることだから、やっぱりそこに結果として人を、登録者数を

増やさなければいけないよなと思っていました。答弁の中で、転入してきた人たちとか、あとは子ど

もたちの保護者さんに対して登録を促進するチラシを配布したというふうに、こういうこと実際に動

きをしていたということで、よかったなと思いました。ですが、実際にライン登録者人数も増えてい

るようではあるのですけれども、人口に対してまだまだ少ないと思います。転入者と、あと子どもを

持つ親御さん、保護者の皆さんって結構人数としてはかなり少ないと思うのです。だから、ほかの普

通の町民に対してもやっぱりどんどん呼びかけをしていかなければいけないのではないかなと思うの

ですが、そこに対しての認識を伺いたいと思います。

〇委員長（櫻井幹夫君） 政策財政課参事。

〇政策財政課参事（金子吉弘君） お答えいたします。

まさに委員おっしゃるとおりで、このライン等に関しましては、毎年町民アンケートによりまして

利用者のご意見等をいただいておるところの中で、やはりその機能があることを知らなかったとかと

いうふうな情報というのがかなり多くあります。これは私どもとしても問題であるというふうに思っ

ておりまして、大体満足されているという方が、必要な情報も取られているという方が大体４割程度

はいらっしゃいます。こういった機能があることを、こういったことで情報が取れるということを知

らなかったという方がやっぱり４割くらいいらっしゃいますので、これは非常に我々としても危機感

を持っているところでございまして、委員おただしのとおり、やはり若い世代の方の登録が少ないと

いうのは事実でございます。これにはやはりしっかりとした子育て情報の発信ですとか、いわゆる本

当に必要な情報が必要なときに取れるというふうな機能をしっかり拡充させていくことが重要だとい

うふうに思っております。さらには、その機能が加わった暁には、しっかりとしたやっぱり周知とい

うのが必要だというふうに考えておりまして、これをしっかり、額面どおりのお話になってしまうか

もしれませんが、やはりそういったラインであるとか、広報紙であるとか、あとは町のホームページ

であるとか、さらには必要なそういう世代に対して、子育て世代に対して、子育て支援施策、事業の
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際にチラシを配っていくとか、そういう草の根的な活動というのが必要だというふうに思っておりま

す。これは、一足飛びになかなか登録者数が増えるというふうなものではないというふうに思ってお

りますので、しっかりとその辺の取組を進めながら登録者数を一人でも増やしていきたいなというふ

な考えでございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 小柴委員。

〇２番（小柴葉月君） 最後になりますが、このライン登録者数を増やさなければいけないのではな

いかなと私が思う理由は、まずお金を使っていること、あとはやはり町民参加を促せる手段としてか

なり有効な媒体なのではないかなと思っておりまして、やっぱりそれに伴って登録者数すごく増やし

たほうがいいと思うのです。最後に登録者数の目標は持っているのか伺って、終わりにしたいと思い

ます。

〇委員長（櫻井幹夫君） 政策財政課参事。

〇政策財政課参事（金子吉弘君） お答えいたします。

やはり委員おただしのとおり、しっかりこのラインの機能拡充にお金を使わせていただいている事

実もございますので、登録者数を増やしていかなければならないというのは我々の使命というふうに

考えております。

通常、今までの登録者数については、年間大体500人程度でございました。６年、ノパメールをラ

インのほうに機能を集約いたしまして、さらに機能の拡充を図ったところ、大体800人弱くらいの利

。 。 、 、用者がございました 一定の効果はあるというふうに思っております ただ 委員おただしのとおり

近い将来、いわゆる広報紙と同様に利用されている数が増えるというふうなことで私どもも捉まえて

おりまして、目標といたしましては、ちょっと媒体の母数は、それを利用されている方の母数はちょ

っと変わってくると思いますが、広報紙を今見ていらっしゃる方で必要な情報が取れているというふ

うな方に対しては８割以上の人がおりますので、大体そこを目標に、同程度の目標を持ってしっかり

と進めていかなければならないというふうに考えたところでございます。

〇委員長（櫻井幹夫君） これで質疑番号67番、小柴葉月委員の質疑は終わりました。

以上で政策名７ 「町民に信頼される行政の推進」に関する質疑は終了しました。、

以上で認定第１号 令和６年度会津美里町一般会計歳入歳出決算認定の質疑は終了いたします。

お諮りします。本日はこれにて延会としたいと思いますが、ご異議ありませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇委員長（櫻井幹夫君） 異議なしと認め、本日はこれにて延会いたします。

延 会 （午後 ２時１８分）
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開 議 （午後 ２時００分）

〇委員長（櫻井幹夫君） これから本日の会議を開きます。

決算特別委員会４日目を行います。令和６年度会津美里町一般会計歳入歳出決算認定に係る提言書

（案）についてお諮りいたします。

（ ） 、 、お手元に配付しました提言書 案 について 委員間討議により共通認識を図りたいと思いますが

ご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇委員長（櫻井幹夫君） 異議なしと認めます。

それでは、配付してございます提言書（案）について何かご意見ございませんか。

長嶺委員。

〇５番（長嶺一也君） 確認したいのですけれども、午前中の理事会でどういう議論になったのかの

。 、「 」 「 」、 「 」確認でございます 提言書の上から４行目 ごみ焼却施設整備事業等 の 等 あと 大型事業等

の「等 、あと「財政負担の増加など」の「など 、この「等」と「など」にはほかにはどういう事業」 」

等が想定されているのか確認したいので、回答お願いします。

〇委員長（櫻井幹夫君） 委員長としましてお答えさせていただきます。

午前中理事会開催いたしましたが、その中では特段「等 「など」についての具体的なやり取りは」、

ありませんでした。こちらの提出に関しても、具体的にそれが何かというところまで限定した内容と

はしておりません。

長嶺委員。

（ ） 、 「 」 「 」〇５番 長嶺一也君 私の考えかもしれませんけれども こういった提言書等に 等 とか など

と書くに当たっては、ある程度想定して書くべきかななんて、こう思っているのですけれども。

〇委員長（櫻井幹夫君） 暫時休憩します。

休 憩 （午後 ２時０３分）

再 開 （午後 ２時０６分）

〇委員長（櫻井幹夫君） 再開します。

長嶺委員の質問にお答えいたします。

ここで会津若松地方広域市町村圏整備組合ごみ焼却の事業についてうたってはおりますが、これに

限ることなく、本町独自の新鶴ふれあいの森や旧本郷第一小学校跡地の開発、あるいはこども園の改

修など、ほかにも大型事業があることから、このような表現をさせていただいております。

12番、横山委員。

〇12番（横山知世志君） 別紙の３の３の子育て支援の充実というところあります。その一番上の１

行目 「未来を担う児童の健全育成の観点から、利用者の声を聞き 、ここの利用者というのは児童ク、 」
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ラブなのか、子育て支援センターなのか、こども園なのか、ちょっとその辺が分かりにくいのかなと

いうふうに思ったのですが。

〇委員長（櫻井幹夫君） 大変失礼しました 「利用者」の前に「児童クラブ」という文言を付け加。

えさせていただきます。

12番、横山委員。

〇12番（横山知世志君） ３の３の中にはこども園、児童クラブ、子育て支援センターといろいろ施

設とクラブ等の名称が出てくるのです。児童クラブだけの政策ではなかったのではないのかなと思っ

たものですから、あえて特定するのはどうなのかなというふうに思ったところです。

〇委員長（櫻井幹夫君） 午前中の理事会の中で各理事のほうから出された意見について別紙でこの

ように記載するというところで話合いを重ね、出されていた意見については「児童クラブ利用者」と

いう文言があったところをこちらに表示する際に抜けたものであり、この件につきましては児童クラ

ブ利用者を特定したものでございます。

その他ございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇委員長（櫻井幹夫君） 以上で委員間討議を終了します。

それでは、令和６年度会津美里町一般会計歳入歳出決算認定に係る提言書（案）についてお諮りい

たします。お手元に配付しました提言書（案）を議長に報告したいと思いますが、ご異議ありません

か。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇委員長（櫻井幹夫君） 異議なしと認めます。

それでは、提言書にあります「 案 」を削除し、議長へ報告することに決しました。（ ）

ここで執行部入室のため、暫時休憩します。

休 憩 （午後 ２時１１分）

再 開 （午後 ２時１２分）

〇委員長（櫻井幹夫君） 再開します。

これより認定第１号に対する討論を行います。

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。反対討論はありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇委員長（櫻井幹夫君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終了いたします。

これより認定第１号を電子採決によって採決いたします。

本案を原案のとおり認定することに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンを押して
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ください。

〔各委員投票〕

〇委員長（櫻井幹夫君） これをもって採決を確定いたします。

賛成全員。

よって、本案は原案のとおり認定されました。

これで本委員会に付託されました議案の審議が終了しました。

〇副委員長（小柴葉月君） これで令和７年会津美里町議会定例会９月会議決算特別委員会を閉会し

ます。

閉 会 （午後 ２時１４分）



定 例 会 ９ 月 会 議

（第 ５ 号）
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開 議 （午前１０時００分）

〇開議の宣告

〇議長（大竹 惣君） これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。

〇認定第１号の議題、委員長報告、討論、採決

〇議長（大竹 惣君） 日程第１、認定第１号 令和６年度会津美里町一般会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題といたします。

決算特別委員会委員長の報告は、別紙報告書のとおりであります。

。 、 、お諮りいたします 委員長の報告は 会議規則第41条第３項の規定により省略したいと思いますが

これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 異議なしと認めます。

よって、決算特別委員会委員長の報告は省略することに決しました。

認定第１号については、討論通告がありませんでしたので、これより電子採決システムにより採決

いたします。

本案を委員長報告のとおり認定することに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンを

押してください。

〔各議員投票〕

〇議長（大竹 惣君） 押し忘れはありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） なしと認めます。

これをもって採決を確定いたします。

賛成全員。

よって、本案は原案のとおり認定されました。

〇認定第２号ないし認定第８号の議題、委員長報告、質疑、討論、採決

〇議長（大竹 惣君） 日程第２、認定第２号 令和６年度会津美里町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算認定についてから認定第８号 令和６年度永井野財産区特別会計歳入歳出決算認定についてま

での７件を一括議題といたします。

ここで、常任委員会委員長の報告を求めます。

初めに、総務厚生常任委員会委員長、村松尚君、報告願います。

〔総務厚生常任委員長（村松 尚君）登壇〕
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〇総務厚生常任委員長（村松 尚君） 総務厚生常任委員会に付託されました認定５件に係る委員長

報告を申し上げます。

令和７年９月８日午前10時より、本庁舎議場において、委員全員、所管課、議会事務局出席の下、

開催いたしました。なお、論点はなかったことを報告いたします。審査の結果につきましては、お手

元に配付されているとおりですので、件名を省略し、議案番号にて報告いたします。また、申合せに

より、議会選出監査委員は決算に関する議案から除くとされていることから、認定５件については議

会選出監査委員である堤委員は退席されたことを併せて報告いたします。

認定第２号は、委員より、歳入の国民健康保険税において、不納欠損額の時効ごとの件数について

質疑があり 当局より 執行停止後３年時効が17件 金額が６万3,600円 即時欠損が15件 金額が44万、 、 、 、 、

7,547円、５年時効が27件、金額が18万9,300円、人数は11人に対し、件数は59件ですとの答弁があり

ました。また、委員より、どのように調査を行い、不納欠損としたのかとの問いに、当局より、本人

死亡により相続人が不存在だったこと、さらに本人が生活保護受給となったことが要因のほとんどで

ありますとの答弁がありました。次に、委員より、歳入の国民健康保険税において、約2,000万円が

収入未済額となっている。未済額によって滞納繰越分もかなりの額となるが、収入未済額解消に向け

た徴収の取組はどのようにしているのかとの問いに、当局より、確かに未済額については滞納繰越分

であります。しかし、徴収率を見ていただくと高い徴収率を確保しています。厳しく徴収しており、

令和６年度は自動車の差押えや捜索を行い、その場で差押えするなど、滞納繰越減少に向け努力し、

結果が出ているものと捉えていますとの答弁がありました。また、委員より、滞納者の医療費に対し

て、滞納していても町では支出しており、保険証も渡している。滞納者に対し、どのように指導して

いるのかとの問いに、当局より、今回は令和６年度の決算ですので、従来の紙の保険証からマイナ保

。 、 、 、険証に変更がありました これは 12月に変更が行われましたが それまでは短期の保険証を発行し

期限が切れたら納税相談を受けるという対応が可能でしたが、マイナ保険証に切り替わったことで短

期保険証が発行できなくなりました。正規の保険証か10割負担となりましたが、滞納者に対してはし

っかりアプローチし、納税相談に応じていただき、約束を守っていただく。守っていただけない場合

は、毅然とした態度で対応しているところでありますとの答弁がありました。次に、委員より、歳出

の特定健康診査等事業費委託料の受診勧奨通知作成業務委託料について、受診率の増加が見られるこ

とから努力は認めるが、目標値にはまだまだ届いていない。令和６年度の受診勧奨通知作成業務委託

料の中で、何か新しい取組を行ったのかとの問いに、当局より、確かに目標値60％には届いていない

、 、 。 、が これは国が示している数値であり 町の受診率53.9％は決して低い数字ではありません しかし

目標値には届いていないことから、受診勧奨通知作成業務の中でＡＩ分析を活用し、対象者に合った

勧奨通知を行うなどの事業について委託料に計上しておりますとの答弁がありました。また、委員よ

り、令和６年度で健康づくり推進員が廃止されたが、受診率に影響はなかったのかとの問いに、当局

より、近年家族の多様化などにより、地域での健康づくり活動はなかなか実施できていなかった状況
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から、ここ数年の課題となっていました。健康づくり推進員の活動については、基本的に成果向上が

見込めないことから、逆に保健師が集いの場に伺ったり、健康相談に乗ったりすることで対応してい

るところです。健康づくり推進員は、ここ数年活動できていなかったことから、受診率低下には影響

。 、 、 、していないとの認識でありますとの答弁がありました ほかに質疑はなく 討論もなく 採決の結果

賛成全員にて認定すべきものと決しました。

認定第３号は、委員より、歳入の不納欠損額と収入未済額がそれぞれ計上されている。収入未済額

、 、 、は99.9％と100％に近いが 滞納分の解消はどのような取組を行っているのかとの問いに 当局より

滞納解消は非常に難しい問題だが、一つ一つ着実に解消しており、現在残っているのは困難な事例が

多いことから、今後はかなり厳しい状況になってくるとの想定がされます。取組については、一つ一

つしっかり対応していきますとの答弁がありました。また、委員より、滞納解消に向けた困難な事例

とは何かとの問いに、当局より、資産がない方や支払いが困難な方もおられることから、納税相談の

中で対応しているが、なかなか厳しい現状であり、これが滞納繰越分で残っている状況ですとの答弁

がありました。さらに、委員より、人数はどのくらいいるのかとの問いに、当局より、令和６年６月

の段階で300件、52名の方が滞納繰越しとなっていますとの答弁がありました。次に、委員より、歳

出について、介護サービス等諸費の負担金補助及び交付金の不用額はサービス利用者の減少によるも

のなのかとの問いに、当局より、介護サービス給付費の減少に対し、介護予防サービス給付費につい

ては増加している現状です。予算額がどうしても大きくなることから結果的に不用額が生じたが、し

っかり精査を行いたいとの答弁がありました。また、委員より、介護予防福祉用具の購入費補助を受

けるに当たり、申請の煩わしさから自費で購入している方が多くいる。周知をもっとすべきではない

のかとの問いに、当局より、関係機関とも連携し、周知に努めますとの答弁がありました。次に、委

員より、歳出において、認知症総合支援事業費の委託料、認知症地域支援推進員事業委託料の内容は

との問いに、当局より、認知症対策サポート会議という形で様々な取組をしています。具体的には、

認知症サポーター部会、教育研修部会、広報部会など、部会を設置し、認知症の普及啓発などを行っ

ています。活動の主なものとして、講演会や認知症普及啓発の映画上映会をじげんホールで開催し、

176名が参加され、同時に図書館で認知症ブースを設けるなど、普及啓発活動に取り組みました。ほ

かにサポーター養成講座なども実施しましたとの答弁がありました。また、委員より、福島県一認知

症にやさしい町の宣言から５年くらいたつが、県下一にはなっていない。課題の把握はしているのか

との問いに、当局より、何をもって県下一をはかるかは難しい問題ですが、客観的に県内一とは捉え

ていませんが、認知症について町民に周知を行うなど、一つ一つ取り組みながら課題解決を図ります

との答弁がありました。さらに、委員より、推進員の人数はとの問いに、当局より、包括支援センタ

ーに委託している２名ですとの答弁がありました。ほかに質疑はなく、討論もなく、採決の結果、賛

成全員にて可決すべきものと決しました。

、 、 、 、 。認定第４号は 質疑はなく 討論もなく 採決の結果 賛成全員にて認定すべきものと決しました
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認定第５号は、委員より、１区画の販売実績はあったが、全体で何区画あるのかとの問いに、当局

より、令和６年度末で販売できるものは残り５区画でありますとの答弁がありました。また、委員よ

り、奥の雪庇の出るところは販売できない場所との認識だがとの問いに、当局より、面積が大きく、

販売が困難な場所は町営住宅北側５区画であり、販売可能な土地５区画と合わせると10区画となりま

すとの答弁がありました。ほかに質疑はなく、討論もなく、採決の結果、賛成全員にて認定すべきも

のと決しました。

認定第８号は、委員より、財産に関する調書の中で、筆数は何筆あるのかとの問いに、当局より、

11筆となりますとの答弁がありました。また、委員より、位置はどのようになっているのかとの問い

に、当局より、蛇喰の谷地が３筆、南沢が２筆、川向が６筆となっていますとの答弁がありました。

ほかに質疑はなく、討論もなく、採決の結果、賛成全員にて認定すべきものと決しました。

以上で総務厚生常任委員会に付託された認定５件の委員長報告を終わります。

〇議長（大竹 惣君） これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 質疑なしと認めます。

続いて、産業教育常任委員会委員長、櫻井幹夫君、報告願います。

〔産業教育常任委員長（櫻井幹夫君）登壇〕

〇産業教育常任委員長（櫻井幹夫君） 産業教育常任委員会に付託されました認定２件に係る委員長

報告を申し上げます。

、 、 、 、 、令和７年９月８日午前10時より 常任委員会室において 委員全員 所管課 議会事務局出席の下

開催しました。なお、論点はなかったことを報告いたします。審査の結果につきましては、お手元に

配付されているとおりですので、件名を省略し、議案番号にて報告いたします。

まず、認定第６号について、委員より、建設工事の概況に記載の老朽管更新事業配水管布設替え工

事について、何年くらい経過した管なのかとの問いに、当局より、40年程度経過したものですとの答

。 、 、 、弁がありました さらに 委員より 布設替えした石綿管はどのような状態であったのかとの問いに

当局より、石綿管についてはきれいな状態で、石綿セメントの間にスチールが入った丈夫な構造のも

のなので、割れやひびはありませんでした。また、内部の詰まりもありませんでした。消火栓等に鉄

管類を使用しているため、赤さびが付着したような形跡はありましたとの答弁がありました。また、

委員より、前年度と比較して給水戸数の減少の割に給水人口の減少が多いようだが、これはどういう

ことかとの問いに、当局より、アパート建設が多く、アパートは単身者が多いので、給水人口は増え

。 、 。ません そのため 戸数の減少の割に人口の減少が多くなったということですとの答弁がありました

また、委員より、総括事項において、人工衛星による漏水調査については本町単独実施となったとあ

るが、単独で実施した理由は何かとの問いに、当局より、会津若松市、会津坂下町については令和５

、 。年度に撮影した分の音聴調査が終了しておらず それを終了させてから検証するようになっています
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本町は、単年度で終了させ、検証しているため、その分ずれが生じていますとの答弁がありました。

さらに、委員より、給水停止について件数等の説明をいただきたいとの問いに、当局より、令和６年

度については給水停止を２回実施し、現在も合わせて８件が停止中ですとの答弁がありました。その

他若干の質疑はありましたが、討論はなく、採決の結果、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと

決しました。

次に、認定第７号について、委員より、公共下水道事業の会津高田浄化センター井戸ポンプ更新工

事について、更新の理由と工期が７か月と長い理由は何かとの問いに、当局より、更新の理由は壊れ

たためで緊急工事を行いました。ポンプについては受注生産であるため、工期を長く設定しましたと

の答弁がありました。また、委員より、農業集落排水事業の接続率が前年度比0.9％減少した理由は

何かとの問いに、当局より、単純に人口減少が進んでいるためですとの答弁がありました。また、委

員より、下水道事業は計画どおりに進んでいるのかとの問いに、当局より、下水道事業につきまして

は、住居のある区域についてはほぼ終了している状況です。宅地整備計画のない末端部が残っている

状態ですが、今のところ、計画のないところについては管の埋設は行わない考えですとの答弁があり

ました。また、委員より、貸倒引当金の取崩しについて、令和６年度においては平成30年度の債権に

属する不納欠損による損失として11万9,880円を補填するため、貸倒引当金11万9,880円を取り崩した

、 、 、 、 。とあるが 不納欠損になるのは何年か また件数は何件あったのかとの問いに 当局より ５年です

件数につきましては、公共下水道で３件ですとの答弁がありました。さらに、委員より、水道料金と

一緒に収納するわけだから、給水停止の状態にあるのかとの問いに、当局より、下水道料金につきま

しても当然水道料金と一緒に請求します。給水停止の対象となるときにも、下水道料金の未納分は含

まれた形で給水停止します。貸倒引当金に関しましては、収納の見込みがないもの、例えば死亡して

相続人がいない、居所不明などは収納不能となりますので、貸倒引当金となります。今回の対象者、

公共下水道３件につきましては、居所不明によるものですとの答弁がありました。その他若干の質疑

はありましたが、討論はなく、採決の結果、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決しました。

以上で産業教育常任委員会に付託された認定２件の委員長報告を終わります。

〇議長（大竹 惣君） これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 質疑なしと認めます。

認定第２号から認定第８号までについては、討論通告がありませんでしたので、これより電子採決

システムにより採決いたします。

認定第２号から認定第８号までに対する委員長報告はいずれも認定であります。

認定第２号から認定第８号を委員長報告のとおり認定することに賛成の方は賛成のボタンを、反対

の方は反対のボタンを押してください。

〔各議員投票〕



- 263 -

〇議長（大竹 惣君） 押し忘れはありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） なしと認めます。

これをもって採決を確定いたします。

賛成全員。

よって、認定第２号から認定第８号までの７件は原案のとおり認定されました。

〇議案第４９号ないし議案第５５号の議題、委員長報告、質疑、討論、採決

〇議長（大竹 惣君） 日程第３、議案第49号 会津美里町議会議員及び会津美里町長の選挙におけ

る選挙運動の公営に関する条例の一部を改正する条例及び議案第51号 令和７年度会津美里町国民健

康保険特別会計補正予算（第１号）から、議案第55号 令和７年度会津美里町下水道事業会計補正予

算（第１号）までの６件を一括議題といたします。

ここで、常任委員会委員長の報告を求めます。

初めに、総務厚生常任委員会委員長、村松尚君、報告願います。

〔総務厚生常任委員長（村松 尚君）登壇〕

〇総務厚生常任委員長（村松 尚君） 総務厚生常任委員会に付託されました議案４件に係る委員長

報告を申し上げます。

令和７年９月８日午前10時より、本庁舎議場において、委員全員、所管課、議会事務局出席の下、

開催いたしました。なお、論点はなかったことを報告いたします。審査の結果につきましては、お手

元に配付されているとおりですので、件名を省略し、議案番号にて報告いたします。

、 、 、 、 。議案第49号は 質疑はなく 討論もなく 採決の結果 賛成全員にて可決すべきものと決しました

、 、 、 、 。議案第51号は 質疑はなく 討論もなく 採決の結果 賛成全員にて可決すべきものと決しました

、 、 、 、 。議案第52号は 質疑はなく 討論もなく 採決の結果 賛成全員にて可決すべきものと決しました

議案第53号は、委員より、歳入について、雑入に対して歳出はどのようになっているのかとの問い

に、当局より、マイナ保険証の登録の有無にかかわらず、全員に資格確認書を送る暫定運用継続にな

ったことから、特定記録郵便にて送付する掛かり増し経費について補助金として交付されたものです

との答弁がありました。ほかに質疑はなく、討論もなく、採決の結果、賛成全員にて可決すべきもの

と決しました。

以上で総務厚生常任委員会に付託された議案４件の委員長報告を終わります。

〇議長（大竹 惣君） これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 質疑なしと認めます。

続いて、産業教育常任委員会委員長、櫻井幹夫君、報告願います。
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〔産業教育常任委員長（櫻井幹夫君）登壇〕

〇産業教育常任委員長（櫻井幹夫君） 産業教育常任委員会に付託されました議案２件に係る委員長

報告を申し上げます。

、 、 、 、 、令和７年９月８日午前10時より 常任委員会室において 委員全員 所管課 議会事務局出席の下

開催しました。なお、論点はなかったことを報告いたします。審査の結果につきましては、お手元に

配付されているとおりですので、件名を省略し、議案番号にて報告いたします。

議案第54号については、委員より、提出案件資料の収益的収入において、前期前受金戻入の確定に

より増額とあるが、長期前受金戻入額とはどういうものかとの問いに、当局より、長期前受金戻入、

これの中身については、今まで水道事業でいただいた国の補助金です。決算の時期に老朽管布設替え

等で、国からの補助金を含んだ構築物の減価償却を行いますが、国からの補助金を減価償却に含める

わけにはいかないため、長期前受金戻入として収益化する会計処理となっていますとの答弁がありま

した また 委員より 下水道基本料金負担軽減事業について 収入の中の営業収益 水道使用料1,696万。 、 、 、 、

円の減額と、使用料減収の補填分としての一般会計補助金1,701万5,000円が同額でない原因は何かと

の問いに、当局より、上下水道基本料金負担軽減事業に係るシステム改修委託料５万5,000円の計上

によるものですとの答弁がありました。ほかに質疑はなく、討論もなく、採決の結果、賛成全員で本

案は可決すべきものと決しました。

次に、議案第55号については、質疑はなく、討論もなく、採決の結果、賛成全員で本案は可決すべ

きものと決しました。

以上で産業教育常任委員会に付託された議案２件の委員長報告を終わります。

〇議長（大竹 惣君） これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 質疑なしと認めます。

、 、議案第49号及び議案第51号から議案第55号までにつきましては 討論通告がありませんでしたので

これより電子採決システムにより採決いたします。

６件に対する委員長報告はいずれも可決であります。

議案第49号及び議案第51号から議案第55号までについて、委員長報告のとおり決することに賛成の

方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンを押してください。

〔各議員投票〕

〇議長（大竹 惣君） 押し忘れはありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） なしと認めます。

これをもって採決を確定いたします。

賛成全員。
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よって、議案第49号及び議案第51号から議案第55号までの６件は原案のとおり可決されました。

〇議案第５０号の議題、討論、採決

〇議長（大竹 惣君） 日程第４、議案第50号 令和７年度会津美里町一般会計補正予算（第６号）

を議題といたします。

議案第50号については、討論通告がありませんでしたので、これより、電子採決システムにより採

決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンを押してく

ださい。

〔各議員投票〕

〇議長（大竹 惣君） 押し忘れはありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） なしと認めます。

これをもって採決を確定いたします。

賛成全員。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

〇陳情第８号の議題、委員長報告、質疑、討論、採決

〇議長（大竹 惣君） 日程第５、陳情第８号 「非核平和宣言の町 会津美里」のメッセージ看板

の再設置を求める陳情についてを議題といたします。

ここで、常任委員会委員長の報告を求めます。

総務厚生常任委員会委員長、村松尚君、報告願います。

〔総務厚生常任委員長（村松 尚君）登壇〕

〇総務厚生常任委員長（村松 尚君） 総務厚生常任委員会に付託されました陳情１件に係る委員長

報告を申し上げます。

令和７年９月８日午前10時より、本庁舎議場において、委員全員、議会事務局出席の下、開催しま

した。

陳情第８号は、委員より、看板に代わる横断幕などの対応でよいのではないか。趣旨には賛同し、

採択したいとの意見がありました。また、委員より、さきに行われた一般質問において、当局から設

、 、 。置に対して理解ある答弁があったこともあり 設置趣旨に賛同し 採択したいとの意見がありました

ほか各委員からも同様の意見があり、採決の結果、賛成全員にて採択すべきものと決しました。

以上で総務厚生常任委員会に付託された陳情１件の委員長報告を終わります。

〇議長（大竹 惣君） これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
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〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 質疑なしと認めます。

陳情第８号については、討論通告がありませんでしたので、これより電子採決システムにより採決

いたします。

この陳情に対する委員長の報告は採択です。

この陳情を委員長報告のとおり採択することに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタ

ンを押してください。

〔各議員投票〕

〇議長（大竹 惣君） 押し忘れはありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） なしと認めます。

これをもって採決を確定いたします。

賛成全員。

よって、陳情第８号は原案のとおり採択されました。

ただいま町長、杉山純一君、15番、根本謙一君より追加議案提出の申出がありました。

ここで、議会運営委員会及び全員協議会開催のため、全員協議会終了まで休憩いたします。

休 憩 （午前１０時３７分）

再 開 （午前１１時３０分）

〇議長（大竹 惣君） 再開いたします。

〇日程の追加

〇議長（大竹 惣君） ただいま追加送達された事件は、町長、杉山純一君より議案第57号及び議案

第58号、同意第10号、15番、根本謙一君より発議第９号及び発議第10号の計５議案であります。

お諮りいたします。本日はこれを日程に追加し、議案を別紙追加付議事件一覧表のとおり上程し、

提案者からの説明を求めたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 異議なしと認めます。

よって、ただいま宣告のとおり議事を進行いたします。

〇議案第５７号、議案第５８号、同意第１０号、発議第９号、発議第１０号の議

題及び提案理由の説明

〇議長（大竹 惣君） 提案者からの提案理由の説明を求めます。
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町長、杉山純一君。

〔町長（杉山純一君）登壇〕

〇町長（杉山純一君） それでは、追加提案いたします議案２件、同意１件の提案理由をご説明申し

上げます。

初めに、議案第57号は令和７年度会津美里町一般会計補正予算（第７号）であります。本案は、既

定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ922万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を126億

7,453万2,000円とするものであります。

次の議案第58号は、本郷地域公共施設解体工事請負契約についてであります。本案は、地方自治法

第96条第１項第５号及び会津美里町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第２条の規定により、議決を求めるものであります。

、 。次の同意第10号は 会津美里町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてであります

本案は、本町教育委員会委員の山内一枝氏が令和７年９月30日をもって任期満了となることに伴い、

新たに長峯由美子氏を委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２

項の規定により、議会の同意を求めるものであります。

私からは以上であります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

〇議長（大竹 惣君） これをもって提案理由の説明を終わります。

〇議案第５７号の議題、説明、質疑、討論、採決

〇議長（大竹 惣君） 追加日程第１、議案第57号 令和７年度会津美里町一般会計補正予算（第７

号）を議題といたします。

ここで、当局より内容の説明を求めます。

歳入歳出について、政策財政課長から説明を求めます。

政策財政課長、渡部雄二君。

〇政策財政課長（渡部雄二君） 議案第57号 令和７年度会津美里町一般会計補正予算（第７号）に

つきましてご説明いたします。予算書と併せまして、提出案件資料１ページを御覧願います。

それでは、予算書表紙を御覧ください。第１条におきまして、歳入歳出予算の補正でございます。

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ922万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ126億7,453万2,000円とするものでございます。

３ページをお開きください。歳入歳出の補正予算の内容につきまして、事項別明細書によりご説明

申し上げます。歳入でございます。14款国庫支出金、２項国庫補助金、５目土木費国庫補助金150万

円の増額につきましては、空き家対策総合支援事業補助金でございまして、行政代執行による特定空

家の除却工事において、工事請負費に不足が生じることに伴い増額するものでございます。

、 、 、 、次に 18款繰入金 ２項基金繰入金 １目財政調整基金繰入金772万7,000円の増額につきましては
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今回の補正予算における一般財源の調整のため増額するものです。

続きまして、歳出についてご説明いたします。４ページを御覧ください。７款土木費、２項道路橋

梁費、１目道路橋梁維持費622万6,000円の増額につきましては、12節の設計委託料でございまして、

今年度実施した橋梁塗膜調査により、２橋において低濃度のＰＣＢが検出されたため増額するもので

ございます。

７款土木費、４項都市計画費、１目都市計画総務費300万1,000円の増額につきましては、歳入でも

ご説明しましたが、行政代執行による特定空家の除却工事において、工事請負費に不足が生じること

に伴い増額するものでございます。

歳入歳出の説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（大竹 惣君） 説明が終わりました。

質疑があれば、これを許可いたします。歳入歳出を一括しての質疑はありませんか。

６番、村松尚君。

〇６番（村松 尚君） １点だけ確認させてください。

歳出の道路橋梁費の設計委託料でございます。こちらについては、提出案件資料の中では、塗膜調

査で２橋からＰＣＢが出たことによって増額するということになっているのですけれども、これはも

ともとの調査内容とすればＰＣＢは含んでいないという見解の下で調査を行った結果として、２橋か

ら結果論として出たから増額することになったのか、それともこの塗膜調査に関しては基本的にＰＣ

Ｂの検査も最近行っていますよね。ＰＣＢだけをくりぬいての塗膜調査というのもやっているはずな

のですけれども、町のほうで、それはこの検査の中身について、どういうような意味合いでのこの調

査だったのか。塗膜調査。劣化状態の調査だったのか、経年劣化の調査だったのか、それともＰＣＢ

の検査だったのか、それだったら話が合わなくなってくるので、この調査の中身についてちょっと教

えてください。

〇議長（大竹 惣君） 建設水道課長、加藤定行君。

〇建設水道課長（加藤定行君） それでは、お答えいたします。

今回の塗膜調査の目的につきましては、ＰＣＢの調査を行ったものでございます。全８橋の調査を

行ったものなのですけれども、ＰＣＢにおきましては橋の子桁部分の塗料として使ったもので、昭和

40年から47年において使われたものだということで認識しているところです。その昭和40年から47年

度まで架設された橋梁、子桁部分を用いたものの全８橋をＰＣＢが使われているかどうかの検査をし

たもので、今回補正の来年度、令和８年度末までを期限としましてＰＣＢの廃棄物の処分をしなけれ

ばならないということで、次年度において橋桁の塗り替え工事を行うため、今回この設計を行うもの

でございます。

以上です。

〇議長（大竹 惣君） 村松議員。
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〇６番（村松 尚君） そうすると、これ総務省かどこかが、集中的にたしかこのＰＣＢに関する問

題って国のほうから多分出ていますね。ここ二、三年の間に集中的にやってくれというのが多分出て

いると思うのですけれども、そうすると確認ですけれども、今回の調査はもともとＰＣＢの検査であ

ったのですけれども、実際のところその２橋から直接ＰＣＢが出たから、設計の変更になるための増

額ということでよろしいのですね。

〇議長（大竹 惣君） 建設水道課長。

〇建設水道課長（加藤定行君） はい、そのとおりでございます。

〇議長（大竹 惣君） ほかにございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） なしと認めます。

これをもって質疑を終了いたします。

これより討論に入ります。

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。反対討論はありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終了いたします。

これより議案第57号を電子採決システムにより採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンを押してく

ださい。

〔各議員投票〕

〇議長（大竹 惣君） 押し忘れはありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） なしと認めます。

これをもって採決を確定いたします。

賛成全員。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

〇議案第５８号の議題、説明、質疑、討論、採決

〇議長（大竹 惣君） 追加日程第２、議案第58号 本郷地域公共施設解体工事請負契約についてを

議題といたします。

ここで、当局より内容の説明を求めます。

生涯学習課長、小林隆浩君。

〇生涯学習課長（小林隆浩君） 議案第58号 本郷地域公共施設解体工事請負契約についてをご説明
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いたします。

追加議案書１ページ、概要説明２ページ、入札結果表３ページを御覧ください。本案は、本郷地域

公共施設解体工事請負契約について、地方自治法第96条第１項第５号及び会津美里町議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであ

ります。

契約の目的は、会津美里町公共施設長寿命化計画個別施設計画に基づき、閉館しました旧本郷体育

館、旧本郷生涯学習センター及び旧本郷老人福祉センターを解体する工事であります。

工事の内容につきましては、旧本郷体育館、旧本郷生涯学習センター及び旧本郷老人福祉センター

の解体、附帯建物、構造物解体撤去処分を行うものでございます。

契約の方法は、事後審査型制限付一般競争入札であります。

契約の金額は２億2,075万6,800円、契約の相手方は会津美里町字水戸乙2375番地、株式会社丸庄工

務所代表取締役、荒川英二であります。

説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

〇議長（大竹 惣君） 説明が終わりました。

質疑があれば、これを許可いたします。質疑はありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終了いたします。

これより討論に入ります。

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。反対討論はありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終了いたします。

これより議案第58号を電子採決システムにより採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンを押してく

ださい。

〔各議員投票〕

〇議長（大竹 惣君） 押し忘れはありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） なしと認めます。

これをもって採決を確定いたします。

賛成全員。

よって、本案は原案のとおり可決されました。
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〇同意第１０号の議題、質疑、討論、採決

〇議長（大竹 惣君） 追加日程第３、同意第10号 会津美里町教育委員会委員の任命につき同意を

求めることについてを議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終了いたします。

これより討論に入ります。

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。反対討論はありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終了いたします。

これより同意第10号を電子採決システムにより採決いたします。

本案を原案のとおり同意することに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンを押して

ください。

〔各議員投票〕

〇議長（大竹 惣君） 押し忘れはありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） なしと認めます。

これをもって採決を確定いたします。

賛成全員。

よって、本案は原案のとおり同意されました。

〇発議第９号の議題、説明、質疑、討論、採決

〇議長（大竹 惣君） 追加日程第４、発議第９号 会津美里町議会基本条例の一部を改正する条例

を議題といたします。

本件に対する提案者から趣旨説明を求めます。

15番、根本謙一君。

〔15番（根本謙一君）登壇〕

〇15番（根本謙一君） それでは、私から発議第９号について趣旨説明を申し上げます。

このことについては、会津美里町議会基本条例の見直しを行い、条例の一部を改正するものであり

ます。
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改正内容ですが、議会改革を取り組むため、議会改革の推進の章を新設し、議員で構成する議会改

革推進会議において、毎年議会基本条例の目的が達成されているか検討を行う条項を追加いたしまし

た。また、政務活動費の執行に向け、政務活動費を章立てにしました。このことにより、条例ずれの

ほか文言の追加、修正の改正を行うことといたしました。

また、附則として、この条例は令和９年10月１日より施行するとしております。

よろしくご審議のほどお願いいたします。

〇議長（大竹 惣君） 説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終了いたします。

これより討論に入ります。

まず、本件に対する反対討論の発言を許します。反対討論はありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終了いたします。

これより発議第９号を電子採決システムにより採決いたします。

本件を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンを押してく

ださい。

〔各議員投票〕

〇議長（大竹 惣君） 押し忘れはありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） なしと認めます。

これをもって採決を確定いたします。

賛成全員。

よって、本件は原案のとおり可決されました。

〇発議第１０号の議題、説明、質疑、討論、採決

〇議長（大竹 惣君） 追加日程第５、発議第10号 会津美里町議会委員会条例の一部を改正する条

例を議題といたします。

本件に対する提案者からの趣旨説明を求めます。

15番、根本謙一君。

〔15番（根本謙一君）登壇〕
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〇15番（根本謙一君） 発議第10号について概要説明を申し上げます。

会津美里町議会委員会条例の一部を改正する条例についてです。会津美里町議会定数条例の改正に

伴い、所要の改正をするものです。

改正内容については、総務厚生常任委員会の委員定数を８人から７人に、産業教育常任委員会及び

広報広聴常任委員会の委員定数を８人から６人に改めることといたしました。また、標準町村議会委

、 。員会条例の改正に合わせ 文言等の整理及び項のずれについて所要の改正を行うことといたしました

附則としまして、この条例は令和７年11月13日から施行することとしております。

よろしくご審議のほどお願いいたします。

〇議長（大竹 惣君） 説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終了いたします。

これより討論に入ります。

まず、本件に対する反対討論の発言を許します。反対討論はありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終了いたします。

これより発議第10号を電子採決システムにより採決いたします。

本件を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対ボタンを押してくだ

さい。

〔各議員投票〕

〇議長（大竹 惣君） 押し忘れはありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（大竹 惣君） なしと認めます。

これをもって採決を確定いたします。

賛成全員。

よって、本件は原案のとおり可決されました。

〇散会の宣告

〇議長（大竹 惣君） 以上をもちまして本定例会９月会議に付議されました案件の審議は全て終了

いたしました。

これで令和７年会津美里町議会定例会９月会議を散会いたします。
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散 会 （午前１１時５２分）
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上記会議のてんまつを記録し、相違ないことを証するため署名する。

令和７年 月 日

議 長 大 竹 惣

議 員 堤 信 也

議 員 鈴 木 繁 明
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